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項目別評価シートで使用した事業実績額（調整値）について 

 

 

 

 今年度の項目別評価シートに記載されている事業実績額においては、平成 20 年度、21

年度の国・地域別、或いは分野別の事業実績額の比較を評価の観点から的確に行うために、

以下の条件・調整により算出した両年度の国・地域別、分野別事業実績額を使っているも

のがある。 

 

 

１．使途を特定された寄附金（特定寄附金）を財源とする事業支出額については、基金自

身の計画による国・地域別、或いは分野別の事業実績額の比較を行う観点から、両年度

とも実績額から除いた。 

 

２．海外事務所派遣職員人件費及び海外事務所借料については、平成 19 年度から「在外事

業費」となっているが、海外事務所の具体的事業プロジェクトへの投入額を比較する観

点から、両経費については在外事業費実績額から除いた。 

 

３．海外事務所が自身の企画によって実施する各種事業プロジェクト（「在外事業費」とし

て支出）の支出実績額は、分野別の投入額の比較のため、プロジェクトの内容により、「文

化芸術交流事業」「日本語事業」「日本研究・知的交流事業」「その他事業（広報等）」に

参入した。 

 

４．なお、これら国・地域別、分野別の事業実績額は、年度終了後速やかに業務実績の評

価を実施するために、決算確定前に速報値として暫定的集計を行ったものであるため、

決算確定後に集計される正式な業務実績額とは、若干の異動が出る可能性もある。 

 

  

 上記の条件、調整による事業実績額を記載したものについては、以下のような注を付し

た。 

 

＊金額、シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。 

 
 管理費の削減に関する項目（No.1）、業務経費の削減に関する項目（No.2）、予算・決算

等に関する項目（No.8）等では、調整値は使用していない（注は付されていない）。 
 

以上 
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No.1（一般管理費の平成 18 年度比 15％削減） 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 （１）業務の合理化と経費節減 

小項目 

 一般管理費（退職手当及び本部移転経費を除く。）について、以下のような合理化

や経費の節減によって中期目標期間の最終事業年度までに平成18年度に比べて

15％に相当する額の削減を行う。 

 

● 本部事務所借料について、移転等の措置により削減する。 

● 本部事務所借料以外の運営管理経費について、各種経費の節約、資源の有効利

用等により一層節減する。 

●  人件費については、平成18年度からの5年間で5％以上の削減を着実に実行す

るとともに、前中期目標期間中に導入した新しい給与制度に基づく見直しを行

う。更に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」（平成18年7月7

日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成23年度

まで継続する。 
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業務 

実績 

■一般管理費全体の削減状況 

             （単位：千円）

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 21 年度 22 年度 

  

（基準） 実績 実績 計画 実績 （年度計画）

一般管理費合計額(※1） 2,763,961 2,659,685 2,396,276 2,402,767 2,309,828 2,328,214

うち本部事務所借料 653,364 622,126 409,436 409,844 409,844 409,844

  運営管理費(※2） 428,218 413,013 398,655 389,678 380,652 376,425

  人件費 1,682,379 1,624,546 1,588,185 1,603,245 1,519,332 1,541,945

対Ｈ18 額 ― ▲ 104,276 ▲ 367,685 ▲361,194 ▲454,134 ▲435,747

増減 率 ― ▲ 3.8% ▲ 13.3% ▲13.1% ▲16.4% ▲15.8%

※1・・・一般管理費は退職手当、本部移転経費を除く効率化対象分。 

※2・・・本部事務所借料及び人件費以外の運営管理費。 

 

以下に掲げる評価指標の経費削減への取り組みを通じ、平成21年度の一般管理費

（退職手当及び本部移転経費を除く）全体の実績は、計画を92,940千円下回るととも

に、対18年度比454,134千円（▲16.4％）の削減を行った。なお、22年度計画では、

対18年度比435,747千円（▲15.8％）の削減を見込んでいる。 

 

 

 

評価指標１ 本部事務所借料の削減（中期目標期間最終年度までに平成18年度比

35％程度減を目標） 

 

■本部事務所借料削減状況                   

          （単位：千円）

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 21 年度 22 年度 

  

（基準） 実績 実績 計画 実績 （年度計画）

本部事務所借料 653,364 622,126 407,954 409,844 409,844 409,844

対Ｈ18 額 ― ▲31,238 ▲245,410 ▲ 243,520 ▲ 243,520 ▲ 243,520

増減 率 ― ▲4.8% ▲37.6％ ▲ 37.3% ▲ 37.3% ▲ 37.3%

 

本部事務所借料については、平成20年4月に経費削減のための本部事務所移転を行

ったことにより、対18年度比で243,520千円（▲37.3％）削減した。 

 

 

 

評価指標２ 本部事務所借料及び人件費以外の運営管理費の削減（中期目標期間最

終年度までに平成18年度比15％程度減を目標） 
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■本部事務所借料及び人件費以外の運営管理費削減状況      

             （単位：千円）

18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 21 年度 22 年度 

  

（基準） 実績 実績 計画 実績 （年度計画）

本部事務所借料及び人件費

以外の運営管理費 

428,218 413,013 398,655 389,678 380,652 376,425

対Ｈ18 額 ― ▲15,205 ▲ 29,563 ▲ 38,540 ▲47,566 ▲51,793

増減 率 ― ▲3.6% ▲ 6.9% ▲ 9.0% ▲11.1% ▲12.1%

 

本部事務所借料及び人件費以外の運営管理費については、OAシステム改修運営費、

賃借料並びに外国旅費の削減等の措置により、平成21年度実績額は計画を9,026千円

下回るとともに、18年度比で47,566千円（▲11.1％）の削減を行った。 

なお、平成22年度計画においては、18年度比51,793千円（▲12.1％）の削減を計画

している。 

 

 

 

評価指標３ 人件費の削減（平成18年度からの6年間で6％以上の削減、新給与制度

による見直し） 

１．人件費の削減 

■人件費（総人件費改革対象分）削減状況           （単位：千円） 

 

 注１：一般管理費の人件費と改革対象分の総人件費には、後者は第2期中期計画において在外事

業費からの支出となった海外事務所の職員人件費を含む等の違いがある。 

注２：対Ｈ17増減の「率（補正）」とは、「行政改革の重要方針」による人事院勧告を踏まえた官

民の給与格差に基づく給与改定分を除いた削減率である。 

 

中期計画では、人件費について平成17年度を基準として平成18年度からの5年間で

5％以上の削減を計画している。（さらに人件費改革は翌平成23年度まで継続。） 

 

この削減の対象となる人件費（国内・在外全職員の人件費。法定福利費、退職手当

は除く。）については、対20年度比5.2％の削減となった。対17年度（基準年）比では

 4ヵ年で6.7%の削減となっており、5年目（22年度）の目標である5％を上回る削減

 17年度 

（基準） 

18年度 

実績 

19年度 

実績 

20年度 

実績 

21年度 

実績 

22年度 

（年度計画）

人件費 2,221,219 2,203,670 2,201,146 2,145,923 2,033,693 2,072,397

額 ― ▲17,549 ▲20,073 ▲75,926 ▲187,526 ▲148,822

率 ― ▲0.8％ ▲0.9％ ▲3.4％ ▲8.4％ ▲6.7％

対Ｈ

17 

増減 率（補正）  ▲0.8％ ▲1.6％ ▲4.1％ ▲6.7％ ▲5.0％
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を達成した。22年度は人件費の増要因（常勤理事の充足、出向者の復帰等）が見込ま

れるが、今後とも上記削減目標を確実に達成するよう人件費管理を継続していく。 

 

２．給与水準 

 

基金は、その業務が国際文化交流事業を通じてわが国の対外関係の維持及び発展に

寄与することを目的としているために国からの財政支出割合が大きいこと、また、財

務諸表において21年度末に欠損金があり21年度においても未処理損失が生じている

が、これは会計基準に定められた方法により外貨建債券にかかる為替評価損を計上し

たものであることなどを踏まえた上で、人事院勧告等を考慮して給与水準が社会一般

の情勢に適合したものになるよう努めている。また、役職員給与には、国（国家公務

員）と異なる種類の諸手当は無い。 

 

なお、平成18年度中に導入した給与制度改定の運用効果に加え、平成21年度も前年

度に引き続き昇給幅の抑制、管理職の賞与を国家公務員より0.03か月分低い支給率と

する等の抑制努力を行っており、国家公務員給与水準（指定職を除く）と比較したラ

スパイレス指数の平成21年度の値は次の通り前年度に比べて低下した。 

 

           ラスパイレス指数     地域・学歴を 

                         換算補正した指数 

平成18年度       126.1                        107.9 

平成19年度       124.2                        106.5 

平成20年度         122.8                        104.6  

平成21年度       122.0 (対前年度△0.8）       101.7(対前年度△2.9）

             

同指数が高い理由には、在職地域・学歴構成による影響があり、それを勘案し補正

した指数は平成21年度では101.7である。地域･学歴補正後も100より若干高い理由と

しては、採用制度・人事ローテーションの影響（地方採用がなく、地方支部（浦和、

関西）勤務者のほとんどが特別都市手当の最も高い東京からの異動となり異動補償の

対象となっていること）が要因として挙げられる。 
 

３．福利費 

 
 21 年度の法定福利費は、273,145 千円（20 年度は 274,078 千円）であった。 

 

 21 年度の法定外福利費の合計は 37,215 千円（20 年度は 41,716 千円）であり、そ

の使途は、職員宿舎経費、在外職員の医療保険等、共済会（互助会）への拠出、職員

の医療・健康関係支出（健康診断、産業医等）等である。法定外福利費が前年度より

減少した主な理由は、借上職員宿舎の利用人数が 21 年度は前年度より少なかったた
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めである。 

  
＜法定外福利費内訳＞                  （単位：千円） 

項目 21 年度 （参考）20 年度

職員宿舎 21,637 26,602

在外職員の医療保険等 6,131 6,444

共済会（互助会）への拠出（※） 5,308 5,263

医療・健康関係支出（健康診断、産業医等） 3,244 2,465

その他 895 942

   法定外福利費 計 37,215 41,716

（※平成 22 年度以降、共済会（互助会）への拠出はゼロとなる。） 
 
平成 20 年 8 月 4 日総務省行政管理局長通知｢独立行政法人のレクリエーション経

費について｣によって国に準じた取組が求められているレクリエーション経費に該当

する予算及び支出は無かった。また、食事手当や給食費補助の支出も無い。 
職員個人に対する表彰等については、永年勤続者表彰及び理事長特別表彰（業務で

優良な実績を挙げた職員等を表彰）を 21 年度も実施したが、公費支出による対象者

への給付（金銭、物品）は伴っていない。 
 
 役職員の互助組織（国際交流基金共済会）が役職員のための福利厚生の一部を補完

的に担っており、同共済会は慶弔等給付（21 年度の支出 869 千円）を行い、福利厚

生代行サービスにも団体加入（同 2,427 千円）している。また、同共済会は個人旅行

への補助も行っていたが、これは 22 年 2 月をもって廃止した（廃止迄の共済会の 21
年度旅行補助支出額 707 千円。） 

国際交流基金は、従来は同共済会の運営費用の半分を拠出（各会員役職員の負担分

と折半）してきており、21 年度は 5,308 千円を拠出したが、21 年度を最後に基金か

ら同共済会への拠出は廃止することを、21 年度中に決定した。これにより、22 年度

以降、上記の慶弔給付や福利厚生代行サービス利用を含む活動を行う同共済会に対し

て、国際交流基金からの公費支出は無くなる。 
 



独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議

により判定する。 

評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１：本部事務所借料の削減（中期目標期間最終年度ま

でに平成 18 年度比 35％程度減を目標） 

評価指標２：本部事務所借料及び人件費以外の運営管理費の削

減（中期目標期間最終年度までに平成 18 年度比

15％程度減を目標） 

評価指標３： 人件費の削減（平成 18年度からの 6年間で 6％以

上の削減、新給与制度による見直し） 

評価指標 

 

 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

（1）本部事務

所借料の削減

（中期目標期

間最終年度ま

でに18年度比

35％程度減を

目標）  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

（2）本部事務

所借料及び人

件費以外の運

営管理費の削

減（中期目標

期間最終年度

までに平成 18

年度比 15％程

度減を目標 

 

 

 

 

 

 

    No.1:  

一般管

理費の

平成 18

年度比

15％削

減 

（3）人件費の

削減（平成 18

年度からの 6

年間で 6％以

上の削減） 
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18 年度

比 4.8％

削減 

18 年度

比

37.6％

削減を

達成 

18 年度

比

37.3％

削減を

達成 

18 年度

比 35％

削減達

成見込

み 

％削減 

18 年度

比 11.1 

18 年度

比 6.9％

削減 

毎年度平

均 3％程

度の削減

を実施。 

18 年度

比 3.6％

削減 

18 年度

比 15％

程度削

減達成 

H17 年度（基

準年）比

1.6％まで削

減 

同 4.1％まで

削減 

 

さらに人件費

改革を継続 

 

H17 年度比

5％削減達

成見込み 

同 6.7％まで

削減 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 

ロ 

平成 21 年度の一般管理費全体は、平成 18 年度比 16.4％の減となった。平

成 20 年度に移転を実施した本部事務所借料については大きな管理費軽減の

効果が現れ、18 年度比 37.3％削減、本部事務所借料及び人件費以外の運営管

理費は 18 年度比 11.1％削減されている。 

 人件費（総人件費改革対象分）については、円高の寄与もあったが中期計

画達成のための平均ペース（4 年目・4％）を上回る 6.7％の削減（人事院勧

告による給与改定分を除く）となっており、ラスパイレス指数も低下した。

また、法定外福利費については、役職員互助組織への拠出は平成 21 年度を

もって廃止を決定したこと、その他の内容も社会通念上妥当なものに限られ

ることを確認した。 

 

 以上を踏まえ、中期計画の実施状況は計画を上回って順調であり、優れた

実績を挙げている。 

 

なお、ラスパイレス指数の抑制努力の成果も現れているが、地域・学歴補

正前の数字が国家公務員と比べて高水準であることについては、対外的に丁

寧に説明し、継続的に国民の理解を求めて行くことが必要である。 

 人件費が為替の影響を受けることについては、人件費安定のために国内外

支給率を工夫する等の余地があり、引き続き、高度業務遂行能力確保のため

に必要な人件費と効率化合理化の可能な人件費の分析に努める必要がある。
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No.2（業務経費の毎事業年度 1.2%以上削減） 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 （１）業務の合理化と経費節減 

小項目 

運営費交付金を充当して行う業務経費については、以下のような効率化を行い、

毎事業年度1.2％以上の削減を行う。 

 

● 外部の国際文化交流事業の担い手との連携や受益者負担の適正化等により、

国際交流基金が負担する経費を削減する。 

● 各種契約において価格競争をさらに促進すること等により経費を削減する。

● デジタル化やインターネット等のＩＴ活用により印刷費や輸送費を節減す

る。 

● 調達契約において、海外調達の推進や契約の集約・統合等により経費を節減

する。 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１ 削減の状況（外部団体との連携促進による経費削減、受益者負担の適

正化、価格競争の促進、デジタル化・IT活用による印刷費・輸送費の節減、調達契

約における海外調達の推進や契約の集約・統合、その他） 

 

 

 

 

 

 

運営費交付金を充当する業務のうち、削減対象となる既存分の業務経費について

は、21年度は対20年度比476百万円（▲4.5％）の効率化を織り込んだ計画（自己収

入の見直しによる効率化▲143,354千円を含む）とし、以下のような措置等により経

費削減を行った。 

１．国際交流基金が負担する経費の削減 

（１）海外公演事業では、ロシアで初めて行った文楽公演に対し、受入元の演劇祭

より公演謝金相当分15,002千円及び会場費、日当、宿泊料、広報費等の現物供与

があった。4,461千円の企業協賛と合わせ合計19,463千円の外部資金を導入し、事

業支出合計36,163千円に対し基金負担額が53.8%軽減された。 

（２）国内公演事業については、バルカン室内管弦楽団日本公演に際し、入場料収

入998千円のほか企業等からの協賛金2,675千円を合わせ合計3,673千円の外部資

金を導入し、事業支出合計13,616千円に対し基金負担額が19.6%軽減された。 

（３）日本語教育派遣専門家の報酬のうち、基本報酬部分の平均6.5％引き下げを19

年度より実施したが、21年度における削減効果は、引き下げを実施しなかった場

合に比べて15,344千円となった。 

  加えて、20年度に日本語教育専門家の報酬・格付の算定根拠となる経験年数に

ついての見直しを行い、平成21年度派遣者より摘要した結果、改定を行わなかっ

た場合に比して1,144千円の削減があった。 

（４）海外拠点における在外事業実施に当たり、現地の民間企業からの協賛金や現

地文化団体等からの共催分担金等、全海外拠点で約49,000千円の外部資金を獲得

した（外貨ベースで20年度比約2倍）。 
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21年度

20年度 10,472

9,997

政策増

476百万円

の効率化

（単位：百万円）
■運営費交付金予算の効率化の状況（業務経費部分）

451+
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業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．価格競争の更なる促進等による経費の削減 

競争性のない随意契約から一般競争契約等に変更することにより、平成 20 年

度に比して、アジア・ユース・フェローシップ事業業務委託△5.1％（△774 千

円）、関西国際センター図書館システム・検索サーバー保守経費△52.7％（△702
千円）、会計監査業務委嘱△25.0％（△1,087 千円）等の経費削減を行った。 

 

３．ＩＴ活用による印刷費や輸送費の削減 

（１）海外日本語教育機関調査を実施するに当たり、Web調査システム構築によっ

て、Web・Eメールを用いて調査しやすくなったことにより、各国における郵送費、

アルバイト雇用費などが節約できたことに加え、調査業務一式を委託する業者を

一般競争入札により選定したことにより、前回調査を行った平成18年度に比べて

15,180千円の経費削減となった。 

（２）『日本語教育通信』については、平成20年度に経費節減のために紙媒体の発

行について検討し、ニーズ調査を行い、あわせてウェブ媒体に一本化した場合も

海外のIT環境の整備が進んだことにより総合的な情報提供機能に大きな支障は

生じないことが確認され、21年度より紙媒体を廃止した結果、対前年度比2,315

千円の経費節減となった。 

 

４．海外調達の推進や契約の集約・統合等による経費の削減 

（１）中学高校教員交流（招へい）事業の参加者国際航空券について、ステイタ

スの関係上、現地購入が不可となっている国を除く海外拠点所在国については、

昨年に引き続き、原則、すべて現地購入することにより経費節減を行った。 

（２）日本語国際センターにおいて実施している中国日本語教師研修事業（大学・

中等学校）の参加者国際航空券について、中国において現地購入することによ

り経費節減を行った。 

 

平成 22 年度においても、引き続き、これらの努力を継続するとともに、ＩＴ

活用の一環としての国際交流専門誌「をちこち（遠近）」（2009 年 12 月号をも

って休刊）のウェブ・マガジン化等を実施する。 

 

 



 

 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 

評価方法 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標 

評価指標１：削減の状況（外部団体との連携促進による

経費削減、受益者負担の適正化、価格競争

の促進、デジタル化・IT 活用による印刷

費・輸送費の節減、調達契約における海外

調達の推進や契約の集約・統合、その他）

 
 

 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

No.2:  

業務経

費の毎

事業年

度 1.2%

以上削

減 

削 減 の 状 況

（外部団体と

の連携促進に

よ る 経 費 削

減、受益者負

担の適正化、

価格競争の促

進、デジタル

化・IT 活用に

よる印刷費・

輸 送 費 の 節

減、調達契約

における海外

調達の推進や

契約の集約・

統合、その他） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

運 営 費

交 付 金

を 充 当

し て 行

う 業 務

経 費 に

ついて、

前 年 度

比 4.5％

削 減 を

達成。 

運 営 費

交 付 金

を 充 当

し て 行

う 業 務

経 費 に

ついて、

前 年 度

比 4.4％

削 減 を

達成。 

運 営 費

交 付 金

を 充 当

し て 行

う 業 務

経 費 に

ついて、

前 年 度

比 2.3％

削 減 を

達成。 

運営費交付金を充当し

て行う業務経費につい

て毎事業年度1.2％以

上の削減。 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

目標の 1.2％を上回る 4.5％の削減を実施しており、中期計画の実施状況

は順調である。 

引き続き、外部団体との連携協働による資金の導入、受益者負担の適正

化及び一般競争契約の増加やＩＴ活用等による経費削減に取り組みつつ、

事業費の削減が事業効果の低下につながらないことを期待する。なお、事

業内容、経費節減、外部団体との連携協働による収入増加のための取り組

みについて、国民の目に見えるよう発信していくことが必要である。 
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No.3（機動的かつ効率的な業務運営） 

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 (2)組織運営における機動性、効率性の向上 

小項目 

機構の簡素化をはじめとして、法人の自律性及び法人の長の裁量等の独立行政

法人制度の特長を活かし、機動的かつ効率的な業務運営を行う。 

 

随意契約による委託等について、国における見直しの取組（「公共調達の適正化

について」（平成 18 年 8 月 25 日付け財計第 2017 号。財務大臣から各省各庁の

長あて。））等を踏まえ、関連公益法人をはじめ特定の団体との契約のあり方

につき国の取組に準じた不断の見直しを行い、一般競争入札の範囲拡大を含め

競争性のある契約の範囲拡大等により、業務運営の一層の効率化を図る。 
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業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１ 機動的かつ効率的な業務運営の実施状況 

 

１．行政刷新会議による事業仕分け結果への対応 

 平成21年11月に実施された行政刷新会議による事業仕分けの結果を受けて、

国際交流基金の事務及び事業の見直し・組織の見直し等の内容、及び 21 年度ま

でにおける対応・検討状況は以下のとおりである。 

 

（１）運営費交付金    

【仕分け結果】 

見直しを行う（文化芸術交流は海外に重点化等） 

【反映の状況】 

以下のイ．～ニ．の指摘事項への対応により、平成 22 年度概算要求額

は、平成 21 年度比 7,400 万円削減。 

〔指摘事項〕 

イ．文化芸術交流を海外に重点化 

対応：平成 22 年度より、文化芸術交流事業においては国内事業を原則と

して廃止。 

ロ．専門家派遣のコストの縮減 

対応：平成 22 年度より、専門家派遣事業の赴帰任旅費のうち、一部ビジ

ネスクラスを利用していたものをエコノミークラス利用に変更。

ハ．役員報酬の見直し 

対応：役員給与については、平成 21 年 12 月に国家公務員の給与水準引

下げに準じた削減を実施済み。今後は、総人件費改革の趣旨を踏

まえつつ、国家公務員及び他法人の給与水準も参考にしながら、

適切な報酬水準とするよう引き続き検討を行う。 

ニ．海外拠点の見直し 

対応：海外拠点における現地職員給与等の見直しを進め、平成 22 年度よ

り実施。また、中長期的な展望に立ち、海外拠点等における日本

語講座収入の増のための対策を現在検討中。 

 

（２）運用資金 

【仕分け結果】 

見直しを行う（国費相当額の全てを国庫返納[外交問題に悪影響を及ぼ

さないよう返還内容を精査]） 

【反映の状況】 
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外交問題に悪影響を及ぼさないよう見直しを行った結果、平成 21 年度

末運用資金 951 億円（うち国費相当額 942 億円）のうち、日米親善交

流基金（日米センター分）500 億円、日中 21 世紀基金（日中交流セン

ター分）100 億円及び民間出えん金 9 億円を除いた 342 億円について

平成 22 年度中に国庫納付することとしている。 

 

２．機構の見直し 

平成 16 年 5 月に実施した機構改革のこれまでの運用を踏まえ、中期的観点

からの対応が必要な諸課題を念頭に、地域戦略性、効率性、機動性、専門性向

上等の観点からさらなる機構見直しのための検討を継続して行い、21 年度には

次の機構改革を実施した。 

より柔軟かつ機動的に事業を実施するため各部署の事業を見直し、平成 21

年 4 月に本部及び附属機関において部の一部統合を行なうとともに、事業部門

においてチーム制の導入を実施した。 

 

評価指標２ 入札と契約の適正な実施状況（随意契約の件数等及び随意契約見

直し計画の実施状況） 

  

１．入札等契約手続きの執行体制及び審査体制 

平成19年度に策定した「随意契約見直し計画」の着実な実施に向け、入札等

契約手続きの執行体制や審査体制の強化を図ることが肝要と認識している。 

 

契約事務における一連のプロセスに関し、契約は一般競争入札を原則とし、

予定価格の設定、入札の公告（入札期日から起算して10日前まで）、入札の執行

（入札事務に関係のない職員が立ち会う）、契約の相手方の決定及び契約書の締

結等の入札事務は、会計規程に規定する会計機関（本部においては会計課）が

行うこととしている。平成21年度において、当該基本プロセスは遵守された。

 

審査体制については、監事のほか内部組織として監査室があり監査計画に基

づき実地監査を実施している。 

 

２．平成 21 年度の契約実績 

平成 19 年度に策定した「随意契約見直し計画」に基づき契約の適正性確保を

進めた結果、平成 21 年度における全契約件数に占める競争入札等による契約の

比率、並びに同随意契約比率は、それぞれ対 20 年度で、3.8％改善した。 

〔競争入札等による契約件数比率：48.6％ → 52.4％へ拡大。 
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随意契約件数比率：51.4％ → 47.6％に低下〕 

また、金額ベースにおいては、平成 21 年度における全契約金額に占める競

争入札等による契約の比率、並びに同随意契約比率は、それぞれ対 20 年度で、

5.2%改善した。 

〔競争入札等による契約金額比率：46.1％ → 51.3％へ拡大。 

随意契約金額比率：53.9％ → 48.7％に低下〕 

なお、随意契約減少額は 338 百万円（対 20 年度 20.6％減）であった。 

平成 21 年度に締結した随意契約は、放映権や公演等の知的所有権に係るも

の、事務所賃借に係るもの、共催契約によるもの等、事業の内容からして随意

契約によらざるを得ないものが主であった。 

〔随意契約156件から入札不調による5件と平成22年度中に競争契約に移行す

る等とした 18 件とを除く 133 件において、放映・上映契約 47 件（35.3％）、公

演契約 23 件（17.3％）、賃借契約 9件（6.8％）、共催契約 28 件（21.1％）が全

体の 80.5％を占める〕 

 

（件数ベース） 

21年度 20年度 19年度 契約形態等 

 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

随意契約 156 47.6％ 163 51.4％ 201  66.8％

競争入札 155 47.3％ 117 36.9%  61   20.3％

企画競争 17  5.2％  37  11.7%  39  12.9％ 

競争 

入札等 

 小計 172 52.4％ 154 48.6% 100 33.2％ 

合計 328 100.0％ 317 100.0％ 301 100.0％

 

(金額ベース)                        （百万円）

21年度 20年度 19年度 
契約形態等 

金額 割合 金額 割合 金額 割合 

随意契約 1,304 48.7％ 1,642 53.9％ 1,867 65.7％

競争入札 1,202 44.9％ 1,096 35.9％ 552 19.4％

企画競争 172  6.4％ 311 10.2％ 421 14.8％

競争 

入札等 

小計 1,374 51.3％ 1,407 46.1％ 973 34.3％

合計 2,678 100.0％ 3,049 100.0％ 2,840 100.0％

 

３．「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣

議決定）に基づく、契約の点検及び見直しの取り組み状況 
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（１）新たな「随意契約等見直し計画」の策定 

平成20年度実績に基づく新たな「随意契約等見直し計画」を作成し、平成22

年度までに各業務の契約形態を見直すことにより、随意契約については「真に

やむを得ないもの」のみとし、それ以外については一般競争入札等へ移行する

ことにより、全契約数に占める競争入札等による契約件数を54.6%から、77.9％

に引き上げ、また「競争性のない随意契約」比率を45.4%から22.1％に引き下げ

ることとした。 

 

随意契約等見直し計画 

 

（注１）計数は、四捨五入しているため、一致しない場合がある。 

（注２）本計画の「平成 20 年度実績」においては、「入札不調」による随意契

約 19 件（143,148 千円）について、「企画競争、公募等」として計上

している。 

 

（２）平成21年度に締結した契約の点検結果 

平成21年度に締結した契約328件については、個別に自主点検を行うと共に、

契約監視委員会による点検を受け、22年度中に必要な改善を実施することとし

た。 

イ．328件中29件は、平成20年度に競争性のない随意契約を締結していたもので

ある。点検の結果、「平成21年度中に競争性のある契約に移行したもの」が7

平成 20 年度実績 

 

見直し計画 

（平成 22 年度目標） 
 

件数 
金額 

（千円）
件数 

金額 

（千円） 

(54.6%) (50.8%) (77.9%) (68.1%)
競争性のある契約 

173 1,549,649 247 2,075,200

(36.9%) (35.9%) （65.6％） （57.2％）
競争入札 

117 1,095,783 208 1,745,008

(17.7%) (14.9%) （12.3％） （10.8％）

 

 

 

 
企画競争、公募等 

56 453,866 39 330,191

(45.4%) (49.2%) (22.1%) (31.9%)
競争性のない随意契約 

144 1,498,895 70 973,344

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
合  計 

317 3,048,544 317 3,048,544
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件、事務所賃借や共催に係る契約等「引き続き随意契約によらざるを得ないも

の」が19件であり、後者の場合にも、価格について不断の見直しを行うことと

した。なお、3件については、22年度中に一般競争契約に移行することとした。

ロ．328件中17件は、平成20年度に一者応札又は一者応募であった契約である。

これらのうち3件については、平成21年度中に応札者又は応募者数が改善され

たが、残りの14件については、平成21年度も一者応札又は一者応募となった。

このため、見直し策として、11件について仕様書の変更を、7件について公告

期間の見直しを行い、2件についてはその他の措置を取ることとした（見直し

策については一部重複して実施する）。 

ハ．328件中282件は、平成21年度に新規に契約したものである。点検の結果、こ

れらのうち「すでに競争性のある契約」については「今後も一層の競争性の確

保を図るべく、競争参加者の拡大等に引き続き努めていく」こととし、映画及

びテレビ番組の放映・上映に係る契約等「やむを得ず随意契約を行うもの」に

ついても「価格の不断の見直しを行う」こととした。282件のうち14件につい

ては「契約方式は変更せず、条件等の見直しを実施する」こととした（13件に

ついては参加条件の変更を、14件について公告期間の見直しを行うこととし

た。これらは重複して見直しの可能性がある）。また、平成21年度に随意契約

または企画競争によって契約したもののうち16件については、一般競争契約へ

の移行による契約方式の見直しを検討することとした。 

 

４．契約監視委員会の設置 

平成 19 年度より「契約締結委員会」を設置し、予定価格が 1千万円以上の随

意契約に関しては、外部有識者も加えた委員会の場において、随意契約とする

ことの妥当性、契約内容についての審議を行っていたが、「独立行政法人の契約

状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）を受けて、「契

約監視委員会」を平成 21 年度に新たに設置したことに伴い、目的や業務内容等

が概ね重複する「契約締結委員会」は同年度に廃止した。 

「契約監視委員会」は、外部有識者 3 名と国際交流基金の監事 1 名の委員で

構成し、競争性のない随意契約の徹底した見直しや、一般競争契約等について

も真に競争性が確保されているかを点検することを目的に、設置したものであ

る。少額随意契約を除く全ての契約を対象として、契約方式の決定方法や随意

契約理由の妥当性等についての審議がなされ、同委員会で出された改善措置等

に係る意見を、随意契約の見直しや一般競争入札等における真の競争性の確保

のための方策、入札・契約業務についての統制、平成 20 年度実績に基づく新た

な「随意契約等見直し計画」の策定に反映している。また、同委員会における

審議結果は、委員長より理事長に報告され、理事長がこれを主務大臣に報告・
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外部公表することを、閣議決定内容を踏まえ、規程で定めており、平成 21 年度

に開催した 3 回の委員会の議事概要をホームページ上に公表した。更に同委員

会における審議結果の実効性確保の方策の一環として、指摘事項とこれに基づ

く契約事務の執行を各部門に対して指示した。また、主務大臣への報告は、決

裁規程に基づき、監事及び監査室に回付し、内部監査の観点から、事業部門へ

の確実なフィードバックと、改善措置の有効性に関して点検を加えた。 

 

５．一者応札及び再委託に対する対応 

平成 21 年度の競争入札等 172 件のうち一者応札は 30 件であった。 

 

当該 30 件について、その要因を概略区分すると、①業務の特殊性から市場規

模が小さく履行可能な者が限られたと考えられるもの（18 件）、②限られた期

間の中で業務を行うための人員などの確保が困難であったため履行可能な者が

限られたと考えられるもの（6件）、③性質の異なる業務が一体として行われる

ことにより成果が得られる業務であるため履行可能な者が限られたと考えられ

るもの（4件）、④要求された仕様が高度であるため履行可能な者が限られたと

考えられるもの（2件）となる。 

 

これを踏まえ、今後、上記と同種の契約に係る競争入札等を行うにあたって

は、「公告期間の一層の長期化」を図り、また、可能な範囲で「仕様の汎用性拡

大」や「分割調達の検討」、更には上述の契約監視委員会にて指摘を受けた「総

合評価落札方式等による入札実施時における評価基準の可視化」を行うなどし

て、複数の入札参加者を確保するための努力を継続する考えである。 

 

なお、上記一者応札 30 件のうち再委託をしている契約は 1件であるが、これ

について基金と契約相手方との長期継続関係等は存在しない。 

 

平成 21 年度において、特定委託契約を締結する場合の一括再委託禁止措置

として、委託業務の全部の委託を禁止し、一部の再委託を原則禁止とする条項

の契約書への導入を進め、同条項を含んだ契約書の雛形を各部門に提示し、こ

れに基づく契約事務の執行を指示した。また、委託業務の一部のみの再委託を

行う場合は、書式「業務再委託承認願」によって、再委託を行うことを予定し

ている受託者から再委託の金額や内容等の報告を受け、承認手続きを行うこと

で、再委託金額等の情報をも把握できるようにした。なお、これらの一括再委

託の禁止措置及び再委託情報の把握をシステムとして徹底するため、新たに通

達を制定した。 
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６．規程や手引きの整備等 

 契約方式などに係る規程類については、「独立行政法人における契約の適正化

について（依頼）」（平成 20 年 11 月 14 日総務省行政管理局長事務連絡）におい

て講ずるとされている措置に全て対応させている。 

 

そのうち、複数会計年度にわたる契約については、平成 21 年度において、会

計規程および細則を改正し、必要に応じて複数会計年度にわたる契約の締結を

可能とし、その範囲を明確に定めた。 

 

また、内部職員向け執務用マニュアル「公募実施の手引き」の作成により、

契約事務手続きに係る内部統制強化のための取組の一助とした。 

 

評価指標３ 関連公益法人への業務委託等の妥当性、入札・契約の状況、情報

開示状況 

関連公益法人である（財）国際文化交流推進協会及び（財）放送番組国際交

流センターに対する業務委託については、その妥当性につき厳正な見直しを行

うとともに、競争性のある契約への移行を引き続き進めた。21 年度の両法人と

の契約の状況は以下のとおり。（両法人への発注高は全て業務委託。） 

（財）国際文化交流推進協会 

年度 総事業収入 

左記のうち、当基

金の発注高 

（うち競争的契約

による額） 

総事業収入に占め

る当基金発注高比

率（％） 

（うち競争的契約

額の比率） 

19 年度 200,260,151 円 
 106,757,142 円 

（50,570,558 円）

53.3％ 

（25.3％） 

20 年度 180,372,327 円 
95,257,017 円 

（82,937,705 円）

52.8％ 

（46.0％） 

21 年度  33,001,790 円 
33,001,790 円 

（30,225,530 円）

100.0％ 

（91.6％） 

（財）放送番組国際交流センター 

年度 総事業収入 
左記のうち、当基

金の発注高 

総事業に占める当

基金発注高比率

（％） 

19 年度 107,550,948 円 68,328,366 円 63.5％ 
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20 年度 110,031,823 円 72,489,608 円 65.9％ 

21 年度 181,020,473 円 72,320,766 円 40.0％ 

  

（財）国際文化交流推進協会については、平成 21 年度は全契約 3件（少額随

意契約を除く。）のうち 1件が一般競争入札による契約、2件が企画競争による

契約であり、全件が競争性のある契約形態であった。ただし、上記 3 件の契約

はいずれも１者応札、1 者応募であったため、契約監視委員会における点検を

経て、今後、同種の契約に係る競争入札等を行うにあたっては、公告期間の長

期化等の方策によって改善を図ることとしている。なお、同協会は平成 22 年 4

月 1日に解散している。 

（財）放送番組国際交流センターについては、平成 19 年度、20 年度ともに

同法人との契約は全件随意契約であったが、平成 21 年度においても全契約 13

件（少額随意契約を除く。）が随意契約であった。これらは総てＴＶ番組の語版

改編または放映に係る契約であり、随意契約によらざるを得ないものである点、

契約監視委員会において点検を受けた。 

また、関連公益法人との取引等の情報については、当基金のホームページの

「法第 22 条第 1項第 3号に規定する法人（関連公益法人等）に関する情報」の

項目において一般に情報開示されている。 

 

評価指標４ 情報開示の充実 

 

基金では、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」第二十二条

第一項及び同法施行令第十二条の規定に基づき、提供することとされている情

報を基金のウェブサイト上で公開しているが、21 年度は、20 年 5 月にリニュー

アルされたウェブサイト上で、情報開示について掲載内容の更新を速やかに行

うことに努めた。 

 

さらに、当基金の事業に関し、ウェブサイト上の公開情報以外について情報

提供の依頼があった場合には、可能な限り情報提供を行うとともに、情報開示

請求が必要な事項については、同請求を受けて速やかに情報開示手続を行った。

 

評価指標５ 内部統制の強化のための具体的措置、監事監査結果への対応状況

 

１．内部統制の強化のための具体的措置 

内部統制の前提となる公正性及び透明性を確保し、合理的かつ効率的に業務
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を実施するため、従来より資金運用、契約締結、助成事業及び各種の事業審査

事務において、諮問委員会を設置し、外部専門家の客観的視点を導入する仕組

みを構築しているが、21 年度は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しに

ついて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）の趣旨を踏まえ、競争性のない随意

契約の見直しを徹底して実施するとともに一般競争契約等についても真に競争

性が確保されているかを点検するため、契約締結委員会に替えて、契約監視委

員会を設置することにより、内部統制の基盤の一層の強化に努めた。 

これら外部監視体制の設置に加え、契約の事前審査の有効性を確保するため

の取り組みとして、契約事務で使用する契約調書様式の改訂を行った。この改

善により、各部門の契約締結の適否について事前に自己評価を加えることとな

り、また審査部門である経理部においては、契約内容の審査効率が向上し、適

切な指導に結びつけることができるという点で内部統制の強化を図った。 

内部規程等の遵守及び運用状況に関しては、従来より内部監査の実施により

チェックが行われている。さらに、内部統制の更なる向上のための具体的方策

として、リスクアプローチによる業務改善を内部監査の手法として取り入れた。

海外拠点に対する内部監査も引き続き実施した。平成 21 年度はバンコク、マ

ニラ、ジャカルタ、シドニー、ニューヨーク、トロント、カイロ、ローマの 8

か所について実地監査を実施したところ、いずれも業務管理体制上の重大な問

題点は見受けられなかった。海外拠点の監査にあたっても、リスクアプローチ

の手法を用い実施しており、リスクの洗い出し、対応すべきリスクの検討、既

に構築されている統制体制の有効性を検証することにより、業務運営管理の維

持向上を図るよう努めた。 

21 年度の会計監査人監査においては、本部、日本語国際センター、関西国際

センター、アジア３か所の拠点（ソウル、北京、ベトナム）で実地監査が実施

され、会計業務を中心に内部統制状況のチェック、アドバイスを受けた。改善

を要するとして特に指摘を受けた事項はなかったが、今後も内部統制の強化に

向け、指導・アドバイスを受けることとしたい。 

 

平成 21 年度において組織改革が実施されており、これに伴う諸変更に対し、

平成 21 年度監事監査計画では、関連規程等の整備状況および新体制下での各部

門における内部統制の整備・運用状況を評価することによって、新たな業務体

制が適切に機能しているかを監査することとした。 

上記の観点をふまえ、監事は理事会等重要会議に出席し、また書面・実地監

査を通じ、検討や確認を要する事項及び基金のマネジメントについて随時意見

を述べている。 
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２．法人の長のマネジメント 

（１）法人の長がリーダーシップを発揮できる環境の整備、法人のミッション

の役職員との共有・課題の把握及び対応、内部統制の状況・課題の把握及

び対応の状況等 

 
以下のような措置により、法人の長がリーダーシップを発揮できる、ま

た、それに必要な組織運営・業務遂行に必要な情報等を収集できる環境、

及び法人のミッションや内部統制に関する諸課題の把握・対応指示が行え

る環境を整備し、有効に機能している。 
 
  イ．会議等 

・理事会（理事長及び理事を構成員として、法人の経営上の重要事項に

関する審議及び報告が行われる会議。原則として月 2回開催。）におい

て、組織、管理、人事、給与、経理及び業務に関する制度や基本方針

に関する事項、中期計画及び年度計画に関する事項等についての審議

や報告が行われている。 

・運営検討会議（理事長、理事、各部部長等を構成員として、法人の業

務を執行する上での重要事項に関する審議または報告が行われる会

議。原則月 2回以上開催。）において、個別事業に関する事項、業務の

進捗（予算執行等を含む。）の定期報告等についての審議や報告が行わ

れている。 

・上記の会議の他にも、理事長、理事、関係する部門の長等が集まる会

議を定期的に開催し、管理部門、事業部門それぞれの業務の状況、課

題を共有し、効果的に業務を遂行できるようにしている。 

・また、不定期に、理事長と若手職員との意見交換会、事業部門職員か

らのヒアリング等も行い、事業運営の方向性を職員に伝え、現場の問

題意識を聴取する機会を設けている。 

    

  ロ．理事長のリーダーシップにより、効果的かつ効率的に事業を展開しう

る組織と事業のあり方の再検討を組織全体にとっての中心的な課題とし

て設定し、この課題を時限的に集中検討する特別チームを総務部内に設

け、法人のミッションとプログラム目的の関連づけの整理、成果と経費

効率性の面からのプログラム展開の妥当性の確認等の作業を行ってい

る。 

 

  ハ．人事の基本方針や、外部との人事交流など重要な人事事項の方針は、
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理事長がイニシアティブを取って決定している。管理職級以上の役職員

（海外拠点の所長を含む）の個々の人事は、理事長が人事担当部署を適

宜用いて検討し、決定している。また、非管理職の一般職員の人事は担

当理事の権限となっているが、一部重要なものについては理事長と協議

を行っている。 

 

  ニ．次年度の事業方針・事業計画については、国・地域別、分野別（管理

部門含む）に約半年をかけて運営検討会議（上記イ．の定例の会議とは

別に臨時で約 20 回開催）で討議を行っている。予算についてもこの過程

の中で配分が討議・検討されている。当年度の予算の執行状況について

は、四半期ごと（第４四半期は毎月）に調査が行われ、理事長に対する

報告及び上記イ．の運営検討会議における討議が行われ、その後の予算

執行方針について決定されている。 

 

  ホ．監査室による内部監査の実施において、理事長は年間監査計画に対し

て具体的な指示を与えて計画を策定しているとともに、運営上の必要に

応じて臨時に監査実施を指示し、組織全般の運営状況を把握している。

 

  ヘ．外部専門家の知見が必要な課題、内部統制に関する課題等については、

以下のような理事長の諮問委員会を設置し、外部の専門家の意見を聴取

することによって課題の把握、改善のための適切な指示が行える環境を

整備している。 

・資金運用諮問委員会 

・特定寄附金審査委員会 

・契約監視委員会 

・助成金確定審査委員会 

・評価に関する有識者委員会 

 
（２）マネジメントの単位ごとのアクションプラン 

  上記（１）ニ．のとおり、次年度の事業方針・事業計画が国・地域別、分

野別（管理部門含む）に策定されており、それぞれの課題、達成目標などが

明示されている。プロセスや達成度については、当該年度の予算の執行状況

においても確認されるとともに、年度開始から半年後には始まる次年度の方

針・計画策定時に確認され、次年度の予算配分にも反映される。 

 

（３）法人の長のマネジメントに関する監事の活動 
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法人の長のマネジメント環境として整備されている上記（１）の諸制度につ

いて、監事は理事会、運営検討会議その他重要な会議に出席し、それら制度の

有効性をモニタリングするほか、必要に応じてコメントするなどして留意して

いる。 

また、監事監査結果及びそれによりとられた措置は、文書又は口頭の報告に

より、理事会等の場において法人の長及び関係役員に対して報告がなされてい

る。 

 

２．監事監査への対応 

 整理合理化計画において「各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含

めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部統制の状況及び情報開示の状況

について、監査で厳格にチェックする。」とされたことを踏まえ、これらの事

項もふくめた監事監査を行い、平成 20 事業年度監事監査報告書をホームページ

に公表した。 

特に重大な指摘事項はなかったが、監事意見としてあげられた「今後も契約

にあたっては、適切な審査体制に基づき、恣意的な運用がなされないよう透明

性、公正性を確保する取組みの継続が望まれる。」については、随意契約の見

直しの徹底及び一般競争契約等についても真に競争性が確保されているかを点

検するための契約監視委員会を、監事も当委員会の委員として審査に加わり開

催した。また、知的交流等公募助成事業の改善に関する具体的な措置として、

助成金審査手順を補完するため平成 20 年度に設置された助成金確定審査委員

会を開催し、重要案件について第三者も交えて審査をした。 

助成事業管理の一環として、外部審査機能に加え、内部の事前・事後のチェ

ック機能として、交付条件を含む助成金交付決定通知と、助成金確定について

総務部及び経理部関係の合議先を追加するとともに、監査室において逐一書面

監査を行うよう改めた。これにより、内部での相互牽制の強化が図られた。 

平成21事業年度監事監査報告書は作成中であり、報告書の提出後はホームペ

ージで公開するとともに、指摘事項・意見に対する対応を検討する。 
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議

により判定する。 

評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

評価指標１：機動的かつ効率的な業務運営の実施状況 

評価指標２：入札と契約の適正な実施状況（随意契約の件数等及

び随意契約見直し計画の実施状況） 

評価指標３：関連公益法人への業務委託等の妥当性、入札・契約

の状況、情報開示状況 

評価指標４：情報開示の充実 

評価指標５：内部統制の強化のための具体的措置、監事監査結果

への対応状況 

 

 

 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

（1）機動的か

つ効率的な業

務運営の実施

状況 

 

 

    

No.3:  

機動的

かつ効

率的な

業務運

営 

（2）入札と契

約の適正な実

施状況（随意

契約の件数等

及び随意契約

見直し計画の

実施状況） 

     

海 外 事

業 戦 略

部設置、

日 本 語

試 験 セ

ン タ ー

設 置 な

ど 

独 法 整

理 合 理

化 計 画

へ の 対

応、機構

の 見 直

しなど 

事 業 部

門 に お

け る チ

ー ム 制

の 導 入

など 

引き続き機動的か

つ効率的な業務運

営につき検討、措置

新 た な

見 直 し

計 画 を

策定 

引き続き、入札・契

約を適正に実施 

67 件の

うち 65

件 を 達

成 

見 直 し

計 画 を

策定（随

契 67 件

を 20 年

度 に は

競 争 入

札等に。

うち 17

件 は 達

成済。）
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（3）関連公益

法人への業務

委託等の妥当

性、入札・契

約の状況、情

報開示状況 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

（4）情報開示

の充実 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

（5）内部統制

の強化のため

の 具 体 的 措

置、監事監査

結果への対応

状況 

     

速やかな情報更新、情報公開 

国際文化交流推進協

会とは全件を競争性

のある契約形態に移

行（少額随意契約を

除く） 

毎年度の監事監査の実施と、監事監査報告への対

応、内部統制強化の検討、法人の長によるマネジ

メント

監 事 監

査実施 

ＨＰのリ

ニューア

ル に よ

る、情報

閲覧の利

便性向上 

法 定 の

情 報 開

示、ＨＰ

の リ ニ

ュ ー ア

ル準備 

引き続き、真にや

むを得ないものを

除き、随意契約は

行わない 

委 託 の

妥 当 性

見 直 し

に よ る

随 意 契

約減少、

Ｈ Ｐ で

の 情 報

開示 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

事業仕分けに対応したコスト削減、組織の一部統合やチーム制の導入によ

る組織の機動的運営、自主点検及び契約監視委員会の点検による随意契約金

額・件数の対前年度減、一者応札状況の改善、関連公益法人に対する業務契

約の見直し等を行っている。 

 また、複数会計年度にわたる契約に関する規程の改正、一括再委託の禁止、

再委託の承認手続き設定など、20 年度の業績評価において政独委から指摘を

受けた事項について対応し、適正な契約業務を行うための制度整備を行った。

 会計監査人監査・監事監査・内部監査の実施・対応状況や、法人の長のマ

ネジメントに関する各種環境整備・監事によるモニタリングの状況について

も特に問題はない。 

以上を踏まえると、全般的に中期計画の達成状況は順調である。 

 しかしながら、随意契約の見直しにおいて、21 年度の達成状況は小幅に留

まる一方で、21 年度に新たに策定した「随意契約見直し計画」は目標水準が

相当高く設定されているので、目標の達成に向け、今後も継続した努力が必

要である。新たに設置された契約監視委員会による点検が適切に行われるこ

とを期待する。 

 なお、入札コストも考えれば、規模に関係なく契約の競争性を高めること

が必ずしもコスト削減につながるわけではないものの、巨額の随意契約金額

は「真にやむを得ないもの」と判断して契約したとしても、外部の目には何

故削減ができないのかと映ることに留意する必要がある。 

（削除）「平成 20 年度で終了・・・・代替案を出すべきである。」   

 また、基金のコンプライアンス体制に「業務実施監理委員会」があり、業

務の意思決定手続に際し重大な問題が生じたときに、再発防止のための必要

な措置を検討することが目的とされている。同委員会は平成１７年の設置以

降、審議を行ったことはないが、本来かかる委員会は、問題の発生を未然に

防ぐために機能するべきであり、前述の契約監視委員会の機能ともあわせて

勘案し、同委員会のあり方については再検討が必要と思われる。 

また、より機動的な事業実施体制を導入したことによって、一層の事業品質

の向上と効率化、ひいては職員ひとりひとりのさらなる能力向上と開発につ

ながることを期待したい。  
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No.4（事業目的等の明確化・外部評価の実施）   

大項目 １ 業務運営の効率化に関する事項に関する目標を達成するためとるべき措置 

中項目 (3)業績評価の実施 

小項目 

個々の事業について、開催目的、期待する成果、評価方法等を明確にし、事業

を実施した国に所在する在外公館と基金海外事務所（事務所が所在しない国に

ついては、在外公館）による報告を参考にしつつ、事業の受益者層のほか、外

部評価の実施については、基金と類似の事業を行う他の文化交流団体関係者も

評価者に加え、評価の客観性､専門性が保たれるよう留意する。その上で、評

価の結果を事業選択や事業運営の効率化に反映させること等により、見直しの

実効性の確保に努める。 
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業務実績 

 第二期中期計画に対応した事業の評価指標や評価プロセスを踏襲しつつ、

個々のプログラムの目的・達成目標等の明確化の試み、適切な評価指標の設定、

評価データの収集、外部有識者による評価を実施するとともに、評価の結果を

事業選択や事業運営の効率化に反映させた。 
 
評価指標１ 指標設定の状況 
 
１．プログラム別自己評価（事後評価）の評価指標 

 
 平成 21 年度事業のプログラム別自己評価（事後評価）については、第二期

中期計画内容を反映するため作成した評価指標等を基本的に踏襲しつつ、より

客観的、成果指向的な評価を行うための指標の設定や自己評価書の記述の仕方

について評価担当部署と各事業担当部署との間で意見交換を行い、改善に努め

た。 
 また、自己評価結果を踏まえ、今後のプログラム運営、プログラム編成等を

どのように改善するのか、各事業担当部署において検討を行うプロセスも設け

た。 
  

２．事業審査段階、実施決定段階（事前評価）の評価指標 

 
各事業部門に共通の「事業案件審査基準に関するガイドライン」を作成し、

22 年度事業の事前評価時の必要性・有効性・効率性のそれぞれの定義・考え方

の内部統一を図った。 

また、22 年度の事業方針・計画策定時には各プログラムの実施目的や達成目

標、過去の実績やその評価をもとに運用方針や重点化の方針を策定する試みを

導入し、22 年度に行う 23 年度のプログラム編成でも継続していくこととした。

 
３．評価手法に関する調査研究 

 
 評価手法開発のための調査研究として、国別の評価指標設定及び評価データ

収集・分析手法に関する研究を行った。21 年度は、19 年度後半に開始したド

イツにおける調査の成果の取りまとめ・分析（20 年度に行った分析の新たな手

法による再分析を含む）を行い、報告書を作成した。 

 分析手法の詳細については、調査を実施した外部専門家により大学紀要（関

西学院大学社会学部紀要）にも掲載された。 

 また、これまでの研究の知見を踏まえ、基金の事業効果を測定するプロジェ

クトを 22 年度に実施することとし、検討を行った。 

 
評価指標２ 評価データの収集状況 

 

 在外公館及び基金海外事務所の報告書、事業対象者などからの報告書、アン

ケート等を通じて、実施された事業案件の反響、参加者数、事業対象者からの

評価等、事業評価に用いるデータを収集した結果、一部回収率の改善の余地が
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あるものの、全てのプログラムについてデータを収集することができた。 

 

 また、基金事業及び基金の海外事務所に対する在外公館からの評価について

も、これまでと同じく外務省を通じて在外公館に評価を依頼し、195 公館から

回答を得た。 

 

評価指標３ 外部評価の実施状況（外部専門家の選定方法も含む） 

 

基金内部においては、独立行政法人化以後の評価体制の整備の結果、以下の

プロセスで各年度事業の事後評価を行っている。 

 

・事業実施担当部署は、事業プログラムごとに、そのプログラム中の個々の

実施案件（プロジェクト）の評価用データを海外・国内の現場から収集。

・事業実施担当部署で、案件ごとに自己評価した後、それらを集計して、プ

ログラム単位の自己評価を行う。 

・その結果を業績評価担当部署（企画･評価課）に提出、評価担当部署は外

部専門家に各プログラムの評価を依頼。 

・以上の結果を集約し、外部有識者からなる「国際交流基金 評価に関する

有識者委員会」に諮り、基金の自己評価の方法や内容、今後の課題等につ

いて意見を求め、基金の自己評価の妥当性を点検する。 

 

 平成 21 年度事業の評価においては、引き続き 2名の外部専門家が同一プロ

グラムの評価を実施することにより、プログラム評価（事後評価）の客観性を

高めた。評価を依頼した外部専門家は、計 38 名（20 年度は計 38 名）であった。

（なお、同一の外部専門家へのプログラム評価依頼は連続 3年までを上限とし

ている。） 

  

また、｢評価に関する有識者委員会｣については、19 年度に同委員会の機能を

①基金の業務について基金が各年度終了後に行う自己評価の妥当性につ

いて意見を述べる。 

②基金の業務についての評価の方針及び方法並びに評価結果を踏まえた

基金の業務の改善について、意見を述べる。 

と定義し直し、評価の業務への反映、業務改善についての助言機能も重要視し

ており、21 年度には自己評価の妥当性について意見を聴取するとともに、最近

の基金の取組（国別事業計画の策定プロセス、効率的・戦略的な組織運営のた

めの指標設定等）についても報告を行い、それに対する意見、助言を得た。 

 

 専門評価者及び「評価に関する有識者委員会」の中には、基金と類似の事業

を行う他の文化交流団体関係者を含めた。（専門評価者には国際文化会館や日

本国際交流センター等から、評価に関する有識者委員会にはセゾン文化財団か

ら。） 

 
評価指標４ 評価結果の事業選択や事業運営の効率化への反映 
 



 

１．事業自己評価の結果反映 
  20 年度のプログラム評価中、外部専門評価者の評価結果が B であったプ

ログラムについて行った改善例は、以下のとおりである。 
 
・「日米草の根交流コーディネーター派遣」については、派遣先機関の満足

度が低い場合があることを懸念する指摘があったが、プログラム開始当初

南部地域に限定されていた派遣先について、21 年度からは中西部も対象

とし、より必要性が高く、受け入れ態勢や活動計画の整った団体を派遣先

として選定するとともに、各派遣先機関のニーズに対応できるコーディネ

ーターを選定することにも留意した。また、ニューヨーク日米センターが

実施している市民交流及び教育アウトリーチ事業を対象とした小規模助

成プログラムと連携し、派遣先機関の日本関連活動に同プログラムで助成

することにより、コーディネーター派遣との相乗効果を生むよう図った。

（21 年度は 2 件に助成） 
 
２．外務省独立行政法人評価委員会の評価結果反映 

 外務省独立行政法人評価委員会の平成 20 年度実績評価（平成 21 年 8 月）に

おける各種指摘については、例えば次のように、順次対応を行っている。 
 
（例） 
・一者応札の状況の改善推進。 

・事業評価に関する職員研修を引き続き実施。 

・職員への「職場環境調査」アンケートの継続実施とそれを受けた管理職研

修など、人事管理制度の運用改善。 
・拠点機関助成における、助成対象機関の状況に応じたより効率的・効果的

な援助内容の検討。 
・基金の広報、情報提供のあり方に関する検討。 
 

 
 
 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議

により判定する。 

評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 

評価指標１：指標設定の状況 

評価指標２：評価データの収集状況 

評価指標３：外部評価の実施状況（外部専門家の選定方法も含む）

評価指標４：評価結果の事業選択や事業運営の効率化への反映 
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小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

指標設定の状

況 

 

 

 

 

 

 

    

No.4:  

事業目

的等の

明 確

化・外

部評価

の実施 

評価データの

収集状況 

 

 

 

 

 

    
改良したアンケートによる

評価データ収集 

前年度修正した指標を調整

しながら評価実施 

改良したアンケートによ

る評価データ収集、必要に

応じてアンケート形式等

アンケー

ト形式の

改良 

さらに必要に応じて改良、

調整 
第 2 期中

期計画に

合わせて

評価指標

修正 

 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

プログラムの事後評価では、評価指標と外部専門家による評価を行い、

客観性の確保に努め、事前評価ではガイドラインを策定し各事業部門で定

義・考え方の統一を図るなど、プログラムの事前・事後評価は順調に実施

された。あわせて評価手法の調査研究を進め、得られた知見を踏まえて事

業効果測定の検討を開始しており、中期計画の実施状況は順調である。 

 22 年度は、アウトカム指向の評価実施に向けた取り組みを含め、事業効

果を測定するプロジェクトを着実に実施し、得られた成果により評価手法

を改善していくことを期待する。 
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No.5（外交政策を踏まえた事業の実施）   

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 (1) 国際文化交流に係る外交政策を踏まえた事業の実施 

小項目 

国際文化交流に係る外交政策を十分に踏まえつつ、長期的及び広範な視野から相

手国との外交関係及び相手国の事情に即し、事業を行う。 

 

海外における事業展開を図るにあたっては、当該国のニーズ・関心につき在外公

館の意見を踏まえ、効果の高い事業を実施する。 

 

事業実施にあたっては、外交上重要な文化事業の実施を求められた場合は、可能

な限り右に協力するとともに、文化事業の実施・中止等及び海外事務所の設置・

廃止等を行う場合には、我が国の対外関係を損なわないよう細心の注意を払う。
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業務 
実績 

評価指標１ 外交上必要性の高い事業への重点化 

 

 外務大臣の中期目標及びそれを踏まえた基金の中期計画には、事業分野ごとに事業の

重点化の方針が示されており、基金では、これらを外交上の必要性の高い事業への重点

化の中期的な基本方針と位置付けている。 

  

 21 年度は、各事業分野毎に、中期計画に示された重点化方針に基づき事業配分の重点

化を図ったところ、その概要は次の１～３の通りである。 

 

１．文化芸術交流事業の重点化（さらに詳細は、項目 No.14 参照） 

 中期計画に基づいて、主に次の（１）～（３）に重点配分を行った。 

 

（１）周年事業実施国 

 21 年度事業計画策定に際して、外務省との協議に基づき、21 年度は、次の 4 カ国・

地域との周年事業を最重要と定め、これらに事業を重点配分した。 

 その結果、これらの国に対する 21 年度の文化芸術交流事業支出額と、文化芸術交

流事業支出額全体の中に占めるその国への支出額のシェアは、メキシコを除き、それ

ぞれ前年度より増加した。それらの具体的の数字は次の通り。 

 ＊金額、シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。

 

イ．ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ（平成 21 年が日本・メコン

交流年） 

 21 年度 159.7 百万円、7.2％ 〔20 年度：121 百万円、4.8％〕 

 （21 年度実績のうち周年事業に関するもの：71.4 百万円）〔20 年度：21 百万円〕

ロ．オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア（平成 21 年が日本・ドナ

ウ交流年） 

 21 年度 83.6 百万円、3.7％ 〔20 年度：54 百万円、2.2％〕 

 （21 年度実績のうち周年事業に関するもの：42.7 百万円）〔20 年度：27 百万円〕

ハ．メキシコ（平成 22 年が日本メキシコ交流 400 周年） 

 21 年度 19.3 百万円、0.9％ 〔20 年度：23.6 百万円、0.9％〕 

 （21 年度実績のうち周年事業に関するもの：2.3 百万円） 

ニ．トルコ（平成 22 年が 2010 年トルコにおける日本年） 

 21 年度 23.2 百万円、1.0％ 〔20 年度：10.3 百万円、0.4％〕 

 （21 年度実績のうち周年事業に関するもの：7.3 百万円） 

 

（２）外交上重要な要人往来や外交イベントに合わせた事業の例 

 ローマ・サミットに合わせた事業、外務大臣が出席する交流年オープニング事業

等を実施した。 

 

（３）政府の各種政策方針に関連した内容の事業 
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  「ビジット・ジャパン・キャンペーン」、食文化紹介、ポップカルチャー紹介等、

現在のわが国政府の政策に沿った事業を優先的に実施する、または、各種事業にそ

れらの要素を含めるように努めた。 

 

２．日本語教育事業の重点化（さらに詳細は、項目 No.17 参照。） 

中期計画に基づいて、主に次の（１）～（３）の重点化を図った。 

 

（１）支援型事業から推進型事業への重点シフト 

具体的な取り組みとしては、「ＪＦ日本語教育スタンダード」の開発と「ＪＦにほ

んごネットワーク（通称：さくらネットワーク）の構築があるが、平成 21 年度の具

体的実施状況は以下のとおり。 

 

 イ．日本語教育スタンダードの開発 

日本語学習の到達度を測る評価指標｢ＪＦ日本語教育スタンダード｣の第一版「Ｊ

Ｆ日本語教育スタンダード 2010」を 22 年 3 月に発表した。同スタンダードは日本

語の熟達度を、能力記述文（can-do statements:日本語で何がどれだけできるかを

「～できる」という形式で示した文）で表しており、各種能力記述文を検索したり

編集するためのデータベースも構築した。また、公開に先立ち、スタンダードの概

要や開発過程、基金の国内外の拠点で行われた取組事例を報告し、フィードバック

を得るためのシンポジウムを 21 年 10 月に開催した。 

 ロ．日本語教育機関ネットワークの構築 

 日本語教育が盛んな国・地域を中心に、基金海外拠点に加え、基金と連携・協力

して日本語普及を推進する機関を中核メンバーとする「JF にほんごネットワーク

（さくらネットワーク）」を構築、22 年度末までに中核メンバーを 100 機関まで増

やすとの目標を設定しているが、20 年 3 月末に 39 機関、21 年 3 月末に 54 機関で

あった中核メンバー数は、22 年 3 月末で 32 カ国 74 機関となった。また、これら中

核メンバーにより「さくら中核事業」としてセミナー等を実施。 

 

（２）相手国の日本語教育基盤の整備状況に対応した支援 

各国・各地域の日本語教育基盤の発展段階に応じた対象と目標への重点化が中期目

標・中期計画で定められており、21 年度は、国・地域ごとに異なる様々な発展段階や

学習環境に応じた日本語普及の、より具体的な方針として「高等教育での日本語学科

立ち上げ」「中等学校教育の日本語科目導入・普及」「一定の自立化を達した国･地域

での周辺波及型事業の展開」を掲げ、基金拠点所在国について国別の重点方針と具体

策を定めるとともに、これらの方針を実施するためのプログラム改編を行った（改編

後のプログラムによる事業は 22 年度から実施）。 

 

（３）地域的な必要性に対応した支援状況（近隣諸国等） 

近隣諸国・地域においては、我が国との友好関係を深める必要性が特に高い等の

理由で積極的支援を行うことが、中期計画で定められている。 

基金の日本語事業の多くの部分がアジア地域に向けられており、21 年度のアジア

地域向け日本語事業支出額は計 1,149 百万円、日本語事業全体の 28.1％を占めた。

（さらに、対象国・地域が特定されない共通的な日本語事業費を除くと、アジア地

域向けの割合は 59.5％となる。） 
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３．日本研究・知的交流事業（さらに詳細は、項目 No.22、No.23 参照。） 

（１）日本研究の中核機関や対日理解の中核となる者等に対する支援の重点化 

日本研究については、｢各国・各地域における日本研究の中核となる機関や対日

理解の中核となる者に対する支援に重点化｣との中期計画の方針に従い、具体的な

事業としては、海外の日本研究機関支援、及び研究者へのフェローシップの 2種の

事業に重点化を図った。 

＊金額、シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。

イ．日本研究機関支援プログラム 

20 年度までに選定した各国・地域の中核機関に対し、支援対象機関の関心動向、

重点事項、或いは改善が必要な事項等を勘案しながら、様々なスキームを組み合

わせて効果的な支援を行った。 

 ・21 年度 支出額：304 百万円 〔20 年度：309 百万円〕 

 ・上記支出額の日本研究事業全体のなかに占める割合：29.7％〔20 年度：32.3％〕

ロ．日本研究フェローシッププログラム 

特に米国・中国・英国などの重要国について、将来の知日層の先細りを防ぐた

めフェローシップを拡充することとし、採用数・採用率の拡充を行った。 

 ・21 年度 実施件数（前年度継続含む）：218 人 〔20 年度：183 人〕 

 ・20 年度 支出額：473 百万円 〔20 年度：389 百万円〕 

 ・上記支出額の日本研究事業全体に占める割合：46.3％ 〔20 年度：40.6％〕 

 

（２）我が国が直面する課題を抱え、早期の関係改善・発展に取組むべき国・地域との

知的交流 

   知的交流事業は、｢我が国が直面する課題を抱え、早期の関係改善・発展に取組

むべき国・地域との交流｣に重点化するとの、中期計画の方針に従い、東アジア（中

国／韓国）と米国を重視した。 

＊金額、シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。

 

  イ．東アジア（中国／韓国） 

 21 年度 中韓向け知的交流事業支出額： 266 百万円〔20 年度： 269 百万円〕 

             内訳 中国    233 百万円〔20 年度：236 百万円〕 

                 韓国     33 百万円〔20 年度： 33 百万円〕 

 

 上記支出額が知的事業全体に占める割合： 21.9％（中国：19.1％、韓国：2.7％）

               〔20 年度： 22.9％（中国：20.1％、韓国：2.8％）〕

ロ．米国 

 21 年度 米国向け知的交流事業支出額：639 百万円 〔20 年度：605 百万円〕 

 米国向け知的交流事業が支出額全体に占める割合：52.5％ 〔20 年度：51.6％〕
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評価指標２ 在外公館との協議による国別ニーズを把握した事業の実施 

 

平成 21 年度の事業計画策定にあたって、当該国のニーズにつき、海外事務所の所在

国においては在外公館と協議を行うとともに、在外公館から特に優先度の高い要望を

「外交政策との連動という観点からの必要性」として受理した。同「必要性」に記載さ

れた在外公館が要望する具体的事業の実施率は、要望の一部が実現したものを含め、採

用 76.0％（1,317 件中 1,001 件、平成 20 年度は 77.6％(740 件中 574 件)）であった。

この「必要性」として挙げられた具体的事業の採否の検討にあたっては、外務本省は、

外交上の必要性の高さ（例えば、各公館の館務目標を達成するために最重要の事業であ

ること、政治的コミットメントをフォローアップする事業であること、人物招聘案件に

ついては高い波及効果をもたらす事業であること等）について在外公館から具体的説明

を得て、事業費の地域的配分等の観点からスクリーニングを行い、優先度のコメントを

付して、基金側に伝達した。基金ではこれを受けて検討を行い、事業計画を策定した。

採用されなかった案件は、主に以下の５つの理由により不採用としたものである。 

（１）予算削減の状況下、周年事業対象国向け事業等の採用を優先した結果、その他の

国向け事業が不採用となったもの（例：基金が企画し、専門家や公演団を派遣して

実施する日本文化紹介派遣事業や海外公演事業） 

（２）近隣国で同様の要望が無く、効率上の観点から、一都市のみでの単独実施が困難

なもの（例：基金が企画し、専門家や公演団を派遣して実施する日本文化紹介派遣

事業や海外公演事業） 

（３）当該事業申請者や案件が、ガイドラインの要件を満たしていないもの（例：海外

日本語教師研修、専門日本語研修（文化・学術専門家）） 

（４）事業内容等につき、専門家の評価が低かったもの（例：日本理解促進出版・翻訳

助成、海外展助成） 

（５）新たなニーズが生じている機関や事業に対し支援を効果的に移行させるため、日

本語分野における支援について、在外公館が助成を継続すべき特に強い理由を説明

しない限り、継続しての助成につき 3年を上限とするというルールに基づき不採用

となったもの。（例：現地講師謝金助成） 

 

更に、平成 21 年度事業のための「必要性」を取り纏めた平成 20 年 12 月以降も、そ

の後に発生したニーズに対応するために在外公館より要望を聴取し、外交上の必要性の

高さ、事業費の地域的配分バランス等の観点からスクリーニングをかけた上で外務本省

とも調整を行い、追加案件を採択した。 

 

評価指標３ 在外公館による評価 

 

平成 21 年度の基金事業に対する在外公館（計 195 公館）による評価を、「文化芸術交

流事業」、「日本語事業」、「日本研究事業」、「知的交流事業」、「周年事業等大型文化事業

への対応」の 5つの項目別に取りまとめた結果は以下のとおりであった。 
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イ 

(特に優れている)

ロ 

(優れている)

ハ 

(順調) 

ニ 

(やや順調でない) 

ホ 

(順調でない)
計 

91 67 8 1 1 168 文化芸術 

交流事業 54.2％ 39.9％ 4.8％ 0.6％ 0.6％ 100％

61 79 11 4 1 156 
日本語事業 

39.1％ 50.6％ 7.1％ 2.6％ 0.6％ 100％

28 36 15 2 0 81 日本研究 

事業 34.6％ 44.4％ 18.5％ 2.5％ 0.0％ 100％

25 29 16 1 0 71 知的交流 

事業 35.2％ 40.9％ 22.5％ 1.4％ 0.0％ 100％

10 2 2 0 0 14 周年事業等 

への対応 71.4％ 14.3％ 14.3％ 0.0％ 0.0％ 100％

 

※参考：平成 20 年度の評価結果（200 公館） 

 

 
Ｓ 

(極めて良好)

Ａ 

(良好) 

Ｂ 

(概ね良好)

Ｃ 

(やや良好でない) 

Ｄ 

(良好でない)
計 

57 87 17 4 1 166 文化芸術 

交流事業 34.3％ 52.4％ 10.2％ 2.4％ 0.6％ 100％

35 99 28 6 1 169 
日本語事業 

20.7％ 58.6％ 16.6％ 3.6％ 0.6％ 100％

6 49 29 4 0 88 日本研究 

事業 6.8％ 55.7％ 33.0％ 4.5％ 0.0％ 100％

8 37 27 2 3 77 知的交流 

事業 10.4％ 48.1％ 35.1％ 2.6％ 3.9％ 100％

7 7 3 1 1 19 周年事業等 

への対応 36.8％ 36.8％ 15.8％ 5.3％ 5.3％ 100％

 

 ハ「順調」（20 年度はＢ「概ね良好」）以上の評価の割合 

 

              今回（21 年度）   20 年度 

文化芸術交流事業      98.8％     〔97.0％〕 

日本語事業         96.8％     〔95.9％〕 

日本研究事業        97.5％     〔95.5％〕 

知的交流事業        98.6％         〔93.5％〕 

周年事業等への対応        100.0％         〔89.5％〕 

 

評価指標４ 外交上重要な文化事業の実施 

 

外交関係樹立に係る周年等の外交的機会を捉え、政府首脳レベルでの決定や合意等に

基づいて一定の期間を通じて集中的に文化交流事業を展開することによって、親日感の
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醸成や対日理解の促進において高い効果の実現を目指す「大型文化事業」に関し、平成

21 年度は外務省より国際交流基金に対し「日メコン交流年」「日本・ドナウ交流年」「日

本メキシコ交流 400 周年」「2010 年トルコにおける日本年」の 4 つの事業について、そ

の中核となりうる文化事業を実施するよう要請があった。 

これに対し、国際交流基金側は、主に以下のような事業を実施し、上記 21 年度の国

際交流基金事業に対する各在外公館のコメントにおいても高い評価を得た。 

（以下、カッコ内は集客人数〔概数〕。） 

 

○日メコン交流年（2009 年）（対象：カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナ

ム） 

・ コシノ・ジュンコ氏によるファッションレクデモ（8 月：ミャンマー、タイ）（731

名） 

・ パパ・タラフマラによるコンテンポラリーダンス公演「三人姉妹」（8月：タイ）（420

名） 

・ タイ在住演奏家によるクラシックコンサート（8月：ミャンマー）（701 名） 

・ 沼野充義東京大学教授による日本文学セミナー（9月：ベトナム）（2,700 名） 

・ 「日本人形展」（9月：カンボジア）（1,500 名） 

・ タイ在住専門家による裏千家茶道レクデモ（9月：ラオス）（38 名） 

・ 現代美術展「Flickers：new media art from Japan」（10～11 月：ベトナム）（140

名） 

・ 「日・メコンの織物文化」に関する講演・シンポジウム（11 月：ラオス、ベトナム、

タイ）（290 名） 

・ 現代美術展「Twist and Shout：Contemporary Art from Japan」（11～12 月：タイ）

（32,763 名） 

・ 日本の民謡コンサート（12 月：ベトナム）（2,850 名） 

○日本・ドナウ交流年（2009 年）（対象：オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ブ

ルガリア） 

・ 東欧巡回映画祭（4～12 月：ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア）（3,204 名） 

・ 第 16 回ブダペスト国際図書展参加（4月、ハンガリー）（653 名） 

・ ハンガリー国立工芸美術館での「WA-現代日本のデザインと調和の精神展」（4～5月：

ハンガリー）（5,362 名） 

・ 「武道の精神展」（7～12 月：ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア）（12,436 名）

・ 遠州流宗家による茶道レクデモ（9月：オーストリア）（250 名） 

・ 和菓子レクデモ（10 月：ハンガリー、ブルガリア）（300 名） 

・ 西陽子氏による筝曲公演（10 月：ハンガリー）（261 名） 

・ 中東欧日本研究巡回セミナー（11 月：ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア）（410

名） 

・ 浮世絵レクデモ（11 月：ルーマニア）（350 名） 

・ 新内浄瑠璃と八王子車人形公演（11～12 月：ハンガリー、ブルガリア、ルーマニア）

（2,193 名） 



○日本メキシコ交流 400 周年（2010 年） 

・ 書道レクチャー・デモンストレーション（2月：メキシコシティ）（590 名） 

・ イトウ・ミユキと現代音楽のコンサート・セミナー（2～3月：メキシコシティ、モ

ラレス）（430 名） 

・ 日墨交流 400 周年記念国際シンポジウム「日系ディアスポラのパースペクティブ：

日本、メキシコ、アメリカ」及び写真展・映画上映（3 月：メキシコシティ）（347

名） 

○2010 年トルコにおける日本年（2010 年） 

・ 壱太郎グループによる和太鼓公演（1月：アンカラ、イスタンブール、ヤロバ）（2,200

名） 

・ 庄司紗矢香氏によるバイオリン公演（1月：アンカラ）（500 名） 

・ 亀垣一監督によるアニメレクデモ（2 月：アンカラ、イスタンブール、エスキシェ

ヒル、イズミル）（1,731 名） 

・ 「武道の精神」展（2～3月：イズミール、イスタンブール）（6,000 名） 

 

評価指標５ 我が国対外関係への配慮 

  

平素より、基金は事業の実施・中止等に関して、我が国の対外関係を損なわないよう

注意をしており、平成 21 年度中、国際交流基金の事務・事業に関連して外交上問題が

発生した事例は特になかった。 

 

 
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の

協議により判定する。 

評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標

評価指標１：外交上必要性の高い事業への重点化 

評価指標２：在外公館との協議による国別ニーズを把握した事

業の実施 

評価指標３：在外公館による評価 

評価指標４：外交上重要な文化事業の実施 

評価指標５：我が国対外関係への配慮 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 

ハ 

外交上必要性の高い、文化芸術交流、日本語教育、日本研究・知的交流等

の事業を重点的に実施するとともに、在外公館との協議により当該国のニー

ズを把握して事業を進める等、外交政策上必要な事業を着実に実施しており、

事業実績額や在外公館からの要請達成率で数量的にも確認されている。 

 在外公館の評価も、前年以上に高く良好であり、中期計画の実施状況は、

順調である。 
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No.6（地域・国別の政策等に応じた事業の実施）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 (1)国際文化交流に係る外交政策を踏まえた事業の実施 

小項目 

外務省による地域別の重点施策、重点事業及び政策的課題を踏まえつつ、海外事

務所が置かれている国及びロシアについては、国別に事業方針を作成の上、当該

国の国内事情及び国際情勢の変化に対応し、事業を実施する。 

海外事務所が置かれていない国については、海外事務所が置かれている国に比し

て、実施する事業に質的・量的な不均衡が過度に生じないよう配慮する。 
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業務 
実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標１ 国別事業方針の作成状況 

事務所所在国について、20 年度に外務省と協議しつつ平成 20 年 12 月に国別事

業方針を作成した。平成 21 年度は、この国別事業方針に沿って事業計画を策定し、

事業を実施した。今後、外交の環境や条件の変化に応じて、必要が生ずればこの

国別事業方針を適宜改定していく。 

また、平成 21 年度事業計画策定にあたっては、国別参考値という形で国ごとに

投入する予算の目安を設定し、国・地域別の方針を重視した計画策定を行なった。

 
評価指標２ 地域別・国別の事業実施の状況 

 

１．国・地域別の事業実績割合等 

  ＊シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。

 

 地域等区分 平成 21 年度 20 年度 

東アジア 10.74% 9.24% 

東南アジア 12.89% 15.22% 

南アジア 2.65% 2.62% 

アジア地域一般・共通経費 0.06% 0.09% 

大洋州地域（同地域一般・共通経費含む） 2.76% 2.80% 

北米 11.54% 10.81% 

中米 1.02% 0.89% 

南米 2.47% 3.83% 

米州地域一般・共通経費 0.02% 0.00% 

西欧 13.71% 13.45% 

東欧 6.45% 5.35% 

欧州地域一般・共通経費 0.12% 0.39% 

中東 1.83% 1.69% 

北アフリカ 1.05% 1.10% 

中東地域一般・共通経費 0.04% 0.00% 

アフリカ（一般／共通含む） 0.99% 1.19% 

一般・共通事業費（対象国・地域区分無し） 31.67% 31.33% 

   注 ｢一般・共通事業費（対象国・地域区分無し）｣には、全世界向け 

事業費、国内向け事業費、一般業務費等が含まれる。 

 

   東南アジア向け事業実績額は、経済連携協定によるインドネシア人看護師・

介護福祉士候補者に対する日本語研修事業の受託や、「日本・インドネシア友好

年」等により平成 20 年度のシェアが大きくなっていた。 

   南米については、「日伯交流年」等により同じく平成 20 年度のシェアが大き

くなっていた。 
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２．国別事業方針の実施状況 

中期計画に基づき国別事業方針を作成した基金事務所所在国 20 カ国について、

各方針に沿った平成 21 年度の事業実施状況の概要を「平成 21 年度国別事業実施

状況」としてまとめた。 

  また、基金事務所所在国 20 カ国及びスペイン（平成 21 年度半ばに事務所開設）

の分野別事業実績額は別添のとおり。 

 

３．在外公館の要望に配慮した、海外事務所の無い国での事業の実施 

海外事務所が置かれていない国についても、現地のニーズ、在外公館の要望、各

地域大使会議や広報文化担当官会議での議論などを踏まえつつ、基金の各種事業を

実施し、基金事務所所在国とその他の国とで、外交上の重要性の観点から不合理な

不均衡が生じないよう配慮した。 
＊シェアの根拠は「事業実績額調整値」による。

 
事務所所在国と非所在国の実績比較 
■ 事務所所在国（20カ国）及びスペイン：  80.5％ 
（20年度：78.6％。ベトナム、スペインを除く19カ国） 
■ 事務所非所在国（136カ国）：  19.5％ 
（20年度：21.4％）※ベトナムのシェア：21年度1.9％（20年度：2.0％） 

スペインのシェア：21年度0.4%（20年度：0.3％） 
 
事務所所在国向けと非所在国向けの支出額実績比較 

21 年度 20 年度 

  基金事務所

所在国 
その他の国

基金事務所

所在国 
その他の国

１．文化芸術交流 65.0% 35.0% 68.0% 32.0%

２．日本語 70.6% 29.4% 63.9% 36.1%

３．日本研究 86.4% 13.6% 82.5% 17.5%

４．知的交流 91.1% 8.9% 90.9% 9.1%

５．在外事業 100.0% 0.0% 99.6% 0.4%

６．その他 100.0% 0.0% 99.3% 0.7%

  合 計 80.5% 19.5% 78.6% 21.4%

（注）20 年度の｢その他の国｣の「在外事業」は、マドリード日本文化センター設立準備

経費。 
（参考）事務所所在国向けと非所在国向けの支出額の割合について、適正な水準を判断

するのは困難であるが、人口、ＧＤＰ、在留邦人・長期滞在者、日系企業数の

データを見ると、事務所所在国の割合は、人口 64.1％、ＧＤＰ77.2％、在留邦

人数 86.3％、長期滞在者 86.5％、日系企業数 88.0％となっており、概ね 70％

から 80％台と、支出実績額の割合と大きな乖離は生じない数値となっている。

（データ出典は次のとおり。人口：国連「世界の人口推計 2008」、ＧＤＰ：Ｉ

ＭＦ「Report for Selected Countries and Subjects 2009」、同「Report for 



Selected Countrｙ Groups and Subjects 2009」、在留邦人・長期滞在者、日系

企業：外務省「海外在留邦人統計（平成 21 年速報版）」） 
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小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

（1）国別事業

方針の作成状

況 

     

No.6: 

地域・

国別の

政策等

に応じ

た事業

の実施 

（2）地域別・

国別の事業実

施の状況 

 

 

 

 

    

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標 

評価指標１：国別事業方針の作成状況 

評価指標２：地域別・国別の事業実施の状況 

 

国 別 事

業 方 針

を作成 

必要に応じて、国別事

業方針を改定 

国別の予算投入の目

安設定 

国別事業方針に応じ事業を実施 



評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

海外事務所所在国については、外交政策を踏まえ国別事業方針が策定され

ており、同方針及び外務省との協議により事業計画を策定するとともに、事

務所非所在国についても在外公館と連携しつつ着実に事業を実施しており、

順調な状況にあると評価する。 
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No.6別添

2009年度　21カ国分野別事業実績額
＊金額の根拠は「事業実績額調整値」による。

上段：円

計 文化芸術交流 日本語
日本研究・知的交流

在外事業 その他
日本研究 知的交流

韓国
470,035,014 68,965,090 90,290,329 71,999,012 33,381,455 196,837,925 8,561,203

14.7% 19.2% 15.3% 7.1% 41.9% 1.8%

中国
655,174,134 59,806,588 120,649,418 210,364,659 232,536,695 28,928,971 2,887,803

9.1% 18.4% 32.1% 35.5% 4.4% 0.4%

インドネシア
307,665,517 39,280,070 176,080,400 23,129,900 21,134,446 45,126,122 2,914,579

12.8% 57.2% 7.5% 6.9% 14.7% 0.9%

タイ
285,570,019 85,725,337 125,371,974 24,565,040 7,300,022 39,874,278 2,733,368

30.0% 43.9% 8.6% 2.6% 14.0% 1.0%

フィリピン
124,668,738 24,839,320 59,509,394 10,568,908 18,338,055 10,307,351 1,105,710

19.9% 47.7% 8.5% 14.7% 8.3% 0.9%

マレーシア
228,576,197 24,987,258 145,423,550 16,402,393 7,872,205 31,470,464 2,420,327

10.9% 63.6% 7.2% 3.4% 13.8% 1.1%

インド
187,501,900 33,492,315 106,980,880 18,570,834 5,180,860 21,280,077 1,996,934

17.9% 57.1% 9.9% 2.8% 11.3% 1.1%

オーストラリア
242,958,660 44,050,541 96,222,848 18,098,931 7,811,313 73,438,001 3,337,026

18.1% 39.6% 7.4% 3.2% 30.2% 1.4%

カナダ
138,857,376 36,063,232 26,214,397 27,782,217 1,646,019 43,343,729 3,807,782

26.0% 18.9% 20.0% 1.2% 31.2% 2.7%

米国
1,103,898,586 171,742,950 21,375,111 176,901,916 638,662,244 87,550,983 7,665,382

15.6% 1.9% 16.0% 57.9% 7.9% 0.7%

メキシコ
61,522,226 19,325,306 11,054,528 9,924,908 4,986,004 14,675,393 1,556,087

31.4% 18.0% 16.1% 8.1% 23.9% 2.5%

ブラジル
179,323,504 33,024,865 18,776,846 11,061,853 4,759,000 106,909,042 4,791,898

18.4% 10.5% 6.2% 2.7% 59.6% 2.7%

イタリア
211,020,888 86,944,808 22,792,982 9,546,296 2,005,979 85,203,626 4,527,197

41.2% 10.8% 4.5% 1.0% 40.4% 2.1%

英国
169,546,531 40,038,958 17,627,084 34,530,868 13,886,779 60,928,404 2,534,438

23.6% 10.4% 20.4% 8.2% 35.9% 1.5%

ドイツ
259,167,655 69,763,711 45,299,407 28,777,663 19,046,928 91,983,371 4,296,575

26.9% 17.5% 11.1% 7.3% 35.5% 1.7%

フランス
628,206,852 154,193,590 20,381,362 8,259,937 12,563,875 408,146,280 24,661,808

24.5% 3.2% 1.3% 2.0% 65.0% 3.9%

スペイン
39,188,739 15,115,571 3,815,752 6,652,769 0 13,507,754 96,893

38.6% 9.7% 17.0% 0.0% 34.5% 0.2%

ハンガリー
93,933,998 35,408,286 35,856,282 5,048,557 0 16,752,169 868,704

37.7% 38.2% 5.4% 0.0% 17.8% 0.9%

ロシア
209,837,811 74,365,036 59,564,675 30,181,499 12,892,126 29,130,131 3,704,344

35.4% 28.4% 14.4% 6.1% 13.9% 1.8%

エジプト
93,854,883 22,041,091 39,264,122 12,130,993 4,210,270 14,105,962 2,102,445

23.5% 41.8% 12.9% 4.5% 15.0% 2.2%

ベトナム
208,156,647 39,944,684 116,849,114 24,092,958 5,968,834 20,533,543 767,514

19.2% 56.1% 11.6% 2.9% 9.9% 0.4%
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No.7（他団体との連携）    

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 (2)国民に対して提供するサービスの強化 

小項目 

関係省庁、他の国際交流関係団体と連携し、共催、協力、情報共有・情報交

換等を通じて、国際交流事業が実施しやすくなるような環境作りに努める。
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業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１ 国内及び海外の公的機関との連携の取組及び成果 

●文化庁との連携 

基金主催事業として文楽がロシアで初の本格公演を行った際に、文楽協

会が文化庁の助成を受けたり、文化庁の助成を受けた事業について基金海

外拠点が現地受入業務を行う（パリにおける「大駱駝艦公演」等）など、

相互の協力、連携を行った。 

 特に、文化庁が派遣する文化交流使については、三線公演・ワークショ

ップ（フィリピン各地）、素浄瑠璃公演（チェコ、オーストリア、ドイツ）

など、一流の芸術家が現地を訪問、滞在する機会をとらえ、現地での事業

実施のアレンジや協力などを積極的に行った他、過去に基金事業として和

紙専門家によるワークショップを行ったことをきっかけに、同専門家が文

化交流使として非営利の紙制作工房において約 2ヶ月にわたり和紙づくり

と和紙製品デザインを指導することが実現した例（エジプト）もあった。

 また、文化庁とは、それぞれの事業・企画や、連携の可能性等について

意見交換、情報交換を行う場を設けている。 

 

●文化遺産国際協力コンソーシアムへの参加 

 外務省、文化庁、国立文化財機構などとともにメンバーとなっている標

記コンソーシアムによる連携活動の一環として、過去に遺跡の保存修復や

人材育成プロジェクトが実施されたカマン・カレホユック遺跡（トルコ）

について、19 年度外務省の文化無償資金協力事業により博物館が建設され

22 年 7 月にグランドオープンとなるのを受け、21 年度は展示・陳列専門家

を 2回にわたり派遣した。 

 

●国際協力機構（ＪＩＣＡ）との連携 

 主として日本語教育の分野で各種の協力、連携を継続して行っている。

 ・日本人材開発センター等（8ヵ国、9センター）に日本教育専門家（9

ポスト）を派遣 

・日本語国際センターにおいて、青年海外協力隊日本語教育隊員（計 58

名）の技術補完研修を実施、またＪＩＣＡ日本センタースタッフ（ウ

クライナ、カザフスタン）の訪日研修の一環として事業説明・施設見

学・当該日本センター所在国の研修参加者等との意見交換等を実施 

・ＪＩＣＡ日本センター（ラオス）の日本語講座運営に関する評価作業

の依頼を受け、日本語国際センター専任講師等が現地に出張し調査 

・エジプトの非営利の紙制作工房について基金事務所が JICA 事務所に紹

介したところ、22 年度青年海外協力隊からの派遣が決定 

 

●その他の独立行政法人、政府関係機関等との連携 

・ケルンにおいて開催した高齢化社会についてのシンポジウムにおいて、

州学術省及び州内の 3大学の協力を得るとともに、（独）日本学術振興

会ボン事務所による招待講演者（お茶の水女子大学学長）の渡航費負担

があった。このシンポジウムをきっかけにケルン大学とお茶の水女子大

学のパートナーシップが締結され、22 年度も基金、両大学、学振の連携
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によるシンポジウムが開催される予定となった。 

・前年度に引き続き、多くの海外事務所がビジット・ジャパン・キャンペ

ーンの広報に協力した。マレーシアにおいては、写真パネル展「日本の

世界遺産」を開催した際、（独）国際観光振興機構（JNTO）事務所から

DVD の提供を受け、会場でビジット・ジャパン・キャンペーンの映像を

上映して好評を得た。 

・経済産業省が実施している JAPAN 国際コンテンツ・フェスティバルのレ

セプション会場としてパリ日本文化会館の施設を提供した。 

・国立近代美術館フィルムセンターとの共催で「川喜多賞受賞作監督作品

選集」上映会を実施した。 

 

●地方自治体等との連携 

   地方自治体等との協力・共催等による連携事業が多数実施されたが、

単に地方を訪問するだけでなく、地域の抱える課題の解決や、特徴を活

かすための国際交流事業を実施することにも留意した。 

 

 ・日欧都市交流会議／インターカルチュラル・シティと多文化共生 

   日欧の都市が、都市における文化の多様性、多文化共生をテーマとし

て意見交換を行うため、欧州の町の代表者らが可児市・美濃加茂市（岐

阜）、神戸市（兵庫）を視察し、東京でシンポジウムを開催した。 

 ・「京都から世界へ－『文化と環境』から日本の国際的役割を考える」 

京都市と共催。京都の伝統文化や古来からの自然と環境に関する考え

方に基づき、今日の科学技術や産業の発展との関連を論じ、未来を展望。

 ・基金から米国に派遣された NPO フェローによる、NPO のノウハウ、国際

交流等についてのセミナーを実施。（愛媛） 

 ・地方自治体や教育委員会、国際交流協会等の協力を得ながら、招へい事

業における地方都市事情の視察や関係者との意見交換を実施。中学・高

校教員招へい事業では埼玉、長野、岐阜、大阪など、知的リーダー招へ

い（中東・北アフリカを対象）では熊本、福岡、広島、岡山、京都、滋

賀、沖縄などを訪問した。 

 

   海外事務所では、ニューデリー日本文化センターが、同センターにお

いて福岡県との共催により福岡留学フェアを実施し、200 名の参加者を

集めた。 

 

●教育機関との連携 

・21 年度から、日本語教員養成課程を持つ国内大学の学生・大学院生を、

若手日本語教師（将来の日本語教師）として海外に派遣する事業を開始、

29 の大学・大学院と協力関係を締結し、海外日本語インターンの派遣を

行った。また、インターンを受け入れている海外の大学の学生を対象に

訪日研修を実施し、海外と日本の大学間の連携強化も支援した。 

・上智大学との連携により、国際文化交流の仕事を目指す学生及び一般社

会人を対象として、『国際文化交流の理論と実践』（全 12 回）を開講し

た。基金役職員も講師として参加し、27 人の受講者（修了者 24 人）が
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あった。 

 

 ●海外の公的機関等との連携 

 

 イ．外国の文化交流機関との連携 

  協力協定を有しているスペインのカーサ･アシア、独のベルリン日独セン

ター、インド文化関係評議会（ICCR）、また、基金と類似の任務を持つ各

国の文化交流機関（ゲーテ･インスティトゥート、ブリティッシュ・カウン

シル、韓国国際交流財団等）との相互連絡や連携を 21 年度も引き続き図っ

た。 

  21 年度のこれらの機関との主な連携の実績は次の通り。 

 

 ○21年 8月の基金のマドリード日本文化センター正式オープンまでの暫定

期間、カーサ・アシア（スペインの公的文化交流機関）が執務スペース

を貸与するなど、多大なバックアップを得た。事業実施においても、日

本文化紹介事業の会場提供、映画祭の共催など幅広い協力を得た。 

 

 ○ベルリン日独センターとの人事交流を維持、同センターの 2件のシンポ

ジウムに助成した他、基金のドイツにおける事業実施に様々な協力を得

た。 

  

 ○基金において数年来取り組んできた「平和構築と文化」調査事業のまと

めとして、ゲーテ・インスティトゥート（独）と連携し、「平和のため

の文化の役割」という概念を広めるための公開シンポジウムと国際的に

議論を提起していくための専門家会議を実施した。 

 

○20 年度に共催した「今日の世界における国際交流の意義」シンポジウム

を機に、ブリティッシュ・カウンシルとの連携が増え、21 年 11 月には

「平和構築における文化イニシアティブの役割に関するラウンドテーブ

ル」を共催、その他シンポジウムへの協力、基金が招へいした英国の文

化人の講演会実施等、協力関係が強化された。 

 

 ○韓国国際交流財団（Korea Foundation）とは、従来どおり教員の相互派

遣・招聘における相互協力を行った。また、同財団も入居する在京韓国

大使館の韓国文化院が基金の至近にオープンしたため、日韓交流に関す

る催し物の文化院ホールでの開催など、より密接な連携ができるように

なった。 

   

 ロ．海外公的機関との連携一般 

  海外で実施する基金事業の大半は、相手国・現地の機関（文化担当省庁、

文化芸術施設、大学他研究機関、各種協会、他）との何らかの協力を伴っ

て実施しているが、中でも中国における「ふれあいの場」（共同設置型）

は、中国側機関と共同で施設を運営していくことを前提としており、21 年

度も四川省成都市（同省政府所管の広島・四川駐日友好会館）、吉林省長
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春市（同市立図書館と連携）、江蘇省南京市（同市立図書館と連携）の 3

カ所において主に若年層を対象とした日本の文化紹介事業、日中交流イベ

ントを実施した。 

  また、21 年度に開設したマドリード日本文化センターは、基金の海外事

務所開設を希望したマドリード市により、市所有施設のスペースの無償提

供を受けている。 

  なお、基金海外事務所所在地について調査した結果では、21 年度に海外

事務所が企画した主催・共催事業、及び本部企画の事業を受入れて行った

催し物等事業の約70％の案件は現地機関と何らかの協力のもとに実施して

おり、その協力相手の多くは相手国の公的機関である。 

  

評価指標２ 企業セクターとの連携の取組及び成果 

 民間との連携促進、民間と連携した新しい事業手法の検討、寄附金・自己

収入確保のための方策検討などを行う「事業開発戦略室」では、基金と企業

のマッチングファンド形式による新規事業として、21 年度、ロッテとのマッ

チングファンド（基金、ロッテの双方が 15,000 千円を負担）による「日韓パ

ッケージデザイン交流プロジェクト」を企画、「日韓パッケージコンテスト」

の募集告知を開始した。（コンテスト、セミナー、学生の研修などの諸事業の

実施は 22 年度） 

また、海外拠点である日本文化センターと現地日系企業との連携を進める

目的で「日系企業による社会貢献活動調査」を実施しているが、21 年度は中

国、ベトナムの調査を行った。 

 

民間からの寄附金受入、資金提供については、以下のような例があった。

 

・ロシアで行われた文楽公演に、企業から 4,461 千円の協賛があった。 

・ベトナムにおいて、三菱商事の全面的資金支援（約 180 万円）により、「エ

リンが挑戦！にほんごできます」現地テレビ放映素材による教材 3,000 部

を出版、その DVD とともに中学・高校・大学に配布した。 

・海外拠点における事業実施において、現地の民間企業からの協賛金や現地

文化団体等からの共催分担金等、全海外拠点で約 49,000 千円の外部資金を

獲得した（外貨ベースで 20 年度比約 2倍）。 

 

評価指標３ 非営利組織・ボランティア等一般市民との連携の取組及び成果

●わが国の非営利組織との連携 

 NPO に関しては、市民青少年交流助成プログラム等で NPO の行う国際交

流への支援を継続した。 

 

（支援した事業の例） 

・日韓友好ボランティアワークキャンプ 

・バルカンにおける日本文化紹介 

・親子のためのアフリカ文化の交流事業 

 

また、以下のような NPO、非営利組織との共催、連携による事業を実施
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した。 

 

 ・現在も民族的対立の続くバルカン地域の各民族メンバーによって編成さ

れる「バルカン室内管弦楽団」の日本公演において、趣旨に賛同した東

京のロータリークラブが基金に対し 2,675 千円を寄附の上、共催 

 ・「2009 国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ」：シンポジウム

を NPO 法人沖縄県芸術文化振興協会等と共催 

 ・「アジア劇作家会議」：東京 NPO 法人劇場創造ネットワーク、日本劇作

家協会との共催 

・「東京芸術見本市 2009」：（財）地域創造、（財）舞台芸術国際交流セ

ンターとの共催 

 

●ボランティアとの連携 

 

  ロンドン日本文化センターでは、日本語教育の導入を検討している英国

の初・中等教育機関にボランティアを派遣して日本語のトライアルレッス

ンを行う事業「Step Out Net」において、現在 100 名以上をボランティア

として登録、21 年度は 24 校に対しのべ 32 名を派遣した。また、ボランテ

ィアのための研修会も年に 5回実施し、質的向上にも努めている。 

   

ローマ日本文化会館では、ローマ在住の日本人ボランティアの協力を得

て、日本語学習者に日本語で会話をする機会を提供することを目的とした

会話会「しゃべりあーも」を開催しており、21 年度は計 8回実施した。学

習者とボランティアの交流の場ともなっており、同会館の日本語講座のグ

ループディスカッションにもボランティアが参加するなど、授業の活性化

にも大きく貢献している。 

   

その他ソウル日本文化センターでも日本語講座のネイティブ・スピーカ

ー・ゲストとしてのべ 72 名の在住日本人の協力を得たほか、オーストラリ

ア（シドニー、メルボルン）での日本映画祭における広報、会場準備など

のボランティア（計 50 名）も継続されており、トロント日本文化センター

における登録ボランティア制度については、登録者が 240 名にまで拡大す

るなど、特に海外事務所においてボランティアとの活発な連携が行われて

いる。 

 

評価指標４ 定型プログラム（主催・共催・助成事業）以外での、わが国の

各種組織・団体等の国際交流活動への各種の協力・支援の実績（斡旋、助言、

後援名義提供他） 

  

 イ．日本国内 

  中央省庁・地方自治体からの要請により、委員会の委員等として協力を

行った例が14件あった。 

（例） 

・総務省「地域づくり懇談会」 

・文化庁「美術館・博物館活動基盤整備支援事業協力者会議」 

・山口県文化振興財団「アーティスト・イン・レジデンス芸術家選考」 
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文化交流、国際交流に関する情報提供依頼は、基金の全部署で対応して

いるが、基金の広報を担当する情報センターへの相談例では、 

 

・国内のメディア関係者より海外の文化事情、文化政策等に関するブリー

フィング、コンタクト・パーソンなどの情報提供依頼 

・国内の地方メディア関係者より日本のアーティスト・イン・レジデンス

に関するコメント依頼 

・国内の文化関係者から国際シンポジウムやセミナー及びプロジェクトに

関する企画に対する助言、コンサルティングの依頼  

・海外の国際展主催者から日本各地で開催されているビエンナーレ・トリ

エンナーレ等の情報提供依頼 

  

 などがあった。 

また、国内において文化交流事業等に21年度に付与した後援名義は106

件であった。 

 

ロ．海外事務所 

海外事務所においては、海外での活動を希望する日本の団体等への各種

情報提供・アドバイス、現地の日本関係機関が実施する文化事業への情報

提供、委員会委員就任、審査員就任など多数の協力を行っているが、主な

例は以下のとおり。 

  

 ・ソウル日本文化センターの日本語教育専門家が、京畿道教育庁による中

等教育日本語教師採用試験において、面接委員として審査に加わった。

・フィリピンにおいて若手振付家の登竜門となっているコンテンポラリー

ダンスのコンペティションの審査員をマニラ日本文化センターの所長が

務めており、入賞者に対しては日本における同分野の国際的コンペティ

ションである横浜ダンスコレクション出場への橋渡し、推薦をしている。

その結果、21年度には同センターから推薦を受けたフィリピン人振付家

がグランプリを受賞した。 

 ・オーストラリアの大学の日本研究学科教員の昇格審査に際し、シドニー

日本文化センター職員が外部評価委員として協力した。 

 ・（財）自治体国際化協会が英国に派遣した「国際化塾」スキームの研修生

（日本の地方自治体職員）一行に対して、ロンドン文化センターにおい

て英国における同センターの活動につきブリーフィングを行うととも

に、研修生の出身自治体における国際交流事例を用いたワークショップ

を実施した。 
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協

議により判定する。 

評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標 

評価指標１：国内及び海外の公的機関との連携の取組及び成果 

評価指標２：企業セクターとの連携の取組及び成果 

評価指標３：非営利組織・ボランティア等一般市民との連携の取

組及び成果 

評価指標４：定型プログラム（主催・共催・助成事業）以外での、

わが国の各種組織・団体等の国際交流活動への各種

の協力・支援の実績（斡旋、助言、後援名義提供他）

 

 

 

 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

国内外の公的関連機関、地方自治体、企業、ＮＰＯ等との様々な連携

を通じて、国際交流を進めるための環境づくりを幅広く進めている。 

教育機関との連携では、海外日本語インターンの派遣や受入先大学の

学生を対象とした訪日研修の開始は、海外との連携強化や重点分野であ

る日本語事業という観点からも優れた取組みである。また、ゲーテ・イ

ンスティトゥート、ブリティッシュ・カウンシルとの文化交流事業にお

ける連携を行うなど、国内外ともに外部との連携は活発に進められ、実

施状況は順調である。 

なお、新規に連携を開始する分野は、可能性調査段階では困難として

も、何らかのプロジェクト進捗指標設定と達成度評価が必要と思われ

る。 
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 No.8（予算・収支計画・資金計画及び財務内容の改善に関する事項）   

大項目 ３ 予算、収支計画及び資金計画 

中項目 (1)予算 (2)収支計画 (3)資金計画 (4)財務内容の改善 

小項目 

以下のように、税制措置も活用した寄附金や自己収入の確保、予算の効率的

な執行に努め、適切な財務内容の実現を図る。また、一層の透明性を確保する

観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。 

 

●資金の運用については、安全性、安定性を重視しつつ、より効率的な運用を

行う。外国通貨による支払経費の財源を安定的に得るために外貨建債券によ

る運用も行いつつ、その収入確保に努める。なお、資金運用にあたっては、

適正かつ効率的な管理責任体制を整備する。 

●事業活動一般に対する寄附金のみならず、個別の事業活動についても民間か

らの寄附金受け入れを促進していく。また、財政的基礎（運用資金）に充て

ることを目的とした民間出えん金としての寄附金についても受け入れを図

る。 

●経費の効率化を目的に、現地の事情等を勘案した上で、日本語能力試験受験

料や各種催し事業における入場料等の受益者負担の適正化を図る。また、他

団体との共催、協賛、協力等を積極的に進め、外部リソースの活用を図る。

●業務の効率化を進める観点から、各事業年度において適切な効率化を見込ん

だ予算による運営に努める。また、基金の保有する資産の売却等により、土

地・建物等の効率的な活用を促進するよう見直しを行うものとする。 

 

基金法第１４条第１項の規定により業務の財源に充てることができる積立

金の処分に関する事項 

 

●前期中期目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第 44 条

の処理を行ってなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務

大臣の承認を受けた金額について、経費の効率化のために本部移転する場合

の経費、やむを得ない事由により前期中期目標期間中に完了しなかった業務

及び寄附金収入、運用収入を充てるべき業務等の財源に充てることとする。

 

 

 

業務実績 

評価指標１ 決算情報・セグメント情報の公表の充実等 

財務情報開示については、平成 19 年度において、『独立行政法人の事業報告書

における記載事項について』（平成 20 年 1 月 29 日付総務省行政管理局管理官発

各府省担当課長宛事務連絡）に基づき、開示内容の充実を図った。 

 具体的には、国際交流基金の運営状況等について国民にわかりやすい形での

情報開示を行うため、財務諸表の添付書類である事業報告書において、簡潔に要

約された財務諸表を開示するととともに、当期総損益等の主要な財務データ並び

にセグメント別の事業損益及び総資産の状況等について経年比較・分析内容（増

減理由等）を明らかにする等している。 

平成 21 年度以降においても、引き続き適切な情報開示に努めるとともに、独
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立行政法人の運営状況等にかかる情報開示について今後更なる内容の整備が図

られる場合には適切に対応する。 

  
評価指標２ 運用収入、寄付金収入等、自己収入の確保状況          

 

運営費交付金以外の自己収入の確保実績は、計画よりも 685 百万円を上回る

5,265 百万円となった。自己収入内訳については以下のとおりである。 

（１）21 年度運用収入実績額は 2,092 百万円であり、21 年度計画額 2,048 百万

円を 44 百万円上回った。これは主に、有価証券利息の増によるものである。

（２）寄附金全体については、計画を 433 百万円下回る 508 百万円の収入となっ

た。これは主に、特定寄附金申込受入決定後に申込者が募金を募っても、昨今

の厳しい経済危機情勢を反映して、実際には計画通りに募金が集まらなかった

こと等の影響によるものである。なお、特定寄附金助成件数は 26 件（20 年度

27 件）。 

（３）受託収入については、計画よりも 814 百万円上回る 1,622 百万円となった。

なお、このうち 1,463 百万円については、22 年度以降に実施する受託事業の

前受金相当である。 

（４）その他収入については、受験者数の増加に伴う日本語能力試験の事業収入

の増加や、海外事務所での各種事業収入（日本語講座受講料収入、協賛金等）

の増加により、計画に対し 260 百万円を上回る 1,043 百万円となった。 

 
評価指標３ 受益者負担の適正化、外部リソースの活用状況 
 

項目別評価シート No.2（業務経費の毎事業年度 1.2%以上削減）において言及

した事例以外で、受益者負担の適正化、外部リソースの活用の例として、以下の

ような事例もあげられる。 

（１）日本語能力試験海外各実施地の現地実施経費は受験料収入で賄うこととし

ているが、現地実施機関の収支事情からやむをえない一部の実施地のみ、現地

実施経費の一部を国際交流基金が負担してきた。21年度の現地経費基金負担実

績額は82千円で、対20年度比81％削減した。 

（２）日本語国際センターにおいて実施している大韓民国、インドネシア、マレ

ーシアの中等教育日本語教師研修について、来日時の航空運賃を引き続き参加

者の自己負担とすることにより、国際交流基金が負担する経費の削減を図った。

（３）中高教員交流（招へい）事業のうち、フランスからの被招へい者 5名につ

いては、各自が 400 ユーロを自己負担し、国際航空賃の一部に充当したほか、

インドネシアからの招へい者 15 名については、平成 19 年度及び平成 20 年度

に引き続き、インドネシア国内航空賃及びインドネシア～日本往復の国際航空

賃を、インドネシア教育省が負担した。 
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評価指標４ 支出予算の執行状況 
１．支出予算の執行状況について 
                                            (単位：百万円) 

予算額 
前年度から

の繰越 
改予算額 実績額 差額 執行率 

17,149 107 17,256 15,202 2,054 88.1％

 

21 年度改予算額 17,256 百万円に対し、実績額については、15,202 百万円と

なり改予算額を 2,054 百万円下回った。 

この差額の主な内訳は、事業の中止、縮小による支出減等 1,347 百万円、特

定寄附金事業の減による支出減 471 百万円、受託事業のうち契約時に 22 年度

の支出として整理されることとなった前受金相当額見合いの支出の減等 146

百万円、及び、やむをえない事由により 21 年度中に完了しなかった事業につ

いての繰越等 90 百万円である。 

 

２．運営費交付金債務の状況について 

(単位：百万円) 

運営費交付金

当期交付額 

運営費交付金

収益化等 

当期振替額 

期末残高 執行率 

12,569 11,151 1,417 88.7％ 

 

21年度の運営費交付金債務残高については1,417百万円を計上しているが、

その内訳については、翌事業年度以降に事業を実施し収益化する予定であるも

のが 1,371 百万円、及び、前払費用に計上されたため翌事業年度に収益化され

るもの 46 百万円となっている。 

 

評価指標５ 当期損益等の状況 
 

(単位：百万円) 

経常費用 経常収益 当期純損失 当期総損失 

15,590 15,249 341 341 

 

１．当期損益の状況 
（１）独立行政法人会計基準に則り、保有する外貨建債券（※注１）にかかる未

実現の為替差損 569 百万円を計上していることを主な要因として、21 年度

決算の損益計算書において、当期純損失 341 百万円を計上した。 

 
（２）基金が保有する外貨建債券に為替評価による差損が生じた主な理由は、ド

ルに関しては、米国の金融緩和と財政出動が米国経済を底入れさせると共に

為替市場での米ドル安圧力を高めてきたことによるドル安円高の進行が考
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えられ、また、ユーロに関しては、ギリシャの財政悪化懸念の強まりを背景

に軟化したことに加え、欧州中央銀行による低金利政策の長期化観測の強ま

り等によりユーロ安円高が進行したことが評価差損発生の主な理由として

考えられる（※注２、※注３）。 
 
※注１：基金が保有する外貨建債券 

１．外貨建債券運用の根拠 
①基金においては、基金法第 16 条の規定により、支払が外国通貨で行われ

る事業の実施に必要な経費の財源を得るため、外貨建債券による運用がで

きることとされている。 
②具体的な運用対象債券並びに運用限度額については、同法の規定により、

外務大臣の定めるところによることとされており、現在、以下のとおり定

められている。 
運用対象債券：米ドル建米国債並びにユーロ建独・仏国債 
運用限度額：23,776 百万円(運用資金総額(95,104 百万円)の 25％) 
※米ドル・ユーロ建支払実績を踏まえ設定 

２．21 年度末残高 
米ドル建米国債     8,341 百万円（額面：84,400 千ドル） 
ユーロ建独仏国債      5,772 百万円（額面：43,000 千ユーロ） 

 
※注２：為替変動の要因分析は、三菱東京ＵＦＪ銀行の「2010 年外国為替相場・

金利見通し」及びみずほインベスターズ証券の「債券相場見通し 2010 年

3 月」によっている。 
 
※注３：為替レートの状況 

（20 決算日）             （21 決算日） 
米ドル： 98.23 円     ⇒      93.04 円（ 5.19 円高） 

（20 決算日）             （21 決算日） 
ユーロ：129.84 円     ⇒      124.92 円（ 4.92 円高） 

 
 
２．為替差損の内容 
（１）基金の資金運用においては、業務上必要となる外貨支払経費に充てる財源

を得るために外貨建債券による運用を行うことができることとされており、

実際に、外貨支払経費の財源を債券運用の利息として安定的に得るために実

施している。この外貨建債券運用は、期間途中での売買による売却益を目指

したものではなく、原則として、満期保有を前提とした長期運用である。 
（２）平成 21 年度末において、米ドル建債券として米国債 84,400 千ドル、ユー

ロ建債券としてドイツ国債、フランス国債を合わせて 43,000 千ユーロを保
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有している。 
（３）保有する外貨建債券について平成 21 年度末（平成 22 年 3 月末日）の為替

レート（米ドル 93.04 円、ユーロ 124.92 円）で計算した。その結果、米国

債に 317,283,172 円の評価差損、ユーロ国債に 251,873,447 円の評価差損を

生じており、計 569,156,619 円の未実現の為替差損を計上している。 
（４）なお、外貨建債券運用については、財務諸表上の損益への影響も含め、為

替レートの変動が及ぼす様々な影響を考慮しつつも、業務の特質として、一

定規模の外貨払い経費がある基金においては、個々の送金時の為替レートの

影響を小さくしうる、現状の内外金利差が存在する状況において資金運用の

効率化に資する等の効果が高いと考えられる。従って、外貨建債券運用は、

為替動向に留意しつつ、継続していくことを基本としている。こうした方向

性は、資金運用に関する理事長の諮問機関で外部の専門家から成る資金運用

諮問委員会においても審議されており、この運用の基本方針は、その審議結

果も踏まえて決定されている。 
 
 
評価指標６ 資産の利用・見直しの状況 
 
１．資金の運用・管理の状況 
 
国際交流基金の余裕金運用は、政府からの出資金と民間からの出えん金からな

る独立行政法人国際交流基金法第 15 条第 1 項の規定により保有する運用資金を

原資として、中長期的収入の安定と各事業年度の必要収入の確保という両面に考

慮した、安全性の高い中長期債券を基本とした運用を行なっている。余裕金運用

は、法令等により指定された債券を、資金運用に関する理事長の諮問機関で外部

の専門家からなる資金運用諮問委員会に諮ったうえで、毎年度の理事会において

決定される資金運用方針・計画に則り、格付の高いもののみ対象にしているため、

信用リスクは僅少である。 
なお、21 年度の運用利回りは 2.13％となった。 

 
２．資産の見直しの状況 
 
保有資産の見直しについては、運用資金について、21 年 11 月に実施された事

業仕分けにおいて「国費相当額の全てを国庫返納（外交問題に悪影響を及ぼさな

いよう返還内容を精査）」とされたことを受け、見直しを行なった結果、運用資

金 951 億円のうち日米親善交流基金（500 億円）、日中 21 世紀基金（100 億円）

及び民間出えん金（9 億円）を除いた 342 億円について 22 年度中に国庫納付す

ることとしたところである。 
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また、独立行政法人整理合理化計画（19.12.24 閣議決定）に基づき、19 年度

に売却済の職員宿舎（6 室）に係る土地及び建物の譲渡収入 0.3 億円、及び会計

検査院法第 30 条の 3 の規定に基づく報告書「独立行政法人の業務、財務、入札、

契約の状況に関する会計検査の結果について」（20.11.7 報告）において指摘を受

けた敷金保証金の返戻による収入のうち将来にわたり業務を確実に実施する上

で必要がなくなったと認められる額 7.4 億円について、22 年度中に国庫納付する

予定である。 
 

 

保有職員宿舎（35 戸）の 21 年度における利用率は 68.8％（利用月数 289 カ月

／総月数 420 カ月）であった。 

保有職員宿舎に関しては、利用状況も確認しながら、面積・立地等の点で有利

な売却が行え、業務運営にも支障がないと推察される職員宿舎の絞込み作業に入

った。 

 

その他の主な保有資産には、日本語国際センター、関西国際センター、パリ日

本文化会館の建物があるが、日本語国際センター、関西国際センターについては、

項目別評価シート No.13 のとおり施設・設備の適切な運営・改修に努め、宿泊施

設の稼働率については、それぞれ64.0％（20年度64.7％）、63.1％（20年度71.4％）

であった。パリ日本文化会館についても、民間支援組織との連携のもと、展示・

公演事業を含む多彩な事業を実施し、施設を有効に活用した。 

 

ソウル日本文化センターについては、移転が決定したため減損を認識したが、

同年度内に移転が終了し除却処理をしたため、年度末の減損額はゼロとなった。

他には監査法人による会計監査においても、減損の兆候があるとされる資産は

なかった。 

 

 

 

 

 



 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

（1）決算情

報・セグメン

ト情報の公表

の充実等 

 

 

 

 

    

（2）運用収

入、寄付金収

入等、自己収

入の確保状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）受益者負

担の適正化、

外部リソース

の活用状況 

 

 

 

 

 

    

（4）支出予算

の執行状況 

 

 

 

 

 

    

（5）当期損益

等の状況 

     

No.8:  

（6）資産の利

用・見直しの

状況 

     

「独立行政法人の事業報告書における記載事項について」（平成 20 年 1 月 29 日付け

総務省行政管理局管理官発各府省担当課長宛事務連絡）に基づき、財務諸表の添付書

類である事業報告書において、主要な財務データ、事業損益、総資産等についての経

年比較・前年度との増減理由の分析を行うなど、国際交流基金の運営状況等について

国民にわかりやすい形で情報開示を行う。 

安全性、安定性を重視しつつ、より効率的な資金運用を行う。外貨建債券に
よる運用も行いつつ、その収入確保に努める。 

個別の事業活動についても民間からの寄附金受け入れを促進する。民間出え
ん金としての寄附金についても受け入れを図る。 

受益者負担の適正化、他団体との共催、協賛、協力等を積極的

に進め、外部リソースの活用を更に進める。 

各事業年度において適切な効率化を見込んだ予算による運営に

努める。

損益計算書

において、当

期 純 損 失

1,276 百 万

円を計上し

た（外貨建債

券の為替差

損が主要因）

損益計算書

において、当

期 純 損 失

532 百万円

を計上した

（外貨建債

券の為替差

損が主要因）

損益計算書

において、当

期 純 損 失

341 百万円

を計上した

（外貨建債

券の為替差

損が主要因）

※毎事業年度決算終

了後に記述。 

保有職員保有職員
宿舎の見
直し実施、
保有資産
における
稼働率向
上、施設有
効利用の
実施。 

職員宿舎

6 戸を売

却 

宿舎の見
直し実施、
保有資産
における
稼働率向
上、施設有
効利用の
実施。 

引き続き土地・建物

等の効率的な活用を

促進するよう見直し

を行う。 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 

ハ 

保有債券の為替評価差損により当期損益は赤字となっているものの、支出

予算の執行状況には特段の問題はない。また、受益者負担や外部リソースの

活用による自己収入の増加が確認されており、諮問委員会による審査と運用

方針に則った適切な資金運用、職員宿舎の売却の検討や土地・建物の効率的

利用等による財務内容の改善に取り組んでいる。  

為替評価差損について基金では、当該外貨建債券運用は満期保有による利

息収入の獲得を目的としたものであり、また満期償還を迎えたものでも同額

を再投資していることから、たとえ為替評価による利益又は損失が生じても、

それが財源の増加、減少をもたらすような収益、費用の増加に結びつくもの

ではないとしている。 

しかしながら、平成２１年１１月の行政刷新会議による事業仕分けを受け、

平成 22 年度において国庫納付のための債券売却（342 億円）が予定されてお

り、同年度中に外貨建債券について為替差損が実現する可能性は否定できな

い。 

 なお、外貨建債券売却の時期については、慎重に見極めることが必要では

ないか。 

 

 これらを総合的に勘案した結果、21 年度の実施状況は順調であると評価す

るが、独立行政法人通則法、国際交流基金法等の法令の諸規定を踏まえ、資

金の運用方針、外貨建債券の運用の必要性について、当委員会としても、今

後も注視していく必要がある。 

なお、現在のように、保有債券の為替評価により当期損益が大きく変動し

てしまう状況では、職員が収支改善に向けたインセンティブを持ちにくいと

思料されるため、当該為替評価影響を除いた、何らかの財務指標を設定し、

目標管理するなどの施策も必要ではないかと思われる。 

 
 



 

No.9（短期借入金の限度額）   

大項目 ４ 短期借入金の限度額 

中項目  

小項目 短期借入金の計画なし 

業務実績 短期借入金の実績なし 

 
 
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議によ

り判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 

実施状況 

 

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 評価等 
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No.10（重要な財産の処分）   

大項目 ５ 重要な財産の処分 

中項目  

小項目 重要な財産の処分の計画なし 

業務実績 重要な財産の処分の実績なし 

 
 
 
 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議によ

り判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 

実施状況 

 

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 評価等 
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No.11（剰余金の使途）   

大項目 ６ 剰余金の使途 

中項目  

小項目 
決算において剰余金が発生した時は、文化芸術交流の促進、海外日本語教育・学習へ

の支援、海外日本研究及び知的交流の促進、国際交流情報の収集・提供及び国際文化

交流担い手への支援等のために必要な事業経費に充てる。 
業務実績 剰余金の使途実績なし 
 
 
 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 

実施状況 
 

 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 評価等 
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No.12（人事管理のための取組）   

大項目 ７ その他省令で定める業務運営 

中項目 (1)人事管理のための取り組み 

小項目 

職員の能力・実績を公正に評価し、適正な人事配置、職員の能力開発、他団

体との人事交流、意識改革などを通じて組織の活性化と中長期的な視野に立

った人材育成を図り、良好な組織運営を可能にする人事管理を行う。 

また、現行の人事評価制度について、より効率的・効果的な処遇反映や能力

開発に活かせるよう、必要な見直しを行う。 

 

（参考１） 

イ 期初の常勤職員数  224人 

ロ 期末の常勤職員数  224人 

 

（参考２）中期目標期間中の人件費総額見込み 10,662百万円 

ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、休職者給

与及び派遣職員給与に相当する範囲の費用である。 
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業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１ 組織の活性化、人材育成のための取り組み 

 
１．新人事制度、給与制度による組織の活性化の取り組み 

 

（１）事業部門における課の廃止とチーム制の導入 

職員のマンパワーを、より柔軟かつ機動的に活用し、組織の効率化と活

性化を図るため、平成 21 年 4 月から、事業部門において従来の｢課｣を廃

止し、代わってチーム制を導入した。その特徴は次の通り。 

 

・職員は、従来の課単位に配属でなく、より大きな部単位で配属。 

・部内における各チームへの人員配置は各部長の裁量とし、各部長が柔

軟に動かすことができる。（チーム間の移動は、正式の人事異動の手

続きを要しない。） 

・管理職級職員だけでなく、非管理職の職員も能力・適性に応じてチー

ム長に指名され得る。 

 

チーム制導入とともに、一部の非管理職職員を重要なチームのチーム長

に任命し、若手人材登用に活用した。また、日本語教育専門員出身者を、

職員を率いるチーム長に登用する試みも行った。 

 

（２）各種の組織活性化、人材育成策の継続 

 

イ．組織活性化策のひとつとして、若手管理職登用を促進するため、平成

21 年 3 月から部課長職に役職定年制（部長は 58 歳まで、課長は 56 歳ま

で）を導入し、これに沿って人事運用を行った。 

 

ロ．人事評価を反映した能力重視の賞与支給、昇給の方針を継続した。 

 

ハ．職員の配置・進路希望自己申告制度（年 1回人事申告カード提出）を

平成 21 年度も実施し、各職員から今後の配置希望及び長期的に専門と

したい業務分野または国・地域について詳しく申告を受け、各職員の人

事配置及び育成上の重要な参考情報とした。 

 

２．人事交流、外部人材の登用などによる組織の活性化、人材育成 

 

（１）人事交流 

平成 21 年度には、中央省庁、地方自治体、国際交流団体等との間で計

24 件（20 年度 21 件）の人事交流を行った。外部人材を受け入れることに

より、広く専門性・知見を組織外から導入するともに、組織内において考

え方に多様性を持たせ、組織の活性化を図っている。また、人事交流で職
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員を外部に派遣することにより、新たな経験、視野拡大及び人脈形成の機

会を与え、長期的人材育成に役立てている。 

 

（２）外部人材の登用 

組織の専門性向上のために、一部の役職については外部から有識者・専

門家を採用している。 

21 年度も、ローマ、ケルン、パリの各拠点の各日本文化会館の館長を引

き続き企業出身者及び学識経験者に委嘱した。企業出身者に委嘱していた

北京の所長ポストについては、後任所長の一般公募を行い、競争審査を経

て後任の所長（企業出身）を決定した。 

また、本部の情報センター部長ポストに、企業出身者を新たに外部から

登用した。 

 

３．研修による人材育成 

 

平成 21 年度には 73 件（平成 20 年度 65 件）の研修を実施し、職員の能力

開発を図った。 

  

＜内訳＞ 

海外研修（海外派遣） 

   海外短期語学研修    1 件（1名、2ヶ月） 

   若手職員海外実務研修  6 件（6名、各 3～4週間）（新規） 

   その他        1 件（1名、8日間、訪中団参加） 

 

国内研修（ｸﾞﾙｰﾌﾟ研修） 

   内部での講義・演習等   6 件（参加者計 129 名） 

   外部研修会等参加   36 件 

 

外国語研修（業務時間外） 

   海外在勤者            5 名（3言語） 

   国内勤務者      18 名（8言語） 

 

21 年度は、職員のマネジメント能力向上のため、従来の管理者向け研修を

実施したのみならず、新たに管理職前の階層である課長代理・課長補佐級職

員を対象に、管理職になる準備を目的とするマネジメント研修を導入した。

また、若手職員対象の新たな海外研修として、勤務 2年目の職員の海外事

務所における実務研修を行った。 

従来から行っている研修についても、職員新規採用時の研修や、採用半年
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後のフォローアップ研修を、事務知識・実務能力の向上に力点を置いて強化

を図った。また、業務に必要な外国語の研修等も引き続き実施するとともに、

勤務環境の維持・向上のためメンタルヘルスに関する研修を実施した。 

 

４．その他 

 

（１）優良な業務遂行例の表彰 

平成 21 年度も、格別の努力が認められる職員を顕彰する理事長特別表

彰（平成 17 年から開始）を引き続き行い、職員の士気向上を図った。本

表彰は、正職員に限らず、また、海外のスタッフも対象としており、海外

拠点の現地職員も含めて優良な業務実施を表彰し、士気向上の一助とし

た。 

 

（２）長期的な人材育成・確保のための配偶者海外赴任同行休職制度の整備

職員の長期的育成と人材確保を図る目的で、一定以上の経験を積んだ職

員が配偶者の海外赴任に同行する場合に、退職を余儀なくされることを避

けるため、一定の要件の下で一時的な休職を認める内規を設けた。 

 

 

評価指標２ 人事評価制度の運用及び必要な見直しの状況 

 

１．人事評価制度の運用状況 

 

現在の人事評価制度は能力評価及び実績（個人目標達成）評価からなり、

平成 18 年度から本格運用している。 

平成 21 年第 1四半期には、各職員の平成 20 年度分の能力評価と通年の実

績評価（当初設定の個人別目標に照らした事後評価）を行い、昇給・昇格及

び賞与に反映させるとともに、結果を上司から本人へフィードバックし、職

員の指導・育成の手段とした。 

また、平成 21 年度当初には部署目標及び各職員の個人目標の設定を行い、

21 年 10 月には全職員の上半期分の実績評価を実施し、結果を賞与に反映さ

せた。（なお、21 年度の能力評価及び通年の実績評価は年度終了後の 22 年度

第 1四半期に実施。） 

以上のような人事評価制度は、主体的な目標管理と人材育成のための制度

としても職員の間に定着してきており、安定運用の段階に入りつつあるとい

える。 

 

２．人事評価制度の必要な見直しの状況 

 

評価者間の評価基準の共通化が課題であるが、20 年度により具体化した評
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価基準にしたがい、前年度に引き続き1次評価結果の横断的チェックを行い、

評価結果の適正化を目指した。 

22 年 3 月には評価者である管理職（課長クラス）を対象に評価手法に関す

る研修を行い、評価制度のより効果的な運用を図った。 

また、20 年度に引き続いて職員へのアンケート調査（平成 22 年 3 月）を

行い、評価制度の定着状況と、制度に対する職員からの評価を調べた。その

結果、｢20 年度及び 21 年度上半期の自分に対する評価結果に納得している

か」との質問に対しては、回答者の内 89％（前年度：80％）が、肯定的回

答であった。アンケートでは、運用について他の詳しい質問も行い、今後の

改良や見直しの方向性を考えるための参考情報も収集した。 

  

 
 
 
 
 
 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 
評価指標１：組織の活性化、人材育成のための取り組み  

評価指標２：人事評価制度の運用及び必要な見直しの状況
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

チーム制の導入、外部との人事交流、マネジメント研修、新人事評価制度

の定着進行等、良好な組織運営を可能にする人事管理を進めている。中期計

画の達成状況は順調である。 

 なお、職員・組織の活性化には人事制度の改善のみならず、意識改革に向

けたトップ、管理職によるメッセージ発信等も不可欠であり、マネジメント

研修をはじめとするマネジメント能力向上に向けた取組を引き続き重視して

いくことが必要である。 

 また、事業費自体が減少傾向にある中、職員の勤労意欲（モチベーション）

維持、プロ意識の高揚に向け、分析とフォローを継続していくことが必要で

ある。 
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No.13（施設・設備の運営・改修）   

大項目 ７ その他省令で定める業務運営 
中項目 (2)施設・設備の運営・改修 

小項目 

長期的視点に立った施設・設備の保守・管理を行うとともに、防災、研修、各

種活動の充実、快適な研修環境や機能の確保の観点から、業務実施状況等を勘案

した施設整備や、施設・整備の老朽度合等を勘案した改修（更新）等を実施し、

効率的な運営に努める。 
 

 

業

務

実

績 

評価指標１ 施設の運営状況（施設稼働率、運営状況等） 
日本語国際センター及び関西国際センターにおいて、以下の取組みをおこなった。 

 
１．日本語国際センター及び関西国際センターの施設稼働率： 

両附属機関では、それぞれの主催研修事業に加え、連携機関や地元地方自治体及び関連国

際交流団体等の事業に協力するかたちで、施設を効率的に利用すべく鋭意取り組んだ。 
結果として、新型インフルエンザ対応のため、一時受入れを見合わせたり、事業対象者側

の意向で中止となる事業があったりしたものの、日本語国際センターでは 64.0%、関西国際

センターでは 63.1%（※関西国際センターでは、平成 21 年 4 月に宿泊室空調更新工事実施

による稼働不可室数が延べ 1,080 室あったため、当該室数を稼働率計算の分母より控除する

と、年間稼働率は 65.3％となる。）と稼働率は堅調に推移した。 
※宿泊施設稼働率推移 
              H18 年度  H19 年度  H20 年度 平成 21 年度 
日本語国際センター（埼玉）  62.8％     64.5％    64.7%   64.0% 
関西国際センター（大阪）   61.4％     65.1％      71.4%      63.1%（65.3％）

 
２．広報への取組み： 

両センターにおいて、以下のとおりセンターの認知度を高めるために積極的な広報活動を

おこなった。 
 
○日本語国際センター 
日本語国際センターは、平成 21 年 7 月に設立 20 周年を迎えた。記念事業として 21 年度

には「高校生のための国際理解セミナー」、「シンポジウム『JF 日本語教育スタンダード-そ
の活用と可能性-』」、「国際交流基金賞日本語部門受賞記念講演会及び 20 周年記念式典」、及

び「-日本語でつながる-国際交流まつり 2009＠北浦和」を実施。また、これまでのセンター

事業を紹介するパンフレット「20 年の歩み」を作成し、上記イベントへの来場者に加え、研

修の一環として実施するホームステイ事業に協力いただいた埼玉県内の市町村等及び、一般

家庭に対しても、事業協力への感謝状・挨拶状と併せて送付した。 
ホームページにおいては、上記事業の情報に加え、過去 20 年間にセンターで研修を受け、

現在各地で活躍する 11 カ国 31 名の日本語教師等からのメッセージを紹介した。また、2005

年より開発を続けている JF 日本語教育スタンダード（以下、JF スタンダード）の WEB サイ

トを開設し、「JF スタンダード 2010」を発表した。さらに、JF スタンダードの一部として
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「Can-do」（「～できる」という形式で日本語の熟達度を示した文）のデータベースである「み

んなの「Can-do」サイト」を新規開設した。ホームページのページビュー数は年間 769,846
件であった（20 年度 977,118 件）。 
日本語教育関係者や国際文化交流を目的とした一般市民等によるセンター事業見学・施設

見学は計 367 名（20 年度 520 名）に上った。このような国内外からの施設利用者・来訪者

等への事業広報を強化するため、センター紹介 DVD を制作し、センター内での利用に加え、

基金の全海外拠点等にも配布した。 
 
○関西国際センター 

関西国際センターは、日本語学習者向けの WEB 教材として、平成 21 年度中に、アニメ・

マンガのキャラクターやジャンルの日本語が楽しく学べる E ラーニングサイト「アニメ・

マンガの日本語」、及び、日本語学習者に役立つサイトやツール、アイデアを紹介する日本

語学習ポータルサイト「NIHONGO e な（いいな）」を開発・公開した。特に前者は、アニ

メ・マンガをきっかけに日本語を学び始めた海外の若者の間で好評を得ており、2 月 1 日の

公開以降 2 ヶ月間で 50 万ページビュー（3 月末日時点で 504,319 件）を突破し、WEB ニ

ュース掲載 70 件、日本語教育関連メディアでの紹介 25 件と大きな反響があった。なお、

センターの概要紹介、事業内容の広報のみならず、センターの利用者・訪問者や大阪南部地

域に対する広報ツールとして運営している関西国際センターホームページについては、年間

ページビュー数は 173,290 件（20 年度 223,170 件）であった。 
平成 21 年度におけるメディアでの報道件数については、前述の新規 WEB 教材を開発・

公開したこと、また、地域交流や広報関連事業のプレスリリースを強化したことから、テレ

ビ、ラジオ、新聞、雑誌等メディアに取り上げられた件数が 54 件（20 年度 48 件）となり、

関西国際センターの知名度向上に大いに貢献した。 
また、一般の日本語教師あるいは日本語教育に興味がある人を対象に、公開講座を年間 5

回実施し平均 50 名（合計 250 名）の外部参加者を得た他、センターの事業見学や施設見学

のための来訪者数は 513 名（20 年度 741 名）に上った。このような国内外からの施設利用

者・来訪者等への事業広報を有効且つ効率的に強化するため、従来のパンフレット型ではな

いポータブルなリーフレット型の関西国際センター紹介リーフレットを新規に作成し、セン

ター内での利用に加え、各種広報イベント等で積極的に配布した。 
 
評価指標２ 施設・設備の保守・管理、改修等の検討・実施状況 
 
○日本語国際センター 

１．管理研修棟、宿泊棟ラウンジ及び２階サーバ室の空調設備の更新工事を実施した。

２．研修室、食堂及びロビーの壁面および床面等の補修工事を実施した。 

３．駐車場舗装の改修を実施した。 

４．地上デジタル放送対応テレビの導入を実施した。 

５．宿泊棟の無線ＬＡＮ設置工事を実施した。 

 
○関西国際センター 

１．平成 20 年度に着手した宿泊棟高層階の空調機更新工事を完了するとともに、食堂等

低層階の空調機更新工事に着手した。 
２．給湯ラインポンプの交換工事、エレベーター機能維持工事、及びゴンドラ修繕を実



施した。 
３．地上デジタル放送対応のため、テレビ受信設備棟内工事を実施した。 
４．業務用ネットワーク機器、宿泊棟のネットワーク機器入替工事を実施した。 
５．建物診断を実施し今後の修繕計画を作成した。 
 

 
 
 
 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標

評価指標１：施設の運営状況（施設稼働率、運営状況等）

評価指標２：施設・設備の保守・管理、改修等の検討・実

施状況 
 
 
 
 

小項目 
指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

No.13:  
施設・

設備の

運営・

改修 

施設の運営状

況（施設稼働

率、運営状況

等） 

 

 

 

 

 

 

 

    
両センター

の宿泊稼働

率： 

 64.5％ 

   及び 

  65.1% 

両センター

の宿泊稼働

率： 

 64.0％ 

   及び 

  63.1% 
（65.3％）

両センター

の宿泊稼働

率： 

 64.7％ 

   及び 

  71.4% 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

日本語国際センター及び関西国際センターの施設稼働率は前年度より低下

したが一定水準にあり、中期計画の実施状況は順調である。 

 今後も引き続き両センターの稼働率向上に向けた取組を継続し、施設の効

率的利用、認知度向上のために、広報強化や、日本語教育学科・日本語学科

を持つ国内外の大学、大学院、その他機関との連携強化などの取組が必要で

ある。 
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No.14（文化芸術交流事業の重点化）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 文化芸術交流の促進 

小項目 

【中期計画本文】 

１ 効果的な事業の実施 

（１）国際文化交流事業を総合的かつ効率的に実施していくために、以下の分野別に別

紙１に示された政策を踏まえ効果的な事業展開を図る。 

 

イ 文化芸術交流の促進 

ロ 海外日本語教育、学習への支援及び推進 

ハ 海外日本研究及び知的交流の促進 

二 国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援 

ホ その他 

 

イ 文化芸術交流分野については、各国・各地域の事情に配慮しつつ、政府間の合意に

基づく大型の周年事業の中核となる事業や、相手国側機関からの要請又は協力に基

づく事業等、外交政策上必要かつ重要な事業に重点化する。 

 
 
大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 文化芸術交流の促進 

小項目 

【（別紙１）分野別政策】 
文化芸術交流の促進は、日本と諸外国国民が互いに他の国の文化・芸術に対する関心・

理解を向上させ、多種多様な日本文化の諸相を、等身大の姿で海外に伝達することを通

じて、諸外国の国民の対日理解を促進させるとともに、文化芸術分野における国際貢献

を進めるための主要な手段であることを踏まえ、かかる交流を効果的に促進するよう努

める。 
このため、各国における文化・芸術に対する関心や文化施設等の整備状況等、現地の

事情・必要性に関する現状及び今後の動向を正確に把握しながら、外交上の必要性及び

重要性に基づいた事業を効率的・効果的に実施する。 
 
（１） 基本方針 

文化芸術交流の促進にあたっては、相手国との外交関係及び相手国における事情・必

要性に応じて、下記（イ）～（ニ）を踏まえて、もっとも効果的な事業が実施される

ように努める。 
 
（イ）共通項目 
① 相手国との交流の節目に行われる周年事業、要人の往来にあわせて必要とされる文化

交流事業、「ビジット・ジャパン・キャンペーン」事業等、我が国の外交上の必要性及

び重要性に対応した事業に重点を置き実施する 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標１：外交上の必要性の高い事業への重点化 

平成 21 年度の文化芸術交流事業は、中期計画及び上記の年度計画を踏まえて、主に次の

ような形で外交上の必要性に基づいた事業の重点配分を行った。 

  －周年事業実施国への重点 

  －外交上重要な要人往来に合わせた事業は優先的に実施 

  －政府の各種政策方針に関連した内容の事業を優先的に実施 

  －外交政策上の必要性を踏まえて、基金が 21 年度に重点的に行うと位置付けた事業

の重視 

 

 各観点からの、具体的な事業重点実施の状況は次の１～４の通り。 

 

１．周年事業実施国における事業実施状況 

 

 21 年度事業計画策定に際して、外務省との協議に基づき、21 年度に予定されていた二

国間外交上の周年記念事業のうち、次の４つを最重要の周年事業と定め、これらに関連

する事業案件を優先的に選定した。 

  ｢日本・メコン交流年（2009 年）｣(ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タ

イ) 

  ｢日本・ドナウ交流年（2009 年）｣（オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ブル

ガリア） 

｢日本メキシコ交流 400 周年（2010 年）」 

｢2010 年トルコにおける日本年」 

 

 結果、これら対象４カ国・地域に対する 21 年度の文化芸術事業の規模及び前年度との

比較を見ると、次の(1)～(2)の通りとなっており、量的重点化がなされた状況が表され

ている。 

（注：なお、周年事業期間が暦年の 2009 年の場合には、既に前年度（平成 20 年度）の

事業実績の額の中に、当該周年事業に応じた事業案件が一部含まれている場合があ

る。） 

 

（１）ベトナム、カンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ 

  2009 年（平成 21 年、暦年）が「日本・メコン交流年」である。 

 

イ．５カ国への文化芸術交流事業 支出実績： 21 年度：160 百万円 

〔20 年度：121 百万円〕〔19 年度：95 百万円〕

（21 年度実績のうち周年事業に関するもの：71 百万円）〔20 年度：21 百万円〕 

 

ロ．文化芸術交流事業全体における５カ国の割合： 21 年度：7.2％ 

〔20 年度：4.8％〕〔19 年度：3.8％〕 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ハ．主たる事業例 

・ 民謡公演 （21 年 12 月／ベトナム：カントー） 

・ 日本映画祭（21 年 12 月／ミャンマー：ヤンゴン、マンダレー） 

・ 「Twist and Shout：Contemporary Art from Japan」展（21 年 11 月～22 年 1 月／

バンコク） 

 

※ 民謡公演（ベトナム） 

   ホーチミンの近郊、カントー市で開催された日本・メコン交流年のクロージング・

イベントに他のメコン川流域国の文化使節団とともに参加し、3公演で 2,850 人の観

客を集めた。 

 

（２）オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア 

   2009 年（平成 21 年、暦年）が「日本・ドナウ交流年」である。 

 

イ．４カ国への文化芸術交流事業 支出実績： 21 年度：84 百万円 

〔20 年度：54 百万円〕〔19 年度：28 百万円〕

（21 年度実績のうち周年事業に関するもの：43 百万円）〔20 年度：27 百万円〕 

 

ロ．文化芸術交流事業全体における４カ国の割合： 21 年度：3.7％ 

〔20 年度：2.2％〕〔19 年度：1.1％〕 

 

ハ．主たる事業例 

・ 和菓子レクチャー・デモンストレーション、ワークショップ（21 年 10 月／ルーマ

ニア：ブカレスト、ハンガリー：ブダペスト） 

・ 「WA：現代日本のデザインと調和の精神」展（21 年 4 月～5月／ブダペスト） 

・ 巡回展「武道の精神」展（21 年 7 月～12 月／ハンガリー：ブダペスト、ケストヘ

イ、ルーマニア：クルージュ・ナポカ、ブルガリア：ソフィア、プロヴディフ） 

 

※「WA：現代日本のデザインと調和の精神」展 

1950 年代から現在までの日本のプロダクトデザイン 160 点を紹介するデザイン展

覧会を実施。入場者数 22,672 人。 

 

（３）メキシコ 

  2010 年（平成 22 年、暦年）が「日本メキシコ交流 400 周年」である。 

 

イ．同国への文化芸術交流事業支出実績：21 年度：19 百万円〔20 年度：24 百万円〕

（21 年度実績のうち周年事業に関するもの：2百万円） 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロ．文化芸術交流事業全体における同国の割合： 21 年度：0.9％〔20 年度：0.9％〕

 

ハ．主たる事業例 

・書道レクチャー・デモンストレーション（22 年 2 月／メキシコシティ） 

・現代音楽のコンサート・セミナー（22 年 2月～3月／メキシコシティ、モラレス）

・日墨交流 400 周年記念国際シンポジウム「日系ディアスポラのパースペクティブ：

日本、メキシコ、アメリカ」及び写真展・映画上映（22 年 3月／メキシコシティ）

 

※ 「日系ディアスポラのパースペクティブ：日本、メキシコ、アメリカ」及び写真

展・映画上映 

   標題のシンポジウムとともに、「日系ディアスポラと映画」と題してメキシコ、キ

ューバの日本移民をとりあげたドキュメンタリー映画３作品が上映され、写真展「日

系の肖像」も開催された。 

 

（４）トルコ 

   2010 年（平成 22 年、暦年）が「2010 年トルコにおける日本年」である。 

 

イ．同国への文化芸術交流事業支出実績：21 年度：23 百万円〔20 年度：10 百万円〕

（21 年度実績のうち周年事業に関するもの：7百万円） 

 

ロ．文化芸術交流事業全体における同国の割合： 21 年度：1.0％〔20 年度：0.4％〕

 

ハ．主たる事業例 

・和太鼓公演（22 年 1月／アンカラ、イスタンブール、ヤロバ） 

・アニメレクデモ（22 年 2 月／アンカラ、イスタンブール、エスキシェヒル、イズミ

ル） 

・「武道の精神」展（22 年 2月～3月／イズミル、イスタンブール） 

 

※ 「武道の精神」展 

   日本の武道に関する巡回展をトルコ国内 2 カ所で開催。イスタンブールでの展示

は空港内のショッピングセンターで行った。 

 

２．要人の往来や外交イベントなどにあわせて必要とされる文化交流事業の実施状況 

 

 21 年度、重要な要人往来や外交イベントに合わせて行った事業案件の例は次の通り。

 

 ○ローマ・サミットに合わせて、ローマで開催されているポップカルチャーイベント

において日本の新作アニメ映画上映、外務省が委嘱した「ポップカルチャー発信使

（通称：カワイイ大使）」の派遣を実施。オープニングで麻生総理（当時）がスピー
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チ。（21 年 7 月） 

 

 ○シンガポールでのＡＰＥＣ首脳会議に合わせてジャパン・クリエイティブ・センタ

ーの開所式が鳩山総理（当時）出席のもと開催され、リー首相とともに基金主催事

業「JAPAN GOOD DESIGN」展を観覧。（21 年 11 月） 

 

 ○「2010 年トルコにおける日本年」のアンカラでのオープニング式典には日本側から

岡田外務大臣、トルコ側からギュナイ文化観光大臣以下が出席。基金主催事業によ

る和太鼓演奏が行われた。（22 年 1 月） 

 

 ○「バンコク国際ブックフェア 2010」では日本が「招待国」となったが、開会式・レ

セプションにシリントーン王女殿下がご臨席。（22 年 3月～4月） 

 

３．「ビジット・ジャパン・キャンペーン」、食文化紹介、ポップカルチャー紹介など、

外交政策に関連した文化交流事業の実施状況 

 

 「ビジット・ジャパン・キャンペーン」、食文化紹介、ポップカルチャー紹介等、現在

のわが国政府の政策に沿った事業を優先的に実施する、または、各種事業にそれらの要

素を含めるように努めた。例は以下の通り。 

 

・ 海外での催し物事業にてビジット･ジャパン・キャンペーンの広報に協力（例：展

覧会会場におけるビジット・ジャパン・キャンペーンの映像上映等。） 

・ 漫画・アニメに関する講演・レクデモなどの主催事業 9件（17 カ国・34 都市）、食

文化紹介主催事業 5件（16 カ国・18 都市）を実施。 

・ 外務省が委嘱した「ポップカルチャー発信使（通称：カワイイ大使）」を海外のイ

ベントに派遣。世界最大級の日本のポップカルチャーイベント「JAPAN EXPO」（パ

リ）ではビジット・ジャパン・キャンペーンのブースが出展し、パリ日本文化会館

においても期間中アニメ上映会・ファッションショーを開催するなど連携。 

・ アニメ文化大使に選ばれたドラえもんの作品「ドラえもん のび太の恐竜 2006」

の外国語字幕版ＤＶＤの上映会を、20 年度に引き続き在外公館及び基金海外事務

所の主催により計 23 都市で計 44 回実施。 

・ シリア・ヨルダンから若手のデジタルアニメクリエーター2名を招へいし、日本の

デジタルアニメ制作会社の協力を得て最新技術を習得する機会や日本の最新アニ

メ事情に触れる機会を提供。 

 

４．外交政策上の必要性に基づき重点的に行うと位置づけた事業の実施状況 

 

21 年度の年度計画においては、「平和協力国家・日本」プロジェクト、主要都市向け

文化集中発信事業（米国）、シンガポールのジャパン・クリエイティブ・センター事業
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への参画を重点的に行うこととしているが、事業実施の状況及び米国・シンガポール

への事業実績額の前年度（20 年度）との比較は次の通りとなった。 

 

 ※ 「平和協力国家・日本」プロジェクト：文化交流事業が紛争や災害の被害を受け

た地域・国の復興と安定化に貢献する可能性を検討するパイロット事業。専門家の

派遣や招へい等による人材育成等を通じて、対象国の安定と平和に欠かせない文化

的・精神的基盤を作り、日本の平和構築への貢献を示す。 

 

 ※ 米国主要都市向け文化集中発信事業：日本との関係に影響を及ぼしうる政権交代

等外交上の大きな環境変化のある米国の主要都市に向け、日本の特徴、日本人の感

性等を体現し、社会的、文化的に影響力を有する秀でた文化人・専門家及びグルー

プを派遣し、文化発信事業を体系的かつ集中的に展開するもの。22 年 2 月から 3 月

にかけて実施。 

 

※ ジャパン・クリエイティブ・センター：平成 19 年 11 月の日・シンガポール首脳

会談において早期設置が合意された、我が国の文化を中心とする情報や魅力をアジ

アに発信する拠点。プレオープニングイベントが 20 年度から開始されており、21

年 11 月に正式オープンした。 

 

（１）「平和協力国家・日本」プロジェクト 

 ○ 主たる事業例 

 

・ バルカン室内管弦楽団日本公演（21 年 11 月） 

・ レバノン柔道連盟への柔道専門家派遣（21 年 7 月～10 月） 

・ 文化人招へい（アフガニスタンの音楽家 GULZAMAN 氏）（22 年 3 月～4月） 

 

 ※ バルカン室内管弦楽団日本公演 

民族が対立するバルカン地域において、音楽を通じた民族の共栄・相互信頼の

構築、現地音楽水準の向上を目的として、日本人指揮者・栁澤寿男氏が設立した

「バルカン室内管弦楽団」を日本に招へい、公演を行った。 

 

（２）米国主要都市向け文化集中発信事業 

イ．主たる事業例 

 

・ 日本の高速鉄道に関する講演会（22 年 2 月～3月／シカゴ、セントルイス） 

・ 「桂離宮－石元泰博写真展」（22 年 2 月～3 月（4 月以降も継続）／シカゴ、ワシ

ントンＤＣ） 

・ 狂言米国公演（22 年 3月／シカゴ、ワシントンＤＣ） 
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※ 狂言米国公演 

米国主要都市向け文化集中発信事業の一環として狂言公演とワークショップを

実施。ワシントンＤＣでは「全米桜祭り」開会式等に特別出演。 

 

ロ．同国への文化芸術交流事業 支出実績：21 年度：172 百万円〔20 年度：146 百万円〕

 

ハ．文化芸術交流事業全体における同国の割合： 21 年度：7.7％〔20 年度：5.7％〕

 

（３）ジャパン・クリエイティブ・センター（シンガポール） 

イ．主たる事業例 

 

・ 英語落語（21 年 9 月） 

・ 「JAPAN GOOD DESIGN」展（21 年 9 月～22 年 1 月） 

・ 能楽公演・ワークショップ（22 年 1 月） 

 

※ 能楽公演・ワークショップ 

    ジャパン・クリエイティブ・センターのオープニング記念事業として能楽公演

を実施、現地大学等でワークショップも行った。1,556 人の観客を集めた。 

 

ロ．同国への文化芸術交流事業 支出実績： 21 年度：35 百万円〔20 年度：44 百万円〕

 

ハ．文化芸術交流事業全体における同国の割合： 21 年度：1.6％〔20 年度：1.7％〕

 
５．外部専門家による評価 

   
「文化芸術交流事業の重点化」について外部専門家 2 名に評価を依頼したところ、2 名

とも「ハ：順調」の評価であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 
評価方法 

 

 

 

 

 

 
評価指標 評価指標 1：外交上の必要性の高い事業への重点化 

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

周年事業、要人往来に合わせた事業、政府の政策に関連した事業など、外交政

策上必要かつ重要な事業を重点的に実施して、実績をあげている。 

 「平和協力国家・日本」プロジェクトや、要人往来の機会におけるポップカル

チャーの紹介等、新しく多彩な試みも行っており、実施状況は順調である。 
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No.15（人物交流、市民青少年交流、文化協力）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 文化芸術交流の促進 

小項目 

 
上記の基本方針を踏まえて、次の(イ)～(ハ)の項目の事業を推進する。 
 
（イ）人物の派遣・招聘を通じた文化芸術交流 

文化人、専門家、芸術家等を以下の通り派遣・招聘することにより、多種多様な日本

文化の等身大の姿の紹介、専門家間の交流、国際共同作業等を促進する。 
事業の効果は、派遣・招聘する人物の資質によるところが大きいため、特に適切な人

選がなされるよう配慮するとともに、新しい分野での人材開拓を進める。 
緊急かつ必要性の高い事業については可能な限り機動的に対応する。 

① 文化人、芸術家等の派遣、招聘など文化芸術分野での日本理解や国際的な対話を促進

する人物交流事業を実施する。専門家間の相互交流・ネットワーク作りの構築を図る

とともに、交流を進める。 
② 海外において幅広く日本文化に関する講演、ワークショップ等を実施する。表面的な

紹介にとどまらず、深い理解が得られるような事業内容とする。 
 
（ロ）文化芸術分野における国際協力 

文化諸分野の人材育成や文化遺産保存・継承等の分野において国際協力を行うため、

専門家の派遣、セミナーやワークショップ等の企画・実施・支援を行う。 
事業実施にあたっては、事業内容が効果的に国際社会に貢献するものとなるよう配慮

するとともに、基金の役割が効果的に活かされるよう他団体との連携に努める。 
 
（ハ）市民・青少年交流 

各国と我が国の市民・青少年の交流を以下の通り推進することにより、市民及び将

来を担う青少年レベルの相互理解を深めるとともに、国際交流の担い手を拡充する。

事業の効果は、事業内容と、事業対象となる市民及び青少年団体等との組合せによ

るところが大きいので、特に、かかる組合せが相手国との相互理解の深化に最も資す

るものとなるよう配慮する。 

 

① 市民・青少年交流を促進するため、市民・青少年及びその交流の指導者等の派遣、招

聘などの人物交流事業を行い、また、会議・ワークショップ等の催しを企画、実施ま

たは支援する。 

② 日本における異文化理解を促進するため、講演会・ワークショップ等を企画、実施ま

たは支援する。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．プログラムの評価と見直し 

● 市民青少年交流事業の拡大 

市民青少年交流助成では、従来から広い分野にわたって市民交流活動支援を行っ

てきたが、芸術交流、知的交流を担当する部署も案件採否に関与し、市民交流の

観点だけではなく、芸術交流、知的交流の一環として、市民の芸術交流活動や、

学生会議等の活動を支援できるよう、体制を改めた。 

 

２．新規事業の開拓に向けた取組（ポップカルチャーの活用含む） 

● デジタルアニメを通じた人材育成 

文化協力プログラムにおいて、シリアおよびヨルダンのデジタルアニメのクリエ

ーター2名を招聘し、日本のデジタルアニメ制作会社にて最新技術の習得の機会や

日本の最新アニメ事情に触れる機会を提供した。なお、今回の招聘者は、平成 19

年度に専門家を派遣して現地でワークショップを実施した際に優秀な成果を残し

他参加者から選抜されており、派遣事業の成果をフォローアップする事業ともな

っている。 

 

３．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

各事業の実施にあたっては、通常、基金単独ではなく国内の関係団体、海外の受

入機関等との共催、協力により行っている。平成 21 年度の例は以下のとおり。 

● トルコのカマン・カレホユック考古学博物館における展示・陳列計画の策定

のため専門家を派遣したが、同博物館は平成 19 年度の文化無償資金協力事業

で建設されたものであり、日本国政府、外務省等の成果と連動した事業を実

施している。 

● 開高健記念アジア作家講演会では、福岡県、福岡県国際交流センター、九州

大学アジア総合政策センター、大阪国際交流センター、北海道国際交流セン

ターと共催し、東京に加えて、福岡、大阪、函館での講演会を実施した。 

 

４．経費効率化のための取組 

● 市民青少年交流プログラムにおいて、日米学芸員交流（日米文化教育交流会

議による提言を受け、米国から現代美術専門のキュレーター6名を招聘し、関

連機関訪問やシンポジウム開催などの訪日プログラムを実施）を実施したが、

航空券を現地で調達することにより、同等の航空券を日本で手配する場合の

約半額程度の経費に抑えた。 

● 中高教員交流事業において、フランスからの参加者 5 人分は各自 400 ユーロ

を自己負担し、国際航空賃の一部に充当、インドネシアからの参加者 15 人に

ついては、インドネシア教育省が国際航空賃を負担した。 

 

５．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

指摘事項は特にない。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標２：人物交流事業の実施状況 

 
１．日本文化紹介派遣 

（１）概要 
内容 日本文化に関する講演、デモンストレーション、指導、ワー

クショップ等の実施及び支援。 

主催実績 34件（66カ国・121都市、入場者総数：53,608名） 

〔20年度：24件（45カ国・70都市、24,551名）〕 

助成実績 63件（46カ国・99都市） 

〔20年度：52件（34カ国・69都市）〕           

※実績国･都市数ののべ数は、主催：77カ国126都市、助成：69カ国112都市。 
 
（２）主要事業例： 

● 英語落語（平成 21 年 9 月、シンガポール、フィリピン、ブルネイ） 

落語家による、落語の歴史・文化的背景に関する講演および英語落語の実演を、

3カ国 4都市で実施。約 1,900 名の観客が、日本社会の習俗や独特のユーモアを

楽しみ、日本文化に触れた。シンガポールでの公演は、日本・シンガポール政府

間合意に基づき設立されたジャパン･クリエイティブセンターのプレ･オープニ

ング事業として実施。 

● 周年事業に関連した事業 

・伝統工芸講演会（平成 21 年 11 月、ラオス、ベトナム、タイ） 

「日メコン交流年」事業として、伝統工芸（織物）の専門家をラオス等に派遣

し、3カ国 5都市で講演会を実施した。（来場者数：345 名、報道件数：1件）

・和菓子レクチャー･デモンストレーション（平成 21 年 10 月～11 月、ブルガリア、

ハンガリー、ポーランド、スロベニア、チェコ） 

「日ドナウ交流年」事業として、和菓子の専門家 3名をブルガリア等に派遣し、

5カ国 5都市で講演、実演を実施した。（来場者数：730 名、報道件数：4件）

※本事業の巡回国中、日ドナウ交流年対象国はブルガリア、ハンガリーの 2カ国。

 

２．文化人短期招聘 

（１）概要 
内容 諸外国において社会的・文化的に大きな影響力を有している

が日本との接点が少ない一流の文化人・知識人の招聘。 
招聘実績 37名（26カ国・27件（26名＋1グループ）） 

〔20年度：27名（25カ国）〕 
 

（２）主要事業例： 
● SLAVNIKOVA, Oliga 氏（ロシア、作家・文芸評論家） 

ロシアの文学賞で最も権威のあるロシア･ブッカー賞を授賞した二人目の女性作

家を招聘し、日本の作家と対談を行ったほか、大手出版社と日露の出版状況や協

力の可能性について意見交換を行った。日本の作家をロシアで紹介することにも

意欲的で、帰国後には、ロシアで開催された第 11 回 non/fiction 国際図書展に

て、日本滞在中に対談を行った鹿島田真希氏と再度対談し、その模様がテレビ等

で報道された。鹿島田氏も対談の様子を日本国内で発表するなどし、今後日露の
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文学交流推進への好影響が期待される。 

 
評価指標３：文化芸術分野における国際協力事業の実施状況 

 

１．文化協力事業の概要 

内容 開発途上国の文化諸分野の人材育成や有形・無形の文化遺産

保存・修復等のため、専門家の派遣、研修、セミナーやワー

クショップ等の実施及び支援。 
主催実績 6件（7カ国・8都市）〔20年度：4件（4カ国・4都市）〕 

助成実績 10件（10カ国・17都市）〔20年度：10件（9カ国・20都市）〕 

 
２．主要事業例： 

● カマン・カレホユック考古学博物館展示・陳列専門家派遣（トルコ、平成 21

年 5 月、平成 22 年 2 月－4月） 

トルコに建設され、22年7月に開館する「カマン･カレホユック考古学博物館」（カ

マン･カレホユック遺跡での発掘品を展示・陳列する博物館）に、日本の技術者を

派遣し、展示・陳列計画の策定や技術指導を行った。展示・陳列計画の質の向上

や、現地専門家の技術向上に大きく貢献したとしてトルコ側から評価を受けた。

同遺跡は、日本の発掘調査隊が25年にわたり発掘調査をおこなっており、世界最

古の鉄器を発掘するなどの貴重な発見があり、本博物館も、平成19年度文化無償

資金協力事業案件である。 

 
評価指標４：市民・青少年交流事業の実施状況 

１．概要 

内容 市民及び将来を担う青少年レベルの相互理解を深め、日本におけ

る国際交流の担い手を拡充するため、我が国と諸外国の市民・青

少年交流の実施及び支援。 
主催実績 ①中学高校教員交流 

       招聘：190名（53カ国）〔20年度：201名（55カ国）〕

       派遣： 18名（韓国に派遣）〔20年度：20名〕 

②市民青少年交流事業：2件（3カ国）〔20年度：2件（10カ国）〕 

③開高健記念アジア作家招聘講演会：1件（1カ国） 

〔20年度：1件（1カ国）〕

助成実績 市民青少年交流事業：118件（39カ国）〔20年度：79件（28カ国）〕

 
２．主要事業例： 

● 中学高校教員交流（4グループ、53 カ国 190 名） 

海外の中学、高校の社会科教員や中等教育レベルの教育行政、国際理解教育に

携わる者を、合計 53 カ国から 190 名招聘した。参加者のうち、帰国後に日英バ

イリンガルクラスと日本理解促進クラスを新設したケース（ベトナム・高校）や、

日本語を学ぶ高校生を小学校に派遣し日本語レッスンを行う事業を開始したケ

ース（米国・高校、小学校）など、本プログラムを契機とした教育現場での日本

理解促進に効果が現れている。 
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● 市民青少年交流事業〔主催〕 

「環境教育・派遣」(平成 22 年 3 月) 

アジア生産性本部が主催するエコプロダクツ国際展（ジャカルタ）に参加し、

環境教育の観点から、「ふろしき」とその活用方法ワークショップを市民向けに

実施した（ハノイ、ホーチミンでも実施）。展示会への日本の公的機関としての

参加は、外交上必要とされ、また「ふろしき」は、その機能だけでなく、染色や

文様にも日本文化が表象されており、日本文化としての訴求力も高い。 

● 開高健記念アジア作家招聘講演会（ウティット・ヘーマムーン氏講演会） 

平成 22 年 3 月に、タイの若手作家、ウティット・ヘーマムーン氏を招聘し、東

京、福岡、大阪、函館の 4都市にて講演会を実施した（来場者数 255 名、報道件

数 17 件）。公演のほかにも、日本人作家、日本滞在中のタイ人作家との対談も実

施し、タイでは 10 月から、訪日についての雑誌連載が決定しており、今後の波

及効果が期待される。 

 

評価指標５：被派遣者・招聘者等の事業対象もしくは観客、研修参加者等の裨益者か

らの評価（目標：70％以上から有意義との評価）と、その結果への対応 

１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各プログラムに関し、アンケート調査等（4
段階評価）を行ったところ、派遣・招聘プログラムでは 88%以上の回答者が「とても

有意義」又は「有意義」と評価しており、目標は達成されたと判断できる。 
 
文化人短期招聘 被招聘者：100％（27 件/27 件） 

〔20 年度：100％（27 名/27 名）〕

日本文化紹介派遣（主

催） 

現地受入機関：100％（34 機関/34 機関） 

〔20 年度：100%（24 機関/24 機関）〕

被派遣専門家：100％（34 組/34 組） 

〔20 年：100％（24 組/24 組）〕

参加者等の満足度： 

（参加者が満足と回答した案件の割合） 

100％（34 件/34 件）〔20 年：100％（24 件/24 件）〕

文化協力（主催） 事業裨益者満足度：100％（6件/6 件） 

〔20 年度：100％（4機関/4 機関）〕

被派遣専門家：100％（6名/6 名） 

〔20 年度：100％（4名/4 名）〕

中学高校教員交流 被招聘者：94％（179 名/190 名） 

〔20 年度：94％（159 名/169 名）〕

市民青少年交流（主催） 被招聘者：100％（6名/6 名） 

参加者 ： 88％（593 名/674 名） 

〔20 年度：100％（21 名/21 名）〕

開高健記念アジア作家

招聘 

来場者：95%（115 名/121 名） 

〔20 年度：96％（123 名/128 名）〕

 
２．評価結果への対応 

 プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、21 年度以
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降の事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する 
 

評価指標６：内外メディア､論壇等での報道件数 

 

 確認された報道件数は次のとおり。 

 
文化人短期招聘  47 件 〔20 年度： 35 件〕 

日本文化紹介派遣（主催） 279 件 〔20 年度：197 件〕 

文化協力（主催）  12 件 〔20 年度： 12 件〕 

中学高校教員交流  13 件 〔20 年度： 13 件〕 

市民青少年交流（主催）   9 件 〔20 年度： 15 件〕 

開高健記念アジア作家招聘  19 件 〔20 年度： 22 件〕 

合計 379 件 〔20 年度：344 件〕 

 
評価指標７：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 

● ジョン・マクドナルド氏（オーストラリア、シドニー･モーニング･ヘラルド紙

美術記者、平成 18 年度文化人短期招聘） 

同氏は、ほぼ毎週、シドニー･モーニング･ヘラルド紙にて、見開きの美術批評

を執筆しているが、招聘から帰国後、日本美術についての記事が増加している。

21 年度には、ヴェネチア･ビエンナーレ評として、やなぎみわ氏の作品や、越後

妻有トリエンナーレ、オーストラリア国内の日本特別展等に関する記事を執筆し

ている。 

 
評価指標８：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

プログラム毎の外部専門家各 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

文化人短期招聘 ロ ハ 中学高校教員交流 ハ ハ

日本文化紹介派遣 ロ ハ 市民青少年交流 ハ ハ

文化協力 ハ ハ 開高健記念アジア作家招聘 ハ ロ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

該当なし。 
 
３．評価結果への対応 

「文化人短期招聘」や「開高健記念アジア作家講演会」について、招聘者のフォロ

ーアップをするための効果的な手法の開発を期待するコメントや、効果の発現につい

てのフォローアップを行うことの必要性に関するコメントが、外部専門評価者から寄

せられた。中長期的な成果について、事業の波及効果把握の方法や、効果測定のため

の指標等の検討を進めたい。 
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取
組、措置 

評価指標２：人物交流事業の実施状況 
評価指標３：文化芸術分野における国際協力事業の実施状況 
評価指標４：市民・青少年交流事業の実施状況 
評価指標５：被派遣者・招聘者等の事業対象もしくは観客、研修参加者等

の裨益者からの評価と、その結果への対応 
評価指標６：内外メディア､論壇等での報道件数 
評価指標７：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 
評価指標８：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応
 

 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

中学高校教員、市民青少年の交流、著名文化人の招へい、ポップカルチャー

を活用した新規事業の開拓等、幅広い交流事業を行い、被派遣者・招へい者及

び外部専門家による評価も良好であり、中期計画の実施状況は順調である。 

 ポップカルチャーの活用により如何に文化交流の拡大につなげていくか、ま

た、受益者負担の要請により如何に事業規模・内容を拡充し、事業価値を増大

させていくかについて、検討が必要ではないか。 

また、文化人招へい等の事業による交流の意義を中期的に示すために、招聘

後の効果についてフォローアップが行われることも望まれる。 
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No.16（文化芸術交流）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 文化芸術交流の促進 

小項目 

上記の基本方針を踏まえて、次の(ニ)～(へ)の項目の事業を推進する。 
 
（ニ）造形芸術交流 

各国と我が国の造形芸術分野の国際文化交流事業を以下の通り実施、支援する。催

しの実施に関しては、事業が、より幅広く多くの入場者に対して魅力を訴えるよう、

適切な催しの内容を選定する。主催事業については、関心を有する層に情報が届き、

かつ新たに関心を有する層を拡大するよう、広報方法等実施態様に配慮する。 

 

① 海外において、日本の造形芸術の企画展を実施するとともに、経費の一部助成を

行う。また基金が所蔵する展示セットを海外に巡回する。 
②  国内において、国民の異文化理解を広げ、深める機会を創出するため、海外の未

だ十分紹介されていない造形芸術の企画展実施・助成等を行う。 

③ 日本の参加が求められる権威ある国際美術展に対して、作品の出展や芸術家の派

遣を行う。 

④ 国内において、大型の国際美術展（トリエンナーレ）を関係機関と共同で開催す

る。 

⑤ 造形芸術の分野で国際交流に資する情報の収集、整理、発信を行う。 

 
（ホ）舞台芸術交流 

各国と我が国の舞台芸術分野の国際文化交流事業を以下の通り実施、支援する。催

しの実施に関しては、事業が、より幅広く多くの入場者に対して魅力を訴えるよう適

切な催しの内容を選定する。主催事業については、関心を有する層に情報が届き、か

つ新たに関心を有する層を拡大するよう、広報方法等実施態様に配慮する。 

 

① 海外において、日本の舞台芸術の公演を企画実施するとともに、経費の一部助成を

行う。 

② 国内において、国民の異文化理解を広げ、深める機会を創出するため、海外の未だ

十分紹介されていない舞台芸術公演の企画実施・助成等を行う。 

③ 舞台芸術の分野で国際的な共同制作事業を行い、国内と海外の両方で公演を行う。

芸術交流の成熟状況等をふまえて、重点地域を定めて実施する。 

④ 日本の参加が求められる権威ある国際芸術フェスティバルに対して、公演団及び専

門家の派遣を行う。 

⑤ 舞台芸術の分野で国際交流に資する情報の収集、整理、発信を行う。特に舞台芸術

専門ホームページの内容を拡充させる。 
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小項目 

（へ）メディアによる交流 

  映画、ＴＶ、書籍出版等を含むメディア分野の国際文化交流事業を以下の通り実施、

支援する。 

  事業が、より幅広く多くの人々に対して魅力を訴えるよう、適切な内容を選定する。

また、ＴＶ、出版等のメディアを活用した文化紹介は、特に効果が高いことから、積

極的に事業機会を求めるよう努める。 

 

① 海外において、日本映画の上映会を実施、共催するとともに、経費の一部を助成す

る。また日本映画上映のために、在外・本部のフィルム･ライブラリーに映画フィ

ルムを配付する。 

② 海外放送局において、日本のテレビ番組等を提供し、日本のテレビ番組の放映を促

進する。また、日本に関する映画・テレビ番組等の制作を支援する。 

③ 日本が参加する意義の高い国際映画祭に対して、作品の出品や専門家の派遣を行

う。 

④ 国内において、海外の映画等の上映会を企画実施するとともに、経費の一部助成を

行う。助成対象地域の選定にあたっては、従来紹介されてこなかった地域、分野、

主題等に焦点をあてた企画を優先する。 

⑤ 日本理解につながる図書の外国語への翻訳と、外国語で書かれた日本に関する図書

の出版を企画、実施または支援する。また海外図書展等への参加等、日本の出版物

を海外に紹介する。 

⑥ メディア交流の分野で国際交流に資する情報の収集、整理、発信を行う。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．プログラムの評価と見直し 

「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月）に基づき、21 年度より、国

内向けの助成事業（国内展助成、国内公演助成、国内映画祭助成）3 プログラムを

廃止した。 

 

２．新規事業の開拓に向けた取組（ポップカルチャーの活用含む）の例 

●「Twist and Shout: Contemporary Art from Japan」展の開催 

日本のアニメ、マンガ等のポップカルチャーの影響を受けた日本現代美術を紹

介する展覧会を、バンコクにおいて開催した。現地『FINE ART』誌では、「日本の

ユニークでチャーミングなポップカルチャーに大きな影響を受けているタイの若

者たちは、日本の時刻の文化に対するまなざしに高い関心を持っている。今回の

出品作家の多様なアートは、まさにそうした興味に応えてくれるにふさわしい」

と評し、ポップカルチャーを活用した日本文化紹介として、現地にインパクトを

もたらしたと言える。  

●ポップカルチャー研究者招聘（造形美術情報交流） 

日本文化を発信する人材育成のひとつとして、ポップカルチャーに関心のある者

を招聘。21 年度については、オーストラリアでポップカルチャーを始め、ファッ

ションやデザイン、映画などアート全般をカバーする若手ジャーナリストを招聘

し、国内で実施される展覧会やフェスティバル、関係者の取材をおこなった。 

●マンガ・アニメに関する事業や「アニメ文化大使」への協力 

項目 No.14「文化芸術交流事業の重点化」の「評価指標１」3.に記述。 

 

３．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

各事業案件は、通常、基金単独ではなく国内の関係団体、海外の受入機関等との

共催、協力により実施している。 

アヴァンギャルド・チャイナ展（国内展・平成 21 年 4 月～5月）は、愛知県美術

館と共催実施し、美術館側が展示を中心に担当する一方で、基金はアーティストの

招聘、シンポジウム開催を担当した。 

「文楽ロシア公演」（海外公演・平成 21 年 6 月～7 月）では、文化庁国際芸術交

流支援事業、チェーホフ国際演劇祭（ロシア）と連携して実施、「バルカン室内管弦

楽団日本公演」（国内公演・平成 21 年 10 月～11 月）は、都内のロータリークラブ

と共催により実施した。 

 

４．経費効率化のための取組 

航空券手配に係る一般競争入札を実施して経費の効率化に努めたもの（海外公

演）、共催実施により経費負担の軽減に努めたもの（国内展、国内公演、舞台芸術共

同制作、舞台芸術情報交流、国内映画祭等）など、経費の効率化に努めている。 

 

５．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

特に指摘はない。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標２：造形芸術交流事業の実施状況 

１．海外展 

（１）概要 
内容 日本の美術・文化を海外に紹介するため、国内外の美術館・

博物館等との共催により展覧会を企画・実施。また海外の美

術館・博物館等が企画する展覧会の経費の一部を助成。 
主催実績 ① 企画展7件（7カ国・9都市、入場者数：78,960名）    

〔20年度：8件（7カ国・9都市、112,801名）〕

② 巡回展98件（57カ国・97都市、入場者数：381,023名）  

〔20年度：94件（53カ国・94都市、243,146名）〕

助成実績 50件（30カ国）〔20年度：45件（22カ国）〕 

 
（２）主要事業例： 

●タイにおける美術展「Twist and Shout: Contemporary Art from Japan」展 

（平成 21 年 11 月～平成 22 年 1 月、バンコク） 

日メコン交流年記念事業の一環として、現代アート展を実施した。世界中で人

気を博しているアニメ、マンガ等、日本のポップカルチャーの影響を受けた日本

の現代美術を紹介する展覧会で、17 名の日本人作家の新作・代表作を展示。日

本人キュレーターとタイ人キュレーターが共同で企画した。現地紙等でも本展を

評価する記事が掲載された。（入場者数：32,000 人、報道件数：95 件） 

 

●フランスにおける写真展「出発（旅立ち）－6人のアーティストによる旅」展（平

成 21 年 10 月～平成 22 年 1月、パリ） 

日本の若手、中堅の写真家 6名の「旅」をテーマとした展覧会。日本の地方都

市、離島、富士山等の風景を被写体とし、若者層から高い支持を得た。東京都写

真美術館との共催。（入場者数：約 6,621 人、報道件数：192 件）。 

 

２．国際展 

（１）概要 
内容 日本としての参加が求められる国際美術展に、日本人作家の

作品を出展するとともに作家を派遣する。 
主催実績 国際美術展参加 1件（1カ国）〔20年度：2件（2カ国）〕 

 
（２）主要事業例： 

●第 53 回ヴェネチア・ビエンナーレ美術展（平成 21 年 6 月～11 月、ヴェネチア）

ヴェネチア･ビエンナーレ美術展の日本館にて、やなぎみわ氏の「Windswept 

Women：老少女劇団」を展示した。国内メディアはもとより、ラトビアやオラン

ダ、ドイツ等の雑誌でも紹介された。（入場者数：236,984 人、報道件数：41 件）。

 

３．国内展 

（１）概要 
内容 これまで日本に紹介される機会の少なかった諸外国の優れた

美術を紹介するため、展覧会を実施する。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主催実績 1件（入場者数：11,051名）〔20年度： 2件・60,564名〕 
 

（２）主要事業例： 
●「アヴァンギャルド・チャイナ」展（平成21年4月～5月、愛知県美術館）1980

年代から約20年間の中国現代美術の歩みを絵画、彫刻、パフォーマンス、映像な

ど様々な美術表現を通して包括的にたどる展覧会。（入場者数：11,051名、報道

件数：25件） 
 
 
評価指標３：舞台芸術交流事業の実施状況 

１．海外公演 

（１）概要 
内容 わが国の優れた舞台芸術を海外に紹介するため、公演団を派

遣し公演、レクチャー・デモンストレーションを実施。また

海外公演を行う公演団に対し、経費の一部を助成。 
主催実績 公演ツアー26件（55カ国・93都市、入場者数：63,000名）  

〔20年度：25件（46カ国・84都市、87,395名）〕 
助成実績 ① 海外公演助成：98件（のべ167カ国） 

〔20年度：105件（178カ国）〕

② パフォーミング・アーツ・ジャパン（北米）：15件 
〔20年度：17件〕

③ パフォーミング・アーツ・ジャパン（欧州）：11件 
〔20年度：11件〕

※パフォーミング・アーツ・ジャパン事業： 日本の舞台芸術を紹介する外国の非営利団体に

対して経費を助成するプログラム。現在、米国内と欧州地域で公募を行っている。 

 
（２）主要事業例： 

（主催公演ツアー26 件のすべてが在外公館の要望に対応したものである。26 件中

15 件は外務省の重要度Ａランクの要請への対応。） 

●文楽公演（平成 21 年 6 月～7月、モスクワ） 

第 8回チェーホフ演劇祭に参加し、『曽根崎心中』を 8回に渡り上演した。舞台

関係者、一般愛好者など来場者層は多様で、複数回来場する観客もあるほどの人

気を集めた。（入場者数：4,700 名、報道件数：44 件） 

●邦楽公演（平成 22 年 2月～3月、カタール、モザンビーク、アンゴラ、チュニジ

ア、イラン、オマーン） 

和太鼓、笛、馬頭琴のユニットによる邦楽公演を中近東・アフリカ計 6カ国で実

施。公演のほかにも、レクチャー・デモンストレーションや現地ミュージシャン

との交流プログラムも実施。（入場者数 7,240 名、報道件数 46 件） 

 

２．国際舞台芸術共同制作 

（１）概要 
内容 海外の舞台芸術関係者と日本の関係者が、海外または日本に

おいて共同で作品を制作し、公演を行う。 
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主催実績 プロジェクト 2件（参加2カ国、入場者数：3,240名） 

〔20年度：2件（参加3カ国、2,413名）〕 

 
 
（２）主要事業例： 

●現代舞踊共同制作（平成 21 年 4 月～6月、インドネシア） 

日本とインドネシアのアーティストによる共同制作プロジェクト。1ヵ月半の共

同制作期間を経て、日本のダンサー2名、インドネシアのダンサー、影絵芝居、ガ

ムラン音楽などの伝統芸能の継承者 13 名により、ジョグジャカルタ、ジャカルタ

の二都市で公演を実施。（入場者数：2,590 名、報道件数：17 件） 

 

３．国内公演 

（１）概要 
内容 これまで日本に紹介される機会の少なかった諸外国の優れた

舞台芸術を紹介するため、日本国内で公演を実施。また、国

内で開催される公演に対し、経費の一部を助成。 

主催実績 1件（1カ国、909名）〔20年度：1件（1カ国、4,693名）〕 

 
（２）主要事業例： 

●バルカン室内管弦楽団日本公演（平成 21 年 11 月、東京） 

指揮者、栁澤寿男氏（コソボ・フィルハーモニー管弦楽団首席指揮者）が設立

した、コソボ紛争地域の諸民族（マケドニア人、アルバニア人、セルビア人）に

より構成されるバルカン室内管弦楽団を日本に招聘し、公演を実施。文化により

民族の対立を乗り越えるという、「文化を通じた平和構築」という新しい試みの一

つである。（入場者数：909 人、報道件数：17 件） 

 

評価指標４：映像出版事業の実施状況 

１．海外における日本映画の上映 

（１）概要 
内容 ① 海外日本映画祭 

在外公館、基金海外事務所が主催する各種日本映画上映事

業に対し、本部所蔵プリントを提供し、映画専門家渡航費、

字幕制作費等を負担。 
また、海外の国際映画祭等が企画する日本映画上映事業に

対し経費の一部を支援。 
 
② フィルムライブラリー（FL）： 
海外16カ所及び基金本部に外国語字幕付のフィルムをスト

ックした「フィルムライブラリー」を設置し、所蔵する劇映

画や文化映画を在外公館、基金海外事務所、海外の国際映画

祭等における日本映画上映会で上映する。現在、劇映画4,191
本、文化映画3,796本を所蔵。（特に本部FLは、海外の国際映

画祭等にとって、英語字幕付プリントの最大の供給源。） 
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主催実績 ① 海外日本映画祭：57件（52カ国、入場者数：128,047人）

〔20年度：51件（45カ国、128,677人）〕 

② フィルムライブラリー（FL）： 

・ 本部FL：219作品を965回上映（56カ国・110都市） 

 〔20年度：297作品を1,170回上映（52カ国・117都市）〕 

・ 在外FL（16ヶ所）：1,438回上映〔20年度：1,637回〕   

助成実績 海外日本映画祭助成：57件（26カ国、入場者数：146,016人）

〔20年度：49件（22カ国、150,892人）〕 

 
（２）主要事業例： 

●日本映画祭（平成 21 年 11 月、ベトナム） 

2000 年以降に制作された、比較的新しい作品 6本を、ハイフォン、ハノイ、ホ

ーチミンの三都市にて上映。全 36 回上映し、平均観客数が 355 名にも上った。若

年層を中心に人気を集め、「最近の日本を理解できた」との声が多く聞かれた。

（入場者数：12,782 名、報道件数：52 件） 

 

●フィルムライブラリー 

海外日本映画祭や外部貸出しにより、収蔵映画作品のうち 219 作品を、965 回上

映。1日平均で 2.6 本のフィルムライブラリー収蔵作品が世界各地で上映された。

 

２．国内映画祭 

（１）概要 
内容 日本で紹介される機会の少ない諸外国の映画作品を紹介する

映画祭を実施。また、外国語字幕付き映画作品の貸出しを行

う。 
主催実績 映画祭4件（入場者数：11,177人）〔20年度：1件（1,332人）〕

 
（２）主要事業例： 

●山形国際ドキュメンタリー映画祭「アジア千波万波」（平成 21 年 10 月、山形） 

アジアのドキュメンタリー映画 23 作品を、山形国際ドキュメンタリー映画祭と

共催で実施。韓国、インド、シリア等 8カ国から監督を招聘し、トークセッショ

ンも実施した。（入場者数：5,630 名、報道件数：50 件） 

 

３．テレビ番組交流促進、映画・テレビ番組制作助成 

（１）概要 
内容 ①テレビ番組交流促進 

日本のテレビ番組の海外放映を促進するため、基金が素材作

成費と放映権料を負担の上、海外の放送局（主にODA対象国）

に番組を提供。（原則として、視聴可能者数が50万人以上の

国・地域を対象。） 
②映画・テレビ番組制作助成 
海外における日本理解及び日本研究を促進するため、内外の

団体が制作する日本に関する映画、テレビ番組等に助成。 
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主催実績 テレビ番組交流促進 
35件（33カ国）〔20年度：22件（20カ国）〕 

助成実績 映画・テレビ番組制作助成 

9件（8カ国）〔20年度：7件（4カ国）〕 
 
（２）主要事業例： 

●「CAN’T GO NATIVE」（米国）制作助成 

長年、岩手県水沢地区でのフィールドワークを行ってきた米国の文化人類学者、

キース・ブラウン氏が、水沢地区を通じて日本を紹介するドキュメンタリーの制

作に対し助成した。全米でのテレビ放映の他、ＤＶＤの発売や、米国内の教育・

研究機関へのＤＶＤ無償配布が予定されている。 

 

４．図書・出版交流 

（１）概要 
内容 ①出版・翻訳（助成/主催） 

海外における日本研究・日本理解促進に資するため、内外

の出版社と連携・協力して、優れた日本文学作品等の翻訳、

日本文化紹介図書の出版を推進。 
②国際図書展参加 

日本の出版文化紹介と対日理解促進のため、海外で開催さ

れる国際図書展に参加。 
主催実績 国際図書展参加 

16件（16カ国、図書展全体の入場者数合計は1,237万人） 
〔20年度：12件（12カ国、523万人）〕        

助成実績 出版・翻訳助成 
76件（24カ国）〔20年度：64件（27カ国）〕 

 
（２）主要事業例： 

●『雪国』（川端康成）のスロベニア語での翻訳・出版に対し助成を行った。日本

語からの直接訳で出版され、直接訳としては同国では 3冊目（『ノルウェイの森』

『博士の愛した数式』に次ぐ）。主要紙の文化面でも取り上げられ「現代恋愛小

説が想像力の最高峰ではない」と、古典の魅力が紹介された。 

●バンコク国際図書展にはじめて日本ブースを出展。ポップカルチャーを前面に出

した関連事業（漫画家や映画原作者等の派遣による講演会・ワークショップ等）

をあわせて実施し、効果を高めた。2009 年はタイにおける日本年であり、同図

書展への出展は初。 

 

５．ポップカルチャー 

（１）概要 
内容 ①国際漫画賞 

海外の新進マンガ作家を顕彰する賞で、授賞式に合わせ受

賞者を招聘し、今後の創作活動に来日の機会を活用しても

らうための招聘プログラムを実施。 
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②アニメ文化大使 
日本を代表するアニメ作品をアニメ文化大使として任命

し、海外で上映する。 
実績 ①国際漫画賞 4名〔20年度：4名〕 

②23都市・44回上映 
 
（２）主要事業例： 

●平成 19 年度に「ドラえもん」がアニメ文化大使に任命され、映画『ドラえもん の

び太の恐竜 2006』に英語字幕を付して海外で巡回上映を行っている。平成 21 年

度においては、海外 23 都市において計 44 回の上映を実施した。（入場者数 8,928

名、報道件数：78 件） 

 

評価指標５：文化芸術交流に関する情報収集・発信・ネットワーク形成 

 

１．造形美術情報交流 

（１）概要 
内容 造形美術分野の国際交流を促進するため、美術専門家間の交

流及び美術関連情報の収集・発信を実施・支援。 
実績 4件（10カ国）〔20年度：4件（16カ国）〕 

 
（２）主要事業例： 

●ロシアへの専門家派遣 

ロシア全土の日本研究者が一堂に会するシンポジウム「ロシアにおける日本美

術研究」の実施に合わせ、専門家2名を派遣し、日本美術に関する講演（「浮世絵

研究の現状」、「戦後日本の現代美術－その国際性をめぐって」）の実施、ネットワ

ークの形成に努めた。海外での日本美術の知名度や認知度を上げるため、専門の

学会等とリンクして、派遣や情報の提供を行うことの必要性は高い。 
 

２．舞台芸術情報交流 

（１）概要 
内容 舞台芸術分野の国際交流を促進するため、国内外の舞台芸術

見本市・フェスティバル等を支援するとともに、専門家間の

交流及び関連情報の収集・発信を実施・支援。 
実績 8件〔20年度：11件〕        

 
（２）主要事業例： 

●舞台芸術ウェブサイト（Performing Arts Net in Japan） 

日本の舞台芸術情報と日本と諸外国との舞台芸術交流に関する情報を包括的に

英語で提供するウェブサイト。コンテンツの質・情報量の更なる充実に力を入れ、

訪問者数は約 50 万人、年間ヒット数は約 992 万回にも及んだ。〔20 年度：訪問者

約 49 万人、ヒット数約 833 万回〕 

 

３．映像・出版分野における情報交流 
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（１）概要 
内容 映像・出版分野の国際交流を促進するため、関連情報の収集・

発信及び各種のシンポジウム・顕彰事業等を実施・支援。 
実績 7件〔20年度：8件〕        

 
（２）主要事業例： 

●各種情報の収集・発信 

書誌情報誌 Japanese Book News の発行（5,000 部×4回）、日本映画基本情報 New

Cinema From Japan の発行（4,000 部×2回）、翻訳された日本文学作品データベー

スの作成・公開（データ数：23,349 件）等を行った。 

〔20 年度： Japanese Book News     ：5,000 部×4回 

 New Cinema From Japan    ：4,000 部×2回 

 翻訳日本文学作品データベース：23,231 件〕 

 
 
評価指標６：観客等の裨益者からの評価（目標：70％以上から有意義との評価）と、

その結果への対応 

 
１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各プログラムに関し、入場者等に対するア

ンケート調査（4 段階評価）を実施したところ、1 件（※）をのぞいて回答者の 70％
以上から「とても有意義」又は「有意義」との評価を得た。 

 
海外展（企画展） 来場者： 

①WA-現代日本のデザインと調和の精神展 93% 

（361 名/388 名）

②Twist and Shout: Contemporary Art from Japan 95%

（251 名/370 名） 

③出発-6人のアーティストによる旅 94%（200名/213名）

④紙/神：静と動－現代日本の美術 92%（83 名/90 名） 

⑤武道の精神（Japan EXPO 展示） 93%（490 名/525 名）

⑥桂離宮－石元泰博写真展 91%（221 名/243 名） 

⑦JAPAN GOOD DESIGN 展 93%（93 名/100 名） 

海外展（巡回展） 70％以上の回答者から「有意義」以上の評価を得た展覧

会の割合（担当公館、基金事務所評価報告に基づく）： 

96％（66 件/69 件）〔20 年度：100％（78 件/78 件）〕 

国際展 来場者： 

第 53 回ヴェネチア・ビエンナーレ美術展： 

84%（73 名/87 名）

造形美術情報交流 

（主催） 

会議参加者：100％（29 名/29 名）〔20 年度：100％（34

名/34 名）〕 

国内展 アヴァンギャルド･チャイナ展：78%（201 名/257 名） 

海外公演（主催） 70％以上の回答者から「有意義」以上の評価を得た公演
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プロジェクトの割合（担当公館、基金事務所評価報告に

基づく）：96%（25 件/26 件）〔20 年度：100％（25 件/25

件）〕 

国際舞台芸術共同制作 ①日本インドネシア現代舞踊共同制作： 

              97％（258 名/266 名) 

②日本タイ現代舞踊共同制作：97％（114 名/118 名） 

国内公演 99%（155 名/156 件） 

舞台芸術情報交流 

 

・東京芸術見本市 2010：88%（28 組/32 組）※ 

・アジア劇作家会議：67%（14 名/21 名） 

内田奨学金フェローシ

ップ 

フェロー：100％（1名/1 名） 

〔20 年度：100％（2名/2 名）〕 

フィルムライブラリー

充実 

上映参加者から「有意義」以上の評価を得たと報告のあ

ったフィルムライブラリー（FL）の割合（回答 FL のみ）：

100％（23FL/23FL） 

〔20 年度：100％（28FL/28FL）〕 

海外日本映画祭（主催） 入場者から「有意義」以上の評価を得たと、担当公館、

基金事務所から報告のあった映画祭の割合： 

87％（61 件/70 件）〔20 年度：94％（94 件/100 件）〕 

テレビ番組交流促進 供与先テレビ局：100％（13 局/13 局・回答局のみ） 

〔20 年度：100％（22 局/22 局）〕 

国内映画祭（主催） 70％以上の回答者から「有意義」以上の評価を得た映画

祭の割合：100％（4 件/4 件・回答者総数 305 名・286）

〔20 年度：100％（1件/1 件）〕 

国際図書展参加 70％以上の回答者から「有意義」以上の評価を得た図書

展の割合（アンケート調査）：100％（15 件/15 件）〔20

年度：100％（11 件/11 件）〕 

映像出版情報交流 

（主催） 

Japanese Book News 読者：97.5％（39 名/40 名） 

〔20 年度：99％（77 名/78 名）〕 

※ 注：舞台芸術情報交流の「アジア劇作家会議」のみ、67%であった。 

※ 注：東京芸術見本市での調査は、共催団体のアンケートにあわせ5段階評価で実施し、ここで

は上位2項目への回答により計算した。 

 

 

 

２．評価結果への対応 

プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、21年度以降の

事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する。 

 
評価指標７：内外メディア､論壇等での報道件数 

 
確認された報道件数は次のとおり。 

 
海外展（主催）   442 件 〔20 年度：1,378 件〕 

国際展    41 件 〔20 年度：1,233 件〕 
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国内展    25 件 〔20 年度：  322 件〕 

海外公演（主催）  559 件 〔20 年度： 357 件〕 

国際舞台芸術共同制作    22 件 〔20 年度：  15 件〕 

舞台芸術情報交流    30 件 〔20 年度：   1 件〕 

海外日本映画祭（主催） 1,181 件 〔20 年度：1,609 件〕 

国内映画祭（主催）    73 件 〔20 年度：  56 件〕 

映像出版情報交流（主催）    11 件 〔20 年度：  46 件〕 

国際漫画賞・アニメ文化大使    81 件 〔20 年度：  46 件〕 

合計 2,465 件 〔20 年度：5,017 件〕 

※ 注：舞台芸術情報交流で、「2009国際児童・青少年演劇フェスティバルおきなわ」で実施した

国際シンポジウムについては、フェスティバル全体で46件の報道が確認されているが、国際シ

ンポジウム以外の報道も含むため、ここには算入しない。 

※ 注：平成20年度に比して大幅に減少したが、平成19年度の報道件数は2,247件であり、このと

きの増加分は、横浜トリエンナーレに関する報道（国際展・約1,200件）、インドネシア国際映

画祭（海外日本映画祭・約880件）など、突出した報道件数を得た事業があったためと見込ま

れる。 

 
評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 

●出版翻訳助成 
平成 20 年度に出版助成を行った『浮世絵における日本様式及び西洋美術に与えた

影響』（潘力・中国人民大学芸術学院副教授）は、中国の専門家と一般読者の双方に

日本の文化と美術研究理解に役立つ貴重な知識を提供して多方面で好評を得た（2008
年華北地区教育優秀図書一等賞を受賞）。次いで、『相続と想像の軌跡－明治維新から

21 世紀に至る美術』を出版計画中でもあり、日本文化を紹介するために継続的な取

り組みがなされている。なお、筆者は平成 17 年度に日本研究フェローとして日本で

研究を行っており、プログラム間の連携が有効に機能した例でもある。 
 

評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

海外展 ロ ハ フィルムライブラリー充実 ロ ハ

国際展 ロ ロ 海外日本映画祭 イ ロ

国内展 ロ ハ 国内映画祭 ロ ハ

造形美術情報交流   イ ロ テレビ番組交流促進 ハ ハ

海外公演 ロ ハ 映画・テレビ番組制作（助成） ハ ロ

国際舞台芸術共同制作 ニ ロ 出版・翻訳（助成） イ ハ

国内公演 ハ ロ 国際図書展参加 ロ ハ

舞台芸術情報交流 ハ ハ 映像出版情報交流 ロ ハ

内田奨学金フェローシップ ニ ニ 国際漫画賞・アニメ文化大使 ロ ハ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

（１）造形美術情報交流 
●【イ評価】短期的な成果の見込まれる展示事業だけでなく、人的な交流プログラ
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ムは、基金の長年のノウハウを持って有効性を発揮するものであり、その点で

本プログラムの中でも次世代のキュレーターのネットワーク形成に資する会議

の開催は、高く評価される。 

  派遣や招聘の地域が比較的日本に近い地域ということもあり、旅費（エコノミ

ーのディスカウントチケット）を中心とする経費に対する効果は、参加者の満

足度が 100%という点、更に将来的なネットワーク基盤の形成という展望の点か

らもきわめて高いといえる。 

（２）国際舞台芸術共同制作 
●【ニ評価】国際交流基金自身の自主企画がなかった点が惜しまれる。周年事業を

契機に事業を組み立てるのもよいが、舞台芸術制作における国際貢献等が積極

的に表現できる事業でもあるので、今後の取り組みに期待したい。 

（３）内田奨学金フェローシップ 
●【ニ評価】大勢の応募がある用に広報態勢を整備していく必要がある。日本で学

ぶ意味や意義等を積極的にアピールする必要があろう。舞台芸術情報の提供と

連携して、広報活動を展開していく等が求められていると思う。 

●【ニ評価】推薦が一人しかいない中から一人を選ぶという選定のプロセスはいか

がか。もっと推薦してもらうように働きかける必要があるのではないか。 

（４）海外日本映画祭 
●【イ評価】主催･助成に関わらず、海外からの多数の要望によく応えており、現

地での期待と反響も大きいことがわかる。映画という注目度の高いメディアを

とおしての日本文化紹介又はその支援であり、効率性の達成度は高いと思われ

る。 

（５）出版・翻訳（助成） 

●【イ評価】日本の漫画文化深層にスポットをあてるという企画の新しさが評価で

きる（『劇画漂流』翻訳出版）。『雪国』（スロベニア語）の翻訳助成も意義があ

り、助成に関して効果的な資金援助が出来ているのも評価できる。 

 

３．評価結果への対応 

（１）国際舞台芸術共同制作 
22 年度については、日本・トルコ交流年に関連して、基金の自主企画事業とし

て共同制作を実施する予定である。 

（２）内田奨学金フェローシップ 
22 年度以降は、フェロー選出の母体であるバークリー音楽院の事務局が広く公

募をかけて参加者を募るよう、広報を強化するように改善した（バークリー音楽

院から選出する方式は、寄付者の指定によっている） 

 
 
 



 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための

取組、措置 

評価指標２：造形芸術交流事業の実施状況 

評価指標３：舞台芸術交流事業の実施状況 

評価指標４：映像出版事業の実施状況 

評価指標５：文化芸術交流に関する情報収集・発信・ネットワーク形成

評価指標６：観客等の裨益者からの評価と、その結果への対応 

評価指標７：内外メディア、論壇等での報道件数 

評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対

応 

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

規模を拡大させながら、幅広くかつバランスよく事業を実施しており、事業

の裨益者へのモニタリング結果も概ね良好である。航空賃の購入契約における

競争入札導入によるコスト削減なども行っており、事業の実施状況は順調であ

る。 

 将来に向けて対日理解者を増やしていく観点からは、海外の若者への浸透度

が高いポップカルチャーの活用をさらに進めていくことが期待されるととも

に、事業対象分野にある程度の集中と選択を行うことの検討、あるいは民間の

文化交流事業者等との分担を検討する必要もあるのではないか。 

 また、今後の業績報告においては、メリハリをつけた事業実施及び交流の意

義の説明の強化と、事業の効果のフォローアップが望まれる。 
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No.17（日本語事業の重点化）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援 

 
小項目 

 
 
 

【中期計画本文】 

１ 効果的な事業の実施 

（１）国際文化交流事業を総合的かつ効率的に実施していくために、以下の分野別に別紙

１に示された政策を踏まえ効果的な事業展開を図る。 

 

イ 文化芸術交流の促進 

ロ 海外日本語教育、学習への支援及び推進 

ハ 海外日本研究及び知的交流の促進 

二 国際交流情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援 

ホ その他 

（２）（中略） 

ロ 日本語分野については、各国・各地域の教育政策及びニーズに配慮しつつ、各国・各

地域の日本語教育基盤の発展段階に応じて対象と目標を明確にし、これらに係る事業に重

点化する。 

ハ 附属機関において実施している研修事業については、国際社会における日本語学習ニ

ーズの変化を踏まえて外交上必要性の高い事業への重点化を図りつつ、必要性が低下した

研修の廃止など研修のあり方を見直す。 

 

 
 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小項目 
 
 
 
 
 

【（別紙１）分野別政策】 

２．海外における日本語教育、学習への支援及び推進 

 

 基金は、各国における日本語学習に関する現地の環境、ニーズの現状及び今後の動向を

正確に把握するとともに、各国に対する日本語普及の外交上の必要性を勘案しつつ、現地

の状況に的確に対応した効果の高い日本語普及施策を実施する。 

 

（１）基本方針 

  海外における日本語の普及にあたっては、相手国との外交関係及び相手国における日本

語教育基盤の整備状況等の事情に応じ、下記（イ）～（ニ）の基本方針をふまえ、最も効

果的な事業が実施されるよう努める。ただし、外交上のニーズ及び日本語普及事情の変化

があった場合には、柔軟に対応し、効果的な事業実施に努める。 

 

（イ）一般市民・初学者を対象とする日本語教育支援の充実 
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小項目 
 
 

多様な学習動機を背景に近年急増している日本語学習者のニーズに対応するため、国際標

準としての「日本語教育スタンダード」の構築及びモデルとしての日本語講座運営を行い

つつ、現地官民機関が基金との連携を通じて一般市民や初学者向けの日本語教育施設を拡

充展開できるような事業形態へ従来の支援型事業から重点をシフトする。 

 

（ロ）相手国の日本語教育基盤の整備状況に対応した支援 

海外における日本語教育の現地化・自立化を目的とした事業については、各国・地域の教

育政策及び日本語学習ニーズに配慮し、また、各国・地域の日本語教育基盤の発展段階を

踏まえて、優先的に支援すべき教育機関・学習者層等の事業対象や、優先的に取組むべき

教材開発・拠点機関整備・ネットワーク形成等の諸施策を明確にし、これらに係る事業に

重点化する。 

 

（ハ）地域的な必要性に対応した支援 

近隣諸国・地域においては、我が国との友好関係を深める必要性が高く、また、相手国に

おいても日本語教育に対する関心、ニーズが高いことを踏まえ、積極的な支援を行う。 

 

（ニ）附属機関の運営 

 附属機関の運営にあたっては、上記の諸点を踏まえつつ、国際社会における日本語学習

ニーズの変化に応じて外交上の必要性の高い事業への重点化を図るべく見直しを行う。 

 

（中略） 

 

（３）日本語普及に係る留意事項 

（イ）海外事務所においては、在外公館、独立行政法人国際協力機構、現地教育機関その

他の関係機関・団体と連携し、現地の日本語教育事情に精通し、現地ニーズの精緻な把握

と効率的かつ効果的な日本語普及に努める。 

 

（ロ）日本国内において、官民の関係機関・団体との連携を積極的に促進し、効率的かつ

効果的な日本語普及の体制の構築に努める。 

 

（ハ）日本語教育、学習への支援にあたっては、基金の日本研究・知的交流や文化芸術交

流における諸事業とも連携を促進し、基金事業間の相乗効果を図ると共に、日本政府の促

進する留学生交流など関連施策とも連携を図る。 

 

 
 

 



業務実績 

 

評価指標１：従来の支援型事業から推進型事業への重点シフトの状況 

第二期中期目標・中期計画（平成 19～23 年度）では、現地日本語教育機関・教師を

支援しその長期的自立化を助けるという従来の基金の日本語普及事業（いわば｢援助

型、支援型｣）とは異なる、より能動的な日本語普及事業を展開し、それに重点をシフ

トしていく方針が打ち出された。 

（下記引用部参照。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な取り組みとしては、「JF 日本語教育スタンダード」の開発と「JF にほんご

ネットワーク（通称：さくらネットワーク）」の構築があるが、平成 21 年度の具体的

実施状況は次の(1)～(2)の通り。 

 

注）「平成 20 年度外務省独法評価委員会」指摘事項 

日本語教育スタンダード開発とネットワーク構築については、なお継続的に進捗及

び成果について注視する必要がある。 

 

（１）「ＪＦ日本語教育スタンダード」開発の進捗状況 

国際交流基金は「相互理解のための日本語」という理念の下、2005年に「日本語教

育スタンダード」の開発に着手した。平成20年度には「JF日本語教育スタンダード試

行版」を発表し、平成21年度には日本語を使って「何がどのようにできるか」という

能力に重点を置き、日本語の熟達度を提示するツール（日本語の教え方、学び方、学

習成果の評価の仕方を考えるための）として「JF日本語教育スタンダード2010」の開

発を行った。 

  平成 21 年度には、スタンダード開発過程を日本語教育関係者に提供しフィードバッ

クを得ることを目的として、シンポジウムを 21 年 10 月に開催、スタンダードの概要

説明とともに、国際交流基金の国内外の拠点で行われた取組事例を報告した。22 年 3

月には「JF 日本語教育スタンダード」ウェブサイトをオープンし、同スタンダード第

一版として「JF 日本語教育スタンダード 2010」を発表した。 

同スタンダードは日本語の熟達度を、能力記述文（can-do statements:日本語で何

がどれだけできるかを「～できる」という形式で示した文）で表しており、各種能力

記述文の検索や編集を行うためのデータベース（「みんなの「Can-do」サイト」）も公

開した。 

 

中期計画（第二期：平成 19～23 年度）引用 

｢多様な学習動機を背景に近年急増している日本語学習者のニーズに対応するた

め、国際標準としての「日本語教育スタンダード」の構築及びモデルとしての日

本語講座運営を行いつつ、現地官民機関が基金との連携を通じて一般市民や初学

者向けの日本語教育施設を拡充展開できるような事業形態へ従来の支援型事業

から重点をシフトする。｣ 
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（２）拠点機関 

海外日本語教育拠点の整備拡充を実現するため、特に日本語教育が盛んな国・地域

を中心に、基金海外拠点に加え、基金と連携・協力して日本語普及を推進する機関を

中核メンバーとする「JF にほんごネットワーク（さくらネットワーク）」を構築、19

年度にネットワークを立ち上げ、22 年度末までに中核メンバーを 100 機関まで増やす

との目標を設定している。20 年 3月末に 39 機関、21 年 3 月末に 54 機関であった中核

メンバー数は、22 年 3 月末で 32 カ国 74 機関となった。 

また、これら中核メンバーによる、当該国・地域の日本語教育全体の普及・拡大・

発展に寄与する「さくら中核事業」を支援し、セミナー等が 14 カ国 15 件実施された。

 

 

評価指標２：外交上の必要性の高い事業への重点化 

上記１の新機軸と並んで、第二期中期目標・中期計画では、各国・各地域の日本語教

育基盤の発展段階に応じた対象と目標への重点化を定めている。 

また、中期目標・中期計画では、地域的な必要性に対応した支援として、近隣諸国・

地域では積極的な支援を行う旨を併せて特に明記している。 

これらについての21年度実施状況は次の（１）～（２）の通り。 

 

（１）相手国の日本語教育基盤の整備状況に対応した支援状況 

平成 21 年度においては、国・地域毎に異なる、様々な発展段階や学習環境に応じて、

日本語普及をより具体的に実施する方針として 

・「高等教育での日本語学科立ち上げ」 

・「中等学校教育の日本語科目導入・普及」 

・「一定の自立化を達した国･地域での周辺波及型事業の展開」 

を掲げ、基金拠点所在国について国別の重点方針と具体策を定めた。 

また、これらの方針に基づく事業を 22 年度から実施するため、プログラム改編を行

った。 

 

（２）地域的な必要性に対応した支援状況（近隣諸国等） 

我が国の近隣地域である、アジア各地域に対する事業実績額、主要国での事業実施

の例は以下のとおり。 

 

イ．アジア地域の事業実績 

 （イ）東アジア地域：   ２３１百万円〔20年度：  ２５３百万円〕 

 （ロ）東南アジア地域：  ７４５百万円〔20年度：  ９０３百万円〕 

 （ハ）南アジア地域：   １７３百万円〔20年度：  １５２百万円〕 

 （ニ）アジア地域合計：１，１４９百万円〔20年度：１，３０８百万円〕（区分困難含

む） 

 

ロ．アジア地域の日本語事業全体における割合 

 （イ）東アジア地域：  ５．７％ 〔20年度： ６．３％〕 

 （ロ）東南アジア地域：１８．３％ 〔20年度：２２．５％〕 
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 （ハ）南アジア地域：  ４．２％ 〔20年度： ３．８％〕 

 （ニ）アジア地域合計：２８．１％ 〔20年度：３２．６％〕 

   ※ただし、地域区分が可能な事業の実績額に限定すると アジア地域の割合は21

年度５９．５％[20年度 ６０．６％]  

 

ハ．主要な国の例 

（イ）韓国 

（ⅰ）総実績額：９０百万円〔20 年度：９６百万円〕 

（ⅱ）日本語事業全体における割合：２．２％ 〔19 年度：２．４％〕 

（ⅲ）主たる事業例 

・ 日本語教育の現地化・自立化が高度に達成されている状況にも鑑み、ソウル

日本文化センター配属の日本語教育専門家 1名をジュニア専門家に切り替え。

・ 李秀賢氏記念韓国青少年招へい事業の参加者を、前年度から 10 名増の 30 名

に。 

・ ソウル日本文化センターにおける日本語講座で JF日本語教育スタンダードの

開発検証を継続的に実施。 

 

（ロ）中国 

（ⅰ）総実績額：１２１百万円〔20 年度：１３２百万円〕 

（ⅱ）日本語事業全体における割合：３．０％ 〔19 年度：３．３％〕 

（ⅲ）主たる事業例 

・ 中等及び高等教育レベルの日本語教師に対する研修会を北京及び地方都市に

おいて実施するとともに、センター所属の 2名の日本語教育専門家による北京

市内の日本語教師向け連続講座の開設と、講座内容のウェブによる情報発信を

開始。 

・ 日本語能力試験を 7月（1・2級のみ）と 12 月（全級）の年 2回実施した。 

 （ハ）インドネシア 

（ⅰ）総実績額：１７６百万円〔20 年度：２８６百万円〕 

（ⅱ）日本語事業全体における割合：４．３％ 〔20 年度：７．１％〕 

（ⅲ）主たる事業例 

・ 平成 20 年度からの 2 ヵ年事業として開始した同国教育省との共同事業「高校

選択必修日本語教科書開発プロジェクト」を継続実施。 

・ インドネシア大学に対する日本研究拠点機関支援と連携し、同大学の日本研究

大学院生 2名を関西国際センターで研修。 

 

（ニ）ベトナム 

（ⅰ）総実績額：１１７百万円〔19 年度：１７２百万円〕 

（ⅱ）日本語事業全体における割合：２．９％ 〔19 年度：４．３％〕 

（ⅲ）主たる事業例 

・ 日越政府合意による 2003 年～2013 年までの長期計画「中等教育における日本



語試行」プロジェクトを引き続き支援。 

 

  ※ 21 年度において特に東南アジアの実績額が減少しているが、これらは主に日本

とインドネシアとの間に締結された経済連携協定（EPA）に基づくインドネシア人

介護福祉士候補者の日本語研修の受託事業が終了したこと等によるものである。

 

「日本語教育の重点化」について外部専門家2名に評価を依頼したところ、2名とも

「ハ：順調」の評価であった。 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議によ

り判定する。 評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１：従来の支援型事業から推進型事業への重点シフトの状況

評価指標２：外交上の必要性の高い事業への重点化 

 

評価指標 

 

 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

No.14: 

日本語

事業の

重点化 

従来の支援型

事業から推進

型事業への重

点シフトの状

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ネットワークの拡充（平成 22 年度末までにメンバ

ー機関を 100 にする。22 年 3 月末時点で 74） 

「ＪＦ日本語

ネ ッ ト ワ ー

ク」39 メンバ

ーを選定 

スタンダードに沿った教材開発 

スタンダード

第 1 版の公開

スタンダード

試行版の発表

スタンダード

の枠組み・理

念の整理、デ

ータ収集 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

 従来の支援型から推進型事業へのシフトをはかっており、「ＪＦ日本語教育

スタンダード」開発は順調である。同時に、「さくらネットワーク」による日

本語教育拠点は数が限られている中で進展が見られており、外交政策上必要

性の高いアジア地域への重点的な事業実施等、事業効果を向上させる取組を

行っている。 

 中期計画の実施状況は計画通り順調である。 

 各国、各地域でのニーズに配慮しつつ、日本語教育事業を有効に展開する

ための指導者養成がより重要な責務となろう。なお、ネットワークの拡充に

ついては、３年間で目標達成することとなっているが、単年度の指標も設定

すべきである。 
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No.18 （多様化する日本語への関心やニーズを日本語教育へつなげるため

の施策、日本語教育の総合的ネットワーク構築）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援及び推進 

小項目 

上記の基本方針に留意して、以下の諸施策を実施する。 
 
（イ）多様化する日本語への関心やニーズを日本語教育へつなげるための施策 

国際標準としての「日本語教育スタンダード」の構築及びモデルとしての日本語講座

運営を行いつつ、現地官民機関が、国際交流基金との連携を通じて一般市民や初学者向

けの日本語教育施設を拡充展開できるような海外の日本語教育を支援する。支援に当た

っては、日本語学習者の裾野を広げるという観点から、日本のポップカルチャーの活用

や、「eラーニング」等多様なメディアの活用に留意する。 

 

（ロ）海外日本語教育機関のネットワーク形成と強化を目的とする施策 

① ネットワーク形成 

附属機関、海外事務所の運営を通じて、海外日本語教育の総合的ネットワークを

構築しつつ、定期的に全世界における日本語教育機関､教師、学習者の調査を実施し、

海外日本語教育に関する情報の収集を行い、その情報を印刷物、電子媒体、セミナ

ー等を通じ広く内外に提供する。 

この調査分析に基づき、日本語教育関係者等との意見交換を通じて、各国の事情

に応じた適切な日本語教育支援方針を作成する。 

基金海外事務所は、海外日本語教育の総合的ネットワークの一翼を担い、相手国

の事情及びニーズに応じて最も効果的に日本語普及に関与する。 

ウェブサイトを通じた日本語教育に関する情報提供については、年間アクセス件

数が前期中期目標期間中の平均年間アクセス件数を上回ることを一つの指標とし

て、内容を充実させる。 

 

② 機関強化 

各国の日本語教育の拠点となる機関を強化するため、以下の支援事業を実施する。

 

(i) 当該国で拠点となる日本語教育機関、基金海外事務所等に日本語教育専門家を派

遣し、当該国の日本語普及の側面支援を行う「アドバイザー型」派遣を従来同様

優先的に実施するとともに、必要に応じて現地で日本語教育・学習の指導にあた

る。機関の自立化、現地化が達成されたポストは段階的に派遣を終了する。 

 (ii) 拠点となる海外日本語教育機関の教師確保経費や、海外の日本語教育機関が実

施する、ネットワーク化や学習レベルの向上のための調査研究、研修、催し等の

経費を助成する。 

 (iii) 基金自らが実施する事業に関しては支援対象機関等にアンケートを実施し、

70％以上から有意義であったとの評価を得ることを目標とする。助成事業等、ア

ンケート実施が困難な事業については、適切な指標に基づいた外部有識者による

評価を実施し、「概ね良好」以上の評価を得ることを目標とする。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．プログラムの評価と見直し 

● 日本語教育情報交流・出版物の見直し 

『日本語教育通信』は、平成 21 年度より紙媒体での発行を終了し、ウェブサイ

トで提供するよう見直した。従来の企画の継承に加え、新たな日本語教育関連情報

等をあわせて掲載し、情報量を増やすとともに、これまでの年 3回発行から更新頻

度を上げ、原則として毎月更新し、より多くの情報を随時提供した。 

 

２．新規事業の開拓に向けた取組 

● 海外日本語インターン派遣事業 

日本国内で日本語教員養成課程を有する大学・大学院 29 機関と協力し、日本語

教育を学ぶ日本人学生を、インターンとして海外の日本語教育機関（大学・教育省

等）に派遣するプログラムを新規に開始した。 

 

３．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

●日本国内大学・大学院との協力・連携 

 日本国内で日本語教育を学ぶ学生を、インターンとして海外に派遣するプログラ

ムを開始した。日本国内で教師養成課程を有する大学・大学院と連携し、大学の協

定機関等をインターン先として選定する等、大学側のイニシアティブも活用しつつ

プログラムを実施している。 

 

４．経費効率化のための取組 

海外日本語教育機関調査において、調査業務を一般競争入札により選定した他、ウ

ェブ調査システムの構築により、各国における郵送費やアルバイト雇用費等を節約

し、前回調査時（平成 18 年度）に比して 15,180 千円の経費を削減した。 

 

５．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

平成 20 年度業務実績評価では、日本語教育スタンダード開発とネットワーク構築

については、なお継続的に進捗及び成果について注視する必要があると指摘された。

スタンダードの構築状況については、下記の評価指標２の通り。また、ネットワー

ク構築については、下記評価指標３の通り。 

 

 

評価指標２：日本語教育スタンダードの構築と普及状況 

 

「相互理解のための日本語」との理念の下、平成17年度より「日本語教育スタン

ダード」の開発に着手し、平成20年度には第一版を発表した。平成21年度には日本

語を使って「何がどのように出来るか」という能力に重点を置き、日本語の教え方、

学び方、学習成果の評価の仕方を考えるための「日本語の熟達度を提示するツール」

として、「ＪＦスタンダード2010」の開発を行った。 

基金の各海外拠点を中心に、スタンダードの普及に向けて研修を実施する予定で、

スタンダードに準拠した日本語教材の開発にも着手予定。 

 



116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標３：一般市民や初学者向けの日本語教育施設拡充のための支援状況 

 

海外日本語教育拠点の整備拡充を実現するため、特に日本語教育が盛んな国･地域

を中心に、連携、協力し日本語普及を推進する機関を中核的な構成メンバーとして、

「ＪＦにほんごネットワーク」（通称：さくらネットワーク）を構築している。平成

21 年度には 13 機関が加わり、21 年度末における中核メンバーの数は 32 カ国 74 機関

となった。 

平成 21 年度は、「さくら中核事業」として、「ＪＦにほんごネットワーク」中核メ

ンバーによる、当該国・地域の日本語教育全体の普及・拡大・発展に寄与すべく、セ

ミナー等を 14 カ国で 15 件実施した。 

 

評価指標４：ポップカルチャーの活用や「e-ラーニング」等多様なメディアの活用 

１．ｅラーニングサイト Ｗｅｂ版「エリンが挑戦！ にほんごできます。」 

アニメーションも用いたテレビ放映用教材「エリンが挑戦！ にほんごできま

す。」を平成 18 年度に制作したが、おもに初中等教育段階の日本語教育支援を目的

とし、日本語が初めての学習者でも楽しく学べ、ゲームやクイズを楽しみながら日

本文化を理解できるコンテンツとしてＷｅｂ版「エリンが挑戦！ にほんごできま

す。」を制作し、平成 22 年 3 月にオープンした。 

 

２．インターネット日本語試験「すしテスト」 

中等教育レベルの学習者を対象としたインターネット試験「すしテスト」を引き

続き運営した。年間アクセス件数は 144,210 件。 

 

３．ウェブサイト「アニメ・マンガの日本語」の開設 

アニメやマンガは、日本語学習の動機として挙げられることが多いが、アニメ･

マンガに現れる多様な日本語（セリフ、擬態語、擬声語等）を通して日本語を学習

できるウェブサイトを、日本語学習者の裾野拡大も目的として開発し、平成 22 年

2 月に公開した。 

 

評価指標５：海外日本語教育の総合的ネットワーク構築のための努力の実施状況 

 
１．海外日本語教育機関のネットワーク形成の基盤的事業 

（１）海外日本語教育機関に関する調査及び日本語教育情報交流 
● 基金海外拠点、在外公館、現地日本語教師会等の協力を得、200 カ国・地域に

対して日本語教育の有無、日本語教育の現状調査を実施。調査結果の分析を経

て、平成 22 年度に結果公表の予定。 
 

参考【平成 18 年調査結果の概要】 

海外の日本語学習者数：2,979,820 人（平成 15 年調査：2,356,745 人）

海外の日本語教育機関数：13,639 機関（平成 15 年調査：12,222 機関）

海外の日本語教師数：44,321 人（平成 15 年調査：33,124 人） 
 

同調査結果は基礎的情報として活用されており、本調査結果は、世界の日本語

学習の規模を示す唯一の統計として様々の場で引用されている。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 海外日本語教師向けの情報提供として、「日本語教育通信」をウェブサイトで

掲載した。これまで、紙媒体で年 3回発行してきたが、ウェブサイト版では原

則として月に 1回更新し、バックナンバーの掲載等、利用者に提供する有用な

情報を増やした（年間アクセス数は 121,858 ページビュー）。『国際交流基金日

本語教育紀要』は、基金の日本語事業に従事する専任講師や専門員、派遣専門

家、職員等による研究・実践報告を収載するもので、平成 22 年 3 月に第 6 号

を発行（950 部）。国内外の高等教育レベルの日本語教育機関に無償配布した。

 

（２）「ＪＦにほんごネットワーク」の拡充 

上記「評価指標３」に記載のとおり。 

 

２．海外日本語教育機関の強化 

（１）日本語教育専門家派遣 

イ．概要 

内容 各国の日本語教育に協力するため、日本語教育専門

家、ジュニア専門家、日本語教育指導助手を、派遣先

機関の要請に基づき派遣。 
日本語教育専門家  51ポスト（35カ国）〔20年度： 57ポスト（38カ国）〕

マラヤ大学   12ポスト（ 1カ国）〔20年度： 13ポスト（ 1カ国）〕

ジュニア専門家  32ポスト（19カ国）〔20年度： 28ポスト（16カ国）〕

日本語教育指導助手  7ポスト（ 7カ国）〔20年度：  7ポスト（ 7カ国）〕

 合     計  102ポスト（39カ国）〔20年度：105ポスト（39カ国）〕

海外日本語インター

ン派遣 
派遣先：74機関（20カ国）〔21年度新規実施〕 

国内連携機関：29機関 

 

ロ．派遣状況 

  派遣先機関が自立化したと判断された場合には派遣を打ち切り、日本語教育専門

家をジュニア専門家に代替可能と判断したポストについては切り替えを実施した。

平成 21 年度は、北スマトラ大学（インドネシア）、西オーストラリア州教育省（豪

州）等 3機関の日本語教育専門家ポスト、遼寧省基礎教育培訓中心（中国）等 2機

関のジュニア専門家ポストを打ち切った。また、基金ソウル日本文化センター（韓

国）、キングサウド大学（サウジアラビア）等 5機関の専門家ポストをジュニア専

門家ポストに切り替えた。一方で、当該国の拠点となる大学における教員養成支援

や、基金海外事務所における日本語教育の広域支援強化のため基金ニューデリー日

本文化センター等 3機関に日本語教育専門家を増員し、基金シドニー日本文化セン

ター等 2機関にジュニア専門家を増員した。また、海外における日本語普及・日本

語教育を支援するため、日本語教育養成課程を有する 29 の国内大学・大学院と協

力関係を締結し、「海外日本語インターン」派遣事業を新規に実施した。 

 

  派遣先ポスト推移 

20 年度末 21 年度新規 21 年度中に終了 21 年度末 

105 ポスト 4 ポスト 7 ポスト 102 ポスト 
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（２）その他の日本語教育機関支援 

 

プログラム名 実績 
日本語教育企画･連携型
事業 

日本語教育学会助成： 

 1件（国内）  〔20年度： 1件（国内）〕 

海外日本語講座 現地
講師謝金助成  36件（22カ国） 〔20年度： 24件（21カ国）〕

日本語教育プロジェク
ト支援 

①日本語弁論大会助成： 

  94件（62カ国）〔20年度：119件（68カ国）〕

②海外日本語教育ネットワーク形成助成： 

  25件（19カ国）〔20年度： 30件（23カ国）〕

 

 

評価指標６：海外日本語教育に関するホームページへのアクセス数 

約 903 万件のアクセスがあり、中期計画で示された定量指標（前期中期計画期間中

の平均年間アクセス件数 331 万件）を大幅に達成。 

 

①海外の日本語教育の現状  1,172,305件 〔20年度：1,203,326件〕

②世界の日本語教育の現場から  178,609件 〔20年度： 180,115件〕

③日本語国際センターホームページ  769,846件 〔20年度： 977,118件〕

④関西国際センターホームページ  173,290件 〔20年度： 223,170件〕

⑤みんなの教材サイト  5,344,874件 〔20年度：4,285,010件〕

⑥日本語でケアナビ  738,488件 〔21年度新規設置〕 

⑦アニメ・マンガの日本語  504,319件 〔21年度新規設置〕 

⑧すしテスト  144,210件 〔20年度： 222,000件〕

合計 9,025,941件  〔20年度：7,090,739件〕

※なお、①～⑦はページビューで、⑧はリクエスト数（トップページへのアクセ

ス数）でカウント。 

※アニメ･マンガの日本語は平成 22 年 2 月開設のため、アクセス数は 2月～3月の

2か月分の数値。 

※平成 20 度から存在するサイト（①～⑤、⑧）のみの合計は、7,783,134 件で、

昨年度に比べて約 69 万件の増加。 

 

評価指標７：派遣先機関・支援対象機関からの評価（目標：70％以上から有意義との

評価）と、その結果への対応 

１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられたすべてのプログラムに関し、アンケート調

査等（4 段階評価）を行ったところ、各プログラムとも 100%の回答者が「とても有

意義」又は「有意義」と評価しており、目標は達成されたと判断できる。 
 

日本語教育専門家派遣 100％（85 機関/85 機関） 
〔20 年度：100％（86 機関/86 機関）〕

日本語教育企画･連携型事業 ①さくら中核事業（助成）：100％（5 機関/5 機関）
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②日本語教育学会助成：  100％（1 機関/1 機関）

〔20 年度：100％（1機関/1 機関）〕

海外日本語講座 現地講師
謝金助成 

100％（19 機関/19 機関） 
〔20 年度：100%（20 機関/20 機関）〕

日本語教育プロジェクト支
援 

①日本語弁論大会： 
  100％（68 機関/68 機関） 

〔20 年度：99％（90 機関/91 機関）〕

②海外日本語教育ネットワーク形成助成： 
  100％（19 機関/19 機関） 

〔20 年度：100%（29 機関/29 機関）〕

２．評価結果への対応 

 特になし。 

 

 
評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 タイにおける日本語教師の育成 

基金のバンコク日本文化センターへは、12 年間でのべ 12 名の日本語教育専門家を

派遣しているが、派遣専門家は日本語教師に対する集中研修（ブラッシュアップ）や、

タイ王国教育省との共催による「中等学校現職教員 日本語教師新規養成講座」（他教

科の教師に日本語教師の技能を身につけさせる研修）の実施を担っている。これまで

に、同講座を通じて、タイの中等教育機関で働く日本語教師 202 名を育成した。これ

は、タイ全体の初・中等教育機関で働く日本語教師 398 名の約半数にあたり、タイで

の日本語教育に大きく貢献をした事例である。 

 

 
評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
海外日本語教育機関等調査 ハ ロ 日本語教育専門家派遣 ハ ハ

日本語教育情報交流 ハ ハ
海外日本語講座 現地講師謝
金助成 ハ ニ

日本語教育企画･連携型事業 ハ ハ 日本語教育プロジェクト支援 ハ ハ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

（１）海外日本語講座 現地講師謝金助成 
●【ニ評価】中期計画で提示された定量指標（支援対象機関の満足度）は達成さ

れているものの、有効性、効率性をはかるアンケートの回収率が約５割と低く、

アンケートの結果をそのままプログラムの評価として結びつけにくく、評価が

やや甘いのではないか。記載の事例のように個々の機関が成果を上げているこ

とは評価できるが、各講座・各クラスの特性や助成が初年度であるか否かなど

他の要素との関連から総体的に評価できるよう、むしろ評価システムの改善を

求めたい。 
 



３．評価結果への対応 

 海外日本語講座現地講師謝金助成について、成果確認を含めたフォローアップ（情

報収集）を強化する過程で、これらアンケートの回収率も高めるよう努力したい。

また、様々な状況を把握しつつ適切な成果把握ができるよう、日本語教育環境事情

等の情報を収集し、それら情報を評価に取り入れるよう努める。 

 
 

独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により判

定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取

組、措置 

評価指標２：日本語教育スタンダードの構築と普及状況 

評価指標３：一般市民や初学者向けの日本語教育施設拡充のための支援状

況 

評価指標４：ポップカルチャーの活用や「ｅ－ラーニング」等多様なメデ

ィアの活用 

評価指標５：海外日本語教育の総合的ネットワーク構築のための努力の実

施状況 

評価指標６：海外日本語教育に関するホームページへのアクセス数 

評価指標７：派遣先機関・支援対象機関からの評価（目標：70％以上から

有意義との評価）と、その結果への対応 

評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応

 

 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

日本語教育ス

タンダードの

構築と普及状

況 

 

 

 

 

 

 

    

No.18 一般市民や初

学者向けの日

本語教育施設

拡充のための

支援状況 
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スタンダードに沿った教材

開発 

評価指標作成のための調査、デー

タ収集 

ネットワークの拡充（平成 22 年度末までにメン

バー機関を 100 にする） 

ネットワーク

の名称を公募

「日本語教育

ネットワーク

（仮）」39 メ

ンバーを選定

スタンダード

第 1 版の公開

スタンダード

試行版の発表

スタンダード

の枠組み・理

念の整理 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

「JF 日本語教育スタンダードの開発」、「さくらネットワーク」の展開に加

え、ポップカルチャーやウェブの活用、メリハリをつけた日本語教育専門家

の派遣等、日本語教育のニーズに合った施策を進めている。その効果として、

ホームページへのアクセスに増加が見られ、かつ派遣先・支援機関や外部専

門家からの評価は良好である。事業の実施状況は順調であると評価する。 

 事業の効果については、日本語能力試験との関連について長期的に推移を

検証する必要がある。 

 基金の海外拠点と他のさくらネットワークメンバーとの連携を密にし、

国・地域別効果のフォローアップを行うことが望まれる。また、さくらネッ

トワークの拡張は先進国、中国、韓国の施策も参考にして、継続的に行う必

要がある。  

 さらに、日本語学習のニーズを日本語教育につなげるための施策を進める

一方で、ニーズ自体を高める観点から文化交流事業を進めていくことも肝要

である。 
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No.19（日本語能力試験） 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援及び推進 

小項目 

上記の基本方針に留意して、以下の諸施策を実施する。 
 
（ハ）日本語能力試験 

海外における大規模一斉試験としての日本語能力試験を効果的かつ効率的に実施す

る。より多くの海外日本語学習者に対する便宜を図るため、内外の実施体制を整え、

試験実施地を増加させる。その観点から、年複数回実施の早期実現に向け準備を進め

るとともに、日本語教育スタンダードを構築し、これに基づいて、日本語学習者が自

己の運用能力をより客観的かつ具体的に評価できるよう試験を見直す。その際には、

開催地の物価水準や現地公的機関の動向などを勘案して受験料水準の見直しを行う

等、受益者負担の適正化を通じた効率化に努める。また、今期中期目標期間における

年間受験者数の平均が、前期中期目標期間中の年間受験者数の平均を上回ることを目

標とする。 

結果の分析及び最新の理論に基づいて、外部有識者による評価を実施し、その結果

を受けて、試験の内容の有効性及び実施の効率性を高めるよう努める。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評価指標１：事業実施による効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．受益者負担の適正化等を通じた事業の経費効率向上 

（１）試験実施地現地経費の基金側負担の削減 

 海外各試験実施地の現地実施経費は、原則として受験料収入で支弁することを奨励

している。平成 21 年度には、ほぼ、受験料収入で現地経費を賄うことが可能となった。

平成 21 年度では、受験料収入のみで賄えない実施地は 1都市のみ、その負担金額は計

82 千円であった。なお、20 年度の基金負担額は 445 千円（3都市）であった。 

 なお、平成 22 年以降は年 2回実施の継続、改訂新試験の新規実施という変化が多い

ことから、数年間は現地の収支状況が不安定な状況となることが予想され、基金負担

額の減少傾向にも影響が生じる可能性がある。 

 

（２）現地余剰金の基金への還元 

 海外各実施地で、現地実施機関の収支が黒字となり余剰金が発生した場合には基金

に還元（送金）を求めており、特に受験者の多い中国・韓国等からは、応募者 1 人当

たり７ドルを基金に還元するよう要請している。 

 平成 21 年度には、18 カ国から還元を受けている。 

 

 ※受験料収入の基金への還元額推移 

   18 年度収入（17 年度実施試験分）  124 百万円 

   19 年度収入（18 年度実施試験分）  220 百万円 

   20 年度収入（19 年度実施試験分）  235 百万円 

   21 年度収入（20 年度実施試験分）  755 百万円 

   

２．事業効果向上のための取組 

 年複数回化、試験形式の改定等、日本語能力試験の抜本的改定の準備は、後述｢評価

指標２｣の通り。 

 

 

評価指標２：年複数回化及び試験内容改定の準備・実施状況 

 

１．年複数回化の実施 

平成 21 年より、本試験を 7月にも実施し、例年実施している 12 月の試験とあわせ、

年 2回実施した。平成 21 年 7 月の実施においては、初回であるため特に実施ニーズの

高い韓国及び中国で 1 級・2 級の試験を実施し、12 月には、世界各都市で同試験の 1

級から 4級までの全級試験を実施した。平成 22 年においては、第 1回試験（7月）を

12 の国・地域で、第 2回試験（12 月）を 57 の国・地域で実施予定。 

 

２．試験内容改定に関する取組 

（１）外部専門家で構成される「日本語能力試験 改善に関する検討会」を運営し、

改訂新試験の構築、問題の作成・点検、分析評価等の改訂作業を行った。検討会

の下、「新問題作成分科会」「分析評価分科会」等を設置し、検討作業を進めた。
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（２）改定新試験で想定する全 5レベル（N1～N5）及び 1試行レベル（最上級の N1 と

N2 の中間レベルと仮定）の新形式問題を試行、5,139 名をサンプルとして実施し、

旧試験との比較分析と各レベルの分析・統計処理をおこなった。下位から 3 レベ

ルについては、香港と韓国でも模擬試験を追加実施した（サンプル数 1,049 名）。

 

（３）改訂新試験の実施に際し、22 年度からは国際交流基金が試験問題の作成・点検

から分析・評価までを包括的に実施する体制となるため、新体制に向けて外部専

門家からの助言・協力を得ることとし、財界やジャーナリズム界も含む広い視点・

専門性から日本語能力試験を論じる懇話会、口答試験やＩＴ試験等の長期的課題

に取り組む「調査・広報委員会」の発足を準備した。 
 
評価指標３：試験結果に係る外部有識者による評価の実施及びその結果の試験の内容

への反映 

平成21年度は、20年度試験問題の信頼性・妥当性を検証した「平成20年度日本語能

力試験 分析評価報告書」を刊行するとともに、20年度試験の評価を日本語教育学会

の試験分析委員会に委託した。また、試験分析委員会と試験小委員会（旧試験の問題

を作成する委員会）の合同委員会を開催し、試験問題作成のために、前年度の分析・

評価結果のフィードバックを行った。 

 
評価指標４：日本語能力試験実施地及び受験者数の増加 

 

１．日本語能力試験の海外実施地・受験者数 

海外実施地数 第 1回： 2 カ国・ 41 都市 

第 2回：52 カ国・148 都市〔20 年度：50 カ国・141 都市〕

※上記は、台湾（3都市で実施）を含まない海外実施国・実

施地数（すなわち基金事業分）。 

海外受験者数 555,849 名〔20 年度：390,624 名、42.3％増〕 

（中期計画上の目標値は、前期中期目標期間中の年間受験

者数平均＝239,225名） 

 

※上記は、台湾を除く海外受験者数（すなわち基金事業分。）

※なお、台湾については、財団法人交流協会を通じて実施

され、3都市で65,482人が受験。 

※国内・台湾を含めた受験者数は、702,632名（前年度：

559,057名）。 

 

海外での日本語能力試験（台湾を除く）の推移 

実施年度 16 年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度

実 施 国 38 43 45 48 50 52 

実施都市 97 114 124 134 141 148 

受験者（人） 205,509 252,461 314,909 374,335 390,624 555,849

 



125 

● 次の 11 都市で新たに試験を実施した。 

南寧、濰坊、揚州、昆明、海口、延吉、蘭州（中国）、ダナン（ベトナム）、

ボゴタ（コロンビア/新規実施国）、ダブリン（アイルランド/新規実施国）、

ベオグラード（セルビア/新規実施国） 

● 受験者の増減 

通年で、前年度比 165,225 名増（42.3%増）となった（20 年度：前年度比 16,289

名増・4%増）。上位級（1級・2級）の試験を中国、韓国等で年二回実施した

こと、またベトナムでの新規実施地追加（ダナンで新規実施）などが増加の

要因と考えられる。 

● 実施機関満足度 

試験を実施した 89 機関に対し、試験実施全般に関する評価（満足度）を調

査したところ、84 機関から回答があり、89％の実施機関が「とても満足」、

11％の機関が「まあ満足」と回答した（4段階評価。回答率は 94%）。 

 

２．年少者向けインターネット日本語試験の運営 

 日本語能力試験のほか、日本語能力試験 4 級レベル以下の、主に中等教育レベル

の学習者を対象としたインターネット試験「すしテスト」を平成 16 年度から運営し

ている。22 年 3 月末時点の登録会員数は約 167,000 名に達し、21 年度におけるアク

セス件数は約 12,000 件／月（20 年度：18,500 件／月）であった（※アクセス件数

は、「トップページリクエスト数（サイトトップページにアクセスした数）」でカウ

ント）。 

 教室活動のための、機関としてのユーザー登録は 570 機関あり、平成 20 年度の

209 機関から 2.7 倍伸びている。全体でのアクセス数は減少傾向にあるが、学習者

よりも、学校の授業で「すしテスト」活用が増加している。 

 

 
評価指標５：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2名による評価結果は以下のとおり。 
 

日本語能力試験 ロ ロ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

該当なし。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により判

定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：事業実施による効果及び経費効率の向上のための取組、措置

評価指標２：年複数回化及び試験内容改定の準備・実施状況 

評価指標３：試験結果に係る外部有識者による評価の実施及びその結果の

試験の内容への反映 

評価指標４：日本語能力試験実施地及び受験者数の増加 

評価指標５：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応

 
 
 
 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

年複数回化及

び試験内容改

定の準備・実

施状況 

 

 

 

 

 

  

 

No.19:  
日本語能力試

験受験者数の

増加（今期中

期目標期間の

年間受験者数

平均の目標：

239,225 人） 

 

 

 

 

 

    

受験者数平均（19 年度～21 年度）：440,269 人 

受 験 者 数 ：

555,849 人

新試験の実施 

受 験 者 数 ：

374,335 人 

受 験 者 数 ：

390,624 人

新試験に関する検討、試行試験の実施 

年複数回試験の開始 年複数回化に向けた各種の準

備作業 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ロ 

年複数回の実施、試験実施地の増加、年少者向けインターネット試験の運

営等により、受験者数の大幅増加と受益者負担の適正化による経費の効率化

を達成した。外部専門家からも良好な評価を受けており、計画を上回って順

調な状況にあり、優れた実績を挙げていると評価する。 
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No.20 （海外日本語教師に対する施策）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援及び推進 

小項目 

上記の基本方針に留意して、以下の諸施策を実施する。 
 
（ニ）海外日本語教師を対象とする施策 

効果的かつ効率的に海外日本語教師を養成するために、以下の事業を附属機関におい

て実施する。また、海外日本語教師のために、必要に応じて教材の開発・供給等を行う

など、現地事情に応じた支援方法によって効果的かつ効率的に日本語教師の養成を支援

する。 

 

① 海外日本語教師等を招聘し、日本語、日本語教授法、日本事情等の研修を行う。中

等教育に携わる日本語教師の研修に重点を置くとともに、各国の日本語教育界にお

いて中心となるような指導者の養成を行う。大学等関係機関との協力による研修事

業の実施、研修生と地域住民との交流等、幅広いニーズに配慮する。 

② 海外日本語教育･学習のための教材制作を企画、実施または支援する。国際交流基金

が制作した日本語教材は、出版、公開等により利用を促進する。さらに、映像教材

の制作、テレビ放映等を企画、実施または支援する。海外日本語教育機関に対して、

各種の日本語教材を寄贈する。日本語教育に関する専門図書館としての日本語国際

センター図書館を運営する。 

③ 適切な指標に基づいた外部有識者による評価を実施し、「概ね良好」以上の評価を

得ることを目標とする。また研修生に対するアンケートを実施し、70％以上の満足

度を得ることを目標とする。 
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業務実

績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．プログラムの評価と見直し 

 平成 20 年度まで隔年で実施していた米加英日本語教師研修は、参加者数が減少し

ていたことから再検討し、よりニーズの高い米国の日本語教師のみを対象とする単

国研修をおこなうこととした。対象国のみならず対象者についても再検討し、日本

国籍教師や高等教育教師も対象とし、「全米ナショナルスタンダーズ」「AP プログラ

ム」などを踏まえた米国独特の教師養成ニーズに対応するカリキュラムで実施する

こととし、22 年度からの実施に向けて準備をおこなった。 

 

２．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

 日本語教育指導者養成プログラム（修士コース）、日本言語文化プログラム（博士

コース）において、国立国語研究所および政策研究大学院大学と連携し、高度で実

践的なカリキュラムを組み、プログラム参加者の指導にあたっている。なお、国立

国語研究所は、10 月より大学共同利用機関に移行したことにより現在は連携関係に

ない。 

 

３．経費効率化のための取組 

 「日本語教育通信」は、これまで紙媒体で作成していたが、ウェブ化した。この

ことにより、印刷費や送料等で前年度比△61.5%（△2,315 千円）の経費を削減した。

経費以外にも、情報の更新頻度を上げることで、利用者の利便性も向上している。

 

４．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

  指摘事項は特にない。 

 

評価指標２：海外日本語教師の研修事業の実施状況 

１．海外日本語教師研修 

 

内容 
海外の日本語教師を日本に招聘し、基金日本語

国際センター（さいたま市）において日本語、

日本語教授法、日本事情等の研修を実施。 
長期研修（6ヶ月）  44名（29カ国）〔20年度： 38名（22カ国）〕 

短期研修（2ヶ月）  96名（38カ国）〔20年度： 90名（31カ国）〕 

韓国研修（中等教育）（1ヶ月）  56名 〔20年度： 55名〕 

中国研修（大学・中等教育） 
（2ヶ月）  59名 〔20年度： 60名〕 

インドネシア研修（中等教育）
（7週）  20名 〔20年度： 20名〕 

タイ研修（2週）  18名 〔20年度： 16名〕  

マレーシア研修（中等教育） 
（2ヶ月）   7名 〔20年度：  7名〕  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２．指導的日本語教師の養成 

内容 各国・地域において、将来日本語教育分野で

指導的な役割を果たすことが期待される現職

日本語教師等を招聘し、日本語教育、研究に

関し高度な研修を実施。大学院における2プロ

グラムは、国立国語研究所及び政策研究大学

院大学との連携により実施。 

※国立国語研究所は、10月より大学共同利用機関

に移行したことにより現在は連携関係にない 
日本語教育指導者養成プログラ
ム（修士課程）（1年） 

14名（8カ国）（内訳：継続6名、新規8名） 

〔20年度： 14名（8カ国）〕 

日本語教育指導者養成プログラ
ム（博士課程）（3年） 

 5名（4カ国）（内訳：継続4名、新規1名） 

〔20年度：  5名（ 4カ国）〕 

海外日本語教師上級研修 
（2ヶ月）  8名（6カ国） 〔20年度： 6名（ 5カ国）〕 

 

３．その他の研修等 

（１）地方自治体との連携による研修 

各地方自治体と連携し、JET プログラム参加者のうち、希望者 29 名（10 カ国）に

対し、基礎的な日本語教授法研修を 1週間実施した。 

 

（２）受託研修 

● 東アジア若手日本語教師特別招聘研修〔21 世紀東アジア青少年大交流計画〕 

  （カンボジア、インドネシア等 11 カ国の若手日本語教師 39 名、72 日間） 

● 南アジア若手日本語教師特別招へい研修〔21 世紀東アジア青少年大交流計画〕

 （インド、スリランカ、ネパール等 5カ国の若手日本語教師 19 名、約 2ヶ月）

● 海外教師日本研修プログラム 

  （モンゴル、ハンガリー等 10 ヵ国の初中等教育機関の日本語教師 13 名、2週間）

● 大連市中学校日本語教員研修 

 （中国大連市の中学校日本語教師 1名、約 2ヶ月） 

● ロシア若手日本語教師研修 

 （ロシアの若手日本語教師 7名、1ヶ月半） 

 

 

 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme） 

平成 19 年 1 月の第 2回東アジア首脳会議（EAS）において、安倍総理大臣（当時）

より、アジアの強固な連帯の土台を築くため EAS 参加国から 5年間に毎年約 6,000

人の青少年を日本に招く交流計画を発表。総額 350 億円が ASEAN 事務局、SAARC（南

アジア地域協力連合）事務局、(財)日中友好会館及び（財）日韓文化交流基金に拠

出された。 

基金は、平成 19 年 6 月より ASEAN 事務局、SAARC 事務局及び日中友好会館から

その一部の実施の委託を受け、アジア各国の行政官・研究者等の若手リーダー、日

本語教師、日本語履修大学生・高校生、日本研究専攻大学院生等の招聘事業及び日

本語教師の派遣事業を実施。第二期も委託を受けている。 

130 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（３）研修生と地域住民との交流 

●埼玉県国際課との連携により、県内市町村において研修生 263 名のホームステイ

を実施。 

●さいたま市国際交流協会の主催により、年 2 回交流会を開催し、研修参加者とさ

いたま市民との交流会を実施。研修生 104 名、さいたま市民約 100 名が参加。 

 

４．研修参加者の達成度評価 

海外日本語教師長期研修プログラム参加者（44 名）に対し、研修開始時と研修終了

時に筆記テストと会話テストを実施し、研修成果の評価を行った。この結果、筆記テ

ストでは、日本語能力試験 1 級レベル 22 名については平均で 1 級試験点数(400 点満

点）41.8 点相当の伸び、2級レベル 22 名については平均で 2級試験点数（400 点満点）

52.4 点相当の伸びが見られた。 

また、会話テストでは、研修開始時は上級レベルが 18 名だったが、研修終了時には

31 名に増加するなど日本語運用能力の向上が確認された。（別添資料参照） 

 

評価指標３：教材開発・供給、教材開発支援等の実施状況 

 

１．日本語教材の自主制作・普及 

（１）概要 
民間では開発が難しい、先駆性の高い日本語教材を基金が自主開発し、海外に配布また

は市販する。 
 

中等教育向け映像教材制作及びテレビ放映 

●映像教材「エリンが挑戦！ にほんごできます。」 

・ 20年度に引き続きNHK教育テレビ、NHKワールドで放映された。 
・ ブラジル、スリランカ、韓国、フィンランドで新規に放映が開始された。平成

21年度までに放映された国は13カ国。 
・ DVD教材を平成19年度から販売。累計19,864冊を販売。 

●ｅラーニングサイト・Ｗｅｂ版「エリンが挑戦！ にほんごできます。」 

・ 日本語が初めての学習者でも楽しく学べるよう、映像教材をもとに初中等教育

段階向けのｅラーニングウェブサイトを制作し、平成21年度末に公開。 
・ 日本語だけでなく、ゲームやクイズを楽しみながら、日本文化についても理解

できるようなコンテンツを提供している。 
 

教材の出版 

●教授法教材「国際交流基金日本語教授法シリーズ」 

・ 基金日本語国際センターにおける教授法授業を教材として刊行。平成21年度は

第8巻『文法を教える』を出版（5,000部、ひつじ書房）。同シリーズを利用し

た研修会を実施した（国内計6回、海外計2回）。 
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海外日本語教師支援ウェブサイト 

●ウェブサイト「みんなの教材サイト」 

・ 海外の日本語教師向けに、教材用素材と教材制作ノウハウを提供するウェブサ

イトを運営。 
・ 有効登録者数55,686人 〔20年度：49,458人〕 
・ アクセス件数5,344,874件 〔同：4,285,010件〕（ページビューでカウント）

・ 利用者アンケートでは、「とても役に立っている」「まあ役に立っている」との

回答が93.7%（回答者数1,849名）と、利用者から高く評価されている。 
 
（２）主要事業例： 

● 映像教材「エリンが挑戦！にほんごできます。」 
 次の各国で新規に放送を開始した。 
・ ブラジル（Japaõ Brasil Network Television） 
・ スリランカ（スリランカ国営放送局） 
・ 韓国（株式会社COJ・有線放送） 
・ フィンランド（フィンランド放送協会） 

 
２．日本語教材制作に対する助成 

（１）概要 
日本語教材制作助成 助成公募は休止  〔20年度：8件（6カ国）〕 

 
３．日本語教材の寄贈 

（１）概要 
日本語教材寄贈 800機関（95カ国）〔19年度：996機関（103カ国）〕 

 

（２）主要事業例： 

● ウズベキスタンへの日本語教材寄贈 

ウズベキスタンに対して、日本語教育機関5機関に教材を寄贈したが、その一

機関、タシケント国立経済大学では、第一外国語（ロシア語、ウズベク語、英語）

への特化を強めているが、日本語学習者数は増加傾向にあり、大学からの教材・

教具の支給がおこなわれない中、寄贈教材を利用しての日本語教育が行われてい

る。 

 

４．日本語国際センター図書館の運営 

内容 日本語教育に関する専門図書館として、世界各国の日本語教材、

日本語教育関係資料等を所蔵し、来館者に対する貸出、レファ

レンス、文献複写サービス等を行った。 
・図書：38,134冊（37,352冊） 
・視聴覚資料：6,482点（6,210点） 
・雑誌、紀要、ニューズレター：673種（635種） 
・電子資料、マイクロ資料等：1,451点（1,353点） 

実績 来館者 19,691 人〔20 年度：22,123 人〕 
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評価指標４：研修生及び派遣先機関・支援対象機関からの評価（目標：70％以上から

有意義との評価）と、その結果への対応 

 
１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各研修プログラムに関し、研修参加者への

アンケート調査等（4 段階評価）を行ったところ、回答者の約 99％以上が「とても有

意義」又は「有意義」と評価しており、目標は十分達成されたと判断できる。 
 
海外日本語教師研修  99％（304 名/305 名） 

〔20 年度：96％（267 名/278 名）〕

指導的日本語教師の養成 100％（ 14 名/ 14 名） 

〔20 年度：95％（ 19 名/ 20 名）〕

地域交流研修 100％（ 29 名/ 29 名） 

〔20 年度：89％（ 24 名/ 27 名）〕

 
２．評価結果への対応 

 プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、21年度以降

の事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する。 

 
評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 

１．指導的日本語教師の養成 

タイにおいては、博士課程（第 2期）参加者が平成 20 年度末に博士号を取得し、帰

国後の専任講師として勤務するカセサート大学において、修士課程立ち上げの準備に

当たっている。また、マレーシアにおいては、修士課程参加者（第 2期・平成 15 年 9

月に修士号取得））が、マレーシア教育省国際言語教員養成所日本語課コーディネータ

ーに就任し、マレーシアの日本語教師拡大計画に基づく教員養成の中心となっている。

2005 年から 5 年間で 75 名の教員養成を目指す計画であり、現在、この計画の下で教

員養成研修を受けた 21 名が、マレーシア国内の中等教育機関で日本語教師として勤務

している。 

 

２．日本語教材制作支援（インドネシア） 

インドネシア普通高校・専門高校用選択必修科目日本語教科書『さくら』開発プロ

ジェクトに対し支援をおこなった。本プロジェクトは平成 20 年より 2年計画で開始さ

れ、平成 22 年度に最終年度を迎えた。インドネシアでは、2006 年中等教育カリキュ

ラム改訂により、外国語が選択必修科目に入ることとなった結果、初等中等教育にお

ける日本語学習者数が大幅に増加した（2003 年：61 千人→2006 年：244 千人）が、最

も学習者が増えた選択必修外国語として日本語を学習する高校生向けの適切な教科書

が同国において存在しないことから、インドネシア国家教育省との共催によるインド

ネシア普通高校・専門高校用選択必修科目教科書の開発プロジェクトが開始されたも

のである。 

 

３．日本語教材寄贈 

カナダのクラントレン大学現代言語学科の日本語教育は、平成 9 年から始まり、開
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設当時は 1 クラス 27 人の学生からの出発であったが、この 12 年間の間に 3 回の日本

語教材寄贈を受け、現在では初級から中級の日本語のクラスに加え、日本映画やビジ

ネス、日本の社会や文化について学ぶコースも開設され、年間約 600 人の学生が日本

語や日本文化について学ぶようになった。寄贈された教材等は、同学科の教員、学生

のみならず、他の言語の教員にも活用されている。平成 22 年度からは上級の日本語国

際センター、ビジネスの日本語、日本文学のクラスなどの開設も予定されている。 

 

 

評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

海外日本語教師研修 ロ ロ 受託研修 ロ ハ

指導的日本語教師の養成 ロ ロ 日本語教材自主制作・普及 ロ ハ

地域交流研修 ロ ハ 日本語教材寄贈 ロ ハ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

  該当なし。 
 
３．評価結果への対応 

海外日本語教師研修について、研修参加者の感じる満足度・有意義度を測るための評

価方法を多角化し、その結果分析によってプログラムの改善点を発見しやすくしては

どうか」とのコメントを踏まえ、評価指標や測定方法の検討を進めたい。 

 
 

 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための

取組、措置 

評価指標２：海外日本語教師の研修事業の実施状況 

評価指標３：教材開発・供給、教材開発支援等の実施状況 

評価指標４：研修生及び派遣先機関・支援対象機関からの評価と、その

結果への対応 

評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対

応 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ロ 

海外日本語教師の養成・研修、日本語教材の自主開発等を行っているが、

日本語国際センターでの研修規模は前年度より大きくなり、参加した日本語

教師の能力は着実に向上した。教材を提供するウェブサイトへの登録者数・

アクセスも増加し、研修参加者及び外部専門家からの評価も高いことから、

実施状況は計画を上回って順調であり、優れた実績を挙げていると評価する。

 

 



 

No.20 別添 

長期日本語教師研修  日本語能力の評価 

  

日本語運用力の総合的な伸長は、研修開始時と研修終了時の計 2 回実施した筆記テストと、会話テス

ト(ACTFL-OPI)によって測定した。 

 

1 筆記テスト(日本語能力試験模擬試験) 

（１）日程 

研修開始時： 2009 年 9 月 1７日(木)、18 日(金) (プレースメントテストとして実施) 

研修終了時： 2010 年 2 月 25 日(木)、26 日(金) (研修終了試験として実施) 

 

（２）方法 

試験問題は、日本語能力試験の過去問題(「文字・語彙」「聴解」「文法・読解」)を再構成したものを使

用し(今年度使用した筆記試験のタイプは、開始時は、1 級 A、 2 級 A、3 級 A、終了時は、1 級 C、2 級

C)、試験時間、採点方法も能力試験に準じて実施した。ただし解答方法はマークシート方式ではなく、

選択肢番号を書き込むようになっている。開始時は、プレースメントテストとして、研修参加者一人あたり

2 種類(2 級と 1 級、または、2 級と 3 級)の筆記試験を受験する方法で行った。受験級については、初日

にまず 44 名全員が 2 級の試験を受け、その結果が、2 級合格の基準(240 点以上)に達した 18 名と、合

格点には達しかなったものの、合格点に近い点(200 点以上)をとった 6 名は、次に 1 級を受けた。そして、

初日に 2 級合格の基準に達せず、かつ 200 点未満の 20 名は、次に 3 級の試験を受けた。２級結果と 1

級または 3 級の結果、及び過去の能力試験合格級、ＯＰＩ評価、来日経験、申請書の作文などを参考に、

次のようにコース分けをした。 

 

Ｂコース在籍となったもの（合計 22 名） 

・2 級合格レベル 240 点以上の 18 名 

   ・2 級は 200 点～240 点の間であったが、2 回目に 1 級を受け、1・2 級の点数が比較的高かったこ

と、来日経験がある、OPI 評価が高いなどの点から、Ｂコースがふさわしいと判断された 3 名 

・2 級は 194 点で 2 回目に 3 級を受験したが、2007 年度に 2 級取得済みの 1 名 

（終了時に能力の伸びを計る際に必要なため、クラス決定後に追加で 1 級を受験してもらった） 

  Ａコース在籍となったもの（合計 22 名） 

   ・2 級合格レベルに達せず、かつ、200 点未満の 19 名 

   ・2 回目に 1 級を受験したが、1・2 級の得点やＯＰＩ評価などから、Ａコースと判断された 3 名 

 

研修終了時の試験は、開始時の２回目の試験で１級を受けた者は 1 級を、2 回目の試験で 3 級を受

けた者は 2 級を受けていた年もあったが、研修の伸びとコースのカリキュラムの関係性を持たせるために、

Ａコース在籍者は 2 級を、Ｂコース在籍者は 1 級を課した。ＡコースとＢコースのカリキュラム上のコース

を分ける基準は、日本語能力試験 2 級相当に達しているかどうか、すなわち、合格点である 240 点で区

切ることを目安としているが、一つのクラスの人数をなるべく均等にするには、コース分けを 240 点で機
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械的に区切れないことも多い。したがって、研修開始時に 2 級合格点に達していない者がＢコースに在

籍するケースが生じ、その場合の能力の伸びを、1 級と 2 級のどちらと比較したほうがよいのか、判断が

わかれるところである。2008 年度と 2009 年度は、開始時に 2 級合格点に達していなくともＢコースに在

籍した研修参加者の伸びを測るのに、開始時の 1 級と終了時の 1 級を比較するのが適当であると判断

し、結果の分析を行った。 

 

以下に日本語能力の評価の実施方法を図示する。 

  

  

 

 

 

 

 

 

なお、1 級の認定基準は、400 点満点中 280 点、2 級の認定基準は、240 点である。 

（３）結果 

結果を以下に示す。表 8 は、研修開始時と終了時の平均点の比較から伸びを分析するものである。

開始時の 1 回目の試験では、全員が２級を受験しているが、表 8 の 2 級受験者の数は、終了時にも 2

級を受けた参加者 22 名(A コース在籍)のみの平均である。 

 

表１：研修開始時と終了時の受験者平均点 

試験実施回 級(人数) 
文字・語彙 

点/100 

聴解 

点/100 

文法・読解 

点/200 

総合点 

点/400 

1 級(22 人) 50.5  48.9  112.2  211.6  開始時 

(9 月) 2 級(22 人) 48.2  48.4  68.3  165.0  

1 級(22 人) 65.4  67.8  120.2  253.4  終了時 

(2 月) 2 級(22 人) 54.9  63.1  99.4  217.4  

1 級 14.9  18.9  8.0  41.7  開始時と終了時 

の平均点の伸び    2 級 6.6  14.7  31.1  52.4  

※ 端数処理の関係で、総合点が各数値の合計と一致しない場合がある。 

 

この結果から、１級受験者も２級受験者も、総じて伸びていることがわかる。分野別に見ると、２級受験

者は、「文法・読解」が格段に伸びている。１級受験者は、「聴解」と「文字・語彙」が同じような伸びを示し、

「文法・読解」は、やや低めではあるが、伸びを見せている。このように今年度は、1 級、2 級とも、どの分

野も確実な伸びを示した結果となった。 

開始時と終了時の伸びを分かりやすく示すために、表１のデータをグラフ化したのが、以下のグラフ 

1～8 である。なお、グラフの菱形 1 つは研修参加者 1 名を表している。 

 

B コース 
１級受験 

２級受験 

終了時テスト 開始時プ

全員 

2 級受験 

１級受験 

３級受験 
240(200)点未満 

レースメントテスト 

240(200)点以上 
<２回目> 

A コース 

<1 回目> 
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グラフ 1：日本語能力模擬試験(1 級)の成績推移 
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グラフ 2：日本語能力模擬試験(2 級)の成績推移 
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日本語能力模擬試験 1、2 級合格レベルに達した参加者の人数の推移は表 9 の通りである。1 級合

格相当者は 2 名増え、2 級合格相当者は 12 名増えた。 

 

表２：日本語能力模擬試験 1、2 級合格者の推移 

 1 級(人) 2 級(人) 

開始時(9 月) 5 0 

終了時(2 月) 7 12 

増加人数 2 12 

 

 

 

 



 

 

 

グラフ 3：(1 級)文字・語彙の成績推移             グラフ 6：(2 級)文字・語彙の成績推移 
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グラフ 4：(1 級)聴解の成績推移                グラフ 7：(2 級)聴解の成績推移 
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グラフ 5：(1 級)文法・読解の成績推移            グラフ 8：(2 級)文法・読解の成績推移 
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2 会話テスト 

（１）日程 

研修開始時： 2009 年 9 月 16 日(水) (プレースメントテストとして実施) 

研修終了時： 2010 年 2 月 24 日(水) (研修終了試験として実施) 

 

（２） 方法 

ＡCTFL OPI(American Council on the Teaching of Foreign Languages, Oral Proficiency Interview) 

の試験方式で研修開始時と終了時の 2 回実施し、同テストの判定基準によってレベルを判定した。 

 

（３） 結果 

 結果は以下のとおり。 

     表３：OPI 各レベルの人数の推移(研修参加者総数 44 人) 

レベル 

試験実施回 
超級 

上級

上 

上級

中 

上級

下 

中級

上 

中級

中 

中級

下 

初級

上 

初級

中 

初級

下 

総数

 

開始時(9 月) 0 2 4 12 9 8 7 2 0 0 44 人

終了時(2 月) 0 8 11 12 10 2 1 0 0 0 44 人

 

グラフ 9：OPI の成績推移   
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 グラフ9の円の大きさは、研修参加者の人数の多寡を示している。OPIの「中級中」以下の研修参加者

が減り、「上級下」から「上級中」の研修参加者が大きく増えたことが分かる。 

以上 
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No.21 （海外日本語学習者に対する施策）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外における日本語教育、学習への支援及び推進 

小項目 

上記の基本方針に留意して、以下の諸施策を実施する。 
 
（ホ）海外日本語学習者を対象とする施策 

海外における日本語学習者支援の観点から、基金以外の機関では十分に教育を行うこ

とが難しい専門性の高い日本語の研修及び日本語学習を奨励するための研修を受講す

る機会を海外日本語学習者に提供するために、以下の事業を附属機関において実施す

る。 

① 職業上あるいは研究活動上、専門性の高い日本語能力を必要とする外国人に対する

専門日本語研修事業、及び日本語学習者の学習を奨励するための日本語学習奨励研

修事業を実施する。地方自治体等関係機関との協力による研修事業の実施、研修生

と地域住民との交流等、地域のニーズに配慮する。 

② 適切な指標に基づいた外部有識者による評価を実施し、「概ね良好」以上の評価を得

ることを目標とする。主要事業のうち長期的な研修については、研修の開始時と終

了時に日本語能力を測定して、当該研修の目的のひとつである日本語能力向上の評

価をする。研修生に対するアンケートを実施し、70％以上の満足度を得ることを目

標とする。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

 

１．プログラムの評価と見直し 

●専門日本語研修（文化・学術専門家） 

これまで、研究者、大学院生を対象として研修を実施していたが、対象を特定の

専門業務又は研究活動を行うもので、業務上日本語能力を必要とする者に広げた

（従来の対象者に、図書館司書や、学芸員等を追加）。 

 

２．新規事業の開拓に向けた取組 

●国内大学連携大学生訪日研修の新規実施 

日本の大学で日本語教育を専攻している学生をインターンとして受け入れてい

る海外の大学の学生を対象に、訪日研修を実施し、海外大学生の日本語能力の向

上と、大学間の連携強化を目指す研修を新規に実施。平成 21 年度には、18 カ国か

ら 100 名を招聘した。 

 

３．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

●JET プログラム参加者向け研修等に関する地方自治体との連携 

「評価指標２」の３．（１）に記述のとおり。 

 

４．経費効率化のための取組 

●研修期間中のプログラム見直しによる経費の効率化・削減 

各研修において、研修生のホームステイ等を、宿泊を伴わないホームビジットに

切り替え、研修旅行の旅費を削減する等により、経費の節減に努めた。 

 

評価指標２：海外日本語学習者に対する研修の実施状況 

 

１．専門日本語研修 

 

内容 特定の職務または専門研究上の目的で日本語能力を必要と

する専門家への日本語教育支援のため、基金関西国際セン

ター（大阪府泉南郡田尻町）において、各職業別・専門別

に用意されたカリキュラムに基づき研修を実施。 
外交官 

・公務員 

（8ヶ月） 

①外交官：継続30名（30カ国） 

     新規23名（23カ国）〔20年度：26名（26カ国）〕 

②公務員：継続 5名（ 5カ国） 

     新規 5名（ 5カ国）〔20年度： 9名（ 9カ国）〕 

文化・学術

専門家 

①8ヶ月（継続）： 9名（ 7カ国）〔20年度：14名（ 8カ国）〕

②2ヶ月（新規）：30名（17カ国）〔20年度：25名（19カ国）〕

③6ヶ月（新規）：15名（ 8カ国） 

※平成 21 年度より「文化･学術専門家」に名称変更。①の 8 ヶ月（継続）は、「研究者・大学

院生」コースとして平成 20 年 10 月から平成 21 年 5月まで実施。 

 

２．日本語学習者訪日研修 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

内容 海外における日本語学習奨励のため、海外で

日本語を学ぶ大学生、高校生等を招へいし、

基金関西国際センターにおいて、日本語及び

日本文化・社会に関する各種研修を実施。 
各国成績優秀者（2週）  54名（50カ国）〔20年度：54名（50カ国）〕

大学生（6週）  51名（30カ国）〔20年度：53名（31カ国）〕

大学連携（6週/4ヶ月） 100名（18カ国）〔21年度新規〕 

高校生（2週）  32名（17カ国）〔20年度：32名（18カ国）〕

李秀賢氏記念韓国青少年
招聘(11日)  30名（韓国） 〔20年度：19名〕 

 

３．その他の研修 

（１）地方自治体、（財）自治体国際化協会等と連携し、以下の研修を実施。 

● 大阪府 JET 来日時研修（35 名・7カ国、3日間） 

● 大阪府クィーンズランド州日本語教師研修（5名、19 日間） 

 

（２）アジア・ユース･フェローシップ高等教育奨学金訪日研修 

日本の大学院へ留学するアジア 11 カ国の大学卒業者を対象とし、研究生活に必

要な日本語運用能力、専門分野における発表能力等の向上を目的とした研修を実

施。平成 21 年度は、18 名（10 ヵ国）に対し、7ヶ月間の研修を実施した。 

 

（３）東アジア・南アジア日本語履修大学生研修プログラム 

「21 世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS Programme）」の一環として、イ

ンドネシア、ラオス、インドなどから 18 カ国 137 名の大学生を 5グループに分け

て招聘し、日本語の学習、日本文化･社会への理解を深める機会を提供した。 

● 東アジア日本語移動講座プログラム（40 名・4カ国、4週間） 

● 東アジア日本語履修大学生研修プログラム・春季（20 名・4カ国、6週間）

● 東アジア日本語履修大学生研修プログラム・夏季（30 名・9カ国、6週間）

● 東アジア日本語履修大学生研修プログラム・秋季（8名・2カ国、6週間） 

● 南アジア日本語履修大学生研修プログラム（39 名・6カ国、4週間） 

 

（４）その他の受託研修 

●インドネシア人介護福祉士候補者フォローアップ日本語研修（34 名、3日間）

平成20年度に実施した、インドネシア人介護福祉士候補者研修の修了者56名中、

希望のあった 34 名に対し、3 日間の研修を実施。研修参加者にとって、職場で難

しい業務のひとつとされる「申し送り」について、聞き取るポイント等の重点と

して実施。 

●ニュージーランド日本語教師日本語研修（3名） 

●香港中文大学大学生訪日研修（10 名） 

●オーストラリア小中学校日本語教師訪日研修（10 名） 

●インドネシア人大学生日本語研修（2名） 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４．在日外交官日本語研修（市場化テスト） 

在日外国公館（ODA 対象国、旧 NIS 及び東欧諸国）に勤務する外交官で日本語

の学習を必要とする者（初級から中級レベル）を対象とし、平成 21 年 5 月 9 日～6
月 27 日および 9 月 12 日～10 月 31 日に研修を実施（23 名・21 カ国）。本事業は、

「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」に基づき民間競争入札を実

施し、落札者である社団法人国際日本語普及協会が実施。 
 

評価指標３：研修生からの評価（目標：70％以上から有意義との評価）と、その結果

への対応 

 

１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各研修プログラムに関し、研修参加者へ

のアンケート調査等（4 段階評価）を行ったところ、回答者の 93％以上が「とても

有意義」又は「有意義」と評価しており、目標は十分達成されたと判断できる。 
 

専門日本語研修 100％（82 名/82 名） 
〔20 年度：98.5％（67 名/68 名）〕

日本語学習者訪日研修 100％（247 名/247 名） 
〔20 年度：99％（157 名/158 名）〕

地方自治体等との連携による研修  93%（69 名/74 名） 
〔20 年度：97％（100 名/103 名）〕

アジア・ユース・フェローシップ 100％（18 名/18 名） 
〔20 年度：100％（18 名/18 名）〕

在日外交官日本語研修 100％（23 名/23 名） 
〔20 年度：100％（16 名/16 名）〕

 
２．評価結果への対応 

 プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、平成21年

度以降の事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する。 

 
評価指標４：海外日本語学習者を対象とした長期研修における研修の開始時と終了時

での日本語能力の向上の評価 

全研修参加者が、研修開始時に各人の能力レベルに応じた達成目標を設定し、研

修終了時に日本語能力向上度を測定。以下のとおり、各プログラムにおいて80%を

超える研修生が各自の目標を達成した。（なお、各研修参加者の日本語能力向上の評

価の詳細については、別添資料参照） 
 

   コース別個人目標達成度 
外交官・公務員 文法83％、口頭93％〔19年度：文法 87％、口頭 90％〕

文化・学術専門家 
（6ヶ月） 

口頭93％ 

〔20年度（研究者・大学院生8ヶ月コースの場合： 
文法86％、口頭86％、聴解75％、読解75％〕
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評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 

１．専門日本語研修（外交官・公務員） 

過去の同研修修了者のうち 48 名が在京各国大使館に勤務しており、ハンガリー、

ルーマニア、モルディブ等、7カ国では、修了生が駐日大使となった。 

２．専門日本語研修（研究者・大学院生） 

平成 21 年度に、過去の修了者による出版物等が 13 点公表されている。この中で、

平成 21 年度の研修生によるものは、「神道と日本文化」（論文/ロシア）等 4 点であ

る。 
 
評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

専門日本語研修 ハ ロ 受託研修 ハ ロ 

日本語学習者訪日研修 ハ ハ 在日外交官日本語研修 ハ ハ 

地域交流研修 ハ ハ ＡＹＦ ハ ハ 

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

該当なし。 
 
３．評価結果への対応 

専門日本語研修、日本語学習者訪日研修プログラム等について、日本語学習だけ

でなく、日本文化の『「見学・体験」をすることにも大きな意義がある』とのコメン

トがあった。研修期間を短くしたプログラムなど、研修期間に十分な余裕はないな

がらも、体験的な要素にも配慮して研修プログラムの編成を検討する。 

 
 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取

組、措置 

評価指標２：海外日本語学習者に対する研修の実施状況 

評価指標３：研修生からの評価と、その結果への対応 

評価指標４：海外日本語学習者を対象とした長期研修における研修の開始

時と終了時での日本語能力の向上の評価 

評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

外交官・公務員、文化・学術専門家対象の専門日本語研修、高校・大学生を対

象とする日本語学習者訪日研修等、幅広く海外の日本語学習者に対する支援を行

っている。受講者からの研修への評価も高く、また研修による受講者の日本語能

力の向上も確認されており、事業の実施状況は順調である。 

関西国際センターでは、異なった学習背景を有する学生に対するグループ指導

を行っているが、ある程度の基礎を共有する学生でなければ、短期間の研修での

効果は期待できないと考える。現行研修は既に多くの満足度を得ているが、あら

ゆるニーズに応えるよりも、研修者の習得レベルを勘案し、より効果のある研修

教育を施すように希望する。 

 
 



No.21 別添 

関西国際センターの専門日本語研修 ～ 日本語能力向上の評価 

 
 関西国際センターの専門日本語研修（外交官・公務員、文化学術専門家６ヶ月コース）

においては、研修開始時と終了時の日本語能力を、各研修で開発した日本語能力評価スケ

ールにあてはめ、個々の参加者の日本語能力向上度を測定した。 
 
１ 外交官日本語研修 / 公務員日本語研修（８ヶ月） 

① 文法 29 名 
 ６段階の評価スケールを作成し、レベル４を達成目標としている。向上度の測定は研修

期間中の試験結果（計５回）の平均値による。 
 
レベル 6Excellent 5Successful 4Good 3Fair 2Acceptable 1poor 目標達成者

人数 16 6 2 1 2 2 82.8％ 

※29 名中 27 名は、来日時の文法能力はゼロである。2 名は来日時の文法能力が Acceptable
１名、poor１名であったが、未習者と同じカリキュラムで学習し、終了時の能力は、そ

れぞれ Excellent, Successful となった。既習者の場合は、４段階上がることを目標とし

ているので、いずれも目標を達成している。 
 

外交官・公務員文法

0

1

2

3

4

5

6

7

来日時 帰国時

レベル 

16 人 

6 人 

2 人 

1 人

2 人
1 人 

1 人 2 人 

27 人
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② 口頭運用能力 
6 段階の評価スケールを作成し、レベル 4 を達成目標としている。向上度測定は研修終了時

の試験結果による。 
レベル 6Excellent 5Successful 4Good 3Fair 2Acceptable 1poor 目標達成者

人数 9 10 8 2 0 0 93.1％ 

※29 名中 27 名は、来日時の口頭運用能力はゼロである。2 名は来日時の口頭運用能力が

Acceptable１名、poor１名であったが、未習者と同じカリキュラムで学習し、終了時の能

力は、それぞれ Excellent, Successful となった。既習者の場合は、４段階上がることを目

標としているので、いずれも目標を達成している。 
 
 

外交官・公務員 口頭運用能力

0

1

2

3

4

5

6

7

来日時 帰国時

 

レベル 

9 人 

10 人 

8 人 

2 人 

0 人 

1 人 
0 人 

1 人 

27 人
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２ 文化・学術専門家日本語研修（６ヶ月） 

①口頭運用能力 
 ６段階の評価スケールを作成し、研修開始時に１～２レベル（初級）にあった者は、研

修終了時に２段階のレベルアップを、３～５レベル（初級修了～中上級）にあった者は１

段階のレベルアップを達成目標としている。向上度測定は研修終了時の試験結果による。 
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文化・学術専門家 口頭運用能力

0

1

2

3

4

5

来日時 帰国時

6

7

 

  

   

  

 

研修参加者 来日時 帰国時 

１ 2 5 
２ 3 6 
３ 1 4 
４ 3 5 
５ 3 4 
６ 1 3 
７ 3 4 
８ 3 5 
９ 1 4 
10 3 5 
11 3 4 
12 2 4 
13 4 5 
14 3 5 
15 2 3 

目標達成者
の割合 93.3％ 

研修開始時と終了時の口頭運用 

能力レベル レベル

1 人

6 人

6 人
1 人

2 人8 人

3 人

3 人
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No. 22 （海外日本研究の促進） 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外日本研究及び知的交流の促進 

小項目 

基金は、海外日本研究及び知的交流を効果的に促進するため、各国・地域の事情、必

要性を把握しつつ、海外日本研究及び知的交流それぞれの性格に応じて、外交上の必要

性及び重要性を踏まえて、効果的に事業を実施する。 

   

（１）海外日本研究の促進 

（イ）基本方針 

海外における日本研究の促進にあたっては、下記①～②の基本方針を踏まえ､事業実

施の諸施策を立案する。ただし、外交上のニーズ及び日本研究事情の変化があった場

合には、柔軟に対応し、効果的な事業実施に努める。 

① 共通事項 

(i) 支援を行う際には、相手国において中長期的にも日本研究の促進が効果的に図

られるよう、若手研究者の育成、知的コミュニティにおける日本研究者の活躍の

機会の創出、日本研究者間のネットワーク拡充等の工夫をする。 

(ii) 海外事務所においては、在外公館、日本研究機関その他関係機関・団体と連携

し、効率的かつ効果的な海外日本研究の支援体制の構築に努める。 

(iii) 地域研究、日本語普及や留学生交流などの諸分野との連携に配慮する。 

(iv) 支援対象となった機関及びフェローシップ受給者には、アンケートを実施し、

70％以上から有意義であったとの評価を得ることを目標とする。またプログラム

ごとに定期的に、必要性、有効性、効率性等の適切な指標に基づいた外部有識者

による評価を実施し、「概ね良好」以上の評価を得ることを目標とする。 

（ⅴ）海外における日本研究を戦略的に促進するため、各国・地域における日本研究

の中核となる機関や対日理解の中核となる者に対する支援に重点化して事業を行

う。 

 

② 地域的特性に応じた事業実施 

 各地域における日本研究の促進にあたっては、次の点を踏まえて、効果的に日本研

究が振興されるように、海外の日本研究の現況と課題につき、機関数、研究者数等の

定量的な分析に加え、対日関心の分野の変化等質的な面にも踏み込んだ現状把握に努

め、支援対象、支援手段等を勘案し、各地域の日本研究支援事業を実施する。 

 (i) アジア・大洋州地域 

(a) 近隣諸国における日本研究の促進は、特に重要であり、積極的な支援に努める。

(b) 基盤、人材が効果的に拡充されるよう若手研究者の育成、日本研究者の活躍の機

会の提供、日本研究者と我が国及び各国の有識者間のネットワーク構築等を通じ

て日本研究を活性化する。 

(c) 日本語学習者が多い国においては、高等教育レベルの日本語学習者に対して日本

研究への関心を促し、日本語普及との連携により日本研究の人材の拡充を効果的

に図る。 

 (ii) 米州地域 

  米州においては、特に北米で日本研究基盤の整備が進んでいることを踏まえ、ネッ
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トワーク化の促進等、自律的な発展を視野に入れた協力を行うとともに、伝統的な日

本研究分野に加えて、他の社会・人文科学分野における日本研究的側面も支援し、北

米における日本研究の裾野拡大を図る。 

(iii) 欧州・中東・アフリカ地域 

(a) 欧州においては、主に西欧で日本研究基盤の整備が進んでいることを踏まえ、ネ

ットワーク化の促進等､自律的な発展を視野に入れた協力を行うとともに、伝統

的な日本研究分野に加えて、他の社会・人文科学分野における日本研究的側面も

支援し、欧州における日本研究の裾野拡大を図る。 

(b)中東・アフリカ諸国と相互理解を促進する一環として、域内諸国における日本研

究の発展を促す支援を行う。 

 

（ロ）諸施策 

上記（イ）の基本方針に留意して、以下の諸施策の実施にあたる。 

 ① 機関支援型事業 

  海外の日本研究拠点機関等に対し、中長期的な観点に基づき、客員教授の派遣や、

リサーチ・会議開催の助成、図書寄贈等個別のプログラムを統合した、包括的な助成

方式による支援を実施することにより、海外日本研究を振興する。また、こうした拠

点機関の特定、支援のあり方の検討に供すべく、海外における日本研究者及び日本研

究機関の現況調査等、海外の日本研究に関する情報の収集・調査を行い、情報を整理

し、調査結果の公表等を行う。 

② 研究者支援型事業 

日本研究振興のための有識者等の人物交流事業を行い、適切な人選に基づいてフ

ェローシップを供与する。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【評価指標に基づく検討状況、実施状況】 
 中期計画の基本方針をふまえ、外交上のニーズ及び各国・地域の事情に基づいて戦略

的な施策立案を行い、その結果、以下の取り組みを行った。 
 
評価指標１：外交上の必要性の高い事業への重点化 
中期計画に定める「各国・各地域における日本研究の中核機関や対日理解の中核とな

る者に対する支援に重点化」するとの方針を、基金では  

●「日本研究の中核機関」への支援は、各国・地域の日本研究の拠点的機関への支援 

●「対日理解の中核となる者」への支援は、日本研究フェローシップ  

で、それぞれ事業に具体化している。この2種の事業への重点化の状況は以下のとおり。

 

１．日本研究機関支援  

（１）平成21年度支出実績額：304百万円〔20年度：309百万円〕  

（２）日本研究事業全体における割合：29.7％ 〔20年度：32.3％〕  

（３）重点化の状況  

19年度に開始した国・地域ごとの日本研究の発展状況に応じた中核的支援対象機関

の絞込み作業、支援方針の策定は20年度までにほぼ終了し、21年度は支援対象機関の

関心動向、重点事項、或いは改善が必要な事項等を勘案しながら、客員教授派遣、調

査研究・国際会議助成、図書寄贈、大学院生の訪日研修など様々なスキームを組み合

わせてパッケージとして効果的な支援が行えるようになった。 

他方、オーストラリア国立大学が広くアジア・大洋州の大学院生等を募って開催し

た集中講座への支援を行うなど、中核的機関から他の機関、地域にも広く効果が波及

する事業などに個別に対応する方向も検討した。 

また、米国については、19年度に審査を行ったマッチングファンドによる資金確保

を条件とする包括公募方式（隔年募集）により選定された機関に対し、20年度に引き

続き2年目の支援を行うとともに、22年度事業の選考のための公募を行った。57件の申

請に対し最終的に9件を採用としたが、予備審査で不採用となった40件のうち、今後の

発展が期待できる機関に対し、基金の日本研究米国諮問機関の助言を得た上で、基金

海外拠点の小規模助成スキームを活用した奨励グラント4件の支援を実施した。 

 

２．日本研究フェローシップ  

（１）平成21年度事業実績額：473百万円〔20年度：389百万円〕  

（２）日本研究事業全体における割合：46.3％ 〔20年度：40.6％〕  

（３）重点化の状況： 

日本研究フェローシップ事業については、次世代の日本研究者育成のための「人材

育成」機能（博士論文フェローシップ）と、既に確立された専門家を対象とした「研

究支援」機能（学者/短期フェローシップ）の２つの機能がある。日本研究機関支援事

業との両輪により、学者/短期フェローシップ事業を通じて個々の日本研究者に対する

研究支援を充実させることが重要である。 
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日本研究フェローシップ事業のこうした基本的な意義を踏まえつつ、特に21年度は、

米国、中国、英国において、将来の知日層の先細りを防ぐため、フェローシップを拡

充することとしたが、採用数は以下のとおりとなった。 

 

申請数 採用数 採用率  

20年度 21年度 20年度 21年度 20年度 21年度 

米 国 90 52 36 31 40.0% 59.6% 

中 国 56 54 13 25 23.2% 46.3% 

英 国 7 11 4 5 57.1% 45.5% 

 

  米国においては、申請数が減少したことに伴い、採用の水準を維持するために採用

数を限定せざるを得なかったが、採用率は大幅に向上した。中国については、採用数

も採用率も大幅に拡充した。英国については、採用数を拡充した。 

  なお、米国については、申請数の減に対応してフェローシップの広報に努めるとと

もに、応募者の利便のために22年度募集分から申請をウェブ申請に移行したところ、

申請数が129件と大幅に増えた。 

 

３．外部専門家による評価 

  「日本研究・知的交流事業の重点化」について外部専門家 2 名に評価（日本研究事

業・知的交流事業での評価）を依頼したところ、１名が「ロ：優れている」、1 名が「ハ：

順調」の評価であった。 
 

評価指標２：企画立案過程における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置

１．プログラムの評価と見直し 

● 日本研究拠点機関支援は、従来の「日本研究客員教授派遣」、「日本研究スタッフ

拡充助成」、「日本研究リサーチ・会議助成」、「図書寄贈」の日本研究機関支援プ

ログラムを単一のプログラムに統合し、集中的・包括的に機関支援を実施するプ

ログラムとした。日本研究が進み、多数の中心的な機関が存在する地域と、少数

の中核的機関が存在する地域とでは、案件の採否基準も差異化し、先進地域では

マッチングファンドを課す等基準を設ける一方で、日本研究が発展途上にある地

域では、全額基金負担であっても支援を実施する等、地域の特性に応じた経費の

負担を実施している。 

 

２．経費効率化のための取組 

● 北京日本学研究センター事業では、北京外国語大学に派遣する主任教授を、年間

を通した長期派遣から、毎月 1回（2週間程度）の出張方式に変更した結果、6,780

千円を削減（前年度比△55%）した。 

 

３．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

  平成 20 年度業務実績評価においては、多岐のニーズに対して更なる支援内容の整

理と絞込みが必要であること、更なる効果、効率性の配慮が必要であることが指摘さ

れた。平成 21 年度の日本研究機関支援においては、日本研究機関の個々の事情に応じ
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た支援を行うようにプログラムを運用した。例えば、欧州・中東・アフリカ地域にお

いては、日本研究機関を成熟段階、拡充強化段階、基盤形成段階、未発展段階の４段

階に分類し、重点とする段階を定めて支援内容を決定するなど、効果、効率性を高め

るための工夫をしている。 

 

評価指標３：機関支援型事業の実施状況 
１. 日本研究機関支援 

（１）概要 

内容 各国において日本研究の中核的な役割を担う機関に対し、客

員教授派遣、共同研究・セミナーの開催助成、図書拡充支援、

訪日研修支援等の包括的な支援を行う。 

実績 計：65機関〔20年度：60機関〕 

内訳 アジア・大洋州 ：26機関〔20年度：23機関〕

 米州 ：16機関〔20年度：13機関〕

 欧州・中東・アフリカ ：23機関〔20年度：24機関〕

 

（２）主要事業例 

翰林大学日本学研究所日本学図書館は、蔵書 5 万点以上を有する、韓国唯一の日

本学に特化した専門図書館である。機関支援プログラムにて、司書兼研究員に日本

の司書知識を習得させるために、訪日研修を実施した。研修の結果、日本での司書

資格を得、大学側では日本人司書を新規に配置したと同等の効果があった、として

いる。 

 

２．北京日本学研究センター 

内容 中国における日本研究者養成のため、1985年より同国教育部

との協定に基づく共同事業として実施。現在は、以下の3つの

サブ・プログラムにより構成。 
実績 ① 大学院修士・博士課程（北京外国語大学）       

・ 教授派遣    ：15名 〔20年度：12名〕 
・ 修士課程訪日研修：20名 〔20年度：23名〕 

・ 博士課程フェローシップ：2名 〔20年度： 2名〕 

② 研究・出版協力（北京外国語大学） 

・ 研究プロジェクト：6件 〔20年度： 4件〕 

・ 出版プロジェクト：3件 〔20年度： 3件〕 

③ 現代日本研究講座（北京大学） 

・ 教授派遣    ：11名 〔20年度：11名〕 

・ 博士課程訪日研修：24名 〔20年度：24名〕 
 

 

３．日本研究ネットワーク強化 

（１）概要 

内容 学問分野を超えた日本研究者・研究機関間の連携、協力を促

進するため、国際会議、巡回セミナーの実施や、学会等の横
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

断的組織の支援。また世界の日本研究の状況を調査する。 

（20 年度までの日本研究組織強化支援、日本研究調査、東南

アジア元日本留学生活動支援の 3プログラムを統合） 

実績 主催 10件 

 （アジア･大洋州8、欧州･中東･アフリカ1、全世界対象1）

助成 28件 

 （アジア・大洋州15、米州4、欧州･中東･アフリカ9） 

 

（２）主要事業例 

●世界日本研究者フォーラム 

12 カ国から 16 名の日本研究者を招き、4日間の国際会議を開催した。世界各地で

日本研究に取り組む研究者・機関が抱える様々な課題を報告し、今後の日本研究の

発展のために、世界の日本研究者・日本研究機関が連携して取り組むべき課題は何

か、またネットワーク化を促進するためにどのような取組みが必要かを討議した。

本フォーラムを機に、地域を越えた全世界的な日本研究ネットワーク形成の必要性

が認識され、研究者間で、連携・ネットワーク形成の気運が高まっている。 

 

 

評価指標４：研究者支援型事業の実施状況 
１．概要 

内容 対日理解の増進と良好な二国間関係の維持発展に寄与するよ

うな諸外国の優れた日本研究者に、日本で研究・調査等の活

動を行う機会を提供。「学者・研究者」、「博士論文執筆者」、「短

期フェローシップ」の3つのサブ・プログラムで構成。 

実績 計：218名〔20年度：183名〕 

内訳 アジア・大洋州 ：88名〔20年度：74名〕 

 米州 ：71名〔20年度：67名〕 

 欧州・中東・アフリカ ：59名〔20年度：42名〕 

（20年度からの継続は65件、21年度新規採用は153件） 

 
２．主要事業例 

●朴喆熙（PARK, Cheol Hee）氏（韓国） 

ソウル大学国際大学院副教授の同氏は、学者・研究者フェローとして 6 ヶ月間、日

本に滞在し、「ポスト冷戦環境の中での、理論対決の政治とアジアに対する日本のイニ

シアティブ」のテーマで研究を進めた。同氏は日韓両政府による「日韓新時代共同研

究プロジェクト」のメンバーでもあり、研究をもとに日韓関係のなかで重要な役割を

果たすことが期待される。なお、同プロジェクトには、朴副教授のほかにも 4 名の元

日本研究フェローが含まれている。 

 

評価指標５：海外の日本研究の現況と課題に関する把握状況 
平成 21 年度は、20 年度に引き続き日本研究調査を継続して実施。調査票の回収と

回答内容の分析、また分析結果に基づくエッセイを作成し、インターネットでの公開

準備をおこなった。平成 22 年 6 月に印刷物を刊行し、ウェブにて公表の予定。 
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業務実績 

評価指標６：支援対象機関及びフェローシップ受給者からの評価（目標：７０％以上か

ら有意義との評価）と、その結果への対応 

１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各プログラムに関し、アンケート調査等（4
段階評価）を行ったところ、100％の回答者が「とても有意義」又は「有意義」と評

価しており、目標は十分達成されたと判断できる。 
 
日本研究機関支援 ①アジア・大洋州：100％（16 機関/16 機関）

〔20 年度：100％（23 機関/23 機関）〕

②米州     ：100％（16 機関/16 機関）

〔20 年度：100％（20 関/20 機関）〕

③欧州中東アフリカ：100％（13 機関/13 機関）

〔20 年度：92％（22 機関/24 機関）〕

④北京日本学研究センター 

       :100％（2機関/2 機関） 

〔20 年度：100％（2機関/2 機関）〕

日本研究フェローシップ 100％（111 名/111 名） 

〔20 年度：100％（84 名/84 名）〕

日本研究ネットワーク強化 主催  100%（8 件/8 件） 

 ※有意義、まあ有意義との回答が 80%以上だった件数 

助成  100%（27 件/27 件） 

※有意義、まあ有意義（満足、まあ満足）との回答率

 
２．評価結果への対応 

 プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、平成22年度

以降の事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する。 

 

評価指標７：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 
１．日本研究フェローシップ 

 （１）STOCKWIN, Arthur 氏（英国） 

平成 2 年度フェロー。オックスフォード大学日産日本問題研究所所長を務め、英国を

代表する日本研究者として現代日本政治の研究で優れた業績を上げ、英国における日本

研究を牽引した。対日理解の促進と日英の学術交流に大きく貢献していることが評価さ

れ、平成 21 年度国際交流基金賞を受賞。 

 

（２）その他、米国における日系人の福祉向上、公民権促進及び社会学的研究の発展

に寄与したとして平成 21 年に旭日中綬章、山片蟠桃賞を受賞した CRANSTON, Edwin A.

氏（米国・ハーバード大学教授、昭和 60 年度フェロー）、丸山眞男『日本の思想』など

を翻訳し、近現代日本文学・思想史に関する優れた著作を発表し、平成 21 年度にザイ

ボルト賞を受賞した SCHAMONI, Wolfgang 氏（ドイツ・ハイデルベルク大学名誉教授、

平成 7年度フェロー）など、日本研究の中心的役割を果たすフェロー経験者は多く、そ

れぞれの研究分野に多大な貢献をしている。 

 

２．日本研究ネットワーク強化（助成） 
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インドネシア日本研究学会に対する支援は、平成９年の「日本研究リサーチ･会議助成」

で初めて支援してから 3回目になるが、基金からの支援により、学会の運営、シンポジ

ウムの開催を安定的に行えるようになった。他の財団への研究助成申請も採用されるな

ど、自らファンドレイジングにも取り組み、積極的に活動している。同学会は、毎年総

会を開き、インドネシア全土に広がった日本研究者間のネットワーク構築に寄与してお

り、今後も中心的な機関としての活動が期待される。 

 

評価指標８：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
日本研究機関支援 
（アジア大洋州） 

ロ ハ 日本研究フェローシップ イ ロ

日本研究機関支援（米州） ロ ロ
日本研究ネットワーク強化 
（主催） 

イ ハ

日本研究機関支援 
（欧州中東アフリカ） 

ロ ハ
日本研究ネットワーク強化 
（助成） 

ロ ロ

北京日本学研究センター イ ハ    
 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ評価以下について） 

（１）日本研究フェローシップ 
● 【イ評価】諸外国の日本研究者に対して日本を訪問して研究・調査をおこなう

機会を提供することは非常に有益。フェローセミナーの新聞報道について、数

値目標が達成されていること、フェロー参加者が受賞するなどの優れた成果を

残していることを評価。 
（２）日本研究ネットワーク強化（主催） 

● 【イ評価】学問分野等を超えて日本研究を促進することは非常に重要な中、「世

界日本研究者フォーラム」を開催したことの意義は大きい。 
（３）北京日本学研究センター 

● 【イ評価】日本研究の中核となる拠点作りという点で所期の目的を達している

と評価する。 
 
３．評価結果への対応 

ネットワーク強化、北京日本学研究センターの各プログラムで、自律的発展を促す方

向での支援が必要ではないかとのコメントがあった。効率性を高めるため、支援対象機

関の発展状況を把握しながら支援を実施しているが、より現地のニーズにあった支援、

将来的な自立を念頭において支援内容を決定するようにしたい。 

 

 

 

 

 

 



 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：外交上の必要性の高い事業への重点化 

評価指標２：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取

組、措置 

評価指標３：機関支援型事業の実施状況 

評価指標４：研究者支援型事業の実施状況 

評価指標５：海外の日本研究の現況と課題に関する把握状況 

評価指標６：支援対象機関及びフェローシップ受給者からの評価と、その

結果への対応 

評価指標７：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標８：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応

 
 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

No.22:  

外交上の必要

性の高い事業

への重点化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

主要国・地域ごとの機関支援方針策定、支援機

関選定 

米国、中国の

機関支援方針

の策定、順次

支援開始 

各国・各地域における日本研究の中核機関や対日理解の中核となる者に対

する支援に重点化 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ロ 

日本研究機関や対日理解の中核となる人材への支援を通じて、外交上必要

性の高い事業を重点実施するとともに、「世界日本研究者フォーラム」の開催

により、日本研究ネットワーク強化にも着手している。こうした取組は、被

支援機関、被支援者、外部専門家からも高い評価を得ている。 

 経費の効率化も実施されており、事業の実施状況は計画を上回って順調で

あり、優れた実績を挙げている。 

 日本への関心、研究効果、後に続く研究者への影響は長期的スパンで現れ

るものであり、今後も計画的に実施を継続する必要がある。また、日本研究

ネットワークの強化をはかり、日本研究フェローシップの成果が十分に発揮

されるよう、交流の側面の強化と複数年にわたる効果のフォローアップを行

うことが望まれる。 
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No. 23（知的交流の促進）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 海外日本研究及び知的交流の促進 

小項目 

基金は、海外日本研究及び知的交流を効果的に促進するため、各国・地域の事情、必

要性を把握しつつ、海外日本研究及び知的交流それぞれの性格に応じて、外交上の必要

性及び重要性を踏まえて、効果的に事業を実施する。 

 

（２）知的交流の促進 

知的交流の促進にあたっては、相手国の研究・社会状況に応じ、下記（イ）、（ロ）の

方針を踏まえ、事業実施の諸施策を立案し、実施する。ただし、外交上のニーズ及び知

的交流事情の変化があった場合には、柔軟に対応し、効果的な事業実施に努める。 

 
（イ）共通事項 

① 長期的視野に立っての恒常的な知的交流の積重ねの重要性に留意し、次代の知的

交流を担う担い手の育成やネットワークの強化等を進める。 

② 相手国との交流の節目に行われる周年事業及び要人の往来に合わせて必要とされ

る交流事業等、我が国の外交上の要請にも配慮した事業を行う。 

③ 事業実施にあたっては、我が国の有識者の海外発信の機会の増加、海外発信能力の

向上、ネットワーク形成等知的交流基盤の拡充が図られるよう配慮する。 

④ 事業形態の特長に応じて高い事業効果が得られるよう、国際会議、セミナー等の形

態による事業においては、適切な日程・議題及び参加者等の内容とすることを確保

し、また、人物の派遣・招聘による事業においては、事業の目的に合わせて適切な

資質を有する人物を選考する。 

⑤ 支援対象となった機関及びフェローシップ受給者には、アンケートを実施し、70％

以上から有意義であったとの評価を得ることを目標とする等を評価指標の一つと

し、必要性､有効性、効率性等の適切な指標に基づいた外部有識者による評価を実

施する。 

⑥ 我が国が直面する課題を抱え、早期に関係の改善又は発展に取組むべき国・地域と

の交流に重点化し、効率化を図る。 

 

（ロ） 地域的特性に応じた事業実施 

上記(イ)の基本方針に留意して、高い事業効果が得られるような人選、交流分野等

を勘案し、以下の諸施策の実施にあたる。特に、アジア・太平洋地域については、将

来に向けた対日理解の中核となる指導者を養成し、域内のネットワークを構築してい

くことが重要であるとの観点から、知的交流のスキームを強化し、域内各国の次世代

指導者候補を我が国に招へいする事業を実施する。実施にあたっては、将来のネット

ワーク構築のためのフォローアップに留意したプログラム設計とする。 

 ① アジア・大洋州地域 

   アジア・大洋州地域の特性をふまえつつ、様々な分野の有識者や市民の交流を促進

して、これら地域向けの知的な対話と共同作業を促進していく。またこれら地域にお

いて形成されつつある知的交流のネットワークに、我が国民が参画することを支援す

る。 
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(i) 近隣諸国との有識者間の相互理解は、特に重要であり、積極的な事業実施に努

める。 

(ii) アジア・大洋州地域との間では、地域に共通の課題を議題とする国際会議を行

う等知的交流事業を実施するとともに、これら地域の非営利団体が実施する知

的交流事業を支援し、同地域に知的貢献をし得る事業の実施に努める。 

(iii) 上記(ii)事業とともに、知的交流促進のための有識者の人物交流事業を行い、

フェローシップ等を供与する。 

(iv) アジアにおける一体感を醸成し、東アジア共同体構築に向けた日本の積極的な

取り組みを促進するための研究者・専門家等の域内ネットワーク構築を目指す。

 

② 米州地域 

   国際交流基金日米センターにおいて、日米グローバル・パートナーシップのための

知的交流、地域レベル･草の根レベルでの相互理解を推進する。同センターの運営に

あたっては、対米日本研究・知的交流のあり方を協議するため日米両国の有識者によ

り構成される諮問会議を設け、同センターの自律性にも配慮する。 

  また人物交流を中心に米国以外の米州地域との知的交流を推進する。 

(i) 日米間の知的交流を促進すべく、政策研究分野を中心に、研究機関等非営利団

体への助成、フェローシップ供与等の知的交流事業を実施する。優先課題の対象・

範囲等の見直しを行い、研究課題や動向について的確な把握に基づいた支援を行

う。米国の財団、シンクタンクや日米関係関連機関との連携を強化し、人材や情

報の一層の活用を図る。 

(ii)日米間の地域･草の根レベルの相手国理解促進事業を実施する。 

(iii) 日米文化教育交流会議（カルコン）の事務局業務を担う。 

 (iv) 米国以外の米州との知的交流促進のための有識者の人物交流事業を行い、フ

ェローシップ等を供与する。  

 

③ 欧州・中東・アフリカ地域 

   欧州、中東･アフリカ地域の特性を踏まえつつ、様々な分野の有識者や市民の交流

を促進して、これら地域向けの知的な対話と共同作業を促進していく。またこれら地

域において形成されつつある知的交流のネットワークに、我が国民が参画することを

支援する。 

(i)より緊密な日欧関係の構築及び世界的視野に基づく日欧の協力の推進に資する

知的交流事業を実施するともに、日本とこれら地域の非営利団体が実施する知

的交流事業を支援する。 

(ii) ロシア及び旧ソ連新独立国家（ＮＩＳ）諸国との交流・協力関係を促進するた

め、適切な課題をめぐっての知的対話・交流事業を実施するとともに、日本と

これら地域の非営利団体が実施する知的交流事業を支援する。 

(iii) 中東諸国との相互理解を促進するため、知的対話・交流事業を実施するとも

に、日本とこれら地域の非営利団体が実施する知的交流事業を支援する。 

（iv）欧州、中東・アフリカ地域との知的交流促進のための有識者の人物交流事業

を行い、フェローシップ等を供与する。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【評価指標に基づく検討状況、実施状況】 
 中期計画の基本方針をふまえ、外交上のニーズ及び各国・地域の事情に基づいて戦略的

な施策立案を行い、その結果、以下の取り組みを行った。 
 
評価指標１：外交上の必要性の高い事業への重点化 
 

中期計画に定める「我が国が直面する課題を抱え、早期に関係の改善又は発展に取り組

むべき国・地域との交流に重点化」するとの方針を踏まえ、基金の知的交流事業は、我が

国との関係上特に知的交流・対話が現在強く必要とされる国との事業を重点的に行ってい

る。その代表的なものは、東アジア（中国・韓国）と米国であり、これらへの知的交流事

業重点的実施の状況は以下のとおり。 

１．東アジア（中国／韓国）  

（１）平成21年度事業実績額：266百万円（中国：233百万円、韓国：33百万円）  

〔20年度：269百万円（中国：236百万円、韓国：33百万円）〕  

 

（２）知的交流事業全体における割合：21.9％（中国：19.1％、韓国：2.7％）  

〔20年度：22.9％（中国：20.1％、韓国：2.8％）〕  

 

（３）現状の認識と重点化の状況：  

中国・韓国については、ともにアジアにおける主要国として良好かつ安定した二国間

関係を築いて行くことが、わが国の発展はもとよりアジア地域全体の発展にとっても重

要であることは論を待たない。しかしながら、両国とは歴史認識や政治状況などにより、

時として緊張状態に陥ることがあるため、将来につながる信頼関係を築く観点から、よ

り広範な層を対象として共通の社会的課題等について知的対話・知的交流を行う必要性

が高い。  

こうした観点から、中国については、日中間の知的ネットワークを更に強固なものと

するため、従来日本との接点が無かった中国人知識人・研究者等を日本に招へい（グル

ープ／個人の両方の形態）し、日本の関連機関・知識人と交流・知的対話を行う事業等

を実施し、韓国については、知的交流の新しい担い手として社会性の高い活動を展開し

ている企業に着目し、日韓両国社会が直面する新しい諸問題に取り組む「社会的企業」

をテーマとする知的交流事業等を実施した。 

また、日中、日韓の二国間のみならず、日中韓三カ国による知的対話・交流事業の実

施、助成も行った。 

 

（４）主たる事業例 

イ．中国知識人グループ招へい 

日中間の知的交流を活性化させるとともに、将来に渡る日中知識人同士のネット

ワーク形成に貢献することを目的として、中国において今後政策決定などに関わる

など、社会的に重要な役割を果たす可能性があり、かつ、これまで日本との人脈・
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ネットワークを持たない知識人・研究者をグループ、又は個人で招へいした。 

グループ招へいでは北京グループ（5名）と上海グループ（3名）に分かれて来日

し、1週間の滞在期間中に、日本の各分野の専門家（研究者・シンクタンク関係者・

生協・企業など）との交流・対話を行った。 

個人招へいでは 7 名の研究者がそれぞれ 1 ヶ月～６ケ月の期間日本に滞在し、大

学や研究所等を受入機関として、研究活動、研究者・専門家との意見交換、関係機

関訪問などを行った。 

 

ロ．社会的企業に関する日韓会議 

日韓両国は、近年の社会構造の変化に伴い、医療・福祉・教育・環境などの分野で

課題に直面しているが、そうした社会的課題への取り組み・解決を第一の目的としな

がら、ビジネスの手法を取り入れて自ら利益を生み出すことにより、持続性・発展性

のある事業を行っている社会的企業が両国で注目されている。日韓両国の社会的企業

の専門家及び実践者の交流とネットワーキングを図るべく、平成 20 年度に引き続き、

韓国希望製作所（韓国を代表する非営利団体）との共催で非公開会議及び公開シンポ

ジウムを開催した。 

 

２．米国  

（１）平成21年度事業実績額：639百万円〔20年度：605百万円〕  

 

（２）知的交流事業全体における割合：52.5％ 〔20年度：51.6％〕  

 

（３）現状の認識と重点化の状況  

我が国にとって最も重要なパートナー国であるとともに、互いに協力・連携して世界

的課題への対応が求められているという認識の一方、米国の日本に対する相対的な関心

の低下、日本研究の基盤の弱体化等にも留意しつつ、米国における新たな知日層の拡充

を目的とする米国の大学院生、有望な若手政策関係者、学者等の対話、招へい等の事業

を日米センターを中心に実施し、関係者間のネットワーク構築を行った。  

また、「日米交流強化のためのイニシアチブ」の一環として、有力シンクタンクとの

連携事業、日米協会支援事業、日系人との交流強化等の具体化策を実施した。 

 

（４）主たる事業例 

  イ．米国国際関係専攻大学院生招へい 

 米国国際関係専攻大学院連合（APSIA）との共催により、APSIA に所属する大学

院の学生を 13 人を訪日招へいし、研究所（地球環境戦略研究機関、平和安全保障研

究所等）、防衛大学、官庁、広島平和記念資料館、京都を訪問し日本の歴史、政策、

文化等について理解を深めた。 

 

ロ．米国の5大シンクタンクへの支援と関係強化 

米国との知的交流を強化するべく、米国の代表的な 5つのシンクタンク（ＣＳＩＳ、
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ＡＥＩ、ブルッキングス研究所、外交問題評議会、ランド研究所）が実施する 3年間

のプロジェクトに対し支援決定を行い、初年度の助成を行った。プロジェクトの実施

に先立ち、各機関と密接に協議を行い、事業計画を策定した。各研究プロジェクトは

以下のとおり。 

ＣＳＩＳ：「アジアをつなぐ：アジアにおける協調的フレームワークのための米日

戦略」 

ＡＥＩ ：「アジアの海洋安全保障」 

ブルッキングス研究所： 

     「エネルギー安全保障」研究及び日本からの客員フェロープログラム 

外交問題評議会：「台頭する中国、インドと日米同盟」 

ランド研究所：「グローバル経済の開放性と日米間のパートナーシップ」 

 

  ハ．日系人リーダー招へい 

外務省及びＵＳジャパンカウンシルとの共催により、日系アメリカ人リーダーを

13 人（前年度 13 人）招へいし、鳩山総理、高円宮妃殿下との懇談の他日本国内での

各種の視察と対話を行った。21 年度は本招へい事業開始 10 周年であり、東京におい

て公開シンポジウム（『リーダーシップとは何か：キャリア、コミュニティ、そして

文化への価値観を語る』）を実施した。 

 

３．外部専門家による評価 

  「日本研究・知的交流事業の重点化」について外部専門家 2名に評価（日本研究事業・

知的交流事業での評価）を依頼したところ、１名が「ロ：優れている」、1 名が「ハ：

順調」の評価であった。 

 

評価指標２：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

１．プログラムの評価と見直し 

● 日米センター「安倍フェローシップ」では、「安倍ジャーナリスト・フェローシ

ップ」の募集を 20 年度から実施し、平成 21 年度からフェローシップ支給を開始

した。学術のみならず、日米両国にとって喫緊の関心事について、質の高い報道

を支援することを目的としている。 
 

２．新規事業の開拓に向けた取組 

● 日中交流センター事業において、助成方式による「ふれあいの場」（運営責任を

現地の実施機関が負う）を、黒龍江省ハルビン市、江蘇省連雲港市、青海省西寧

市で新規に開設し、すでに実施している吉林省延吉市とあわせて 4ヵ所に拡大し

た。 

《ふれあいの場》 
中国の地方都市において、特に青少年層の日本文化や社会に対する興味・

関心に応えることを目的として、最新の日本情報（音楽・アニメ・漫画・フ

ァッション情報・その他流行情報）を発信し、日中市民が交流する施設。基

金と現地組織による共催型（運営方針は双方協議の上決定し、施設の管理・

運営は費用負担も含め現地組織が担当、基金はコンテンツ（図書・雑誌・音
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楽 CD 等）の購入・送付やイベントの実施を担当）と、助成型（基金は現地

組織が開設・運営する施設へのコンテンツの購入・送付等を行う）がある。

 

● 知的交流会議においては、「文化を通じた平和構築」をテーマとした事業に助成

した。マンバザキタ財団・イスラム民主主義フィリピン･カウンシルが主催する、

ミンダナオ（フィリピン）のムスリム自治区を中心に、フィリピン全土から女性

ムスリム知識人が集まり、平和構築に向けてそのネットワーク化を目指す「平和

の灯 女性たちの誓」国際会議に助成。また、現地の治安状況の悪化により中止

となったものの、地震による被災地の子どもを対象にした「アチェの子どもたち

と作る演劇ワークショップ」の実施準備にも当たるなど、文化を通じた平和構築

を新たな活動のテーマとして事業に取り込んでいる。 

 

３．他団体との連携（関係省庁、政府関係機関、企業、民間非営利団体等） 

国内外の中心的な国際交流機関、財団等と共催形式で事業を実施した。ゲーテ・

インスティトゥート（国際シンポジウム「平和のための文化の役割」）、ブリティッ

シュ･カウンシル（シンポジウム「日英社会企業家シンポジウム」）、メセナ協議会（「講

演会「国境を越える文化の価値」）等。 
 

４．経費効率化のための取組 

● 主催事業においては他団体と共同で事業を実施することにより、助成事業におい

ては基金外部からの資金調達も奨励することにより経費効率化を目指した。社会

的企業に関する日韓会議（知的交流会議）では、韓国での会議開催経費は韓国側

共催団体が負担するなどの事例があり、公募助成については、報告書が提出され

た全地域 84 件中、43 件で基金の負担率が 50%を下回っているなど、外部資金の

導入を積極的にすすめた。 
 

５．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

平成 20 年度業務実績評価にて、発表論文や刊行物等、事業の成果物についてより

積極的な広報に努めるべき、との指摘があった。シンポジウムやグループ招聘など

では、報告書を作成して成果を示すようにしているが、更に効果的な成果報告、広

報を実施するよう努める。 

 

評価指標３：地域的特性に応じた事業の実施状況 
１. アジア・大洋州地域 
  地理的・歴史的に関係の深い中国、韓国を中心に、アジア・大洋州地域としての共通

課題の解決のために議論を深める事業、日本及び域内での将来的なネットワーク構築を

目指した若手リーダーや若手研究者の育成や交流を目的とする事業等を実施した。 

 
（１）知的交流会議 

イ．概要 

内容 アジア・大洋州地域における共通課題の解決と研究者・専門家等

の域内ネットワーク構築を目的に、国際会議や共同研究事業を実

施または支援。 

実績等 主催：11件（7カ国）〔20年度： 3件（2カ国）〕 
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アジア地域研究センター支援（SEASREP）事業： 

  語学研修助成：10名〔20年度：9名〕 

  大学院生研究フェロー：6名〔20年度：9名〕 

助成：58件（24カ国）〔20年度：43件（27カ国＋1地域）〕 

受託：2件（15カ国）〔20年度：1件（15カ国）） 

 

ロ．主要事業例： 

●社会的企業をめぐる日韓対話 

社会的企業（社会的課題の解決を第一の目的としながらビジネスの手法を取り入

れて自ら利益を生み出し持続性・発展性のある活動を行う）について、専門家 19

名が参加し、ソウルにおいてシンポジウムを開催した。日本側の事例に特に関心が

集まり、日本側参加者と聴衆との意見交換が活発におこなわれた。また、韓国の社

会的企業の現場視察も行い、韓国の社会的課題及び社会的企業の取り組みについて

の理解を深めた。本事業は韓国希望製作所（韓国の民間シンクタンク）と共催で実

施した。 

 

（２）知的リーダー交流 

内容 アジア太平洋地域内のネットワーク構築、知的発信強化のため、

専門家や研究者、域内の知的リーダー（政治、経済、労働、メデ

ィア、教育等の各分野で影響力を有する人材）の派遣や、招聘を

実施。 

実績等 派遣：1名（1カ国）〔20年度：1名（1カ国）〕 

招聘：7名（7ヶ国）〔20年度：7名（7カ国）〕 

 

２．日中交流センター事業 

平成 18 年度に開設した「日中交流センター」の事業として、日中の一般市民、特に

若者を対象にした相互交流・相互理解を目的として、以下の 3事業を実施。 

 

（１）中国の高校生等の招聘事業 

イ．概要 
内容 中国の高校生を11カ月間招聘し、日本での生活を通して日本

の社会と文化を知ってもらい、同時に日本の高校生たちにも

同年代の中国の高校生と交流する機会を提供。 

実績 第3期生26名、第4期生35名 

（20年度：第2期生37名、第3期生26名）

ロ．主要事業例： 
● 4 期生 35 名は、ホームステイあるいは学校寮で生活しながら 25 県、33 校の高

校に通学し、日本の高校生と同じように学校生活を送ることで、より多くの交

流の機会を提供している。 

● 日本国内在住の 1期生、2期生を交えた交流会を実施し、プログラム参加者の

ネットワークの強化を試みた。 

 

（２）日中市民交流担い手ネットワーク整備事業 
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内容 日中市民のインターネット上での交流の場「心連心ウェブサイ

ト」の構築、運営。 

実績 ウェブサイトアクセス：883,955件（訪問者数）※ 

〔20年度：817,030件〕

※ ウェブサイトのサーバー移行のため、平成 21 年 12 月から 3 月のデータが欠落しており、5

月～11 月までのアクセス値。 

 

（３）中国国内交流拠点設置・運営事業 

（イ）概要 
内容 中国地方都市において、特に若い世代を対象に、日本の音楽、映

画、ファッション、マンガ等の最新の日本文化を紹介し、各種交

流事業を行う「ふれあいの場」を開設し、運営する。また、図書、

雑誌等のコンテンツの送付や、一部経費を支援する助成型「ふれ

あいの場」を実施する。 
実績等 主  催：3件、年間利用者数9,731名、会員登録者3,327名 

〔20年度：3件、利用者10,690名、会員登録者1,448名〕

助  成：4件〔20年度：2件〕 

（ロ）主要事業例 
 基金と現地の組織の共催により開設・運営する「ふれあいの場」を、成都市、長

春市、南京市に設置し、音楽 CD や DVD も有するライブラリの運営や文化交流イベ

ントを実施した。コンテンツ（図書・雑誌・音楽 CD 等）の送付等で支援する「ふ

れあいの場」助成プログラムでは、延辺市で実施したほか、ハルビン市、連雲港市、

西寧市の機関に対して新規に助成を行った。 

 

３. 米州地域 

  米国とのパートナーシップ強化のための知的交流の促進、関係者間のネットワーク構

築を最重点方針として、日米センターを中心に米国の有望な若手政策関係者、学者、ジ

ャーナリスト等のオピニオンリーダーを対象とした対話・招へい事業、フェローシップ

供与等を実施した他、米州地域との知的交流促進のための助成事業も実施した。 

 

（１）日米交流支援（日米センター事業） 

イ．概要 

内容 日米間の最新事情や課題を考慮しつつ、安全保障、国際経済等の主

要政策課題に関する各種知的交流事業や、市民交流のための支援等

を実施。 
実績等 主催16件〔20年度：主催12件〕※ 

助成92件〔20年度：助成80件〕 

 ※ カルコン事業（1件）を含む 
 
ロ．主要事業例： 

● ジャーナリズム大学院生招へい 

米国のジャーナリズム大学院で学ぶ大学院生に対する訪日プログラムに対し
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て助成した（企画参画型助成）。コロンビア大、ニューヨーク大、メリーランド

代、エマーソン大学の大学院生6名が、マスコミ、外務省、防衛大学校等の機関

を訪問して関係者と意見交換をすることや、阪神淡路大震災の報道に携ったジャ

ーナリストとの交流等をおこなった。 

 

（２）フェローシップ事業 

内容 安倍フェローシップ 

地球規模の政策課題や日米関係の課題に関し政策指向研究を行う

日米両国の研究者・実務家の支援・ネットワーク構築を目的とする

「安倍フェローシップ」および政策に関する短期研究取材プロジェ

クトを通じて日本及び米国の関心事についての質の高い報道を支

援する「安倍ジャーナリスト･フェローシップ」を供与。（米国社会

科学研究評議会（SSRC）との共催） 
実績等 ・新規採用18名〔20年度：17名〕 

 （内訳）安倍フェロー14名、ジャーナリスト・フェロー4名 

・フェローシップ期間継続中の者27名〔20年度：28名〕 

 ※ フェローシップ受給期間は、開始後2年以内。 

 

（３）日米草の根交流コーディネーター派遣事業（日米センター事業） 

内容 日米間の地域･草の根レベルの市民交流と教育を通じた相手国理解

促進を目的として、米国の大学や日米協会を拠点として日本に関す

る知識や情報を提供するコーディネーターを派遣する 
実績等 コーディネーター派遣（JOI）：13名〔20年度：12名〕 

（内訳）継続派遣：8名、新規派遣：5名 

 

（４）米国以外の米州との知的交流事業 

内容 日本と米州の知的交流促進を目的として、国際会議、セミナー、ワ

ークショップ等に対し、有識者を派遣し、積極的な知的発信を行う。

また、国際会議等に関する経費を助成。 
実績等 知的リーダー交流：1件（対象国・地域：カナダ）〔20年度：1件〕

知的交流会議助成：7件（対象国・地域：カナダ、メキシコ等） 

〔20年度：7件（対象国・地域：メキシコ、ブラジル等〕

 

４．欧州・中東・アフリカ地域 
  欧州については、世界的な共通課題に関する知的交流強化、ネットワーク構築を中心

とした事業を、中東・アフリカについては我が国と同地域との知的対話を深めるための

会議の開催、人材育成のためのフェローシップ供与などの事業を実施した。 

 
（１）知的交流会議 

イ．概要 
内容 欧州・中東・アフリカ地域における共通課題の解決と研究者・専門

家等の域内ネットワーク構築を目的に、国際会議を実施または支

援。 
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実績等 主催12件（対象国・地域：フランス、ロシア等）〔20年度：16件〕

助成42件（対象国・地域：イタリア、ドイツ等）〔20年度：29件〕

 

ロ．主要事業例 
● アルザス日欧知的交流事業 

アルザス欧州日本研究所との共催で、日本から派遣する講師の下、欧州の若手

日本研究者が相互に発表と議論をし、隣接領域を横断するようなネットワークの

形成を図った。21年度には「明治」をテーマとし、政治、教育、宗教、文学、美

術、社会など様々な角度からの明治研究を、9名の日本研究者が発表した。 

 

（２）フェローシップ事業等 

イ．概要 
内容 欧州・中東・アフリカ地域との知的交流促進と人材育成を目的に、

域内有識者の招聘と派遣･招聘フェローシップ事業を実施。また、

国際会議等に有識者を派遣し、積極的な知的発信を行い、日本の

貢献の促進、知的リーダー間のネットワーク構築等を行う。 
実績等 ①知的交流フェローシップ：23名（18カ国） 

〔20年度：14名（12カ国）〕

②中東グループ招へい：15名（12カ国）〔20年度：15名（11カ国）〕

③知的リーダー交流（派遣）：4件（4カ国）〔20年度：7名（4カ国）〕

 
ロ．主要事業例 

● 中東グループ招へい 

近年、環境法を整備する国が増えている中東・北アフリカから、学者、研究者、

ジャーナリスト、NGO 職員などを招聘し、産業発展と環境に関する日本の知見を

共有するためのプログラムを実施。企業訪問やグループプレゼンテーション等を

通して理解を深めた。 

 

評価指標４：支援対象機関及びフェローシップ受給者からの評価（目標：70％以上から

有意義との評価）と、その結果への対応 

 

１．評価結果 

中期計画でデータ収集を義務付けられた各プログラムに関し、支援対象機関やフェ

ロー等に対してアンケート等の調査を行った結果、1プログラムを除き、97％以上の回

答者が「とても有意義」又は「有意義」と評価しており、目標は達成されたと判断で

きる（アジア地域研究センター支援のみ 80%）。 

 

アジア大洋州 

知的リーダー交流 100％（8名/8 名） 

〔20 年度：100％（8名/8 名）〕

知的交流会議 知的交流会議：100％（57 機関/57 機関） 

〔20 年度：100％（47 機関/47 機関）〕

アジア地域研究センター支援:80％(4 名/5 名)
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〔20 年度:100％(16 名/16 名)〕

中国の高校生等の招へい 100％（26 名/26 名） 

〔20 年度：100％（20 名/20 名）〕

中国国内交流拠点設置・運営事業  97％（152 名/156 名） 

〔20 年度：新規開設 89％（256 名/288 名）〕

米州 

知的リーダー交流 100%（2 名/2 名）〔20 年度：100%（1 名/1 名）〕

知的交流会議 100％（6機関/6 機関） 

〔20 年度： 100％（4機関/4 機関）〕 

日米交流支援（日米センター） 99％（74 団体/75 団体） 

〔20 年度：98％（56 団体/56 団体）〕

安倍フェローシップ（日米センター） 100％（13 名/13 名） 

〔20 年度：100％（15 名/15 名）〕 

日米草の根交流コーディネーター派

遣（日米センター） 
100％（12 機関/12 機関） 

〔20 年度：92％（11 機関/12 機関〕

欧州中東アフリカ 

知的リーダー交流 100%（35 名/35 名） 

〔20 年度： 100％（26 名/26 名）〕

知的交流会議 100％（30 機関/30 機関） 

〔20 年度：100％（23 機関/23 機関）〕

 

２．評価結果への対応 

 プログラムごとに、アンケートに記された意見、指摘事項等を分析し、平成22年度

以降の事業の企画立案、実施方法等の改善に反映する。 

 

 

評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 
１. アジア・大洋州地域 

● 中国の高校生等の招聘事業（日中センター事業） 

中国の高校生に11ヶ月の日本滞在の機会を提供するプログラムで、平成18年か

ら19年まで日本に滞在した第一期生37名のうち、12名が日本の大学に進学した

が、平成19年から平成20年に滞在した第二期生37名のうち、15名が日本の大学に

進学した。ほかにも、推薦合格済み（入学は平成23年4月）が2名、来日し受験を

準備しているものが3名いる。 

 

２. 米州地域 

● 世界災害語り継ぎフォーラム 

日米をはじめ、アジア（中国、バングラデシュ、ネパールほか）の各被災地か

ら語り継ぎに携わる関係者を神戸に招聘し国際会議を開催した。阪神・淡路大震

災からの復興を経験した神戸に災害関係者が集い、世界各地で頻発する災害の現

実に向き合いつつ、悲惨な災害の記憶を風化させず次世代に伝える方法を話し合

うことを主眼とし、日本及び世界に災害の教訓を発信した。2006年より、ハリケ

ーン･カトリーナにより被災したニューオリンズと神戸の市民の間の交流を支援
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してきたが、平成22年1月には日米両市民による「相互交流協定」が締結され今

後の自発的な地域間交流の枠組みが作られたこと、日米のみならずアジアにまで

広がって、共通課題をともに考える活動が形成されたことなどの中長期的な成果

が現れている。 

 

３. 欧州・中東・アフリカ地域 

● 知的交流フェローシップ 

 バグダッド大学歴史学部長のDr. Mahmoud Abdul-Wahid Mahmoud Al-Qaysiは、

平成 17 年度にグループ招聘で、平成 18 年度には知的交流フェローとして来日し

た。平成 21 年度には、日本研究機関支援プログラムにより、バグダッド大学の

同僚とともに来日し、3 週間にわたり研究会・シンポジウムを日本で開催するな

ど、知的交流フェローとしての来日をきっかけに、日本への関心を深め、現地に

おける日本との学術交流の基点となっている。 

 
評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 
１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

知的リーダー交流 
（アジア大洋州） 

ロ ロ 知的交流会議（アジア大洋州） ハ ハ

中国の高校生等の招聘 ロ イ
中国国内交流拠点設置・運営
事業 ロ イ

日中市民交流担い手ネットワー
ク整備 ハ ロ    

知的リーダー交流（米州） ハ ハ 知的交流会議（米州） ハ ハ

日米交流支援(日米センター事業) ロ ハ
安倍フェローシップ 
(日米センター事業） 

ハ ハ

日米草の根交流コーディネーター
派遣（日米センター事業） 

ロ ロ    

知的リーダー交流 
（欧州中東アフリカ） 

ロ ハ
知的交流会議 
（欧州中東アフリカ） 

ハ ロ

 
２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ以下の評価について） 

特になし。 

 
３．評価結果への対応 

アジア大洋州地域の知的リーダー交流については、事業の数が少ないこと、

知的交流会議においては、実施件数の地域的なバランスの不均衡に関するコメ

ントがあった。国別の事業方針に合わせ、重点化する一方で、重点的に実施す

る地域とそうでない地域の地域間バランスも取れるよう工夫したい。 



 
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標１：外交上の必要性の高い事業への重点化 

評価指標２：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取

組、措置 

評価指標３：地域的特性に応じた事業の実施状況 

評価指標４：支援対象機関及びフェローシップ受給者からの評価と、その

結果への対応 

評価指標５：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標６：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応

 

評価指標 

 
 

小項目 

指標（中期目

標・計画）期

間全体として 

１９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 

No.23:  

外交上の必要

性の高い事業

への重点化 

 

 

 

 

 

 

 

    

我が国が直面する課題を抱え、早期に関係の改善または発展に

取り組むべき国・地域との交流に重点化 

東アジア、米国への重

点化 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

外交上、知的交流・対話の必要性が特に高い東アジア（中国・韓国）及び

米国を対象に、将来的にネットワークの構築への寄与が期待できるキーパー

ソン及び機関との交流や支援を行っており、これらプログラムの外部専門家

からの評価も良好である。事業の実施状況は、計画通り順調である。 

若い世代の知的交流フェロープログラムの強化、交流の意義の検討、及び

その後の効果のフォローアップが望まれる。 

また、20 年度実績評価では、シンポジウムやグループ招へいについてさら

に効果的な広報を行うよう指摘があったが、いまだ不十分と思われるため、

22 年度における実施を期待する。 
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No.24（国際交流に関する情報の収集・提供及び事業の積極的広報）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 

（２）国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
・国際交流に関する情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援等 

小項目 

 

インターネット、出版物等を通じて、各事業部において事業の実施予定及び成果等につ

いて積極的に広報を行う。 

 

４．国際交流に関する情報の収集・提供及び国際文化交流担い手への支援等 

国際文化交流の増進を図るため、国際交流に関する情報の収集･提供及び調査・研究を

行うとともに、国際交流の担い手に対する支援を行う。国民へのサービス強化と国際交

流の担い手に対する支援の観点から、情報提供や他団体等との連携の窓口を中心に、基

金の事業情報を含め国際文化交流に関する情報全般の提供を行うとともに、外部との事

業の連携等を行い、国際文化交流事業への国民の関心を喚起し、理解を促し、国民が国

際文化交流に参加しやすくなるよう図る。 

また、内外の国際交流動向の把握、分析等、国際交流を行うために必要な調査及び研

究の充実に努める。 

 

（１）国際交流基金本部及び海外事務所の図書館ネットワークを活用し、日本に関心を

有する海外の知識人、市民を対象に、日本関連情報の提供や各種照会への対応を行う

ことにより、対日理解の増進を図る。 

 

（２）国際交流に関心を有する国内・海外の一般市民や国際交流事業関係者に対して、

ウェブサイトや印刷物等の各種媒体を通じて、国際交流に関する情報及び国際交流基

金事業に関する情報を効果的かつ効率的に提供する。 

国際交流基金ウェブサイトについては、年間アクセス件数が100万件以上を目標とし

て内容を充実させる。 

 

（３）国内における国際文化交流の増進を図るため、国際交流団体に対して、顕彰やノ

ウハウ提供等の支援を行う。 

 

（４）内外の国際交流の動向を的確に把握し、これに基づいて我が国を巡る国際環境の

変化に機動的に対応し、内外の国際交流団体や研究機関と連携・協力して国際交流を

効率的・効果的に行うために必要な調査及び研究を行う。調査結果を国際交流基金の

みならず内外の関係者が活用しうるよう、内容を充実させるとともに、成果報告を印

刷物等を通じて効果的、効率的に公開する。 

 

（５）上記（１）～（４）に関し、必要性、有効性、効率性等適切な指標に基づいた外

部有識者による評価を実施し、「概ね良好」以上の評価を得るよう努める。 
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業務実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
評価指標１：企画立案における事業の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

１．プログラムの評価と見直し 

（１） 定期刊行物「をちこち」の休刊・ウェブサイト中心の発信への転換 

定期刊行物「をちこち」は、国際文化交流に関連する特集記事と、国際交流基

金事業の報告等で構成された唯一の国際文化交流専門誌として、平成 17 年度よ

り出版してきたが、出版にかかるマンパワーと経費等を検討した結果、21 年 12

月発売号をもって休刊とし、インターネットに重点を置いた情報発信を行うこと

とした。 

組織の情報、各種活動の紹介等と関連して基金のウェブサイト上に多数ある

「読み物コンテンツ」へのアクセスを容易にし、継続的に利用できるよう「読み

物ポータルサイト」の作成、「をちこち」の記事のアーカイブデータベースとし

ての公開、国際文化交流情報や論考、エッセイ等を掲載する「ウェブをちこち（仮

称）」コーナーの設置等を決定し、21 年度はポータルサイトの設計や、原稿依頼

などの準備を行った。 

「読み物ポータルサイト」「をちこちデータベース」「ウェブをちこち（仮称）」

は 22 年 8 月に公開の予定である。 

 

（２） ＪＦサポーターズクラブの見直し 

ＪＦサポーターズクラブについては、これまで寄付金を募っての会員制度をと

ってきたが、基金の支持者層をより拡大し、より多くの一般の方々に国際文化交

流に親しみをもっていただくことが重要と考え、また、会員にとって重要な特典

であった定期刊行物の休刊、優待／招待を行っていた国内事業の減少という状況

にも鑑み、以下の措置をとることとした。 

 

・年間一定額の会費（寄附金）を頂く代わりに定期刊行物や一定の優待/招待を

保証する会員制度は廃止。（引き続き「寄附」は受け付け、寄附者には基金事

業の報告等を行う。） 

・双方向性の確保：投稿欄を中心とするメールマガジン『ＪＦナビゲーター』

を平成 22 年 4 月から新たに発行、基金からの情報発信に加え、一般の人々か

ら気軽にご意見を頂き、ご質問を受け付け、意見を共有する場を作ることと

した。またメールマガジンの購読申し込み時に年齢層、居住地域（県）、関心

領域などを登録してもらい、読者のニーズに合わせた特定の情報を流すこと

も容易にする。（ウェブからの登録は平成 22 年 6 月に開始） 

・このほか、支持者の確保は、国際交流基金の情報発信能力の総合的な向上によ

って行う。上記メールマガジン（『ＪＦナビゲーター』）やＪＦＩＣで開催する

イベント、ウェブマガジン、ツイッターなどにより、総合的な情報発信強化を

行う。 

 

平成 21 年度は、上記の方針を決定し準備を行うと同時に、従来どおりＪＦサ
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ポーターズクラブイベントを毎月開催し、隔月でサポーターズクラブ通信を発

行した。平成 22 年 1 月をもって会員制度の新規入会を停止したが、ＪＦサポー

ターズクラブイベントについてはこれまで会員以外の参加者も多かったことか

ら、今後は会員に限定せず一般に開かれた、国際文化交流についての小規模な

講演会・セミナーを実施していくことを決定した。（サポーターズクラブイベン

トと銘打ったものは現会員の有効期限が切れる平成 23 年 1 月までとなる。） 

 

 

２．外務省独立行政法人評価委員会 平成 20 年度業績評価指摘事項への対応 

 

「前年度も指摘されたサポーターズクラブの会員数の減少に歯止めがかかってお

らず、引き続き改善に向けた取り組みを期待したい。数値目標、実績に関し、情報

収集・提供手段の環境の構造変化の認識と、機動性ある修正・補正が必要である。

また、広報活動、アウトリーチ活動が固定している危険性はないかの確認、サービ

ス対象者母数の更なる拡大と見極めが必要と思われる。」 

 

  上記１．のとおり、出版物の発行やサポーターズクラブ制度の見直しを行い、ウ

ェブサイトやメールマガジンなどを活用して、より幅広い層に魅力的・有益な情報

提供を行うとともに、一方的でない双方向の場も用意してより基金・国際文化交流

への理解・関心を高めてもらえるよう改善の検討を行った。 

 

 

評価指標２：日本関連情報の提供や各種照会への対応 

 

内容 JFIC ライブラリー： 

日本について外国語（主に英語）で紹介する資料・書籍、国

際文化交流に関する資料、国際交流基金の発行書籍・報告書等

を収集し一般の利用者の閲覧に供している。基金資料のアーカ

イブ機能を充実させるよう努め、基金事業報告書の整備、映像

資料を収集し、メール等によるレファレンスサービス等のサー

ビスも行った。 

・ 図書：約 35,000 冊（外国語書籍 27,500 冊） 

・ 雑誌・紀要・ニューズレター：400 誌 

・ 視聴覚資料・ビデオ、マイクロフィルム資料、基金事業紹

介ファイル等 

実績 総入館者数：18,652 人〔20 年度：21,430 人〕 

貸出冊数：3,006 冊（月 251 冊） 

〔20 年度：1,889 冊（月 228 冊）〕 

レファレンスサービス：908 件（月 76 件） 

〔20 年度：773 件（月 97 件）〕 

※移転に伴う閉館により、20 年度の開館日数は通常の約３分の２であっ

た。入館者数は、JFIC 全体の入館者数。 
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業務実績 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
定期的に多くの来場者があった「異文化理解講座」（最大週 5回）の休止により JFIC

全体の入館者数は減少した。また、インターネットの発達等もあり、他の図書館にお

いてもレファレンス数は減少傾向にあり、JFIC ライブラリーにおいても減少した。 

他方、JFIC ラウンジで開催したライブラリーのコレクションの特別展示「ちりめん

本を知っていますか？」（明治～昭和初期に作成された日本の昔ばなし等を英文でちり

めん様に縮めた和紙に印刷したもの）には、周辺の公共施設に広報を依頼し、「広報し

んじゅく」（新宿区広報誌）にも掲載され、地域の人々が多く訪れた。 

 
 
評価指標３：ホーム・ページを通じた情報提供（海外事務所分を除く） 

 
1. 基金ﾎｰﾑ･ﾍﾟｰｼﾞ アクセス数：1,825,141件（訪問者数でカウント）

〔20年度：2,007,213件〕 

※中期計画で示された目標（年間100万件）を上回った。

2. メールマガジン 日本語版：49回発行（毎週）、登録者10,324人  

〔20年度：11,496人〕 

英語版：25回発行（隔週）、登録者7,080人  

〔20年度： 7,315人〕  

3. ブログ 年間更新回数：142回 

アクセス総数：41,590件（平均114件／日） 

〔20年度：42,947件〕 

4. ツイッター 新規開始  

 
 
評価指標４：情報誌等を通じた情報提供（海外事務所分を除く） 

 

１．情報誌の発行を通じた情報提供 

内容 雑誌『をちこち』の発行： 

国際文化交流に関する専門誌を隔月で発行。 

・ 出版社：山川出版社（全国一般書店や主要オンライン書

店等で販売） 

・ 発行日：隔月で偶数月 1日 

・ 定価：525 円 

・ 内容：国際文化交流に関連する特集記事と、国際交流基

金事業報告等で構成。 

実績 発行部数：各号 7,000 部発行 

平均販売部数（1号あたり）：717 冊〔20 年度：830 冊〕 

平成 20 年度の主な特集： 

・ 4 月 第 28 号「多様性を繋ぐドナウ・ヨーロッパ」 
・ 6 月 第 29 号「世界と出会う歌舞伎」 
・ 8 月 第 30 号「メコンの暮らしから考える『人間と川』」

・ 10 月 第 31 号「国境を越える人々と国家の関係」 
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・ 12 月 第 32 号「海外で活躍している日本人が、ここにも

いる」 
21 年度の周年事業に対応し、ドナウ地域、メコン地域に関する特集を組

んだ。 

 

２．その他の情報提供 

 

（１）JF サポーターズクラブ 

内容 国際文化交流に関心を有する個人を対象に、基金の事業情報

を定期的に提供する会員制度を運営。 

実績 ・会員数：544 名〔20 年度：644 名〕 

・会員向け基金事業案内の送付：計 12 回〔20 年度：12 回〕

・会員向けメールマガジンの発行：計 30 回〔20 年度：27 回〕

・会員向けイベントの開催：計 11 回〔20 年度：11 回〕 

・イベント延べ参加者数：1,009 名〔20 年度：582 名〕 

・「JF サポーターズ通信」発行：計 6回〔20 年度：6回〕 

イベントのうち韓国と日本の交流に尽力しているシンガーソングラ

イター沢知恵氏のライブとトークショーは、基金事務所至近にある駐

日韓国文化院との共催イベントとして同院のホールで開催、約 250 名

の参加者があった。 

 

（２）ＪＦＩＣセミナースペース等での情報提供 

 20 年度に引き続き、ＪＦＩＣセミナースペースにおいて、国際交流基金のフェロ

ーによる勉強会、海外派遣の日本語講師の帰国報告会、招へいした海外の文化人の

講演会、サポーターズクラブイベントなどを通じて国際文化交流に関する情報提供

を行った。また、修学旅行生や大学ゼミ生などの訪問グループを受け入れ、国際交

流基金の活動等についての情報提供を行った。 

 

（３）国際交流基金賞 

平成 21 年度は、文化芸術部門：ボリス・アクーニン氏（作家／ロシア）、日本

語部門：全米日本語教師会連合（代表：スーザン・シュミット事務局長／米国）、

日本研究・知的交流部門：アーサー・ストックウィン（オックスフォード大学日

産日本問題研究所前所長／英国）の 3 団体・個人に国際交流基金賞を授与した。

併せて受賞者による講演を国際文化会館、東京大学などで開催した。受賞者イン

タビューを含む計 34 件の報道（20 年度：67 件）があった。 

 

 

評価指標５：国際交流を行うために必要な調査及び研究の実施状況 

 
1.国別事業評価手法の

研究 

項目No.4「事業目的の明確化・外部評価の実施」

の「評価指標１．」に記述。 
2.「青山学院大学国際

交流共同研究センタ

青山学院大学との連携により、同大学内に設立さ

れた「青山学院大学国際交流共同研究センター」
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ー」の運営への参画と

同センターにおける調

査研究 

 

の運営に参画、「平和のための文化イニシアティブ

の役割」「地域活性化と国際交流」「国際文化機関

の比較研究」などの連携研究プロジェクトや、講

演会の開催、紀要の発行などを共同で行った。 

3. 国際文化交流情報

の収集 

 

基金の政策形成の参考となるような基礎資料の収

集を目的に、主要国における国際文化交流の動向、

広報外交・文化外交、対日観等に関する調査研究

報告書などの翻訳を行い、内部で共有した。韓国

については広報外交をテーマとした調査報告書の

執筆を韓国在住の2名の専門家に依頼した。 

4.上智大学－基金連携

「国際文化交流講座」

の実施 

上智大学との連携により、国際文化交流の仕事を

目指す学生及び一般社会人を対象として『国際文

化交流の理論と実践－研究と実践の現場から－』

（全12回）を開講した（受講申込者27名、修了者

24名）。基金の役職員も講師を務めた。 

 
 
評価指標６：国内に於ける国際文化交流の増進を図るための国際交流団体への各種支

援の実施状況 

 

１．概要 

1. 国内の国際交流フ

ェスティバルへの協力

3件（「グローバルフェスタJAPAN2009」(東京)、

名古屋市「ワールド・コラボ・フェスタ」、大阪

市「ワン・ワールド・フェスティバル」）〔20年

度：3件〕            

2. 国際文化交流に関

する情報等の提供 
国内国際交流団体、在京外国大使館・文化機関

からの各種相談・情報提供依頼への対応：75件

〔20年度：47件〕            

3.「国際交流基金地球

市民賞」 
3団体（所在地：茨城県、静岡県、徳島県）に授

賞。〔19年度は、北海道、群馬県、富山県に所在

の3団体。〕 
 

２．主要事業例： 
「国際交流基金地球市民賞」： 

地域に根ざした国際交流活動を支援するため、そのモデルとなる先導的活動を行

っている団体・個人を顕彰する事業であり、平成21年度は、「特定非営利活動法

人 自然生クラブ」（茨城） 、「特定非営利活動法人 浜松NPOネットワーク

センター」（静岡県）、「特定非営利活動法人 グリーンバレー」（徳島県）の3

団体に授賞。（テレビ・ラジオ報道6件、新聞・雑誌報道17件） 

 
 
評価指標７：サービス対象者の満足度等と、その結果への対応 
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１．評価結果 

JFIC ライブラリー利用者、サポーターズクラブ会員、ウェブサイト訪問者、メー

ルマガジン登録者にアンケート調査等（4 段階評価）を行ったところ、休止を決定

したサポーターズクラブ会員を除き、80％以上の回答者が「とても有意義」又は「有

意義」と評価。 
 
1. JFIC ライブラリー 利用者：98％（106 名/108 名）〔20 年度：95％〕 

2. サポーターズクラ

ブ 

会員：72％（28 名/39 名）〔20 年度：88％〕 
特に「をちこち」休止を残念とする内容が多かった。 

3. ウェブサイト 日本語：93％（97 名/104 名）〔20 年度：95％〕 
英語：89％(90 名／101 名) 〔20 年度：97％〕 

4. メールマガジン 日本語：89％（90 名/101 名）〔20 年度：89％〕 
英語：82％（532 名/650 名）〔20 年度：89％〕 

 
２．評価結果への対応 

 ライブラリーについては洋書を借りられること、サービスの質が高いことなど全

般的に好意的であった。日本語のウェブサイトについては、海外での事業情報も含

めた文化交流についての情報量の多さ、更新頻度が高く最新の情報を得られること

などについて、肯定的な意見が多かった。英語版については更新頻度の高さや日本

語教育・日本研究に関する有意義な情報が得られることへの評価があった一方、全

体的な情報量や閲覧者の居住地域が広がっていることによる情報の偏り等に不満も

あることが伺え、今後の検討課題とする。現在準備を進めているウェブコンテンツ

の充実等により満足度を高めていくよう努めるとともに、利用者の声をよりよいサ

ービスの提供に役立てていく。 

 
評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的なエピソード 

 

地球市民賞（創設時は地域交流振興賞）が創設 25 年を迎えたことから、これまで受

賞した 73 団体・個人に対して、最近の活動報告やメッセージを依頼したところ、半数

以上の 41 団体から回答があり、本賞受賞をきっかけとして認知度や信頼性、或いは評

価が高まった、活動やネットワークが広がったなどのコメントが多数寄せられた。 

 

1994 年の受賞団体である（財）たんぽぽの家は、「わたぼうしコンサート」やエイブ

ルアート活動を通じて障がい者アートを提唱し続けているが、本賞の受賞を契機とし

て活動が社会的にも認知され、交流の輪が中国、韓国、フィリピンなどにも広がり、

タンポポの家をモデルとした障がい者のアートセンターが設立されるなどしている。 

 

評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応 

１．評価結果 

各プログラムに関する外部専門家 2 名による評価結果は以下のとおり。 
 

情報提供・広報事業 ロ ハ 国際交流顕彰事業 イ ロ

国内連携促進 ロ ロ 国際交流調査研究 ロ ハ
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２．外部専門家の評定理由（イ評価及びニ評価以下について） 

（１）国際交流顕彰事業 

● 【イ評価】「国際交流基金賞」に関しては、伝統と格式ある極めて意義の高い

事業であると評価でき、今後も確実に継続して賞の価値をさらに増していく

ことが肝要であると考える。「国際交流基金地球市民賞」に関しては、国内の

様々な地域において国際文化交流活動に取り組んでいる団体等にとって、社

会からの注目をあびるなど、大きな励みとなっているものと考えられると同

時に、副賞の金額も充実していることから、財政基盤の弱い NPO などにとっ

て、さらなる活動へのドライヴィング・フォースにもなっているものと推測

される。また、近年異なる地域の受賞団体同士の交流から、新たな活動につ

ながる事例も見られるようであり、受賞者同士が交流する機会を、基金が提

供することも大きな意義があるものと考える。 

 
３．評価結果への対応 

情報提供・広報事業 

  「をちこち」の休刊については、新聞のコラム等でも休刊を惜しむ声が掲載され

た。外部専門家からも、紙媒体からウェブ媒体への過渡期であることには理解を示

しつつも休刊は残念との評価があった。基金としては、ウェブコンテンツを充実さ

せて情報提供・広報事業をより広い対象に向けて行い、理解と関心を広げていくと

決定したものであるが、高い評価を得ていた広報誌以上の効果と評価を得られるよ

う、利用者の意見も参考にしながら、内容を充実させていくこととしたい。 
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員の協議により

判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における業務の効果及び経費効率の向上のための取

組、措置 

評価指標２：日本関連情報の提供や各種照会への対応 

評価指標３：ホーム・ページを通じた情報提供（海外事務所分を除く） 

評価指標４：情報誌等を通じた情報提供（海外事務所分を除く） 

評価指標５：国際交流を行うために必要な調査及び研究の実施状況 

評価指標６：サービス対象者の満足度等と、その結果への対応 

評価指標７：国内に於ける国際文化交流の増進を図るための国際交流団体

への各種支援の実施状況 

評価指標８：中長期的な効果が現れた具体的エピソード 

評価指標９：外部専門家によるプログラム毎の評価と、その結果への対応

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

「をちこち」の休刊、サポーターズクラブの見直し等の費用縮減を行いつつ、

ウェブコンテンツの充実等、新たな業務方針の検討・準備を進めており、事業の

実施状況は順調である。他方、ＪＦＩＣライブラリー入館者数、ホームページア

クセス数の減少など、広報及び情報の発信量が低下しており、今後の広報・情報

発信力の強化を期待する。 

 

 
 
 



No.25（海外事務所・京都支部の運営状況）  

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 その他 

小項目 

（１） 海外事務所の運営 

  基金の海外事務所は、本中期目標に示された諸点を踏まえ、所在国及び周辺地域

において上記１～４の本部事業の円滑な遂行の連絡調整を行うとともに、所在国及び

周辺地域における我が国の国際文化交流の情報、事業、ネットワークの拠点として、

現地の事情及びニーズに応じて柔軟かつ機動的に、各種事業を効果的に実施し、関係

団体及び在外公館との協力、連携等に努める。また、外部リソースや現地職員の活用、

海外事務所間の連携に努める。 

（２）京都支部の運営 

  基金京都支部は、本中期目標に示された諸点をふまえ、関西において、国際文化

交流に関する情報交換、コンサルティング等を通じて関係者とのネットワーク構築を

図り、公演、セミナー､ワークショップ等の催しを関係団体との共催等により、効果的

かつ効率的に実施する。 
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業務実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価指標１：企画立案における業務の効果及び経費効率の向上のための取組、措置 

（１）既存事業の不断の見直し 

イ．海外事務所の移転・縮小：海外事務所の業務の合理化、刷新、効率化を推進するた

め、事務所施設の合理化と立地見直しを行った結果、平成 20 年度のクアラルンプール拠

点の移転及びバンコク拠点の縮小に続き、平成 21 年 11 月にソウル日本文化センターの

移転を行い、賃貸面積を約 3 分の 2 に削減し、借料を約半分に縮減した。そのほか、平

成 22 年度以降の更なる施設合理化のための検討を進めた。 

ロ．平成 19 年 12 月に決定された独立行政法人整理合理化計画に基づき、京都支部の図

書館機能を見直し、平成 20 年 12 月に図書館を廃止した。また、京都支部の事務所が平

成 21 年 2 月に京都市国際交流会館内に移転し、これにより、借料が約半分に削減され、

運営費が大幅に圧縮された。支部の移転を機に、より一層効率的な運営が可能となった

とともに、京都市及び関係団体とのネットワーク強化、連携事業等を積極的に推進し、

外国人向け対日理解促進事業の付加価値と波及効果の向上を図る等により、平成 21 年度

は、主催・共催事業の参加者が前年度から約 3 倍に増加するなど、事業の費用対効果が

確実に上がってきている。 

 

（２）新規事業・拠点などの開拓に向けた取組み状況 

イ．上記（１）の既存事業の見直しによる経費縮減努力を基盤としつつ、また、マドリ

ード市より施設の無償提供を受け、マドリードにコンパクトな日本文化センターを新規

に設置し、活動を開始した。これにより、スペインにおいて国際文化交流事業を効率的

かつ効果的に展開するための基盤ができた。 

ロ．ベルリン日独センターとの協力協定見直しに基づき、改めて同センターへの基金代

表者の派遣を行い、連携の維持と基金事業の効率的な東方（旧東独地域）展開の基盤と

なっている。 

ハ．海外拠点のない国における情報を継続的に収集することを目的とした海外アドバイ

ザー制度により、平成 21 年度は、トルコ、イラン、南アフリカ、ポーランドおよびアル

ゼンチンの現地有識者と関係を構築し、当該国・地域向け方針の策定や事業の効果的実

施のための基盤が整った。 

ニ．基金の海外拠点において、現代日本文化を効果的に発信するために、情報コンテン

ツ（音楽 DVD、マンガ、アニメ等）の充実等に取り組んだ。 

 

（３）収入拡大や経費効率化等に向けた取組み状況 

イ．在外事業実施にあたり、現地の民間企業からの協賛金や現地文化団体等からの共催

分担金等、厳しい経済状況のなかで、全事務所で延べ約 49 百万円の外部資金を得た。外

貨ベースでみると、平成 20 年度の約 2倍に増加しており、外部資金導入により事業をよ

り効率的に実施してきていると判断できる。 

ロ．限られた予算を効率的に運用し、人的経費を適切に管理するため「現地職員雇用制

度ガイドライン」を制定し、各海外事務所において現地労働法・慣行等、現地の状況に

配慮しつつも統一的な制度の導入を進めている。 
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評価指標２：海外事務所・京都支部企画事業の実施状況（催し物、ライブラリー、講座

等）、外部団体との連携の状況） 

 

【海外事務所企画事業の実施状況】 

21 カ国 22 箇所の海外事務所・拠点（以下「海外事務所」と表記）において、以下の

ような事業を実施した。（詳細は別添 1及び別添 2参照） 

 

（１）在外事業実施件数（注 1） 

（注 1）在外事業は、①主催事業（単独主催事業と共催事業から成る）、②助成事業、③

協力事業（会場提供、文化備品・視聴覚資料貸出、後援名義付与）に区分される。件数

は、プロジェクト毎に１件とし、シリーズ企画は１件と計上。 

 海外事務所において、延べ 1,711 件の在外事業を実施した。 

分野別では、文化・芸術交流事業は 1,060 件（62％）、日本語事業（事務所内で実施する

日本語講座を除く、弁論大会や日本語教育セミナー等）は 498 件（29％）、日本研究・知

的交流事業は 153 件（9％）であった。事業形態別では、単独主催事業は 392 件（23％）、

共催事業は 523 件（31％）、助成事業は 316 件（18％）、協力事業 480 件（28％）であっ

た。 

また、事業件数については、新設されたマドリードを除いても、平成 20 年度より増加し

ている（1,403 件→1,702 件、約 21％の増）。とくに主催事業（単独主催及び共催）は約

4割増加（642 件→906 件）しており、限られたリソースのなかで、さらに数多くの事業

を実施している。 

 

（２）来場者・参加者数 

全海外事務所で実施した主催・共催事業には、約 82 万人が参加した。入場者の分野別

内訳では、文化・芸術交流事業は約 79 万人（全事業に占める割合は 96％）、日本語事業

は約 2 万人（同 3％）、日本研究・知的交流事業は約 1 万人（同 1％）であった。事業形

態別では、単独主催事業に約 10 万人（同 13％）、共催事業には約 72 万人（同 87％）が

参加した。 

 マドリード分を除き、前年度と比較すると、約 40％（586,224 人→821,358 人）の増

加となった。周年関連事業（タイ、ハンガリー）や大型フェスティバル等、大規模な事

業を共催したことが主因。 

 

（３）日本語講座運営状況（注 2） 

（注２）講座開講時間数について、時間は単位時間とする。また、学習者数は年間の延

べ登録者数とする。 

 海外事務所 22 箇所のうち、13 事務所（ローマ、ケルン、パリ、ソウル、北京、ジャ

カルタ、バンコク、マニラ、クアラルンプール、シドニー、ブダペスト、モスクワ及び

カイロ）において日本語講座が開講され、学習者数は延べ 4,053 人（前年度比約 20％増）

で、延べ 7,028 時間（前年度比約 11％増）の授業が行われた。 

 

（４） 図書館サービス 

 海外事務所 22 箇所のうち、ニューヨーク及びマドリードを除く 20 事務所において一

般向け図書館を開館し、延べ約 23 万人が来館した。平成 20 年度に比較すると全体で約
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18％の増加となった。また、図書館のレファレンスサービスについては、延べ約 1 万 3

千件（前年度とほぼ同数）に対応し、また、約 16 万 2 千点（前年度比 12％増）の図書

資料の利用があった。全体的に図書館の利用者数は拡大している。 

 

【京都支部企画事業の実施状況】（詳細は別添1及び別添2参照） 

 京都支部が企画・実施した事業の概要は次のとおり。 

（１） 事業実施件数 

 京都支部において、延べ 22 件の事業を実施した（件数は、プロジェクト毎に 1件とし、

シリーズ企画は 1件と計上）。 

分野別では、文化・芸術交流事業は 14 件（全事業に占める割合は 64％）、日本研究・

知的交流事業は 8 件（36％）であった。事業形態別では、単独主催事業は１件（4％）、

共催による主催事業は 9件（41％）、協力事業 12 件（55％）であり、主催事業のうち 90％

の事業が外部機関との連携により実施された。 

前年度と比較して事業件数は減少したが（29 件→22 件 約 24％減）、大型の共催事業

が増えており、支部のネットワークを活かした事業を効果的に実施していると判断でき

る。 

 

（２）来場者・参加者数 

 

京都支部で実施した主催・共催事業には、2,649 人が参加し、前年度（937 人）と比較

すると、約 3 倍に増加した。入場者の分野別内訳では、文化・芸術交流事業は 2,392 人

（全事業に占める割合は 90％）、日本研究・知的交流事業は 257 人（同 10％）であった。

事業形態別では、単独主催事業に 40 人（同 2％）、共催事業には 2,609 人（同 98％）が

参加し、共催により集客力の高い事業を実施した。 

 

（３）図書館サービス 

 図書館は平成 20 年 12 月に閉館したため、図書館サービスは行っていない。 

 

 

評価指標３：海外事務所等によるインクワイアリーへの対応、情報発信（印刷物・ウェ

ブサイトなど）の状況 

【インクワイアリーへの対応】（詳細は別添 2参照） 

・ 海外事務所において、延べ約 3万 8千件の一般照会（日本文化事情案内、マッチ

ング・サービス、基金プログラム案内等）に対応した。京都支部において、延べ

226 件（前年度比 28％増）の一般照会に対応した。海外事務所の対応件数は前年

度から約 1万 5千件の減少（約 29％減）となったが、一部事務所のカウント方法

の見直しが主たる原因。 

 

【情報発信に関する取り組み】（詳細は別添 2参照） 

（１） ニュースレター発行部数（部数×回数）：12 事務所において、15 種類のニュース

レターを 12 言語で発行した。延べ発行部数は約 20 万 8 千部であった。平成 20
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年度に比較して、約 14％の減少となった。現地事情をふまえながら、情報発信

を紙媒体からウェブでの発信（メールマガジン、ブログ、ツィッター等）に切替

えることで、より訴求力を高める事務所が増えていることが理由である。京都支

部については、平成 21 年度よりニュースレターの発行を開始し、京都支部の活

動に関する広報を強化した。 

（２） メール・マガジン配信数（宛先×回数）：海外事務所 22 箇所のうち、9事務所（ケ

ルン、パリ、ソウル、ジャカルタ、クアラルンプール、シドニー、ニューヨーク、

ロサンゼルス及びロンドン）においてインターネットを通じ、延べ約 109 万件の

メール・マガジンを発信した。平成 20 年度に比較して、65％の増加となり、海

外事務所全般に情報発信の拡大が進んでいると判断できる。 

（３） 全事務所が事務所ホームページを運営し、年間の延べアクセス数は約 563 万件で

あった。平成 20 年度に比較して、約 7％の増加（5,258 千件→5,634 千件）とな

り、海外事務所全般に情報発信の拡大が進んでいると判断できる。 

 

評価指標４：中長期的な効果が現れた具体的エピソードや来館者満足度等 

（１）中長期的効果が現れたエピソード 

継続的な事業の取り組みにより、中長期的な効果があらわれた事例や、現地の団体等

とのネットワーク構築事業等の事例は、別添3のとおり。 

（２）来館者満足度等 

海外事務所の主催事業における入場者・参加者満足度については、概ね好評価（入場

者・参加者のうち、｢とても満足｣または｢まあ満足｣と回答）を得ており、好評価の全事

務所平均は95％であった。限られたリソース（資金、マンパワー等）を充分に活用して

質の高い事業を展開している証左といえる。 

京都支部については、主催・共催事業における来場者・参加者の満足度は、「とても満

足」が52％、「まあ満足」が42％であり、94％が好評価を示した。 

 

評価指標５：在外公館による評価 

基金海外事務所所在国の在外公館から年間の活動に対する評価を求めたところ、７カ

所の事務所においてイ（特に優れている）評価、８カ所においてロ（優れている）評価、

７カ所においてハ（順調）評価であり、全ての事務所について、順調以上の好評価を得

ている。 
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評価指標６：外部有識者による評価と、その結果への対応 

海外事務所の運営、京都支部の運営のそれぞれに対する外部専門家2名の評価結果は

次のとおり。 

 

海外事務所の運営 ロ ロ 京都支部の運営 ロ ロ 

 

 

 

 

 

 

 

  
独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 

評価方法 

 

評価指標 

評価指標１：企画立案における業務の効果及び経費効率の向

上のための取組、措置 

評価指標２：海外事務所・京都支部企画事業の実施状況（催

し物、ライブラリー、講座等）、外部団体との

連携の状況） 

評価指標３：海外事務所等によるインクワイアリーへの対

応、情報発信（印刷物・ウェブサイトなど）の

状況 

評価指標４：中長期的な効果が現れた具体的エピソードや来

館者満足度等 

評価指標５：在外公館による評価 

評価指標６：外部有識者による評価と、その結果への対応 
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小項目 

指標（中期目標・

計画）期間全体と

して 

19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 

企画立案におけ

る業務の効果及

び経費効率の向

上のための取組、

措置 

 

 

     

海外事務所・京都

支部企画事業の

実施状況、外部団

体との連携の状

況） 

     

海外事務所等に

よるインクワイ

アリーへの対応、

情報発信の状況 

 

 

 

    

中長期的な効果

が現れた具体的

エピソードや来

館者満足度等 

 

 

 

    

 

 

在外公館による

評価 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

No.25

海外事

務所・

京都支

部の運

営状況  

外部有識者によ

る評価と、その結

果への対応 

     

京 都 支 部

図 書 館 廃

止・移転、

ソウル日

本文化セ

ンター 
移転 ｸｱﾗﾙﾝﾌﾟｰﾙ

移転、バン

コク縮小

海外拠点の中長期的設置計画の策定と実施 

各国の文化芸術、日本語、日本研究団体との 
共催、連携、外部資金導入による各種事業の実施 

IT を活用した情報提供機能の拡充、 

現地メディアとの関係強化、アウトリーチの拡大 

評価結果に基づく 中長期

効果の

評価の

実施 

評価方法の改善、実施、

評価結果に基づく海外

事務所運営の更なる充

実 

海外事務所運営の 
更なる充実 

評価結果に基づく 評価方法の改善、実施、評価結果に

基づく海外事務所運営の更なる充

実 
海外事務所運営の 

更なる充実 

外部評価の実施、外部評価結果のフィードバックによる評価

方法の改善、プログラムの充実 
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評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ロ 

海外事務所は、施設合理化を進める一方で、主催・共催事業を対前年度で

より多く実施し、参加者数は４割増となった。事務所の活動に対する在外公

館の評価も良好である。京都支部においては、主催・共催事業への参加者を

３倍に増加させ、効率的・効果的な事務所運営に取り組んでいる。 

 マドリード事務所の開設、各地の海外アドバイザー選定などにより、さら

に地域に根を張った企画・活動が期待できる。 

 海外事務所・京都支部の運営状況は計画を上回って順調であり、優れた実

績を挙げていると評価する。 
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中長期的な効果が現れた事例

事務所名 事　　　例

ローマ日本文化会
館

【イタリアにおける日本文学紹介事業】
 これまで文化講演会、翻訳・出版助成、フェローシップ等様々な形で日本文学紹介事業を展開してきた
結果、平成21年度においては「日本の近代・現代小説について」（ルイザ・ビエナーティ、パオラ・ス
クロラヴェッサ著）、「リアル・ワールド」（桐野夏生著、ジャンルカ・コーチ翻訳）等がイタリア国
内において出版されるに至った。

ケルン日本文化会
館

【高齢化社会シンポジウム】
 平成20年度に引き続き、ドイツでも関心の高い高齢化社会についてシンポジウムを開催し、ＮＲＷ州学
術省および州内の3大学の協力を得た。学術省は、傘下3大学からの報告者の交通費等のみならず、報告
者・聴衆の昼食やコーヒーブレークの費用、さらにチラシの印刷や広報費用も負担し、今後ともシンポ
ジウム等を共催する素地ができた。また、前年同様、日本学術振興会ボン事務所が招待講演者の羽入・
お茶の水女子大学学長の渡航費を負担し、協力関係がより強化された。また、この機会にケルン大学と
お茶の水女子大学の学長との懇談の場を斡旋した結果、両大学間のパートナーシップが平成22年3月に締
結され、22年秋にもケルン日本文化会館で両大学や日本学術振興会の協力・支援を得たシンポジウムを
実施する予定となった。シンポジウム開催を継続してきた結果、日本社会の高齢化への関心も高まり、
講演依頼も増えている。このシンポジウムを聞いていたケムニッツ工科大学シェーネ教授から依頼され
た同地での講演には700人の聴衆が集まった。

パリ日本文化会館

【J-DANCE】
　2003年からパリ日本文化会館で開催しているJ-DANCEは日本のコンテンポラリーダンスを紹介する定期
シリーズ企画であるが、平成21年度はパリの大型文化事業「フェスティバル・ドートンヌ」のプログラ
ムに組み込まれた。同フェスティバルは1972年から続く歴史のある芸術祭であり、かつヨーロッパ全域
から注目されるプレステージの高い催しである。同フェスティバルへの参加により、パリ日本文化会館
のこの分野での継続的な取り組みへの関心が高まるとともに、上演作品が広くヨーロッパの人々に知ら
れる機会となった。

ソウル日本文化セ
ンター

【映画「折り梅」上映事業】
　「日韓文化交流5ヵ年計画」に基づき、平成19年度に日韓専門家交流事業として、日韓の高齢者ケアの
問題を話し合うシンポジウムが開催されたが、その際、高齢者問題を考える一つの方策として痴呆老人
を支える家族愛をテーマとした映画「折り梅」を上映した。同映画の上映は韓国でも反響があったが、
ソウル日本文化センターは、同映画を撮影した松井久子監督から韓国における無料上映権を購入し、韓
国痴呆家族協会との連携をもとに、同会のネットワークを最大限に活用して、行政・民間・大学など多
方面にわたって上映会を実施してきた。本事業は知的交流事業と文化芸術交流事業の分野横断的事業と
言える。また、本上映会は平成20年度には25回、平成21年度には23回(観客数約2,100名)にわたって全国
各地で開催されているが、平成20年度の介護保険制度導入に伴い、韓国政府機関である保険福祉家族部
や韓国保健福祉人力開発院、国民健康保険公団などからの評価も高い。

北京日本文化セン
ター

【北京大学現代日本研究コース修了生に対するフォローアップ】
　センターでは、北京大学現代日本研究コース（本部日本研究事業）修了生に対するフォローアップと
して、同コース修了生が中心となって運営する中日経済技術研究会が実施するセミナーに対する助成を
2006年、2007年と行ってきた。本年、センターの助成の下、同研究会が中心となり、同コースの運営に
功績のあった堀江正弘政策研究大学院大学教授を招き、記念講演会を開催すると同時に、同コースの本
格的な同窓会立ち上げのための準備会合を行った。運営に直接携わる北京大学国際関係学院の関係者と
連携して、1990年に開設された同コースが20周年を迎える2010年秋に記念事業及び同窓会名簿作成をす
る方向で準備を進めている。

ジャカルタ日本文
化センター

【高校用選択必修教科書の作成・配布】
 インドネシアでは、教育政策の影響により初等中等教育学習者が近年飛躍的に伸びた（2003年：61千人
→2006年：244千人）が、最も学習者が増えた選択必修外国語として日本語を勉強する高校生向けの適切
な教科書が存在しないことから、ジャカルタ日本文化センターは同国教育省との共同で平成20年度から
の2ヵ年計画で高校用選択必修教科書を作成してきた。この教科書が平成21年6月に完成し、全インドネ
シアの高校で統一的な授業・指導が可能となった。

バンコク日本文化
センター

【日本人の専門家によるワークショップ型事業や日タイ関係者による“共同制作”】
 「日タイ間の文化交流事業は分野によっては、単に日本の優れた芸術を“見せる”という段階を超え、
日本人の専門家によるワークショップ型事業や日タイ関係者による“共同制作”に力を入れる段階にき
ている」との認識から、平成21年度は共同制作事業を多く実施した（「踊りに行くぜ！！」「グラ
フィック・デザイン・ワークショップ」「衣裳デザインワークショップ」「KOKASHITA公演」「UNIT
ASIA公演」等）。年間を通じて、日本人の専門家によるワークショップ型事業や日タイ関係者による
“共同制作”に力を入れて事業を実施し、「単なる自国の文化紹介を超えた文化交流のあり方」を提示
した点が現地アート批評家の目にとまり、「2009年にタイで最も活躍した外国文化機関」として評価さ
れるに至った。また、これらワークショップ型事業の運営に協力してもらったチェンマイのアート関係
者集団CNX ART CONNEXがノウハウを蓄積し、海外の公演団の受け入れを積極的に行うようになったほ
か、バンコクでも、共同制作で刺激を受けた現地アーティストが新たなダンスチームを結成するなど、
現地関係者の発展的な動きにつながるという効果も出ている。

マニラ日本文化セ
ンター

【「高校における日本文化・日本語コース」研修、会社キャラバンなど中等教育における日本語導入】
 中等教育レベルにおける日本語教育の導入については、平成19年度より「日本語キャラバン」等を通じ
てニーズの掘り起こしに務め、平成20年度にＪＥＮＥＳＹＳ若手日本語講師をマニラ首都圏の高校に配
属するなどして環境整備に努めてきた。その結果、平成21年度当初には同首都圏内のいくつかの高校
で、試験的に日本語授業を導入する機運が高まり、センター主宰による「高校における日本文化・日本
語コース」研修を実施した。これらが契機となり、当国教育省も同日本語教育に対して積極的な姿勢を
取るに至り、同年６月には中等教育における日本語導入について新たなガイドラインが示され、国のパ
イロット事業として正式に認知されるに至った。
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クアラルンプール
日本文化センター

【中等教育レベルにおける日本語教育】
　マレーシアにおいては、中等教育段階の公教育としての日本語教育は、ブミプトラ（マレー系と先住
民族）のエリートを養成する全寮制中等教育機関（ＲＳ）で1984年から行なわれてきたが、政府の政策
により2005年からは普通中等教育機関（ＤＳ）でも日本語教育が開始されている。センターではマレー
シア教育省に協力してこの日本語教育拡大政策を支援している。主な協力事業としては①新シラバス作
成に専門家がアドバイザーとして参加、②マレーシア国内での中等教育日本語教員養成事業への協力、
③副教材（授業案）の作成が挙げられる。2009年度中の成果としては、①では１～４年生のシラバス発
刊、1年生用の教科書本冊の仮完成、②では7校のＤＳで新規に日本語教育が開始されたこと、③では３
年生用のカリキュラム第１版の仮完成が挙げられる。

ニューデリー日本
文化センター

【日印文学研究交流への支援】
　センターは、インドの日本文学研究の基盤強化・発展のために、日印の日本文学研究者の交流促進及
びシンポジウム、ワークショップの開催を実施してきた。主に、日本研究機関支援プログラムを活用
し、伊藤鉄也国文学資料館教授（2001年）、望月善次盛岡大学学長（2004年）等を客員教授として日本
から招き、研究者間ネットワークの構築を支援している。また、当国研究者との交流、研究強化を発展
させるため、客員教授として招いた研究者が企画する事業に対して、当センターは実施支援、会場貸出
し等によって継続的に支援している。
　伊藤教授においては、2001年の基金派遣の訪印期間中にデリー大学・ネルー大学の教授陣との交流を
深めた結果、翌年度以降は自らのリソースを活用して他の日本人・外国人研究者を引率して訪印し、イ
ンド側研究者と共同で、ほぼ毎年、研究集会を開催している。
　望月学長については、2004年の基金派遣による訪印を契機に国際啄木学会（会員数約100名）インド支
部（会員数約30名）を立ち上げ、以降はほぼ毎年訪印し、インド側研究者との交流を深めると共に、
2008年11月には同学会インド大会を実現させ、啄木文学の研究発表、啄木作品にインスピレーションを
得たインド人アーティスト達による絵画や写真展、ウルドゥー詩の朗読会が実施された。また、2009年
には函館市において同学会が開催され、当国研究者も参加するなど、今後の文学研究の発展が期待でき
る。

シドニー日本文化
センター

【日本映画祭】
　13回目となる日本映画祭は、昨年に引き続き、メルボルンでも規模を拡大して実施し、シドニー、メ
ルボルン両都市で観客動員数は１万人を越えた。民間企業からのスポンサー協力申し出も多く、協賛企
業・団体の数は３０社にのぼる。平成21年度はメルボルン市当局からの申し出により、同市がスポン
サーに加わり、広報などの面でも便宜を受けるなど、本映画祭はメルボルン市でも確実に定着しつつあ
る。日本の映画配給会社にも認知されるようになり、最新作・話題作の提供を受けやすい環境が整って
きている。本年はシドニーでのクロージングとメルボルンでのオープニングに『南極料理人』を上映
し、合わせて監督の沖田修一氏と原作者の西村淳氏の来豪が実現し、映画祭での舞台挨拶と観客との質
疑応答、一般向けの講演会が行われた。

トロント日本文化
センター

【センター図書館とカナダ図書館とのネットワーク】
　センター図書館は、センター開設以来、図書館業務を遂行しつつ、カナダのさまざまな図書館との
ネットワークの構築・維持につとめてきている。カナダ各地の大学図書館や公共図書館の日本及びアジ
ア専門司書とはメール等を通じて恒常的に情報交換を行い、また彼らからの多様なインクワイアリーに
対応したり、インターライブラリーローンを通じてセンター書籍の貸出を行っている。センター図書館
でアシスタントやボランティアとして図書館実務を学び、各地の図書館の司書となった人材も多く、図
書館司書の育成を通じて、上記のネットワークを発展させている。21年度には、トロント市内の専門図
書館の司書グループがセンター図書館を訪問し、日本のアニメ・マンガ・ポップカルチャーについて学
んだり、センター図書館の運営方法などについて学ぶ事業が行なわれたほか、トロント大学で図書館学
を学ぶ学生をインターンとして受け入れるなどの事業にも結びついている。こうした事業は、各地の司
書が日本に関する問い合わせを受けたらまずはセンターを紹介することに結びつくことから、センター
図書館の新規顧客開拓にもつながっている。さらに、図書館司書のネットワークを利用して、センター
の文化イベントの広報を行なったり、各地の図書館司書が独自に日本紹介の事業を企画したりといった
ことにつながってきており、センター事業にとって貴重なネットワークとなっている。

ロサンゼルス日本
文化センター

【韓国文化院との共同文化事業】
  ロサンゼルスには日系アメリカ人が多いが、近年は韓国系移民も増加し、アジア系アメリカ人が多く
生活している。この土地の特性を活かすため、ロサンゼルス日本文化センターではこれらの層を主な
ターゲットにした韓国文化院との共同文化事業を平成18年度から継続的に行なっている（18年度の「日
韓アニメ上映会」、19年度の「日韓コスチューム講演会・展覧会」、21年度の「日韓フェスティバ
ル」）。過去３回とも会場はほぼ満席、集客数も426名→625名→720名と事業規模も拡大、来場者満足度
も95%を超える等、極めて外部評価が高いイベントだった。21年度には企画段階から実行委員会を共同で
組織し、米側共催団体の確保、運営、協力団体・後援団体獲得、資金分担まで、より深く綿密な連携を
しており、外部資金率（60.3%)の高さは特筆すべき。さらに21年度アンケートでは来場者の３割は初め
て日本文化イベントに、５割は初めて韓国文化イベントに参加したと回答。日韓米の連携は事業効果の
向上だけではなく、双方の新たな民族交流および顧客獲得にも貢献している。
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メキシコ日本文化
センター

【日本研究機関への支援と日本研究者の育成】
　メキシコにおいては、かねてより、日本研究機関への支援と日本研究者の育成を重視してきた。メキ
シコ国立自治大学とエル・コレヒオ・デ・メヒコのふたつの高等教育機関が日本研究の核となるかたち
で成長し、長年にわたって優秀な学者、研究者を育ててきた。その背景には、国際交流基金による日本
語教育専門家やその他の分野の客員教授の派遣、図書の寄贈、研究・会議等への支援、訪日研究に対す
る助成など、総合的な支援があったことが大きく貢献している。
　長年の支援を背景とする日本研究者の数の増大及び広がりにより、多くの大学で日本研究者が研究や
教育にあたる状況となった。
　このような広がりは、メキシコ国内及びラテン・アメリカに及んでおり、すでに長く活動している
「ラテン・アメリカ アジア・アフリカ研究協会（ALADAA）」に加えて、近年では「イベロ・アメリカ日
本研究協会（AIEJ）」が活動を始めた。中米カリブ各国はもちろんのこと、北米、南米、さらにスペイ
ンを含むヨーロッパと日本を結ぶ研究のネットワークが形成されるにいたっている。
　長期にわたる日本研究に対する支援は、日本研究だけには留まらない発展にもつながっており、たと
えば、2010年３月、エル・コレヒオ・デ・メヒコのアジア・アフリカ研究センターが計画・実施した
「日本メキシコ交流400周年記念国際シンポジウム　日系ディアスポラのパースペクティブ：日本、メキ
シコ、アメリカ」は、様々な学術的アプロ―チにより、移民（移住）研究に取り組もうとする意欲的な
試みで、実に多くの学術分野からの研究発表があり、さらには写真展やドキュメンタリー映画の上映な
どにも及んだ。
　メキシコにおける日本研究への長期的な支援に取り組んだことが、新たな学問領域の確立に寄与し、
学者、研究者の量的拡大や、質的向上に加えて、大きな貢献をなしえた好例といえる。

サンパウロ日本文
化センター

【サンパウロ州、パラナ州教育局が運営する州立学校（中等教育課程）の日本語教師研修】
　サンパウロ日本文化センターでは、1995年以来公教育支援としてＣＥＬ（サンパウロ州教育局が運営
する州立学校（中等教育課程）の課外講座）とＣＥＬＥＭ（パラナ州教育局が運営する州立学校（中等
教育課程）の課外講座）の日本語講座を担当する教師に対して定期的に研修を行ってきた。それらの功
績が認められ、サンパウロ州教育局よりＣＥＬの日本語講座で統一的に使用する教材作成への協力を依
頼され、現在、日本語教育専門家を中心に作成を行っている。

ロンドン日本文化
センター

【StepOutNetプログラム（ボランティアによる日本語トライアルレッスン及びトレーニング・デイ）】
　日本語教育導入を検討している初・中等機関において、日本語トライアルレッスンを希望するボラン
ティア教師との間を取り持つとともに、ボランティアの質向上のため年5回のトレーニング・デイ（日本
語・日本文化の教え方研修会）を実施した。派遣されたボランティアは日本語のトライアルレッスンと
ともに、日本語教育のプロモーションも担当、平成19年度の派遣先機関は10校、平成20年度は8校であっ
たが、他の日本語教育関連事業等で広報に努めた結果、平成21年度は24校となった。ロンドン日本文化
センターによる派遣後、対象機関が独自に当該ボランティアと連絡を取りあって、2回目、3回目の日本
語レッスンを行なった例や、機関が実際に課外活動として日本語教育を実施するようになった例も見ら
れ、日本語教育の裾野拡大に寄与している。

マドリード日本文
化センター

【カサ・アシアとの連携】
　国際交流基金は2004年10月にカサ・アシア（アジアとの文化交流、経済関係の強化を目的に、スぺイ
ン外務省、カタルーニャ州政府、バルセロナ市、マドリード市が出資し運営する公的コンソーシアム）
と連携協定を結び、主として人材交流を中心として連携関係を維持してきた。2009年8月のマドリード日
本文化センター発足以降は、一層の連携強化を目指して協議を続けるとともに、正式オープンまでの暫
定期間には執務スペースの貸与など全面的なバックアップを得ることができた。事業実施にあたって
も、剣道レクチャーデモンストレーション事業の会場提供、カサ・アシアが実施する黒澤明監督生誕100
周年記念事業の枠組でのマドリード日本文化センター主催事業｢黒澤明と能のインスピレーション｣映画
上映会の実施及び共同記者会見など幅広く協力を行った。

ブダペスト日本文
化センター

【メルリン劇場における公演事業】
　2009年は「日・ドナウ交流年」としてハンガリーにおいても数多くの文化紹介事業が実施されたが、
ブダペスト日本文化センターでは、2007年よりハンガリーでの公演を希望する日本の各種演劇・音楽団
体からの依頼で、現地での会場探し、会場側との条件交渉から公演団受入や広報等の調整・協力を行っ
た。特に外国の公演事業受入を活動の中心とするブダペスト市中心部「メルリン劇場」においては、ブ
ダペスト日本文化センターがこれまでのパイプを活用して公演アレンジを行った結果、2009年1年間で主
催公演2件を含む計9件の日本の公演事業が同劇場で実施され、最大収容人数150名の劇場で総観客動員数
は1,500名を超えた他、劇場とのパートナーシップが功を奏し、現地日系企業からの協賛金も獲得でき
た。

モスクワ日本文化
センター

【日本理解講座】
　モスクワ日本文化センターでは、国際交流基金がこれまで日本研究フェローシップ、海外日本語教師
研修を通じて育成に協力してきた日本専門家にも講師を依頼し、一般の方々を対象とした日本文化の多
様な側面を紹介する「日本理解講座」を開催した。有能な講師を迎えることができるのも、基金と大使
館がこれまで長年、対日理解の核となる専門家育成に力を入れ、教育・研究機関のみならず、さまざま
な文化関連機関と良好な関係を築いてきた成果であり、研究者にその研究成果を発表する機会を提供す
るのみならず、一般聴衆を対象とすることで、知的資源を研究者レベルにとどめるのではなく、広く一
般市民にその成果を提供し、日本理解を幅広く推進することに貢献できた。
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カイロ日本文化セ
ンター

【Nafeza Foundationの紙制作工房に対するオール・ジャパンの協力による社会発展】
　Nafeza Foundationは、アーティストMohamed Abou El Naga氏が運営する非営利組織で、オールドカイ
ロの職人コロニーに農業廃棄物を利用した紙制作工房を運営している。スタッフとして聾唖者を雇用す
るなど、エコロジーと弱者の社会参画という現代的課題に挑戦している。国際交流基金は、2007年に、
アレキサンドリア・ビエンナーレの審査員としてエジプトに招聘された和紙アーティスト伊部京子氏に
依頼して、Nafeza工房での和紙ワークショップを開催したが、これが好評だったのを受け、平成21年度
の文化庁文化交流使に伊部氏を推薦し、改めて長期（約2ヶ月）にわたってエジプトで和紙づくりと和紙
を用いた灯りなどのデザインの指導にあたって頂いた。基金は、伊部氏の送迎、宿舎斡旋、旅行手配、
各種プログラムの連絡調整、物品の通関など多方面で協力を行った。伊部氏が寄贈したビーターと和紙
漉きの舟により、工房で制作される紙の質的向上が図られることが期待される。こうした文化協力的な
側面だけでなく、芸術交流面においても、伊部氏と伊部氏に師事して90年代に国際交流基金フェロー
シップで滞日経験をもつAbou El Naga氏との二人展を共催した。さらにカイロ日本文化センターがJICA
エジプト事務所にNafeza工房を紹介したことから、平成22年度には青年海外協力隊事業として約3ヶ月の
デザイナー派遣が実現、伊部氏の派遣との相乗効果で、商品のデザイン向上を通した市場価値の向上が
期待されるなど、基金が先鞭をつけた領域において、JICAと文化庁の協力を得て中長期的な発展を導く
ことに成功した好例と言える。

ベトナム日本文化
交流センター

【中学・高校での日本語教育の普及】
　2003年度当時ほぼゼロであった中学・高校における日本語教育を導入する事業が同年からスタート、
基金は中等段階の日本語教育を最重点課題として、派遣専門家による現地中等教員の指導、訪日研修、
教科書の作成等を行ってきた。その結果、2009年末現在、日本語を教える中学・高校数は20校を超え、
学習者は3,000人以上となった。中学・高校の標準教科書の作成・出版も、当地の日本語教育専門の大学
教員と基金専門家（在ベトナムおよび日本語国際センターの専門家）の共同作業により進められてお
り、すでに中学1年・2年用の教科書が市販されている。中3用教科書も現在、出版準備中。さらに上級の
学年用の教科書作成作業も着実に進行しており、目に見える形での成果があがっている。
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No.26（国際文化交流のための施設の整備に対する援助） 

大項目 ２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

中項目 その他 

小項目 

   国際文化交流を目的とする施設の整備に対する援助並びに国際文化交流の

ために用いられる物品の購入に関する援助及びこれらの物品の贈与を行う事

業等については、特定事業を支援する目的でなされる寄附金を受け入れ、これ

を原資として当該特定事業に助成を行うことを通じ、民間資金の有効な活用を

図り、日本及び海外で計画される国際文化交流活動を推進する。なお、寄付金

の受け入れ、対象事業については基金に外部有識者からなる委員会を設け、適

正な審査を行う。 

業務実績 

評価指標１：特定寄附金受入れ及び特定助成金交付の状況 

平成 21 年度においては、寄附者が特定する 27 件の国際文化交流事業を支援す

る目的で、のべ 809 の個人、法人より総額 484 百万円〔20 年度：991 件、690
百万円〕の寄附金を受入れた。同寄附金と平成 20 年度末に預り寄附金として受

け入れた 26 百万円との合計 510 百万円のうち、468 百万円を原資として、26 件

の事業に対し助成金を交付した。なお、残額 42 百万円の寄附金は、平成 22 年度

に助成金として交付の予定である。 
 事業分野別の状況は以下のとおり。 
○他国理解や国際的共通課題に関する勉学、研究を目的に留学する者に対する奨

学金支給等の人物交流事業 3 件について、163 の個人、法人より総額約 68 百

万円の寄附金を受入れ、これを原資として助成金を交付した。 
○米国の大学での日本法研究のための基金設置等の日本研究支援事業 7 件につ

いて、205 の個人、法人より総額約 94 百万円の寄附金を受入れた。同寄附金

と平成20年度末に預り寄附金として受け入れた百万円との合計95百万円のう

ち、92 百万円を原資として助成金を交付した。残額の 3 百万円は平成 22 年度

に交付の予定である。 
○ドイツの日本語普及センターにおける事業等の日本語普及事業 4 件について、

99 の個人､法人より総額約 26 百万円の寄附金を受入れ、うち 16 百万円を原資

として助成金を交付した。残額の10百万円は平成22年度に交付の予定である。

○トルコと日本との友好関係樹立 120 周年の記念事業等の催し事業 9 件につい

て、311 の個人、法人より総額約 289 百万円の寄附金を受入れた。同寄附金と

平成 20 年度末に預り寄附金として受け入れた 18 百万円との合計 307 百万円

うち、278 百万円を原資として 7 件の事業に対して助成金を交付した。残額の

29 百万円は平成 22 年度に交付の予定である。 
○中国で若者向け日本音楽紹介番組を制作、放送する文化紹介事業 1 件につい

て、平成 20 年度末に預り寄附金として受け入れた 7 百万円を原資として助成

金を交付した。 
○アジアの女性リーダーの育成を目的としたバングラデシュの大学建設事業等

の施設整備事業 4 件について、31 の個人、法人より総額約 8,015 千円の寄附
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独立行政法人から検討状況、実施状況についての説明等を受け、各委員

の協議により判定する。 評価方法 
 

 
 
 
 
 
 

評価指標 

評価指標１：特定寄附金受入れ及び特定助成金交付の状況

評価指標２：外部有識者による審査実施の状況 

 
 
 
 

評定 （評定の決定理由及び指摘事項等） 

評価等 
ハ 

寄附金は、審査委員会での審査を通じて、当該寄付者が特定する各事

業の助成金に適切に交付され、民間資金が国際文化交流活動の推進に有

効に活用されていると認められ、実施状況は順調である。 

 

 

金を受入れ、うち 7,965 千円を原資として助成金を交付した。残額の 5 万円は

平成 22 年度に交付の予定である。 
 
評価指標２：外部有識者による審査実施の状況 

外交、会計監査、租税、言論等の分野の有識者7名からなる特定寄附金審査委員

会を年3回開催した。申込のあった案件20件を対象として、寄附申込者、特定助

成対象事業等についての審議が行われ、19件について特定寄附金としての受入れ

が適当、1件について一定条件を付した上での受入れが適当との意見が示された

ため、この結果を踏まえて、特定寄附金の受入を決定した。 



 

 

 

 

 

 

平成 21 年度国別事業実施状況 
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韓国 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

「日韓文化交流 5ヵ年計画」(2006-2010 年度)に基づき、在外公館や主要関係

機関とも連携しつつ、中堅指導者・専門家交流、市民同士の交流、地方におけ

る交流、日本研究者・日本語教育関係者等に対する支援、交流ネットワーク形

成の各分野で事業を展開した。特に平成 21 年度は前年度に引き続き、NPO 交流

や市民青少年交流、春川ジャパン･ウィーク等の地方での公演・展示会・上映会

の実施など、市民・青少年交流、地方交流の強化に力点を置いた。また、ソウ

ル日本文化センターをソウル市内の官庁街から若者等で賑わう地区に移転し、

一般市民がよりアクセスしやすい環境を整えた。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 470,035千円（国別順位：4位、全体の4.37％） 

〔20 年度：303,405 千円（国別順位：6位、全体の 2.74％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日韓両国において世論の形成に影響があると考えられる中堅指導者・専門家等

の交流を促進する。また、両国の言論、政策立案、文化芸術など様々な分野を

担うことが期待される、指導者、専門家間の交流と対話を通じて、相互理解と

パートナーシップ意識を醸成する。 

 

１．事業実施状況 

相互の深い理解とパートナーシップを促進するため、東アジアの協力関係や社

会的企業など、日韓あるいは日中韓の共通関心・共通課題に対して、日韓の専

門家、あるいは芸術分野の中堅、若手リーダーの対話の機会を設けた。 

 

２．具体的事業例 

 

● 日中韓次世代リーダーフォーラム（2009 年 10 月、北京/札幌/仁川） 

日中韓の政治家、研究者、ジャーナリスト、NGO 関係者、官僚など各界の若

手リーダー18 名が、共に 3カ国を訪問しつつ、アジア・大洋州地域の将来像

などについての討議、視察等を実施。韓国訪問の際には、韓国環境省の参加

者やエネルギー省の講師を交え、環境・省エネなどのテーマが焦点となった。

● 日韓知的交流事業「社会的企業の自立は可能なのか」（2010 年 3 月、ソウ

ル） 
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近年、暮らしやすい社会を作るための新たな方法として注目を浴び、さまざ

まな取組みが行われている「社会的企業」をテーマに、両国の関係者による

専門家会議とオープン・シンポジウムを開催。約 200 名の聴衆が来場した。

● 国連こどもの権利条約20周年国際学術大会「アジア児童権利の現在と未来」

（2009 年 11 月、ソウル） 

国連の「こどもの権利条約」20 周年を記念し、日韓中蒙泰 5カ国の研究者や

実務家が集まり、児童の権利に関する現状を理解しあうとともに、よりよい

人権状況のあり方を討議した学術大会に対して、ソウル日本文化センターが

助成を実施。2日間で延べ約 330 名が参加。 

● 深澤直人デザインワークショップ（2009 年 8 月、ソウル） 

韓国デザイン文化財団と共催で世界的デザイナー深澤直人氏を派遣し、韓国

の若手デザイナー29 名を対象とするワークショップを開催した。また、同氏

のデザイン世界に関する講演会も開催。約 200 名の聴衆が来場した。 

● 日韓舞台芸術専門家交流シンポジウム（2010 年 3 月、ソウル） 

日本から舞台照明専門家を派遣し照明の技術的な部門と組織の運営につい

て日韓の専門家が意見を交換した。来場者数 150 名。 

 

事業方針２． 

日韓両国が共有する社会的課題を議論し解決していくための市民同士の交流

と連携を強化する。さらに、今後ますます活躍が期待される両国市民団体間の

交流を強化することにより、幅広い分野での相互交流の裾野拡大を図る。 

 

１．事業実施状況 

日韓の共通課題である環境問題、青少年問題に関し、両国の、これまで交流の

機会の少なかった市民団体間の交流と連携を促進した。また、若い世代への日

本の紹介や交流の機会を増やすべく、韓国中高教員の招へいや市民青少年交流

事業への支援を実施した。 

 

２．具体的事業例 

 

● 21 世紀東アジア青少年大交流計画／東アジア次世代リーダープログラム

（2009 年 6 月、東京/京都/伊勢/名古屋） 

東アジアの次世代リーダー候補者を対象として人的ネットワーク構築を目

指す 21 世紀東アジア青少年大交流計画(JENESYS)の一環として、「環境―自

然との共生と持続可能な循環社会」をテーマとした招へい事業に韓国から教

員 1名、NGO 関係者 2名が参加。 
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● 市民青少年交流助成「環境を通じた韓日未来フォーラム」（2009 年 8 月、

山口） 

韓日の大学生が自主的な企画実践活動を中心とした文化遺産視察、環境体験

学習、リサイクルシステム体験などを通じて、環境教育情報の相互意見交換

やフォーラムを開催した。韓国から 25 名が参加。 

● ソーシャルデザイナーの育成と創造的･社会的変化のための日韓市民知的

交流（2009 年 10 月、ソウル） 

少子高齢化、高度の都市化と過疎化など、日韓両国が共通して抱える課題に

ついて研究者、NGO／NPO 活動家、政策立案者の各関係者が一堂に会して検討、

解決の方策を探る連続セミナーに助成した。来場者数約 150 名。 

● 日韓交流おまつり（2009 年 9 月、ソウル） 

日韓交流おまつりは、日韓の市民が中心となって互いの文化を体験・交流す

る行事。総観客数は約 60,000 名。日本側はオールジャパンとして官民合同

で参加。基金は特定寄附金制度を活用して日本側企業の寄附金集めに協力し

たほか、ソウル日本文化センター主催で公演事業（江差追分を歌う「香澄」

によるフィナーレ公演）を行った。 

● 中学高校教員交流事業（2009 年 10 月、東京/京都/金沢他） 

世界各国の中等教育に携わる教員（主として社会科、国際理解教育）を対象

に、学校訪問やホームステイ、各種施設などの視察を通じて日本の教育や文

化についての理解を促進するプログラムに韓国から 4名の教員を招へい。ま

た、韓国国際交流財団が実施する日本の教員の韓国への招へいに対し協力し

た。 

 

事業方針３． 

日韓両国の文化・教育関係機関・団体等と協力して、日本人や日本文化に直接

触れる機会が少ない同国の地方における交流事業を実施・支援することによ

り、日韓相互理解の地域的拡大に寄与する。 

 

１．事業実施状況 

外国文化に触れる機会の少ない地方のニーズに応えるため、ジャパンウィーク

などの機会を利用して共催機関を発掘、地方における公演、展示、映画上映会

などの日本文化紹介事業を積極的に実施し、日本理解の面的拡大に努めた。 

 

２．具体的事業例 

 

● 巡回展「日本人形」展（2009 年 5 月～7月、釜山/春川/ソウル/済州） 

202 



平成 21 年度海外巡回展。愛と祈りの表現として昔から愛されている「日本

人形」を展示。釜山、春川（ジャパンウィーク）、ソウル、済州を巡回。来

場者数 31,921 名。 

● ソウル日本文化センター所蔵「浮世絵」復刻版展示（2009 年 4 月～2010 年

1 月、ソウル/春川/仁川/安養） 

日本の伝統美術を世界に知らせる機会となった浮世絵を韓国各地で展示し、

地域住民に日本の伝統文化と美術を身近に感じてもらう機会を提供。浮世絵

は春川ジャパンウィークでも展示。来場者数 28,109 名。 

● 永井一正ポスター展（2009 年 12 月～2010 年 3 月、大田/済州/大邱） 

生命尊重思想に基づいた永井一正氏のポスター作品 100 点を韓国各地で展

示。デパートや大学美術館と協力することで経費を抑えつつ、地域住民に日

本の現代美術を紹介した。来場者数 7,351 名。 

● 上妻宏光韓国公演（2009 年 5 月、春川/ソウル/済州） 

津軽三味線奏者・上妻宏光氏による韓国の国楽グループ PURI との協演イベ

ントを実施。春川ジャパンウィークの場で公演するとともに、ソウル、済州

を巡回。来場者数 1,841 名。 

● 沢知恵韓国公演（2010 年 2 月、ソウル/釜山） 

ソウル日本文化センターの移転記念事業として、日本人の父、韓国人の母を

持つシンガーソングライター沢知恵氏によるソウル、釜山公演を実施した。

来場者数 850 名。 

● 高齢者福祉「折り梅」上映会（通年、全州/済州/城南/大邱など） 

認知症高齢者や家族、さらにこれらを取り巻く社会問題を理解する機会を提

供し、療養保健サービス分野における介護のあり方を模索するため、ソウル

日本文化センター所蔵の映画「折り梅」を韓国痴呆家族協会とともに全国各

地で上映。来場者数 2,104 名。 

 

事業方針４． 

日韓相互理解の基盤を支える上で重要な役割を果たしている同国の日本研究

者・日本語教育関係者等に対する支援をさらに強化する。日本語教育分野では、

中等教育の質的向上を図るための支援を中核に事業を推進する。 

 

１．事業実施状況 

韓国内の日本研究機関や日本研究関連の学会に対する支援を行い、日本研究

者・大学院生等にフェローシップを供与したほか、韓国における日本関連図書

の出版顕彰事業を継続実施し、日本の文化と社会に対する韓国一般市民の理解

増進に努めた。また、韓国国内および日本において中等教育レベルの日本語教
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師向けの教授法研修や上級学習者向けの日本語研修を実施した。 

 

２．具体的事業例 

 

● 韓国における出版顕彰事業「国際交流基金ポラナビ著作・翻訳賞」（2010

年 3 月、ソウル） 

日本関連図書の普及を通じて日本の文化と社会に対する韓国一般市民の理

解を深めることを目的に、過去 3年間に出版された図書を対象としてその著

者または翻訳者を顕彰。平成 21 年度はノンフィクションを対象とし、『京

都からみた韓日通史』を著した鄭在貞氏を顕彰。 

● 翰林大学校日本学研究所活動支援（通年、春川） 

日本学データベース構築の基礎資料・文献となる書籍及び近代日本の知識人

に関する書籍の購入、また、担当司書の訪日研修について支援。 

● 日本研究フェローシップ・知的交流フェローシップ（通年、日本国内） 

計 12 名の学者・研究者・大学院生に対し、日本での研究の機会を提供し、

隣接分野を含む日本研究の振興を図った。 

● 大韓民国中等教育日本語教師研修（2009 年 7 月～8月、埼玉） 

韓国の中等教育の日本語教師 56 名を日本語国際センターに招へいし、日本

語教授法および日本文化に関する 1カ月間の研修を実施。 

● 平成 21 年度李秀賢氏記念韓国青少年招へい事業（2010 年 2 月、東京/京都/

広島） 

韓国の青少年を日本に招へいして、日本文化体験および日本語授業、日本の

高校生との交流等の機会を提供。本事業は人命救助のため事故死した李秀賢

氏の勇気ある行動をたたえる事業であり、第 9回目の今回は、日本語を学習

している高校生 30 名が東京、京都、広島等を訪問。全日本空輸より航空券

の協賛を受けた。 

 

事業方針５． 

日韓交流を企画・実施する団体・個人を対象に、交流事業や日本文化の情報等

を提供・発信することにより交流のネットワーク形成を促進し、さまざまな分

野における日韓交流の実現に寄与する。 

 

１．事業実施状況 

日韓文化交流をより円滑に進めるために、日本文化・日韓文化交流に関する情

報提供を行なうとともに、CSR 事業を進め、他の日本関連機関との協力関係構

築と基金事業を含む日韓交流事業のネットワーク化を行なった。 
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２．具体的事業例 

 

● 日韓フレンドシップ・コミッティ運営参画（通年、ソウル） 

2005 年の「日韓友情年」を契機に結成され、日韓両国の有識者による情報交

換を目的として継続して開催されている日韓交流推進会議「フレンドシッ

プ・コミッティ 」および同ウェブサイトの運営に参画。国際交流基金関連

の事業情報を同サイトに定期的に掲載することにより韓国で行われる日本

関係イベント情報の効果的な発信に協力した。 

●ＨＰを通じたオンライン情報提供・問い合わせ対応（通年、ソウル） 

ソウル日本文化センターウェブサイトの運営により、韓国国内で積極的な日

本に関する情報発信を行い、各種問い合わせに対応した。ホームページ年間

アクセス件数のべ1,753,207件。 

●文化情報室対応の充実（通年、ソウル） 

ソウル日本文化センター文化情報室（図書館）を運営し、訪問・電話等によ

る各種問い合わせに対応。ソウル日本文化センターのソウル市内・新村への

移転に伴い、映像資料等の視聴覚資料を中心に、若者向けの資料を充実させ

た。 

● 全国学生日本語演劇発表大会（2009 年 9 月、ソウル） 

韓国三井物産株式会社等から協賛金を得て、中・高等学校日本語学習者の学

習意欲向上を図るための日本語演劇発表大会を開催。参加校は 50 校を超え、

決勝には 11 校が参加。来場者数 140 名。 

● 日韓若手音楽家交流コンサート（2009 年 9 月、ソウル） 

スイス在住の日本人篤志家が設立したアヤメ基金からの資金協力（交通費、

滞在費などを負担）を得て、スイスの音楽学校で学ぶ日韓の若手音楽家によ

る演奏会をそれぞれの母国である韓国と日本で開催。来場者数 167 名。ヤマ

ハが広報に協力。 

以上
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中国 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

2007 年の「日中文化・スポーツ交流年」、2008 年の「日中青少年友好交流年」

に続く 2009 年は文化交流上のモニュメンタルな出来事はなかったが、戦略的互

恵関係の推進という観点から、過去 2年間に盛り上がった両国間の文化交流の

機運を維持、発展させるべく、国際交流基金としても、さまざまな事業を展開

した。2008 年に正式に文化センターとしてのステイタスを確立した北京日本文

化センターでは、北京や「湖南ジャパンウィーク」などにおける大型の日本文

化紹介事業の他、映画上映会等も実施し、存在感をアピールした。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 655,174千円（国別順位：2位、全体の6.08％） 

〔20 年度：680,844 千円（国別順位：2位、全体の 6.16％）〕 

国別事業 

方針 

事業方針１． 

同国の開放的社会の発展をリードする文化人（作家、映画監督、ジャーナリス

ト等）や市民団体指導者の日本への招聘を通じて、対話と協働作業を促進する。

 

１．事業実施状況 

中国の若手ジャーナリスト、財団プログラムオフィサー、NGO活動家などを

JENESYSプログラムなどにより日本に招へいし、日本の関係者との交流の機会を

設けることで、両国間の相互理解を深めるとともに、中国の発展のための情報

提供とネットワーク作りを促進した。 

 

２．具体的事業例 

●JENESYSプログラム（年３回、日本） 

中央テレビ局プロデューサーや民間財団プログラムオフィサー、環境 NGO 活

動家などをグローバリゼーション下の人の移動、環境教育といったそれぞれ

にふさわしいテーマにより企画された訪日プログラムで招へい。日本国内の

関係者との懇談、視察の機会を提供するととともに、他のアジア・太平洋諸

国からの参加者とのネットワークの形成を促した。 

 

●中国知識人・研究者グループ招へい 

（上海グループ：2009 年 11 月、東京／沖縄） 

（北京グループ：2010 年 1 月、東京／広島／京都） 
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国際問題専門家計 8名（上海から 3名、北京から 5名）を日本に招へい。そ

れぞれ約 1週間の訪日プログラムを通じて、同分野の研究者との意見交換、

関係機関等への視察を行った。 

 

●中国知識人・研究者個人招へい（2010 年 1 月～3月） 

若手・中堅の知識人及び研究者計 7名を日本に招へい。日本社会・文化など

に触れる機会を提供することで、日本についての理解を促進した。 

 

事業方針２． 

インターネット世代を対象に、現代日本の社会や生活文化についてバランスの

取れた情報を伝えるため、高校生の長期招聘をはじめとする青少年交流事業や

インターネット、書籍・映像を活用した日本情報発信を行う。また、日本のポ

ップカルチャーやライフスタイルを同国に紹介する上での基金の効果的な役

割を検討し、若者の関心対象が日本文化の表層のみに留まらず、より深い日本

への理解に繋がるように工夫する。 

 

１．事業実施状況 

中国の高校生を招へいして日本の高校で勉学する機会を提供することで、若い

世代の日本理解及び日中高校生の相互理解を促進するとともに、ポップカルチ

ャーをはじめとする日本の現代文化を中国で紹介する事業を実施することで、

中国における現代日本理解の促進を図った。 

 

２．具体的事業例 

●中国高校生長期招へい（通年、日本） 

中国の高校生を招へいし、日本の高校で 11 ヶ月間勉学する機会を提供した。

2009 年 7 月末に第 3期生 26 名が中国に帰国し、2009 年 9 月に第 4期生 35

名が来日した。また、2010 年 3 月にすでに中国の大学に進学した第 1、2期

生を対象にした交流会を北京で開催し、29 名が各地から参加した。 

●J-pop in China 2009（2009 年 11 月、北京） 

日中文化交流協定締結 30 周年に際し、音楽を通じて日中の青少年の間の交

流と相互理解を促進するため、日中カラオケ大会と J-pop コンサート・交流

会（出演：加藤和樹、ファンキーモンキーベイビーズ）を実施。約 1700 人

が参加。 

●Anime Festa 2009（2009 年 11 月、北京） 

中国建国 60 周年にあたり、中国でも人気の高いアニメイベントを通じ、日

中間の相互理解を深め、更なる緊密な文化交流を促進するため、北京日本文
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化センターが北京電影学院と共催で、アニメ映画「サマーウォーズ」上映や、

日中合作アニメに関する講演会、声優ショーなどを含むイベントを実施。2

日間のイベントに約 3100 人が参加。 

●J-meeting Beijing 2010（2010 年 3 月、北京） 

日本のポップカルチャーをテーマに、出演者と観客が比較的近い距離で交流

することにより、日本に対する親近感・理解をより深めてもらうことを目的

としたJ-meetingの第 3回を北京日本文化センター主催事業として実施。TBS

ドラマ・映画の演出家・監督である今井夏木氏による講演会と、シンガーソ

ングライターの福井舞氏のライブを実施し、約 400 人が参加。 

●環境シリーズ講演会（2009 年 12 月～2010 年 1 月、北京） 

「環境―身近なことからはじめてみよう。一人ひとりの意識改革―」と題し、

環境教育、地球温暖化防止、自然学校とエコツーリズムについて 3回連続で

北京日本文化センター主催講演会を開催。主に中国の若者層を対象に環境保

護に対する日本社会の取り組みや日本人の意識について紹介。 

●日中交流サイト「心連心」コミュニティサイト運営（通年） 

日中の青少年が自由に意見交換ができる日本語・中国語の自動翻訳機能付き

の投稿型ウェブサイトを運営。特に中国の若者向けに日本の最新文化情報を

豊富に掲載。2009 年度は携帯電話からの書き込みが可能になる整備を行い、

青少年の利用を促進した。月平均アクセス数約 10 万件。 

●J-Popラジオ番組制作・放送（通年） 

中国の青少年の日本への関心・親しみの醸成を目的に、J-Pop ラジオ番組を

制作し、特に中国の地方都市に重点を置いて現地の放送局を通じて放送を行

った。放送局は、「中国高校生長期招へい事業」の参加者居住地や「ふれあ

いの場」設置都市を中心に 30 局に及んでいる。 

 

事業方針３． 

内陸部等の地方都市は海外との交流の機会が限られており、日本人や日本文化

に触れる機会も非常に少ないが、日本語や日本社会への潜在的関心は少なくな

いので、同国国内拠点「ふれあいの場」事業等を通じて内陸部等地方での事業

実施を積極的に進める。 

 

１．事業実施状況 

現代日本文化に触れることのできる交流拠点「ふれあいの場」を、中国国内の

西寧、連雲港、ハルピンに新たに設置したほか、各地の「ふれあいの場」で日

本に関する最新の情報提供に加え、交流イベントなどを開催した。また、地方

の日本語スピーチコンテストなどに支援を行った他、日本語能力試験は7都市に
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10の会場を新設し、受験者数は2008年度の152％増となった。 

 

２．具体的事業例 

●「湖南ジャパンウィーク」アニメ講演会・声優ショー（2009 年 11 月、長沙）

「湖南ジャパンウィーク」のイベントの一環として、アニメ制作会社マッド

ハウス・ジェネラルプロデューサーの丸山正雄氏による「日本アニメの真髄」

講演会と、声優の置鮎龍太郎氏による声優ショーを実施。約 5000 人が参加。

●「南京ジャパンウィーク」福井舞コンサート（2010 年 3 月、南京） 

「南京ジャパンウィーク」のイベントの一環として、「南京ふれあいの場」

の協力を得て、シンガーソングライターの福井舞氏のコンサートを実施（上

記「J-meeting in Beijing」（北京）でも実施）。約 400 名が参加。 

●留華ネットミーティング・交流会（2009 年 5 月（南京）、12 月（広州）） 

中国各地の日本人留学生を繋ぐネットワークである留華ネットの代表メン

バーが、地方都市での日中交流促進と「ふれあいの場」の集客増を目的とし、

「南京ふれあいの場」及び「ふれあいの場」新規開設予定の中山大学（広州）

にて、現地の日本語学科の学生との交流会を実施。2回併せて約 120 人が参

加。 

●毛丹青氏講演会「中国人の目に映る日本」（2010 年 3 月、ハルビン、天津）

日中バイリンガル作家の毛丹青氏が、自身が見た日本について語ることで日

本に対する関心・理解を深めてもらうことを目的とした講演会を、日本語を

学ぶ学生を対象に実施。黒龍江大学（ハルビンふれあいの場）及び天津外国

語大学にて実施し、計約 500 名が参加。 

●2009 年日本語能力試験（2009 年 7 月、12 月） 

海南省、広西チュアン族自治区、雲南省、甘粛省に試験会場を新たに設置し、

合計 37 都市 70 会場となった。また、７月と 12 月の受験者総数は 327,255

人（香港を含めると 345,116 人）に上り、過去最大規模の実施となった。 

●日本語スピーチコンテストへの支援（通年、中国各地） 

黒竜江省、海南省、福建省、四川省、吉林省、江蘇省、広東省、広西チュア

ン族自治区でそれぞれ開催された日本語スピーチコンテストへ助成。また、

北京日本文化センターのスタッフがコンテストへ審査員として出席した。 

 

事業方針４． 

北京日本学研究センター等を通じて育成し、現在、各地、各分野で活躍する日

本語教育・日本研究の人材のネットワークを活性化し、それらの人々を核とし

た事業展開の可能性を探る。世論形成に影響力のある次世代リーダーや元日本

留学経験者の動向を把握し、日中交流に活かす。 
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１．事業実施状況 

中国国内各地の大学で日本語を教えている中国人日本語教師を対象に、日本語

教授法の研修を行なうとともに、当基金が実施する訪日研修に参加したことの

ある大学・中等教育の日本語教師の同窓会を開催して、日本語教師のネットワ

ーク形成を図った。大平学校・北京日本学研究センター、北京日本学研究セン

ター出身者が中核となっている学会、研究会の活動支援を通して、日本研究者

のネットワーク化の基礎作りを行なった。 

 

２．具体的事業例 

●2009 年全国大学日本語教師研修会（2009 年 8 月、杭州） 

高等教育出版社との共催で全国の大学日本語教師を対象にした研修会を杭

州で 6日間にわたり開催。192 名が参加した。 

●2009 年夏、2010 年春高校日本語教師研修会（2009 年 7 月、2010 年 3 月、北

京） 

人民教育出版社との共催で全国の高校日本語教師を対象にした研修会を北

京で 4～5日間にわたり開催。合計 126 名が参加した。 

●2010 年「中国大学日本語教師訪日研修」修了生フォローアップ研修会（2010

年 3 月、北京） 

1993 年からこれまで約 680 名が参加した本国別研修の修了生を北京日本文

化センターに集め、金田一秀穂教授による講演会と参加者座談会を開催し

た。全国から 82 名の修了生が参加した。 

● 北京大学現代日本研究センター同窓会（2010 年 3 月、北京） 

1990 年に中国教育部と国際交流基金の共同事業として開始された北京大学

現代日本研究センターの修了生が、同センターに長きにわたって講師として

出講した堀江正弘 政策研究院大学院大学教授（元総務省審議官）を講師と

して招き、北京において記念講演会を開催するとともに同窓会を開催し、修

了生同士のネットワーク強化を図った。北京日本文化センター助成事業とし

て支援。 

● 「文化研究の視野での日本文学」シンポジウム（2009 年 10 月、北京） 

北京日本学研究センター出身の周以量教授などが中心となり、北京の主要大

学、遼寧大学、南開大学、西安交通大学など地方大学からも参加者を集め、

主にカルチュラルスタディーズの手法を用いて文学作品、文学と社会などに

ついて行った研究成果を発表、討議を行った。北京日本文化センター助成事

業として支援。 
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事業方針５． 

アジア地域の対話と交流を進めていくため、日中共通の関心に基づく対話や芸

術文化の共同事業を推進する。 

 

１．事業実施状況 

各種プログラムの実施を通し、日中あるいはアジア地域共通の課題に関して日

本、中国等の専門家が議論を深めることで、課題解決の方策を探るとともに、

相互理解の増進に寄与した。また、日中両国のアーティストの共演により現代

音楽の公演等を開催し、芸術家間の交流を促進した。 

 

２．具体的事業例 

●日中韓次世代リーダーフォーラム（2009年10月、北京／仁川／札幌） 

日中韓の政治家、学者、ジャーナリスト等など各界の若手リーダー18名が、

3カ国を訪問し、アジア・太平洋地域の将来像などについて討議及び視察。

なお、北京では同時期に開催された日中韓首脳会談関連プログラムの一部に

参加。 

●日中韓文化交流フォーラム（2009 年 10 月、楊州） 

日本から僧侶3名および漆芸作家3名を派遣。平和と仏教の進むべき道を探る

「仏教フォーラム」、即興での書や墨絵等の制作会「筆会」を通じて、3カ

国の交流を深めた。 

●「周恩来と日本」シンポジウム・写真展（2009 年 10～11 月、東京） 

早稲田大学・日中友好協会・中日友好協会との共催により、周恩来氏日本留

学時代の青年期、その後の日本との関わりを中心に写真展を実施、計895名

の来場者数を記録。写真展の開幕にあわせ、記念シンポジウムを実施し、日

中の周恩来研究者が周恩来と今後の日中関係について、基調報告・パネルデ

ィスカッションを実施、約200人の来場者を記録。 

●空中楼閣～渡辺香津美トリオ～中国公演（2009 年 11～12 月、上海、成都、

重慶、北京） 

ギタリストの渡辺香津美氏を中心とし、サックス・フルート、ピアノに中国

琵琶も加わった音楽ユニット「空中楼閣」の巡回講演を実施。各地で音楽学

校の生徒等と共演やワークショップを行った。（北京では公演とワークショ

ップで合計約1700名、上海では700名、成都では950名、重慶では650名が参

加。）） 

以上
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0インドネシア 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

2008年の日本インドネシア友好年で深まった日本・インドネシア両国の関係を

一層発展させるべく、2009年10月に「第1回ジャカルタ日本祭り」が開催された。

文化芸術分野では、友好年事業により幅広く一般層に喚起された日本への関

心・理解を深化させるべく、「ジャカルタ日本祭り」へ積極的に参画するとと

もに、伝統と現代文化のバランスや地方での日本文化紹介を念頭に総合的な日

本文化紹介事業を展開した。日本語教育分野では急増する中等教育レベルの学

習者のニーズに応えるべく、国家教育省との共催・共同事業を軸に中等教育レ

ベルの支援に注力した。また日本研究・知的交流では、人材発掘・ネットワー

ク強化に積極的に取り組んだ。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 307,665千円（国別順位：5位、全体の2.86％） 

〔20 年度：476,081 千円（国別順位：4位、全体の 4.30％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

文化芸術交流事業においては、伝統的な日本紹介に留まることなく、現代文化

も視野に入れた総合的な日本文化紹介を実施する。また、同国の有望な若手芸

術家に発表の機会を提供するなどして、その活動を支援することにより、将来

的な日本紹介者・協力者の人材発掘・育成を進める。加えて、ジャカルタのみ

ならず、地方都市での日本文化紹介事業等の実施にも努める。 

 

１．事業実施状況 

当地国際映画祭での最新アニメ作品上映や、国際環境展示会での「ふろしき」

紹介事業の実施など、伝統・現代文化のバランスを考慮するとともに、展覧会・

舞台公演・映画上映など分野に偏りなく幅広く総合的な日本文化紹介を行った。

日本・インドネシア共同制作舞踊作品「ガリババの不思議な世界」などを実施

することにより、人材発掘・育成、人的ネットワーク形成に注力した。また、

各種展示・公演事業の地方巡回に加え、事務所所蔵のフィルム・ライブラリー

を活用して、地方大学におけるイベント等での映画上映や各地総領事館へのフ

ィルム貸与を行うなど、地方都市での日本文化紹介に努めた。 

 

２．具体的事業例 

●日イ共同制作舞踊作品『ガリババの不思議な世界』公演（2009 年 4 月～6月、
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ジャカルタ/ジョグジャカルタ/ソロ） 

小池博史氏（パパ・タラフマラ主宰）が脚本・振付・演出を担当、ダンサー

のみならず、音楽・舞台美術・衣装等スタッフも日本・インドネシア両国か

ら参加し、コラボレーション作業を通じて、人材発掘・育成に大きな成果が

あった。ソロでの共同制作・稽古を経て、6月にジョグジャカルタとジャカ

ルタで公演を行った。入場者総数 2,400 名。 

●最新アニメ上映（2009 年 12 月、ジャカルタ） 

ジャカルタ国際映画祭において、アニメーションを専門的に学ぶ学生たちの

作品を集めた「インター・カレッジ・アニメーション・フェスティバル（ICAF）

２００９年選集」を上映するとともに、同フェスティバル・ディレクターの

木船徳光・東京造形大教授によるセミナー「New Currents of Japanese 

Students’Animation」を実施。インドネシアでも日本のアニメは人気があ

り、その若いクリエーターたちの作品紹介とあわせてセミナーを実施するこ

とにより、現代日本文化に対する関心喚起・理解深化を促しただけでなく、

人材育成の観点からも意義深い事業となった。入場者総数 174 名。 

●ふろしき専門家派遣（2010 年 3 月、ジャカルタ） 

ふろしき研究家（ふろしき研究会会員）の半田博子氏、尾崎聡子氏、村田静

枝氏を派遣、アジア地域最大級の国際環境展示会である「第６回エコプロダ

クツ国際展」（アジア生産性機構主催）にて、ふろしきの展示を行うととも

にワークショップを実施した。環境保護という現代的なテーマを切り口に日

本の伝統文化をアピールした。ワークショップ参加者総数 270 名、エコプロ

ダクツ国際展への来場者 90,004 名。 

 

事業方針２． 

日本語事業においては、中等教育支援のため、国家教育省との共催で日本語教

師研修を実施するとともに、日本語教師会を継続して支援する。高等教育につ

いても、拠点大学、日本語教育学会等を中心に効率的な支援を行う。 

 

１．事業実施状況 

中等教育段階では、日本語教育派遣専門家による日本語教師会活動支援、国内

研修（国家教育省共催）、日本語国際センターでの研修等により、教師の教授

能力・日本語運用能力の向上を図った。また、国家教育省と共同開発の高校用

教科書が完成、７月より各学校で使用が開始された。 

高等教育段階では、インドネシア教育大学、スラバヤ国立大学等の拠点大学へ

の専門家派遣、日本語教育学会への活動支援等を行った。 
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２．具体的事業例 

●高校用日本語教科書開発・製作（2009年4月～7月、ジャカルタ） 

高校カリキュラム改編により第２外国語として日本語を履修する高校生が

急増した（2003 年：61 千人→2006 年：244 千人）が、適当な教科書が存在

しなかったため、国家教育省と共同で 2008 年から 2年計画で教科書の開発・

作成に着手した。その結果、2009 年 7 月に教科書「さくら」が完成し、各学

校に配布、使用が開始された。高校生に適した教科書に基づく授業・指導が

全国に行き渡ることにより、高校生の日本語能力の大幅な向上が期待され

る。 

●高校日本語教師基礎研修（2009年6月及び12月：ジャカルタ、11月：マナド）

国家教育省と共催。１研修会につき参加者定員 20 名。高校日本語教師に対

し、教授能力（新カリキュラムに準拠した教え方、新教材の内容及び使い方）

および日本語運用力の向上を目的とした合宿研修会を計 3回実施した。 

●インドネシア中等教育日本語教師研修・事前研修会（2010年1月、ジャカルタ）

国家教育省と共催。各地域から選抜された計 28 名の教師を対象に 2週間に

わたる合宿研修会を実施。最終的に優秀な研修成績を修めた 20 名を招へい

し、日本語国際センターにて集中研修を実施した。 

●高校日本語教師会活動支援（通年） 

インドネシア全国 8地域の高校日本語教師会に対し、その活動経費の一部を

支援した。また教師会活動として、ジュニア専門家の指導のもとに勉強会、

教材作成作業、情報交換等を定期的に実施した。 

●日本語教育学会活動支援（通年） 

インドネシア全国の学会地方支部（5支部）に対し、地域単位での活動（セ

ミナー等）経費を一部負担した。派遣専門家も出講し、専門的な指導を行っ

た。 

 

事業方針３． 

日本研究･知的交流事業においては、主要大学の日本研究センターのネットワ

ーク強化を図り、日本研究者協会への支援を行うことにより日本研究振興のた

めの環境を整備する。また、日本に関するセミナー等を通じて、日本研究者以

外の知識層の対日関心を喚起する。 

 

１．事業実施状況 

日本研究分野では、拠点機関であるインドネシア大学大学院日本地域研究科の

学科運営を支援することにより日本研究者の人材育成に努めた。また、同大学

と日本の大学との共催による国際シンポジウム開催や、インドネシア日本研究
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学会主催の国際シンポジウムへの支援等を通して、日本研究の振興と日イの日

本研究者の学術交流を促進した。知的交流分野では各種の日本招へいプログラ

ムを活用し、新規人材の発掘や、対日本および東南アジア域内におけるネット

ワークの発展に注力するとともに、被招へい者による成果発表・還元の機会を

設け広く知識層の対日関心を喚起した。 

 

２．具体的事業例 

● インドネシア大学大学院日本地域研究科への支援（通年） 

奨学金や講師謝金助成による学科運営支援、客員教授 2名の派遣（東北大学

長谷川公一教授、上智大学宮城大蔵准教授）、2回の国際シンポジウム開催

（共催、国際日本文化センター（5月）/京都大学（2月））の支援等を通し

て、日本研究分野の人材育成及び日本の研究者とのネットワーク強化を図っ

た。 

● 日本研究巡回セミナー実施（2010 年 1 月、ジャカルタ/バンドン） 

大学生・大学院生向けに日本研究の基礎文献を紹介するセミナーをジャカル

タとバンドンで開催。インドネシア日本研究学会が共催となり、現地の大学

と協力して日本語や日本について学ぶ学生が論文を書く際に有用な情報を

提供。入場者数はジャカルタ 113 名、バンドン 276 名。 

● 国際シンポジウム『イスラームと近代化』実施（2010 年 3 月、ジャカルタ）

2009 年 11 月の本部主催事業「東南アジア若手イスラム知識人グループ招へ

いプログラム」のフォローアップ事業。同プログラム参加者が発表を行い、

インドネシアでの成果還元を行った。また日本からインドネシアのイスラー

ムに詳しい南山大学の小林寧子教授を基調講演者として招聘し、日本人研究

者と東南アジアイスラーム知識人との人的ネットワークの強化を図った。入

場者数は約 90 名。 

●各種日本招へいプログラム活用（通年） 

日本研究フェローシップ 3名（学者・研究者 1名、論文執筆者 1名、短期 1

名を招へい）、東南アジア若手イスラム知識人グループ招へい 5名、JENESYS

プログラム 9名（次世代リーダー7名、東アジア研究大学院生 2名）など、

各種日本招へいプログラムを活用し、知的交流分野の人材発掘やネットワー

ク形成に注力した。 

以上
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1タイ 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

2009年が日メコン交流年ということもあり、文化芸術交流では大規模な日本現

代美術展やプロダクト・デザインの展覧会などを実施し、現代日本文化を幅広

く紹介した。 

日本語教育では、増大する中等教育レベルでのニーズに応えるため支援を充実

させた。また、地方の日本語教育支援の強化を図った。 

日本研究分野では、拠点機関への支援のほか、タイ国日本研究ネットワーク

（JSN）年次大会を助成するなど基盤強化に注力。知的交流分野では日本から専

門家を招き、環境保全やESD（持続的発展のための教育）等、日タイ両国の共通

課題を討議する事業を実施した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 285,570千円（国別順位：6位、全体の2.65％） 

〔20 年度：298,044 千円（国別順位：7位、全体の 2.69％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

各種メディアやイベント等を通じて一定の対日関心が維持されている中で、こ

れらの関心を文化的背景や歴史、思想等への関心・理解に深めていくために、

様々な形での日本文化の紹介に努める。 

 

１．事業実施状況 

日本文化の歴史的背景への関心・理解を促進するため、現代的作品の展示・公

演・上映の際には、作品の歴史的背景も含めて解説できる専門家によるトーク

やワークショップ等を併せて実施。また、共同制作事業や参加型事業に力を入

れることにより、より深い対日理解を促進することをめざした。 

 

２．具体的事業例 

●日メコン交流年記念現代美術展 “Twist and Shout“（2009 年 11 月～2010

年 1 月、バンコク） 

タイで初開催の大規模な日本現代美術展。出品作家は、草間弥生、宮島達男、

ヤノベケンジら 17 名、多くがタイ初紹介。企画段階からタイの２名の若手

キュレーターが参画するなど、日タイのキュレーター同士の交流・共同作業

にも力を入れたほか、出品作家によるシンポジウム、宮島氏、ヤノベ氏によ

るトークなど付随事業も積極的に実施。最終来場者数は 32,763 名。 
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●巡回展「現代日本デザイン 100 選」(2010 年 1～2 月、チェンマイ/バンコク）

90 年代に制作された作品を中心とする、プロダクト・デザインの展覧会。観

衆の理解を深めるため、チェンマイでは、オープニングに日本留学経験を持

つ２名のタイ人デザイナーによるスライド・トークを実施。バンコクでは期

間中に（１）柏木博氏（武蔵野美術大学教授）によるトーク、（２）現代デ

ザインに着想を与えている折り紙・ふろしきのワークショップ、（３）タイ

人デザイナーによるトーク等を実施。２都市合計総訪問者数は 4,615 名。 

●現代舞踊共同制作作品「コウカシタ」公演（2010 年 1 月、チェンマイ/ バン

コク） 

平成 20 年度に日本人振付家のもとで日本人 5名、タイ人 5名のダンサーが

共同制作した現代舞踊作品のタイ公演。本作品をきっかけに、タイ人ダンサ

ーたちがダンスグループを立ち上げて公演を行うなど、共同制作による刺激

が現地での新たな動きにつながる成果をあげたほか、作品自体も現地批評家

等に高く評価された。2都市合計総来場者数は約 650 名。 

●日本映画祭 2010（2010 年 3 月、バンコク） 

近年活躍が目覚しい「女性監督」をテーマに、7作品を上映。普段タイの商

業上映では見られないジャンル、種類の日本映画を見られる機会とあって、

好評を博した。また、より深い対日理解のため、『ジャーマン+雨』の横浜

聡子監督を招聘し、上映後のトークを実施。上映作品の内容から日本映画界

における女性監督の位置づけにわたるまで、活発な議論が行われた。4日間

の総観客数は 1,463 名。 

 

事業方針２． 

事業方針１．と同じ観点から、日本語学習・日本研究の振興に力を入れる。日

本研究支援においては、拠点となる機関への支援を通して、タイ全体の日本研

究の基盤作りやネットワーク形成に重点を置く。 

 

１．事業実施状況 

日本語教育では、日本語教育の現場を支える全国各地の日本語教師の多様なニ

ーズに応えて様々な研修を提供した。特にニーズが増大している中等教育レベ

ルへの支援に力を入れた。 

日本研究分野では、全国規模のネットワーク組織タイ国日本研究ネットワーク

(JSN)に対し基盤強化のため「日本研究ネットワーク強化プログラム」で助成し

たほか、北部の拠点チェンマイ大学日本研究センターでセミナー「モノづくり

と日本人」を主催し、地方での日本研究促進に努めた。 
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２．具体的事業例 

●中等教育課程現職教員の日本語教師新規養成（2009年5月～2010年3月） 

タイ教育省との共催事業。高校で他教科を教える教員を日本語教師として養

成するため、タイ人の現職教員11名を対象に日本語及び日本語教授法の研修

を10か月にわたり実施。 

●さくら中核事業、地方研修会（2010 年 1～3 月） 

中等教育日本語教育の質の維持・向上および地方のノンネイティブ日本語教

員の日本語力維持を目的に、タイにおける日本語教育の中核機関（｢さくら

中核メンバー｣）であるタマサート大学、チュラーロンコーン大学、タイ国

日本語日本文化教師協会が中心となってタイ国内6地方の高校日本語教師を

対象とした日本語及び日本語教授法のワークショップを実施。計85名が参

加。 

●日本語教師向けの研修会・セミナー実施（通年） 

バンコク日本文化センター派遣専門家等による研修会や日本から派遣した

講師による日本語教育セミナーなど、タイの日本語教師のニーズと実情に対

応した多様な研修をバンコク日本文化センターで実施。計620名の教師が参

加。 

●日本研究ネットワーク強化（2009年10月、コンケン） 

JSNに対し、年次大会開催等の諸経費について助成。年次大会は10月15日か

ら17日まで東北部の拠点コンケン大学で実施し、157名の参加を得た。 

●地方の日本研究拠点大学に対する支援（2009年11月、チェンマイ） 

北部の拠点チェンマイ大学で11月に主催セミナー「モノづくりと日本人」を

実施。国立科学博物館理工学研究部の鈴木一義氏を講師に迎え、江戸時代に

培われた日本人のモノづくりや科学技術に対する文化を様々な事例から紹

介した。参加者数150名。 

 

事業方針３． 

日本に関する基礎的な知識普及やバランスのとれた理解を進めるために、中等

教員の対日理解を促進する。 

 

１．事業実施状況 

日本語教育に携わる高校教員に対して語学教育と関連付けた文化紹介・体験研

修等を実施したほか、それ以外の高校教員に対し、日本への招へい視察や草の

根交流・文化紹介の機会を幅広く提供した。 

 

２．具体的事業例 
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●中等教育課程現職教員の日本語教師新規養成（2009 年 5 月～2010 年 3 月、バ

ンコク） 

前述の日本語教師養成講座においてバンコク在住の日本人ボランティアの

協力を得て、日本文化紹介の交流会を計 33 回実施。 

●センター日本文化研修（2009 年 4 月～2010 年 2 月、バンコク） 
日本語を教えている 7校の中学・高校の教師・生徒を対象に、半日程度の日

本文化の講義や折り紙、浴衣試着等の体験を実施した。参加者 305 名。 

●中学高校教員交流（2009 年 10 月、日本） 
高校の社会科教員 1名を日本に招へいし、2週間の滞在中に学校訪問やレク

チャー等を通じ日本の文化、社会、教育制度に対する理解の促進を図った。

 

事業方針４． 

両国共通課題の解決に関する対話を促進するため、市民交流や知的交流を実施

する。 

 

１．事業実施状況 

環境保全やESD（持続的発展のための教育）など、日タイ両国の共通課題の解決

に資するため、専門家や市民の間での問題意識や情報の共有、解決に向けた具

体的な取り組みなどについて討議した。 

 

２．具体的事業例 

●国際セミナー「環境問題と司法－日本の経験に学ぶ」（2009 年 8 月及び 9月、

バンコク） 

タイ最高行政裁判所、タイ国研究基金との共催。第1回は大久保規子・大阪

大学教授、第2回は七戸克彦・九州大学教授及び武宮英子・公害等調整委員

会審査官を迎え、タイ最高行政裁判所のホールで実施した。参加者数は8月

213名、9月220名。 

●知的交流セミナー「持続可能な開発のための教育(ESD)に関する日・タイセミ

ナー」（2010 年 1 月、バンコク） 

パネリストは「JENESYS次世代リーダープログラム」のうちESDをテーマとし

たプログラムで基金が日本に招へいしたタイ人専門家。基調講演は本邦で同

事業のアドバイザーを務めた小澤紀美子・東海大学教授。情報交流及びネッ

トワーク形成を促進し、今後の課題解決に向けて資することを目的とした。

タマサート大学日本研究センターで実施、参加者71名。 

●JENESYS次世代リーダープログラム（通年） 

「21世紀東アジア青少年大交流計画 Japan-East Asia Network of Exchange for 
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Students and Youths （JENESYS） Programme」の一環として実施する次世代

リーダープログラムにタイから5名を招へい。東アジアの次代を担う活躍が

期待される参加者たちに、専門家による講義や日本各地のフィールド調査な

ど日本の社会・文化等を理解する機会を提供。訪問先のコミュニティでの交

流や参加者同士の対話、経験の共有を通じて、日タイのみならず東アジア地

域の相互理解と緊密なネットワーク形成に役立った。 

以上
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2フィリピン 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

日比経済連携協定が平成 20 年 12 月に発効し、21 年度の日比関係は概ね良好に

推移した。中国や韓国のプレゼンスが高まる状況にあっても、日本への関心は

依然として高く、特にポップカルチャーなどに対する若年層の関心は高まる一

方である。かかる状況下、特に日本の現代文化の紹介に力を入れるとともに、

日本語教育の分野では中等教育における日本語導入を図り、若年層の日本理解

を推進した。また知的交流の分野では、東アジア共同体構想に資するような域

内の課題解決型セミナーや、ミンダナオの平和構築分野における新規事業に着

手した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 124,668千円（国別順位：17位、全体の1.16％） 

〔20 年度：135,060 千円（国別順位：17 位、全体の 1.22％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

経済連携協定締結に伴う日本語ブームの結果、日本語教師不足等の問題が深刻

となっているため、日本語教師研修等を実施し、優秀な日本語教師の養成に努

める。 

 

１．事業実施状況 

中等教育における日本語教育導入を推進するため、他科目（英語、社会等）の

現役の高校教師に研修を行い、日本語・日本文化講座の講師として養成した。

かかる試みは当国教育省からも評価され、21 年度より高校の日本語授業が選択

科目として正式に認知された。また、マニラ首都圏の教師対象の講座に加えて、

セブでも２度の研修を行うなど日本語教師研修を積極的に実施し、既存教師の

資質を向上を目指すとともに、新規教師を養成した。ミンダナオ地域でもダバ

オでの日本語フォーラムを支援するなど、地域ネットワークをさらに強化した。

 

２．具体的事業例 

●高校教師のための日本語・日本文化養成講座（2009 年 4～5 月、マニラ） 

中等教育レベルの日本語教育に携わる人材育成のため、現役の高校教師（主

に英語科、社会科担当）を対象にした日本語教師研修を実施。受講者数 129

名（H20 年度 93 名から大幅増）。 

●ＪＥＮＥＳＹＳ若手日本語教師の高校への派遣（2009 年 6 月～2010 年 3 月、
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マニラ/セブ/ダバオ） 

中等教育レベルへの日本語教育導入支援のために、若手日本語教師 4名をマ

ニラの高校 8校に派遣。また、地方の日本語教育拠点支援のために、セブ及

びダバオにも各 1名を派遣。 

●教師研修の実施（通年、マニラ） 

日本語教師を対象に、日本語能力の研鑽、教授法の習得、実践演習などの課

題別に、全 11 講座を開講。受講者数 110 名（うち 36 名は新規養成教師）。

●セブ教師研修（2009 年 6 月及び 10 月、セブ） 

ヴィサヤ地域日本語教師会の協力を得て、教師会に登録済みの日本語教師を

対象に、日本語教授法の習得及び実践演習のために、短期集中型で 2講座を

開講。受講者数 29 人（うち 2名は新規養成教師）。 

●フィリピン全国日本語教師フォーラム（2009 年 5 月、マニラ/11 月、カリラ

ヤ） 

年 2回の全国規模のフォーラムを開催し、各種研究発表とネットワーキング

を行った。参加者数延べ 252 名。 

●ダバオ日本語教育フォーラム（2009 年 10 月、ダバオ） 

ミンダナオ地域における日本語教育機関のネットワークを目的に、ミンダナ

オ国際大学とフォーラムを開催。参加者 120 名。 

 

事業方針２． 

若者層の関心が高い日本のポップカルチャーなど、現地ニーズに即した日本文

化の情報の積極的な発信を通じて、若年層をはじめ広範な市民の対日関心を喚

起し、日本理解を進めることにより、「日本ファン」や「日本理解者」層の拡

大をはかる。 

 

１．事業実施状況 

日本文化、特にポップカルチャーに対する関心のますますの高まりを受けて、

日本の現代文化、ポップカルチャーの紹介に重点を置いた文化芸術事業を実施

した。７月の日比友好月間や２月の日本語フィエスタを中心に、可能な限り集

中的に実施し、マスコミでも大きく取り上げられた。特に日本語フィエスタに

ついては、フィリピン最大の民間テレビ局が朝の情報番組で特集を組み全国放

映された。また実施会場（共催者）として民間ショッピングモールを活用する

ことで、費用対効果、動員数ともに効果的な事業実施ができた。 

 

２．具体的事業例 

●日本映画祭（2009 年 7 月～8月、マニラ/セブ/ダバオ/バギオ） 

222 



日本の新作劇映画を中心に 8本を上映。従来のマニラ、セブ、ダバオに加え

て新たにバギオでも実施し、合計で 20,309 人の観衆を集めた。 

●Ｊロックコンサート（2010 年 2 月、マニラ） 

日本のガールズバンドの草分けであり、海外でも活躍する少年ナイフのコン

サート。フィリピンのバンドとも競演し、約 2,000 人の観衆を集めた。 

●ストリート・ファッション展(2010 年 2 月、マニラ) 

（財）日本ファション協会の協力のもと日本のストリートファションの写真

を展示。あわせてフィリピン人参加によるストリート・ファッション・コン

テストも開催。展覧会は３会場で実施し、合計約 25,000 人が訪れた。 

●移動まんが図書館（2009 年 10～11 月、マニラ） 

当センター所蔵のマンガを使用し、外部のイベントにおいてブースを設置し

て閲覧に供した。２回実施し 439 人が訪れた。 

●Video Act ドキュメンタリー映画上映（2010 年 3 月、マニラ） 

現代日本の諸相を切り取る日本の最新ドキュメンタリー映画４本とフィリ

ピンのスモーキーマウンテンを描いた日本人監督作品を上映。1,152 人の観

衆を集めた。 

 

事業方針３． 

アセアン域内の知的コミュニティーのネットワーク形成を促進し、宗教紛争、

民族紛争、テロリズムなどの深刻な域内共通の課題解決に積極的に参画する。

 

１．事業実施状況 

日本政府の重要政策課題ともなっている東アジア共同体構想をふまえ、同共同

体創設に資するような域内の知的交流事業の発掘・実施につとめた。また、域

内の安全保障にとって重要な課題である当国のミンダナオ和平、またはミンダ

ナオへの支援に関連し、文化を通じた平和構築分野における新規事業のニーズ

を発掘し、また支援を実施した。 

 

２．具体的事業例 

●「平和、人権、グッドガバナンス：岐路に立つ東アジアの民主主義」（2009

年 9 月、マニラ） 

フィリピン調査報道センター主催の国際会議に対する助成。標記テーマにも

とづき、フィリピン、インドネシア、タイ、シンガポールのジャーナリスト

や研究者が議論。会議には次期大統領のノイノイ・アキノ氏ほか、計 30 名

が討議に加わった。 

●「危機の中のアジア：政治、経済、社会の側面」（2009 年 11 月、マニラ）
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デ・ラ・サール大学主催、アジア政治学会共催による国際会議に対する助成。

標記のテーマに基づき、アジア域内の諸問題に関してフィリピン、日本、タ

イ、インド、マレーシア、ベトナム、中国など 14 カ国 50 名のスピーカーが

討議。270 名の参加者。 

●東南アジア研究地域交流プログラム（ＳＥＡＳＲＥＰ）（通年） 

東南アジア人研究者による東南アジア研究の振興を目的として設立された

財団に対する支援。事務局経費、評議委員会経費、語学研修（3件）、アジ

ア研究集中学部講義に対して支援を行った。 

●「平和の灯火、女性の誓い」（2010 年 1 月、ダバオ） 

イスラムとデモクラシー・フィリピン・カウンシル等が主催するセミナーへ

の助成。ミンダナオを中心にフィリピン全土のモスレム女性知識人のネット

ワーク立ち上げを目的に、インドネシア、シンガポールからもゲストを招い

て国際セミナーを開催。平和構築における女性の役割等について討議。約 200

名が参加。 

●東南アジア若手イスラム知識人グループ招へい（2009 年 11 月、日本） 

イスラム若手知識人層の知日グループ形成を目的とした訪日招へい事業。イ

ンドネシア、マレーシアとともにフィリピンからも１名参加。第１回参加者

はフィリピン最南端のタウィタウィ島から招へいした。 

●JENESYS次世代リーダープログラム（通年） 

「21世紀東アジア青少年大交流計画 Japan-East Asia Network of Exchange 

for Students and Youths （JENESYS） Programme」の一環として実施する

次世代リーダープログラムにフィリピンから6名を招へい。東アジアの次代

を担う活躍が期待される参加者たちに、専門家による講義や日本各地のフィ

ールド調査など日本の社会・文化等を理解する機会を提供。訪問先のコミュ

ニティでの交流や参加者同士の対話、経験の共有を通じて、日比のみならず

東アジア地域の相互理解と緊密なネットワーク形成に役立った。 

以上
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3ベトナム 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

良好な日越関係と日・メコン交流年を背景に、日越官民の要請を受け、伝統と

現代双方の日本文化紹介や地域共通テーマの講演会、文化人・芸術家、研究者

の招へいのほか日本文学セミナーなど、現地機関と共催し数多くの事業を実施。

特に、ベトナム日本文化交流センター主体の事業を開設 2年目で本格稼働させ

た。日本語教育では中学・高校導入 10 カ年計画 7年目にあたり、教員育成と標

準教科書の作成を着実に進めた。日本研究は、ハノイ、ホーチミンの両人文社

会科学大学を中心に支援を行ったほか、社会科学院主催の東南アジア日本研究

学会第 2回総会開催を支援した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 208,156千円（国別順位：12位、全体の1.93％） 

〔20 年度：221,616 千円（国別順位：12 位、全体の 2.00％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日越政府合意による中等教育における日本語試行プロジェクトを引き続き支

援していく。また、日本語教師全体のレベルアップ及びネットワーク構築のた

めの事業を展開していく。 

 

１．事業実施状況 

ベトナム教育訓練省（教育科学研究所）、各地教育訓練局の協力のもと、中学・

高校の現地日本語教師の育成と標準教科書の作成を中心に支援を行い、日本語

教育普及を図った。2003年にはほぼゼロであった日本語教育を実施している中

学・高校数、日本語学習者は、それぞれ23校、4,000人に達するなど、着実に発

展している。また、基金派遣専門家による大学日本語教員向け連続講座を日本

文化交流センターで実施するとともに、日本人材協力センターや中部の大学と

共催で、地方の大学教員向けに教育セミナー等を実施、ベトナム人教員の教授

能力向上とネットワーク形成につとめた。 

 

２．具体的事業例 

●中学・高校日本語教員の育成（通年） 

教育科学研究所、教育訓練局の協力のもと、基金派遣専門家による中学・高

校日本語教員に対する全国研修セミナー、地方研修（ハノイ、フエ、ダナン、

ホーチミン）を実施するとともに、日本語国際センターでの訪日研修の実施
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などを組み合わせて日本語教員の育成を行った。 

●中学・高校用日本語標準教科書の作成（通年） 

ベトナムの大学教員との共同作業（企画・執筆・校正）で、中学（4 年制）・

高校（3年制）用日本語標準教科書の作成を行った（出版経費は越側負担）。

21 年度には中学 1年・2年用が出版・市販され、中学３年用の原稿が完成。

高校 1年用試行版の製本、高校 2年用の草稿が完成するなど、着実に進んだ。

●日本語教師向け研修、日本語フェスティバルの実施（通年） 

ベトナム日本文化交流センターでの大学教員向け講座を 3シリーズ（各シリ

ーズとも 8回）実施したほか、ベトナム日本人材協力センターとの共催で日

本語教師上級者向け日本語教育セミナーを数回実施。また、同センターとの

共催で、日本語フェスティバル（弁論大会、学習者によるパフォーマンスコ

ンテスト）を実施した。 

●日本語教材の出版・配布（通年） 

三菱商事の全面的資金支援（約 180 万円）により、「エリンが挑戦！にほん

ごできます」現地テレビ放映素材による教材３,000 部を出版、その DVD とと

もに中学・高校に配布した（一部は大学にも配布）。 

 

事業方針２． 

ベトナムと日本との二国間の交流促進のみならず、日本を含む東アジア地域内

の知識人や市民間の知的対話、芸術家の共同制作等の事業を実施し、地域的な

一体感の醸成に努める。 

 

１．事業実施状況 

地域をテーマとする講演会、地域レベルの公演等の催しを通じ、参加団体相互

間や参加者・聴衆との間での認識共有や地域的一体感の醸成に寄与した。また、

JENESYS プログラムを通じて、東アジアサミット参加国の次世代リーダーを日

本に招へい、各地で日本文化を体験しながら、専門分野の討議を通じて地域の

人的関係をひろげ今後の日越や地域のネットワークを形成した。また、地域を

テーマとする講演会、地域レベルの公演等の催しを通じ、参加団体相互間や参

加者・聴衆との間での認識共有や地域的一体感の醸成に寄与した。 

 

２．具体的事業例 

●染織講演会（2009 年 11 月）、日メコン交流年記念講演会（2009 年 11～12

月）（いずれもハノイ/ホーチミン） 

吉本忍国立民族学博物館教授が東南アジアに共通する「織物・染物」文化を

テーマに、また、桃木至朗大阪大学教授が日本の歴史学の蓄積をふまえて東
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アジア・東南アジア認識のありかた・方法論を論じた講演を、ハノイ、ホー

チミンの２都市で現地機関と共催で実施した。 

●周年や国際的な催しにおける日本文化紹介（通年） 

日・メコン交流年の悼尾をかざるカントー観光フェスティバルに日本の民謡

グループを派遣し、インドシナ各国の公演団とともに日本の民俗芸能を披

露。また、ASEM（アジア欧州会合）国際会議の機会にアジア・欧州映画祭が

開催された際に、日本映画作品を上映した。 

●ベトナム若手・中堅芸術家グループ招へい（2010 年 3～4 月、日本） 

30 歳台を中心とする若手・中堅芸術家グループ 11 名を日本に招へいし、東

京・京都・広島・高山等日本文化を直接体験するとともに日本の芸術・文化

関係者と対話する機会を設けた。 

●JENESYS 次世代リーダープログラムの実施（通年） 

環境、移民、平和構築、アートなどの各分野の専門家を東アジアサミット参

加国から日本に招き、各分野の課題について意見交換を行うとともに、日本

文化に触れながら東アジア各国参加者の共同体意識の形成を図った。ベトナ

ムからは計 7名参加。 

 

事業方針３． 

日本研究の発展や知的交流の促進により、対日理解と信頼感を深めるため、日

本研究の中核を担う機関の育成を図るほか、若手・中堅の研究者に対する支援

を行う。 

 

１．事業実施状況 

ハノイ国家大学人文社会科学大学のほかハノイ貿易大学、ホーチミン人文社会

科学大学の中核機関に対する支援や日本研究フェローシップ等を通じ、日本研

究者（特に、日本語を使った研究者に対する支援、若手・中堅の研究者）の人

材育成、研究成果の波及、日本とのネットワーク形成を進めた。また、日本文

学に関する総括的な講義をベトナム４都市で実施することで、日本文学に対す

る体系的な知識を研究者、大学院生、日本語教員に提供した。 

 

２．具体的事業例 

●ハノイ国家大学人文社会科学大学（東洋学部日本学科）への機関支援（通年、

ハノイ） 

基金の支援により、国際日本文化研究センターや大阪大学の日本史の専門家

などの客員教授が実現し、若手講師や大学院生・学部 4年生を対象とした本

格的な日本研究講義により若手・中堅の日本研究者の育成を行うとともに、
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訪日留学や情報提供等の面でネットワークが拡大した。また、日・越の研究

者による研究成果を日・越両語でおさめた日本研究論文集の出版を支援し、

日本研究の最新の成果をベトナムの学界に示すことができた。 

●東南アジア日本研究学会開催支援（2009 年 10 月、ハノイ） 

東南アジア日本研究学会の第 2回開催（社会科学院の主催）を支援、ベトナ

ムを含む東南アジア、日本、中国、韓国、豪州など多数の日本研究者等約 120

名が 2日間にわたり参加した。学生枠を設け参加費補助を出すとともに発表

の機会を提供し、若手の研究者育成に努めた。 

●沼野充義教授によるベトナム巡回セミナー（2009 年 9 月、ハノイ/フエ/ダナ

ン/ホーチミン） 

沼野充義東京大学教授による巡回セミナー。セミナー資料として書き下ろさ

れた「日本文学の歴史と特徴」と「日本と詩と小説の世界」をベトナム語に

翻訳し配布、示唆深い講義と活発な質疑応答が行われた。のべ 2,700 人近い

研究者・学生・文学関心層が参加、大きな反響を得た。 

●ハノイおよびホーチミンでの日本研究・知的交流促進（通年） 

ホーチミン人文社会科学大学に対する機関支援（日本文学に関する講義、国

際シンポジウム、出版支援）やハノイ師範大学に対する会議助成（テーマは

日本の「授業研究」）、ハノイ貿易大学に対する客員教授支援（テーマは日

本的経営）等を通じ、ハノイおよびホーチミンの二大都市での日本研究・知

的交流を促進し、将来の若手日本研究者育成を図った。 

●日本研究フェローシップ（通年） 

学者・研究者 1名、論文執筆者 1名、高砂熱学工業フェローシップ 2名を日

本に招へいした。 

以上
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マレーシア 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

事務所移転（2008 年 9 月）後に初めて迎える年度であり、文化芸術交流事業で

は外部機関との連携・外部会場を活用しての事業実施、事務所スペースを活用

した事業の試み等、次年度以降のモデルケースとすべく様々な取組みを行った。

日本語教育分野では、継続的に重点支援している中等日本語教育の基盤整備に

注力、教員養成やシラバス作成への協力など着実な成果を残している。日本研

究・知的交流分野においては、巡回講演会実施のほか、会議・研究への支援を

通して日本や他国からの専門家と現地研究者とのネットワーク形成に努めた。

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 228,576千円（国別順位：9位、全体の2.12％） 

〔20 年度：278,745 千円（国別順位：8位、全体の 2.52％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日本語教育が導入され始めた普通中等教育機関において、日本語教育が定着す

るよう、教員養成、カリキュラム開発などを支援していく。また、同国政府の

要請に応じて東方政策に関する渡日前予備教育の日本語教育に対する支援を

引き続き実施する一方、高等教育で高まる日本語教育のニーズにも的確に対応

するよう努める。 

 

１．事業実施状況 

中等教育段階での日本語教育支援として、マレーシア教育省がすすめる新シラ

バス作成・教科書改訂・教員養成の各事業に対し積極的に支援を行った。マラ

ヤ大学予備教育部に対しては、日本語教育専門家を派遣するとともにマレーシ

ア人教員育成支援を実施。高等教育段階への支援としては、基盤整備に力を入

れるとともに、セミナーや研究発表会、派遣専門家のコンサルティングを通じ

て研究活動への取り組みを支援した。 

 

２．具体的事業例 

●中等教育シラバス改定（通年） 

マレーシア教育省によるシラバス改訂会議や新シラバス周知のためのセミ

ナー等、日本語教育シラバス改訂に伴う様々な事業に派遣専門家が協力。21

年度は新シラバスが完成。クアラルンプール日本文化センターでは新シラバ

スの完成を受け、新シラバスに基づくカリキュラム・授業デザイン案の作成
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を開始した。 

●中等教育機関日本語教師対象地域セミナー（RESESS）（2009 年 4～6 月、プ

ルリス/クアラルンプール/ヌグリスンビラン/トレンガヌ/サラワク） 

中等教育機関教師を対象に、教授能力と日本語能力の向上を目的にマレーシ

ア教育省と共催で実施。新シラバスの内容理解・教え方、クアラルンプール

日本文化センターが開発中の授業デザイン案の使い方の指導に力を入れた。

参加者計 60 名。 

●マラヤ大学予備教育部日本留学特別コースへの日本語教育専門家派遣（通年、

クアラルンプール） 

日本語教育専門家 12 名を派遣。学生の日本語能力と合格率の向上のため、

カリキュラム改革やマレーシア人教員の育成支援等を講じた。112 名中 108

名が卒業。 

●日本語教育研究発表会／浦和研修報告会の実施（2009 年 10 月、クアラルン

プール） 

マラヤ大学と共催で実施。研究発表会では公募による口頭発表とポスター発

表、研修報告会では日本語国際センターの研修参加者による口頭発表および

ポスター発表を実施した。参加者は研究発表会 108 名、研修報告会 64 名。

●日本語教師向けセミナー、研修コースの実施（通年、クアラルンプール/ペナ

ン/コタキナバル） 

派遣専門家による地域セミナーや研修講座、日本から講師を迎えて実施する

マレーシア日本語教育セミナーを実施。新日本語能力試験の活用方法や最新

の日本語教授法の紹介など、マレーシア全土の日本語教師に共通するニーズ

に対応した。のべ参加者数計 337 名。 

 

事業方針２． 

東アジア研究への関心が高まる中、若手日本研究者が台頭している好機を捉

え、ニーズにあった日本研究支援を実施して、日本研究のレベルアップを図る。

 

１．事業実施状況 

日本経済の専門家による巡回講演会や、拠点機関への研究助成と客員教授派遣

を通じ、若手日本研究者に刺激を与え日マの日本研究者の学術交流を促進する

など、日本研究のレベルアップのためにニーズにあった支援を行った。 

 

２．具体的事業例 

●日本研究巡回講演会（2010 年 3 月、クアラルンプール/ペナン） 

日本の FTA 研究の第一人者である浦田秀次郎教授（早稲田大学大学院アジ
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ア・太平洋研究所）を派遣し、巡回講演会を実施。参加者数約 300 名 

●日本研究機関支援（通年、クアラルンプール） 

マラヤ大学に対して研究助成を 2件（”Malaysia-Japan Relations:  from 

Recipient-Donor to Strategic Partner”、”Japan’s Role in Dealing with 

the Nuclear Dilemma”）、客員教授派遣を新規に 1件（末永恵・大阪大学

教授）実施。 

●日本研究フェロー（通年） 

マレーシア科学大学より学者・研究者フェロー1名（マレーシアへの日系企

業投資研究・6ヶ月）、短期フェロー1名（武満徹研究・40 日間）を日本に

招へい。 

 

事業方針３． 

都市中間層には日本の優れた芸術作品を紹介し、若者にはポップカルチャーを

紹介するなど、対象ごとに戦略的な文化紹介を行う。また、日本の伝統文化、

生活文化に関する参加型プログラムを地方においても実施して、広く対日親近

感を醸成する。 

 

１．事業実施状況 

高い芸術性・斬新な取組みについて関心の高い層へ紹介する事業と、親しみや

すく直接的に体験できるタイプの事業をバランスよく実施した。また、伝統文

化から現代文化、生活文化まで、日本文化を多角的に紹介することを念頭に、

参加型プログラムを多数行った。地方で行われるイベントにも積極的に参画し、

幅広い層の対日親近感を喚起するよう努めた。 

 

２．具体的事業例 

●日本文化祭 in クダ（2009 年 4 月、アロースター） 

北部クダ州州立図書館にて、日本映画 3本の上映と、折り紙ワークショップ、

伝統玩具デモンストレーション、浮世絵展覧会を開催。日頃、日本文化に接

する機会の少ない地方において、日本の伝統文化を親しみやすく直接的に体

験できる形で紹介した。来場者 880 名。 

●日本映画祭 2009（2009 年 6 月、クアラルンプール/ペナン） 

日本で近年公開された比較的新しい作品の特集上映。『おくりびと』をはじ

めとする 8本の映画を上映し、都市中間層に日本の優れた芸術作品を紹介し

た。来場者数 2,745 名 

●いわみせいじ漫画ワークショップ（2009 年 8 月、クアラルンプール） 

、National Art Gallery にて、主に子供たちを対象とした漫画の描き方ワ
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ークショップを実施した。 

●「踊りに行くぜ！！」公演（2009 年 8 月、クアラルンプール） 

日本のダンサー3組による作品披露に加え、国立文化芸術遺産大学（ASWARA）

ダンス学科学生に対し、黒田育世（ダンサー・振付家）による 7日間の集中ワ

ークショップを実施、創作した新作「Untitled」を上演。高い芸術性・斬新な

取組みについて関心の高い層をターゲットに、日本の現代文化をアピールした。

●能レクチャー・デモンストレーション及びワークショップ（2010 年 1 月、ク

アラルンプール/プタリンジャヤ） 

リチャード・エマート教授（武蔵野大学）を派遣、一般・学生向けレクデモ、

及び主に舞台関係者を対象にしたワークショップを実施。高い芸術性・斬新

な取組みについて関心の高い層をターゲットに、日本の伝統文化をアピール

した。参加者数 260 名。 

●現代日本デザイン 100 選（2010 年 3 月、クアラルンプール） 

海外巡回展。日本の製品がデザインの美しさと機能の両面を備えている点を

より強調すべく、独自に在マレーシア日系企業の協賛を受け、展示作品の試

用コーナー等も設置し、親しみやすく直接的に日本の生活文化を体験できる

よう工夫をした。3月末時点で来場者約 1,300 名。 

 

事業方針４． 

専門家派遣、訪日招聘等の人物交流プログラムを活用し、日本と同国の知識人、

文化人、アーティスト、ジャーナリストのネットワークを強化する。 

 

１．事業実施状況 

文化人招へいやJENESYSなど各種の招聘・派遣スキームを利用し、各分野で活躍

する若手・中堅の有望な人材と日本の有識者とのネットワーク醸成をはかると

ともに、被招へい者のフォローアップ事業実施を通じて成果の還元・共有に力

を入れた。 

 

２．具体的事業例 

●文化人招へい（2009 年 6 月～7月）、Dr. ガウスパブリックトーク （2009

年 11 月 10 日、クアラルンプール） 

国立芸術文化遺産大学（ASWARA）学長の Dr. モハマド・ガウス・ビン・ナス

ルディン氏を日本に招聘し、日本の舞台芸術関係者、各種省庁・教育機関関

係者との面談・懇談を行うとともに、フォローアップ事業としてパブリック

トーク “A Visit to Japan Changed My Life” を開催した。 

●チャン・ヨン・チア個展（2009 年 11 月～12 月、クアラルンプール） 
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JENESYS クリエーター招聘フォローアップ事業として、レジデンシー活動を

行った札幌 S-AIR での活動や作品を中心に 39 点を展示。入場者数約 200 名。

●JENESYS次世代リーダープログラム（通年） 

「21 世紀東アジア青少年大交流計画 Japan-East Asia Network of Exchange 

for Students and Youths （JENESYS） Programme」の一環として実施する

次世代リーダープログラムにマレーシアから 5名を招へい。日マのみならず

東アジア地域の相互理解と緊密なネットワーク形成に役立った。 

以上
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4インド 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

文化芸術交流分野では、伝統から現代までバランスよく事業を実施するととも

に、広大な国土と人口を有するインドにおいて、効果的な日本文化紹介を目指

し、地方都市に対しても事業を展開した。日本語教育分野では、中等教育、高

等教育、民間へのサポートをおこない、また日本語教育関係者のネットワーク

形成を支援した。日本研究・知的交流分野では、デリー大学とネルー大学に支

援をおこなったほか、各種機関と連携して会議を実施した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 187,501千円（国別順位：13位、全体の1.74％） 

〔20 年度：194,333 千円（国別順位：13 位、全体の 1.76％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

2006 年 12 月発表の「日印戦略的グローバル・パートナーシップに向けた共同

声明」及び 2007 年 8 月発表の「新次元における日印戦略的グローバル・パー

トナーシップのロードマップに関する共同声明」の国民交流、学術交流、文化

交流分野における合意事項を踏まえ、中等教育課程における日本語導入及び

2010 年までに日本語学習者数を 3万人まで引き上げる目標の実現に向け、新カ

リキュラム・教材策定や教師研修等を通じ、同国側のイニシアティブを積極的

に支援する。 

 

１．事業実施状況 

平成 18 年度から開始された中等教育課程における外国語選択科目としての日

本語教育導入について、平成 21 年度は引き続きインド側カウンターパートと連

携し、教科書作成、教師研修を実施した。 

また、従来 3名であった日本語教育専門家を 1名増員、4名体制でインドおよ

び南アジア諸国の日本語教育のレベルアップに努めるとともに、日本語能力試

験や日本語弁論大会などの実施、受託事業を含む各種招へい・派遣プログラム

を通じ、日本語普及のための基盤整備や学習奨励に努めた 

 

２．具体的事業例 

●インド中等教育・教師研修（2009 年 7 月～2010 年 1 月、デリー） 

日本語科目を実施中の中等教育機関を対象に、現職教師を日本語教師として

養成するために、在職スクール教師研修会を実施した。研修を修了した教師
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16 名。 

●8年生用教科書、6～8年生用付属音声教材の作成（2009 年 4～12 月、デリー）

インド中等教育中央委員会と協力し、8年生用教科書を完成させた（7月）

ほか、付属音声教材も併せて作成した（12 月）。 

●日本語教育専門家の派遣（2009 年 4 月～2010 年 3 月、デリー/バンガロール/

プネ） 

本年度は 1名増員してプネに新規派遣し、インド国内合計で 4名体制として

活動した。カリキュラム作成、教材開発、ネットワーク形成への支援のほか、

地方都市や近隣国へ出張して教師研修会を実施した（10 件）。また各地で実

施された日本語弁論大会に対して協力を行なった。 

●日本語能力試験の実施（2009 年 12 月、デリー/ムンバイ/プネ/バンガロール

/チェンナイ/コルカタ）受験者数：6670 名 

●JENESYS プログラム、博報財団プログラムの受託・実施 

JENESYS プログラムとして、日本語履修大学生訪日研修 3件（19 名）、若手

日本語教師特別招へい 3件（13 名）、若手日本語教師派遣 5件（5名）を実

施した。また、財団法人博報児童教育振興会からの受託事業「世界のこども

日本語ネットワーク推進事業」により、中等教育機関の日本語教師１名を日

本に招へいした。 

 

事業方針２． 

日本研究の拠点的研究機関等に対する支援とともに、特に社会科学分野におけ

る日本研究者の養成、日本専門家ではないが優れた研究者・オピニオンリーダ

ー等の日本研究分野ないし知的交流事業への取り込みをはかり、日本研究・知

的交流の人材育成を目指す。 

 

１．事業実施状況 

インドの高等教育機関のなかで日本研究の専攻をもつ 2大学（デリー大学、ネ

ルー大学）に対して支援を行なった。また各種フェローシップや知的交流会議

助成を通じ、日本研究・知的交流分野での人的交流と人材育成を図った。 

 

２．具体的事業例 

●日本研究機関支援 

デリー大学とネルー大学に対してそれぞれ客員教授派遣、図書寄贈を行なっ

た。 

●日本研究フェローシップ 

デリー大学教授 1名、ネルー大学院生 1名、アーティスト 1名を招へいした。
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●知的交流会議助成 （2009年9月、デリー） 

『アジアの軌跡』会議（Centre for the Study of Developing Societies）

に助成した。 

●外部機関と連携したシンポジウム、セミナーの実施 （デリー） 

インドにおける日本研究の促進を目的としたシンポジウムやセミナーを3件

実施した。また、その都度、国際日本文化研究センター、国文学資料館、早

稲田大学、といった機関と共催し、効果的・効率的な実施に努めた。 

●JENESYS次世代リーダープログラム（通年） 

「21 世紀東アジア青少年大交流計画 Japan-East Asia Network of Exchange 

for Students and Youths （JENESYS） Programme」の一環として実施する

次世代リーダープログラムにインドから 3名を招へい。東アジアの次代を担

う活躍が期待される参加者たちに、専門家による講義や日本各地のフィール

ド調査など日本の社会・文化等を理解する機会を提供。訪問先のコミュニテ

ィでの交流や参加者同士の対話、経験の共有を通じて、日印のみならず東ア

ジア地域の相互理解と緊密なネットワーク形成に役立った。 

 

事業方針３． 

主要都市のみならず地方、各界指導者・有識者のみならず新興中間層といった、

従来交流の薄かった地域・社会層をも対象とし、効率的・効果的な事業の実施

により、交流の幅や層の拡充に努める。 

 

１．事業実施状況 

従来交流の薄かった社会層を対象に対日親近感を醸成するため、伝統から現代

まで日本文化をバランスよく紹介することを心がけた。特に、ニューデリー日

本文化センターでの事業実施時には、インド舞踊やコンテンポラリーダンスな

どターゲット層に馴染みのある文化や、物産展やワークショップなど体感でき

る要素を組み合わせることで、日本文化への心理的距離を縮めセンターに足を

運びやすくなるような仕掛け作りを心がけた。また、広大な国土と人口を有す

るインドにおいて、従来交流の薄かった地方都市に対しても事業を展開した。

さらに、効果的な日本文化紹介を目指し、外部機関との連携を行なった。 

 

２．具体的事業例 

●書と能面展（2009 年 4 月、デリー） 

ニューデリー日本文化センターにて書と能面を展示するのに併せ、同時にイ

ンド舞踊公演も実施。また、ネルー大学芸術学部と共催することにより、交

流の幅や層を広げることができた。来場者数は 100 名。 
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●折り紙ワークショップ（2009 年 11 月、デリー） 

ニューデリー日本文化センターにて折り紙展示会およびワークショップを

実施。当地折り紙団体との共催。とくにワークショップは地道な反響を呼び、

新聞掲載 4件、来場者数のべ 400 名。 

●福岡留学フェア（2009 年 11 月、デリー） 

デリー州と姉妹団体協定を結んでいる福岡県と共催し、ニューデリー日本文

化センターにて留学フェアと物産展を実施。外部機関との連携により、従来

交流の薄かった社会層へのアプローチが可能となり、交流の幅や層が広がっ

た。来場者数 200 名。 

●現代美術「At Waste」展とダンス・コラボレーション（2010 年 2 月、デリー）

ニューデリー日本文化センターにて版画の展覧会を行なうと同時に、作品を

背景にコンテンポラリー・ダンス公演を実施。展覧会の入場者数のべ 250 名。

●地方都市への事業展開 

 日本の民謡公演（ハリヤナ州 2都市）、沖縄民謡公演（チェンナイ、ムンバ

イ、コルカタ）、凧・独楽展（ニューデリー日本文化センター文化備品の活

用、ゴア州 1都市）など、従来交流の薄かった地域で事業を展開した。また、

実施にあたっては在外公館ないしインドの文化団体と共催し、効率的・効果

的な事業実施に努めた。来場者数はそれぞれ 1,200 名、2,000 名、1,800 名。

以上
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5オーストラリア 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

文化芸術分野では、対日関心、対日理解の底上げを図るべく、伝統と現代の調

和のとれた総合的な日本文化紹介を行うとともに、将来の文化芸術交流を担う

若手人材の育成支援に力を入れた。日本語事業分野では広大な国土に世界有数

の日本語学習者数を抱えるオーストラリアの特徴に応じ、教師間のネットワー

ク強化やオンライン事業を推進した。日本研究・知的交流分野では、オースト

ラリア内外から幅広い分野の専門家が参加する学会への支援や、学者だけでな

く多様な立場の参加者によるパネルディスカッションの開催などを通じ、ネッ

トワーク形成や学際的な研究を促進した。また、日本映画と日本語・日本文化

紹介を融合させた日本語シネマプロジェクトや、「日本語教育と日本研究の協

働」を統一テーマとした学会への支援など、従来の事業の枠にとらわれない分

野横断的な事業や、外部機関との連携強化による効果的な事業の企画・実施に

力を注いだ。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 242,958千円（国別順位：8位、全体の2.26％） 

〔20 年度：248,556 千円（国別順位：10 位、全体の 2.25％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

世界でも有数の日本語学習者数を有する同国においては、広大な国土の各地で

日本語教育にあたっている教師間のネットワークの強化等を通じた質の向上

を図ることが重要であり、シドニー日本文化センターを核として、在外公館等

との連携により、効果的な日本語教育支援を継続的に行う。 

 

１．事業実施状況 

広大な国土に散在する日本語教師を結びつけ、それぞれのニーズにあった支援

を行うため、シドニー日本文化センター派遣の日本語教育専門家による研修会

への出講やシドニーでの短期集中講座の開催、遠隔地でも受講できるオンライ

ン講座の開発などを進めた。また学習奨励とネットワーク強化を念頭に、日本

語を使ったビデオ作品を学校単位で制作し、それをオンラインで投稿・公開す

る新規事業を実施。初回にも関わらず約 100 の学校からの応募を得るなど、大

きな反響を得た。 

 

２．具体的事業例 
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●ビデオ祭り（2009 年 4 月～11 月） 

遠隔地にある学校からも参加できるようオンラインを活用した学習奨励事

業。学校単位で制作した日本語学習者によるビデオ作品を公募し、シドニー

日本文化センターウェブサイト上に掲載。95 の学校からの応募があり、大き

な反響を得た。 

●日本語教師向け研修会の開催（通年） 

シドニー日本文化センターに派遣されている日本語教育専門家が各地で日

本語教師会等が開催する研修会に出講（年間 10 件）。また、地方に住む日

本語教師の日本語運用力・指導方法の向上のため、オーストラリア及びニュ

ージーランド在住の日本語教師を招き短期集中研修会を開催（2009 年 9 月、

2010 年 1 月）、参加者数は 42 名（20 年度は 30 名）。 

●日本語教師向けオンライン講座（通年） 

2004 年に開始した日本語教師向けオンライン講座が 2009 年に完成し、Stage

１から４までのすべてのコースの運営が行われるようになった。21 年度の受

講者は計  92 名（オーストラリア国内 82 名、イギリス 10 名）。 

●現地日本語アドヴァイザー雇用経費支援（通年） 

各州教育省への専門家派遣打ち切りに伴う各州関係機関との連携強化・教師

間ネットワーク強化のため、ヴィクトリア州、南オーストラリア州、西オー

ストラリア州、クイーンズランド州の 4州に対して現地採用のアドヴァイザ

ーの給与助成を開始した。 

 

事業方針２． 

一層多くの同国国民が日本に対する理解と関心を深めるよう、伝統と現代の調

和のとれた総合的な日本文化紹介を行うとともに、日豪間の交流を担う専門家

による交流・共同事業を促進する。また、特に若者が親しみを感じる日本文化

の紹介等を通じ、日本語・日本文化に対する関心を喚起する。 

 

１．事業実施状況 

日本映画祭を通じて最新の日本映画の話題作を紹介したほか、全豪各地での英

語落語公演や、西洋楽器に日本の筝を加えた編成によるコンサートの開催など、

伝統と現代のバランスを考慮、幅広く日本文化を紹介することに努めた。また

若手アーティスト育成のための公募企画展「Facetnate!」も、JENESYS 参加ア

ーティストとのコラボレーションを加えるなど、質・規模両面において充実を

図った。 

 

２．具体的事業例 
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●第 13 回日本映画祭（2009 年 10 月～12 月、シドニー/メルボルン/キャンベラ

/パース/ブリスベン/ホバート） 

新たにタスマニア州ホバートで実施。動員数は、シドニー約 7000 人、メル

ボルン約 3000 人、キャンベラ約 700 人、パース約 650 人、ブリスベン約 700

人、ホバート約 600 人。 

●第 2回 Facetnate! (2009 年 5 月～8月、シドニー) 

日本に影響を受けた若手・新人アーティストを公募、シドニー日本文化セン

ターギャラリーでの個展開催の機会を提供することにより、若手アーティス

トの育成を支援する事業。21 年度は 4回のシリーズ展覧会を実施した。優秀

賞に選ばれたアーティストがあいちトリエンナーレ（2010 年）にオーストラ

リアからの唯一のアーティストとして招待されることが決まるなど、新人育

成事業としての成果を挙げつつある。 

●クラシックコンサート”Enchanted Sky: a night of Japanese harmony”（2009

年 7 月、シドニー） 

バイオリン、ピアノ、フルートに筝を加えた 4人編成によるクラシックコン

サート。西洋の代表的なクラシック音楽に、日本の楽曲を加えて、クラシッ

クに馴染みのない人や家族連れにも親しみやすい構成とした。シドニー音楽

院（Sydney Conservatorium of Music）との共催により会場、スタッフ等の

便宜供与を受けた。500 人の会場は満席となった。 

●日本語シネマプロジェクト『Happy Family Plan』完成（通年） 

日本の松竹、当地の配給会社マッドマンとの三者契約を結び、日本映画とそ

れをもとに制作した日本語・日本文化紹介の 2枚組 DVD『Happy Family Plan』

を商品化、販売を開始した。基金のノウハウと、民間の配給・流通網とを組

み合わせた、双方に利益のある（利益配分は、松竹が 20％（最低保証前払印

税超過後）、マッドマンが 40％、基金が 40％）ビジネスモデルとなった。

 

事業方針３． 

拠点的な大学や学会・研究者間の交流等を通じて日本研究の振興を図るため、

同国内およびアジア地域との日本研究分野でのネットワークの強化や、幅広い

分野の研究者の参加による学際的な日本研究を促進する。また、アジア大洋州

域内の相互理解の促進に寄与するため、共通関心事項に関する日豪を含めた多

国間の共同研究や会議等の開催、ネットワーク形成等を通じた知的交流基盤の

強化に努める。 

 

１．事業実施状況 

現代の日本に対する関心を幅広く喚起するため、日本のアニメをテーマにした
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パネルディスカッションや、政権交代に関する講演会を開催し好評を得た。ま

た、オーストラリア内外から幅広い分野の参加者が集まるオーストラリア日本

研究学会総会に開催経費を助成した。さらにシドニー日本文化センターのロー

カル助成のスキームを整備し、各地で開催されるワークショップや共同研究事

業などのニーズにこたえた。  

 

２．具体的事業例 

●第 16 回オーストラリア日本研究学会総会（2009 年 7 月、シドニー） 

隔年開催。オーストラリアの内外から 500 名を超える専門家が参加した。本

年度は日本語教育国際研究大会（ICJLE）との同時開催となり、「日本語教

育と日本研究の協働」を統一テーマに活発な議論が行われた。基金からは開

催経費を助成。 

●アニメ・パネルディスカッション「境界を越える日本のポップカルチャー」

（2009 年 7 月、シドニー/ブリスベン/メルボルン） 

日本のアニメをテーマとするパネルディスカッション。広く一般層の関心を

得るため、学者だけでなく、オーストラリアの日本アニメ映画配給大手の広

報担当部長、日本アニメに詳しいジャーナリスト、ファンイベントの主催者

などをパネリストとして招き、好評を博した。参加者はシドニー100 名、ブ

リスベン 40 名、メルボルン 60 名。 

●講演会『Political Earthquake in Japan: How much of a difference will it 

make?』（2009 年 11 月、シドニー/メルボルン） 

21 年度の基金賞受賞者であるオックスフォード大学日産日本研究所の初代

所長・アーサー・ストックウィン教授を講師に招き、日本での民主党政権の

誕生とその影響に関する講演会を開催。学者のみならずジャーナリストやビ

ジネスマンなども多く参加し、活発な議論が行われた。参加者はシドニー約

100 名、メルボルン約 80 名。 

●オーストラリア国立大学「アジアにおける人間の安全保障」（通年） 

アジア大洋州地域における「人間の安全保障」の概念と各国の安全保障政策

との関係について検討する国際共同研究に対し、3年間の企画参画型助成を

開始。日本、オーストラリア、中国の研究者・政策立案関係者・実務担当者

など多様な関係者による調査、討議、公開シンポジウムなどを経て、3年後

に政策提言をまとめる。米・欧・日・豪・中の 10 大学から構成される

International Alliance of Research University (IARU)による「人間の安

全保障」に関する共同研究の一部をなす事業。 

以上
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6カナダ 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

20 年度にカナダ全土で展開された日加修好 80 周年に続き、日本にカナダ公館

が開設されて 80 年目にあたる 21 年度はカナダ外務省側が中心となって記念行

事が展開された。また、天皇・皇后両陛下カナダ御訪問（2009 年 7 月）による

両国の友好親善の高まりを捉え、カナダ全土において、各地の文化機関等と協

力連携しながら若者層も含む幅広い層を対象とした日本文化芸術紹介事業を展

開したほか、日本語教育関係者、日本研究者のネットワーク形成を支援した。

また、バンクーバーにおける日本語教育サマーセミナー、日本食を通じた知的

交流事業、日本語弁論大会のインターネットでの中継など、新たな取組みを行

った。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 138,857千円（国別順位：16位、全体の1.29％） 

〔20 年度：170,778 千円（国別順位：16 位、全体の 1.54％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

大型芸術祭や映画祭等の機会を利用した波及効果の高い日本文化紹介事業の

実施に努める。また、伝統文化のみならず若者層の関心の高い現代文化の紹介

も含めた、バランスのとれた事業を実施し、対日関心層の裾野拡大を目指す。

 

１．事業実施状況 

カナダ各地の有力な映画祭（バンクーバー国際映画祭など）への支援を通じて

日本映画の紹介を促進するとともに、日本映画紹介の機会の少ない地方都市を

中心とした10都市において日本映画巡回上映会を実施。トロントのヌイブロン

シュ等の大規模現代芸術祭に参加・支援を行なうとともに、トロント日本文化

センターでは、「京都庭園写真展」「佐藤晃一ポスター展」「折り紙建築展」

などを開催。また、オタワ、カルガリー等の都市においても基金巡回展を実施

した。さらに、日本酒をめぐる文化紹介の講演会を開催したほか、シネマ歌舞

伎の上映、トロント日本文化センターの図書館におけるマンガ・アニメなどの

ポップカルチャー紹介を行なった。 

 

２．具体的事業例 

●各地の有力映画祭への支援（2009年9月等、モントリオール、バンクーバー、

トロント） 
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モントリオールのフェスティバル・ヌーボー・シネマ、バンクーバー国際映

画祭、トロントのリール・アジアン映画祭など、各地の有力映画祭への支援

を通じて日本映画を紹介した。上映した日本映画の合計作品数は58本。来場

者数は合計約13,000名。 

●トロント市主催大型現代芸術祭ヌイブロンシュへの参加（2009年10月、トロ

ント） 

トロント市が主催するカナダ最大の現代アートフェスティバル「ヌイブロン

シュ」に参加し、また、同芸術祭に参加する日本人アーティストの出展経費

を助成した。トロント日本文化センターへの来場者数は2,094名。 

●「京都庭園写真展」「佐藤晃一ポスター展」「折り紙建築展」（2009年6月～

2010年2月、トロント） 

トロント日本文化センターのイベントホールにおいて、「京都庭園写真展」

（6月～8月）「佐藤晃一ポスター展」（9月～11月）、「折り紙建築展」（11

月～2010年2月）などの展覧会を主催した。来場者数合計は6,384名。 

●シネマ歌舞伎上映（2009年11月、トロント） 

ハイデフィニション映像による字幕付歌舞伎映像「シネマ歌舞伎」を、松竹

株式会社他と共催により、トロント市内の映画館で上映。5演目を計6回上映

し、カナダの一般市民に親しみやすい形で歌舞伎の紹介を行なった。来場者

数は1,241名。 

●トロント日本文化センター図書館運営（2009年4月～2010年3月） 

トロント日本文化センター図書館において、現代日本のポップカルチャーを

紹介するコーナーを開設し、マンガ等の蔵書の拡充を図るなど、年間を通し

て、書籍等を通じた日本文化紹介を行なった。年間来館者数は前年度比約

11％増の約25,600名となった。 

●渡辺貞夫ジャズグループのモントリオール・トロントジャズフェスティバル

への参加（2009年7月、モントリオール／トロント） 

在京カナダ大使館、トロント及びモントリオールのジャズフェスティバル等

と協力しつつ、渡辺貞夫グループのカナダ渡航経費の一部を支援。大きな集

客力を有する両フェスティバルのメインステージでの公演を実現した。カナ

ダ側の日加修好80周年事業。来場者数は2都市合計1,200名。 

 

事業方針２． 

州毎に教育行政が異なり、地域毎に多様なニーズを有する同国の日本語教育の

基盤整備を、日本語教師の研修やカリキュラム・教材の開発支援等を通じて促

進するとともに、教師間のネットワークの強化を図る。その際、近年新たに生

まれつつある IT 技術を活用したデジタル日本語教材の開発やビデオカンファ
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レンス方式の日本語遠隔地教育などの取り組みに対して、可能な協力のあり方

を検討し、積極的に支援を行う。 

 

１．事業実施状況 

カナダ各地で日本語教育に従事する教師等の全国組織「カナダ日本語教育振興

会」や各地の日本語学習者が参加する日本語弁論大会などの活動を支援し、全

国の日本語教育関係者・日本語学習者の情報共有やネットワーク強化を図る活

動を行なった。特に全カナダ日本語弁論大会では、ＩＴを利用した中継の試み

を導入した。また、アルバータ州教育省に日本語教育専門家を派遣し、日本語

教育カリキュラム開発、各地での日本語教育ワークショップやインターネット

を活用した教師へのアドバイス等を行なった。その他、カナダ 3都市で日本語

能力試験を実施した。 

 

２．具体的事業例 

●「カナダ日本語教育振興会（ＣＡＪＬＥ）年次研究大会」への支援（2009 年

8 月、トロント） 

カナダ唯一の日本語教育関係学会であり、全国の日本語教育関係者のネット

ワーク組織であるＣＡＪＬＥの年次大会（学術シンポジウム・研究発表・年

次総会）に対して、海外日本語教育ネットワーク形成助成を通じて支援を行

なった（トロント日本文化センターを会場として共催実施）。カナダ国内外

から約 100 名が参加。 

●カナダ各州及び全国日本語弁論大会（2010 年 3 月、バンクーバー、エドモン

トン、ウィニペグ、トロント、オタワ、モントリオール、サックビル） 

大学などで日本語を学ぶ学生などを対象にカナダ国内7都市において開催さ

れる日本語弁論大会を支援。また、各州大会の優秀者が参加する全カナダ日

本語弁論大会のトロント開催を支援した。同大会では弁論の様子をインター

ネットを通じて配信する試みを行なった。全体で 500 名以上が参加。 

●日本語教育専門家派遣（アルバータ州教育省）（2009 年 4 月～2010 年 3 月、

エドモントン） 

アルバータ州教育省に日本語教育専門家を派遣し、アルバータ州内の初等・

中等教育における日本語教育のカリキュラム開発をはじめ、カナダ全土を対

象とした日本語教育についての調査、教師への情報提供、インターネットを

利用した情報交換、各地での日本語教師対象のワークショップ等を実施。 

●ＢＣ州日本語教育夏季セミナー（2009 年 8 月、バンクーバー） 

日本語ＢＣ（ブリティッシュ・コロンビア州の日本語教師ネットワーク）と

の共催により、バンクーバー地区で日本語を教える教師を対象とした、3日
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間の集中日本語ワークショップ・セミナーを開催。3日間でのべ 97 名が参加。

●アステラス製薬日本語教育支援プログラムへの協力（通年） 

アステラス製薬が社会貢献活動の一環としてバンクーバー地区の日本人子

弟等を対象とした日本語教育機関への支援を行なうにあたり、事業実施面

（関係機関との連絡、申請取りまとめ等）を担当し、同市の 13 の日本語教

育機関への教材・機材購入経費等の支援の実現に協力した。 

 

事業方針３． 

広範かつ継続的な波及効果が期待できる事業を実施するため、日本研究及び日

本文化の専門家間のネットワーク形成・強化を進める。特に、日本研究者の世

代交代が進んでいる点に留意し、次世代の学者・研究者の育成に資する事業を

実施する。 

 

１．事業実施状況 

カナダ各地の大学等で研究・教育に従事する研究者や大学院生が参加する「カ

ナダ日本研究学会」の年次大会（レスブリッジ市で開催）を支援。また、活躍

中の若手研究者及び次世代の日本研究者に対するフェローシップを供与したほ

か、トロント日本文化センターにおいて、現代日本政治や日本の社会経済の変

化についての日本研究講演会を実施。トロント大学ＭＵＮＫセンター他と共催

で、日本食を通じて日本文化をさまざまな角度から論ずる知的交流セミナーを

開催した。 

 

２．具体的事業例 

●カナダ日本研究学会年次大会（2009 年 10 月、レスブリッジ） 

カナダ各地及び米国、日本から 80 名以上の研究者や大学院生が参加して開

催されるカナダ日本研究学会の年次大会の開催を支援。同年次大会は、カナ

ダの日本研究者の最新の研究動向の発信、情報交換、ネットワーク形成、若

手研究者育成の場として非常に重要な役割を果たしている。 

●日本食を通じて日本文化を論じる知的交流セミナー「ＡＳＩＡＮ ＦＯＯＤ

ＰＲＩＮＴ」（2010 年 3 月、トロント） 

トロント大学ＭＵＮＫセンター、同大学アジアインスティテュート、当地総

領事館と共催で、「ＡＳＩＡＮ ＦＯＯＤＰＲＩＮＴ～日本再発見  料理

のオデッセイを通じて」と題する日本研究・知的交流セミナーを開催。カナ

ダ、米国、日本の専門家の参加を得て、日本食を通じて、日本の文化、社会、

経済等を多角的な観点から論じた。セミナーの様子は、インターネットを通

じて発信された。 
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●日本研究フェローシップ（2009 年 4 月～2010 年 3 月、カナダ各地） 

次世代の日本研究者育成の観点から博士論文執筆者（マイケル・エドウィ

ン・バーティン氏など 4名）に対してフェローシップを供与したほか、現在

活躍中の若手研究者（トロント大学エリック・キャツデン准教授など 3名）

に対しても短期フェローを供与。 

●カナダ・アジア研究学会（ＣＡＳＡ）への支援（2009 年 10 月、バンクーバ

ー） 

カナダ・アジア研究学会の年次大会において、メインパネル「先住民、開発

と気候変動」に参加したアイヌ文化研究者の参加旅費を支援。参加者数 150

名。 

●日本研究連続講演会（2010 年 1 月及び 2月、トロント） 

トロント日本文化センターにて、一般カナダ市民を対象とした日本研究連続

講演会を二回開催。現代日本社会・経済の変化（コンコルディア大学池田哲

准教授）及び現代日本政治の変化（ブリティッシュ・コロンビア大学イブ・

ティベルギエン准教授）をそれぞれテーマとして、カナダ国内の日本研究者

による講演会を開催した。来場者数は合計 195 名。 

以上
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7米国 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

平成 19 年に発表された日米交流強化イニシアティブを踏まえ、平成 21 年度に

おいては、日本研究分野における「IPS(日本研究機関支援)」、日本語教育分野

における「米国教育関係者グループ招へい」「教師養成研修支援」、知的交流

分野における「主要シンクタンク支援」、地域･草の根交流分野における「日米

協会支援（JAS イニシャチブ）」等をそれぞれ着実に実施した。文化芸術交流

分野については、米国のワシントン、シカゴ等の主要都市に対して集中的な文

化発信を行い、対日理解の促進に資する事業として、ファッション講演、狂言

公演、桂離宮写真展等を実施した。また、引き続き「パフォーミング・アーツ・

ジャパン」を通じて、米国における日本関連の舞台芸術紹介活動を支援した。

さらに、日米文化教育交流会議（カルコン）の日本側事務局を担うとともに、

この一環として、6月に東京にてフルブライト-カルコン合同シンポジウム

「日・米ソフトパワー：地球的課題への取り組み」を開催した。その他、カル

コン関連事業として、パフォーミングアーツ・キュレーター及び美術館キュレ

ーター交流事業を実施した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 1,103,898千円（国別順位：1位、全体の10.25％） 

〔20 年度：1,024,819 千円（国別順位：1位、全体の 9.27％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

米国における日本研究は、質、量ともに世界で突出しているが、日本研究者数、

機関数は減少傾向にある。こうした現状に鑑み、フェローシップの供与等を通

じた若手研究者の育成に努めると共に、日本研究拠点機関の強化、日米の若手

研究者間のネットワーク強化等、日本に対する関心の向上に効果的な事業を実

施する。その際、新たな日本研究拠点の形成という観点から、南部・中西部に

おける日本研究振興にも留意する。 

 

１．事業実施状況 

若手研究者の育成を目的に博士論文執筆者向けのフェローシップ･プログラム

を優先し、15名にフェローシップを供与した。また、IPS（日本研究機関支援）

に加え、新興の日本研究拠点機関を支援するという観点から「IPS（日本研究機

関支援）奨励プログラム」として、中西部・南部の4機関に対して支援を行った。
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２．具体的事業例 

●日本研究フェローシップ 
博士論文執筆者 15 名、学者・研究者 8名（短期 8名）に対してフェローシ

ップを供与した。 

●IPS（日本研究機関支援） 

日本研究拠点機関の強化のために、イリノイ大学、コロラド大学、バージニ

ア大学等合計 12 機関に対して支援した。 

●IPS(日本研究機関支援) 奨励プログラム 

新興の日本研究拠点機関の強化のために、ベルモント大学他合計 4機関に対

して支援した。 

●日本研究機関支援小規模助成 

各大学が日本研究促進のために必要とするプロジェクトに対して助成を実

施。2機関に対して支援した。 

●全米アジア学会（2010 年 3 月、フィラデルフィア） 

日本研究者間のネットワーク構築と情報・意見交換の場を提供するため、全

米アジア学会においてレセプションを開催。200 名以上が参加。 

●カリフォルニア大学バークレー校日本研究センター設立 50 周年記念シンポ

ジウム（2009 年 12 月、バークレー） 

カリフォルニア大学バークレー校日本研究センター設立 50 周年を記念した

一連の事業の総括として同校にて開催されたシンポジウム「バークレーにお

ける日本研究：過去、現在と将来」を支援。55 名が参加。 

 

事業方針２． 

有望な若手政策関係者、学者、ジャーナリスト等オピニオンリーダーを対象に、

新しい米国人知日家を育成するための対話・招へい等知的交流事業を積極的に

実施する。さらに、日系人リーダーとの対話・交流も促進して、関係者間のネ

ットワーク構築に努める。 

 

１．事業実施状況 

中堅・若手のパブリック・インテレクチュアル、将来有望な国際関係専攻やジ

ャーナリズム専攻の大学院生など、各界で活躍する知識人、また日系米国人な

どを対象とした各種交流プログラムを実施することにより、日米間の関係分野

におけるネットワーク形成を支援した。 

 

２．具体的事業例 

●安倍フェローシップ 
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平成 21 年度には、フェロー13 名、ジャーナリスト・フェロー4名に対する

フェローシップ支給を開始した。また、安倍フェローシップ関係者のネット

ワークを活用しつつ現代的政策課題への取り組みを探る政策フォーラム「環

境と気候変動：自治体レベルにおける省エネ、大気汚染物質および二酸化炭

素排出削減への取り組み」を 2010 年 3 月に東京で実施した。15 名の専門家

が参加した。 

●米国主要シンクタンク支援 

平成 20 年度より、米国の主要５シンクタンクに対する支援を開始。2009 年

9 月～12 月には、ブルッキングス研究所北東アジア政策研究センターの客員

研究員に、日本人の北東アジアにおけるエネルギー問題専門家が招聘され、

ワシントン DC の政策コミュニティに向けた精力的な発信が行なわれた。 

●日米次世代パブリック・インテレクチュアル・ネットワーク 

平成 21 年度よりマンスフィールド財団との共催にて実施。米国の中堅日本

研究者、シンクタンク関係者合計 15 名が参加。日米両国の政策コミュニテ

ィとの連携や、中堅研究者同士のネットワーク化を図ることを通じて、次世

代の日米関係を支える有力なネットワークの形成に資することを目的とす

る。2010 年 1 月にワシントン DC での初会合を開催。米国政府内にて対日政

策形成に関わる政府高官が参加するなど充実した会議が実施された。 

●国際関係専攻大学院生招聘（2009 年 8 月、東京/広島/京都） 

米国の有力な国際関係専門大学院のネットワーク（APSIA）加盟校より推薦

された候補者の中から、将来政策形成に携わることが期待される 13 名の大

学院生を選抜し、2009 年 8 月に 10 日間訪日招聘を実施。外務省ほか関係省

庁、防衛大学校、環境関係の研究施設等への訪問を通じ、国際社会における

日本の貢献等についての理解を深めた。 

●日本－日系人交流促進プロジェクト（2010 年 3 月、東京/京都/大阪） 

多様な分野で活躍する日系米国人 13 名を日本に招聘し、各界リーダーとの

対話、公開シンポジウム「リーダーシップとは何か：キャリア、コミュニテ

ィ、そして文化への価値観を語る」の開催等を実施した。シンポジウム参加

者数は 150 名。 

 

事業方針３． 

日本語教育事業においては、教師の資格取得や養成事業を促進するとともに、

初中等レベルの教師資格厳格化等の影響で閉鎖の危機にある日本語プログラ

ムを集中的に支援する。また、全米を統括する日本語教師会の活動を支援する

とともに、教育行政担当者・学校責任者への日本語教育導入・存続を働きかけ

る。さらに、全米の日本語教育事情の情報収集を引き続き行うとともに、教材
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購入、教師雇用、研修への助成や発足したばかりのＡＰ日本語を軌道に乗せる

ための支援など、日本語振興のためのプログラムを推進する。 

 

１．事業実施状況 

全米の日本語教師会との連携のもと、リーダー的人材育成、教師免許の取得・

更新に役立つ研修会への助成、オンライン教師養成コース開発支援等、教師の

資格取得や養成を促進するための事業を実施するとともに、教育行政担当者・

学校責任者を日本へ招へいし、対日理解促進・親日感情の醸成、日本語教育支

援の働きかけを行なった。さらに、日本語プログラムの運営を支援するため、

教材寄贈、講師謝金助成、日本語教育推進活動、AP 日本語の普及支援等、さま

ざまなプログラムの運用と並行し、コンサルティングや情報交流を通じた現状

把握と分析に努めた。 

 

２．具体的事業例 

●日本語教育リーダー育成研修（2009年8月及び11月、ロサンゼルス／サンデ

ィエゴ） 

基金や政府の米側カウンターパートとして日本語普及に取り組むことがで

きるリーダー的人材を育成するために、候補者 6名を全米から集め、集中的

な研修を開催。8月の講義・ディスカッション、11 月の ACTFL にあわせた実

践・ディスカッションの 2部構成。 

●日本語教師養成研修 特別公募助成 

教師免許の取得・更新に役立てられる単位や時間を提供するセミナーや研修

会に対し、3,000 ドルを上限に助成を実施。採用件数 6件。 

●ACTFLにおける日本語教育促進活動（2009年11月、サンディエゴ） 

ACTFL（全米外国語教師会）年次総会期間中の全米日本語教師会の活動を助

成するとともに、基金ブースも設置し、全米の日本語教育関係者と連携及び

協働で促進活動、プレゼンス向上に貢献。 

●中学高校教員交流（招へい）事業（米国教育関係者グループ）（2009年7月、

ロサンゼルス/日本） 

日本語講座を開設、または開設を検討している初中等教育機関及び州の教育

行政関係者（外国語教育の導入に関する権限を有する人物）等を日本に招へ

いし、対日理解の促進及び親日感情の醸成を図るとともに、日本語教育に対

する理解を深化させ、初中等レベルの日本語教育の拡充及び質の向上を目指

した。24 名が参加。 

●オンラインによる日本語教師養成講座開発支援 

全米日本語教師連盟（AATJ）が開発したオンラインによる日本語教師養成講
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座「JOINT」に対する支援として、2009 年 6 月及び 2010 年 1 月に実施された

オンライン講座の担当講師の事前トレーニング研修の開催経費を助成。 

 

事業方針４． 

地域・草の根レベルでの交流を通して日米の市民間の相互理解を促進する。 

 

１．事業実施状況 

日米草の根交流コーディネーター派遣（JOI）プログラムを通じ、対日草の根交

流の担い手となる人材の育成や団体のキャパシティ・ビルディングを図るとと

もに、日米協会支援（JASイニシャチブ）事業を通じて、日米交流の核となる日

米協会のキャパシティ･ビルディングを図った。また、地域･草の根交流グラン

トや教育グラントを通じて、米国における地域･草の根レベルでの多様な対日交

流、教育アウトリーチ活動を支援した。 

 

２．具体的事業例 

●日米草の根交流コーディネーター派遣（ＪＯＩ）プログラム 

平成 21 年度は第 8期として、ノース・カロライナ、ミズーリ、オハイオ、

ミシガン、アーカンソーの各州に各１名を新規に派遣した。（前年度から派

遣中のコーディネーターも含めるとのべ 13 名が米国内に滞在。）コーディ

ネーターは、学校でのプレゼンテーション、教員向けのワークショップ、国

際交流フェスティバル等で活動。 

●日米協会支援(JAS イニシアティブ) 

米国における地域･草の根レベルでの対日理解・交流を促進するため、全米

に広がる日米協会を対象とする支援を行った。平成 20 年度から 22 年度まで

の 3年間の事業で、第二年目の平成 21 年度には、キャパシティ･ビルディン

グ 4件、ネットワーキング 1件に対して新たに支援を開始するとともに、全

国日米協会連合会（ＮＡＪＡＳ）の協力を得て、小規模日米協会の経営基盤

強化を目的としたトレーニング・ワークショップをテキサス州ヒューストン

で開催した。 

●地域・草の根交流／教育アウトリーチ小規模グラント他 

米国内で開催される日本との地域・草の根交流や、日本理解のための教育ア

ウトリーチ活動を機動的に支援するため、小規模の助成事業を実施した。平

成 21 年度は、教育アウトリーチ・グラントとして、「オンライン・リソー

スを通じた日本理解のための教師トレーニング」プロジェクトなど 39 件を

支援した。また、地域・草の根交流グラントとして、「社会的企業と持続可

能な投資：歴史と発展」プロジェクトなど 2件を支援したほか、企画開発案

251 



件として、アール・バーンズ・ミラー日本庭園が中心となって北米における

日本庭園のネットワーク形成を目指すプロジェクト「北米日本庭園イニシャ

チブ」を支援した。 

 

事業方針５． 

芸術見本市への参加や PAJ（Performing Arts Japan）の活用等により、これま

で日本との結びつきが弱かった南部、中西部地域における日本理解の促進に努

める。 

 

１．事業実施状況（南部・中西部地域における） 

舞台芸術、造形美術、映画など、主に各種芸術分野において、伝統的な面と現

代的な面をとりまぜての日本紹介事業を南部・中西部各地で実施した。 

 

２．具体的事業例 

中西部・南部向けとしては、以下の事業を実施した。 

●中西部大学巡回映画祭（2009年1月～3月、ウィスコンシン/ミシガン/カンザ

ス） 

アニメも含めた最近の日本映画 4作品（『時をかける少女』『ALWAYS 三丁

目の夕日』『それでもボクはやってない』『嫌われ松子の一生』）の上映会

を、中西部各地の 4大学で開催した。来場者数 982 名。 

●邦楽コンサート（2010年1月、テネシー/ジョージア） 

｢TsuguKaji-KOTO｣（琴）、「小山×新田」（津軽三味線）、｢秀＆美穂」（鳴

り物）の邦楽デュオ３組の公演及びレクチャー･デモンストレーションを、

アトランタで 1回、ナッシュビルで 2回開催した。来場者数合計 1,050 名。

●文化芸術交流小規模助成 

シカゴ美術館において開催された日本の屏風の展覧会、メンフィス大学にお

いて実施された三遊亭享楽の落語公演を支援した。その他、セントルイスバ

レエにおける吉田都の客演を支援した。 

●PAJ 

ダラス、ヒューストン、ナッシュビル、マイアミ等において実施された桂か

い枝の英語落語の巡回公演を支援した（来場者数 1,865 名）。また、ミネア

ポリス、オハイオ州コロンバス等で実施された勅使川原三郎のコンテンポラ

リーダンスによる巡回公演を支援した（来場者数 1,909 名）。 

以上
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8メキシコ 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

文化芸術交流分野では、日本メキシコ交流 400 周年を機に多くの事業を実施し

た。日本研究分野では、２機関に対して日本研究機関支援プログラムによる支

援を行なったほか、日本研究フェローシッププログラムにより日本研究者の訪

日研究を支援した。また、日本研究ネットワーク強化として、イベロアメリカ

日本研究アカデミーによるシンポジウムを支援した。日本語教育分野では、メ

キシコ日本語教師会と協力して、日本語教師に対する研修や指導などを実施し

た。 

なお、4月から数ヶ月間、新型インフルエンザの流行による事業への影響があ

った。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 61,522千円（国別順位：20位、全体の0.57％） 

〔20 年度：62,039 千円（国別順位：22 位、全体の 0.56％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日本語教師会と連携して、日本語教育に関する研究活動を支援し、教師研修等

を実施するとともに、日本語教師のネットワーク強化に努める。 

 

１．事業実施状況 

メキシコ日本語教師会と協力して、非母語話者教師や比較的経験の浅い日本語

教師の基礎力強化を目的とした｢日本語教師短期集中講座」や、地方の日本語支

援を目的とした｢教師勉強会地方巡回指導｣を実施したほか、日本語弁論大会や

日本語能力試験、日本語教育シンポジウムなども実施した。 

 

２．具体的事業例 

●第26回メキシコ日本語弁論大会（2009年5月、メキシコシティ） 

メキシコ日本語教師会が全国規模で実施する日本語弁論大会に助成。2部門

18名が出場。観客約600名。 

●2009年度日本語教師短期集中講座（2009年7月、メキシコシティ） 

メキシコ日本語教師会と協力して｢教案作成法・日本語の基礎力を作るため

に｣をテーマに、非母語話者教師を中心に比較的経験の浅い日本語教師を対

象に実施。講師は日本から三輪さち子氏を派遣。参加人数39名。 

●海外日本語教師長期研修（2009 年 9 月～2010 年 3 月、日本国内） 

日本語国際センターで実施される６ヶ月の教師研修に、ヌエボレオン州立大

学のメキシコ人教師１名が参加。 
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●中部地方日本語教師勉強会巡回指導（2009 年 12 月、グアダラハラ） 

グアナフアト及びハリスコ州の７機関から24名が講義、ワークショップに参

加。講師は長岡技術科学大学の飯塚尚子氏。 

●メキシコ日本語教育シンポジウム（2010 年 2 月、メキシコシティ） 

「総合力をつける文法教育-初中級レベルを中心に」をテーマに、3日間の日

程で実施されたシンポジウムに助成。講師は市川保子氏（慶應義塾大学日本

語・日本文化教育センター）。メキシコ、ボリビア、コスタリカ、エルサル

バドルから計140名が参加。 

●日本語教育ニューズレター｢EL PATIO エルパティオ｣の発行（2009 年 7 月、11

月、2010 年 3 月発行） 

メキシコの日本語教師を対象とした日本語ニューズレター「EL PATIO」を年

3回500部発行。 

 

事業方針２． 

日本研究を促進するため、拠点機関への支援を継続するとともに、日本を含め

たアジアとの比較研究を強化する。また、日墨間の共通課題への取り組みを核

として、専門家や高等教育・研究機関同士が継続的に連携・協力していくため

のネットワーク形成を支援し、知的交流の基盤作りを進める。 

 

１．事業実施状況 

日本研究機関支援プログラムにより、エル・コレヒオ・デ・メヒコ及び ITAM（メ

キシコ自治工科大学）に客員教授の派遣などを行なったほか、イベロアメリカ

ーナ大学の研究者にフェローシップを供与。また、イベロアメリカ日本研究協

会の国際シンポジウムを支援した。さらに、エル・コレヒオ・デ・メヒコで開

催された日本メキシコ 400 周年記念国際シンポジウムを支援した。日本で行な

われた世界日本研究者フォーラムには田中道子エル・コレヒオ・デ・メヒコ教

授が参加した。 

 

２．具体的事業例 

●日本研究機関支援プログラム 

エル・コレヒオ・デ・メヒコと ITAM（メキシコ自治工科大学）に日本人研究

者を客員教授として派遣。エル・コレヒオ・デ・メヒコには、リサーチ・会

議の支援、図書寄贈及び図書購入のための助成も行なった。 

●日本研究フェローシップ（2010 年 1 月から 4カ月間、日本国内） 

イベロアメリカーナ大学の教授１名に訪日研究のためのフェローシップを

供与した。 
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●日本研究ネットワーク強化（2010 年 3 月、メキシコシティ） 

イベロアメリカ日本研究協会が開催した第２回国際シンポジウム（主要テー

マは「太平洋地域における日本」）を支援した。参加者数 35 名。 

●知的交流会議助成（2010 年 3 月、メキシコシティ） 

エル・コレヒオ・デ・メヒコ アジア・アフリカ研究センターが開催した日

本メキシコ交流 400 周年記念国際シンポジウム及び写真展に対して助成し

た。参加者数は合計 347 名。 

●日本研究者フォーラム（2009 年 10 月、日本国内） 

世界各国から主要な日本研究者を集め様々な課題について討議した基金主

催による国際会議。メキシコからはエル・コレヒオ・デ・メヒコの田中道子

教授が参加した。 

 

事業方針３． 

伝統文化とあわせ、現代の生活文化や大衆文化等もバランスよく紹介すること

により、総合的な日本理解を促進する。また、映画やテレビ、出版物、ウェブ

サイト等の媒体を活用して、より多くの人々に日本に関する情報を提供する。

 

１．事業実施状況 

展覧会、映画上映会、日本舞踊公演、音楽公演会に加えて、メキシコ日本文化

センター所蔵の文化備品を活用して各地でパネル展を実施することにより、幅

広い分野の日本文化を各地で紹介することに努めた。 

 

２．具体的事業例 

●巡回展「パラレル・ニッポン 日本現代建築 1996－2006」展（2009 年 5 月～

7月、グアダラハラ/メキシコシティ） 

日本人建築家による現代建築作品を取り上げた写真展。グアダラハラ市にお

いては新型インフルエンザの流行により、計画通りには実施できなかった。

メキシコ市においては、計画のとおりの日程で国立建築博物館において開

催。来場者数は合計 18,766 名。 

●木によるリトグラフ「MOKRITO」展（2010 年 1 月～3月、メキシコシティ） 

19 名の日本人作家による木版リトグラフ作品の展覧会。ホセ・バスコンセロ

ス・メキシコ図書館にて開催。約 2,000 名が来場。 

●日本映画名作特集（2009 年 9 月、メキシコシティ） 

日本映画の名作 12 作品を特集上映。メキシコ国立シネマテークとの共催に

より、ほかに同シネマテーク所蔵作品もあわせて上映。のべ 2,476 人が鑑賞。

●日本舞踊公演（2010 年 2 月、メキシコシティ） 
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舞踊集団「菊の会」による日本舞踊公演。メキシコ市立エスペランサ・イリ

ス劇場にて 2公演、のべ 2,700 名が来場。 

●沖縄音楽公演（2009 年 12 月、メキシコシティ） 

新良幸人、下地勇、サンデーの３氏による沖縄音楽公演。ホセ・マルティ劇

場での 2公演にのべ 260 名が来場。 

●建築講演会（2009 年 9 月、メキシコシティ） 

建築家西沢大良氏による講演。メキシコ国立自治大学及びイベロアメリカー

ナ大学にて合計 230 名の聴衆を集めて実施。 

 

事業方針４． 

相互に関心を有する分野における市民レベルの交流を促進し、将来の日墨交流

の担い手の育成を図る。 

 

１．事業実施状況 

メキシコにおけるさらなる日本への関心の喚起と両国交流の担い手育成の一環

として、中学高校教員交流事業に参加したメキシコ人教員が日本国内の学校関

係者等と活発に交流を深めた。また、日本人書家による講演会及びパフォーマ

ンスを市民向けに実施したほか、メキシコシティの目抜き通りで実施された文

化フェスティバルに参加し、折り紙、書道等の日本文化紹介を行なった。 

 

２．具体的事業例 

●中学高校教員交流事業（2009 年 12 月、日本国内） 

25 か国からの教師が参加した第２グループにメキシコ人教師３名が参加。日

本の文化・社会・教育事業を視察し、関係者との意見交換等を通じて日本へ

の理解を深めた。 

●「書」講演並びに大字揮毫（だいじきごう）パフォーマンス（2010 年 3 月、

メキシコシティ） 

書家 濱崎道子氏による「書」に関する講演と大字揮毫パフォーマンス。エ

ル・アイレ芸術センター、日本メキシコ学院、ロレト・ショッピングセンタ

ーに合計 590 名の観衆を集めて実施。観衆も筆をとって寄せ書きに参加。 

●ふろしきデザイン・コンテスト（2009 年 6 月～10 月、メキシコシティ） 

国際交流基金オリジナルふろしきのデザイン・コンテスト。メキシコ国立自

治大学高等研究学部人文芸術学科とモンテレイ工科大学メキシコ市キャン

パスの 2機関の 100 名が参加。コンテストに先立ちふろしきラッピングのワ

ークショップを開催。 

●日本メキシコ交流 400 周年レフォルマ祭（2009 年 11 月、メキシコシティ）
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メキシコ市の目抜き通り、パセオ・デ・ラ・レフォルマ沿いに、仮設舞台な

らびにテント・ブースを多数設けて行なわれた文化フェスティバル。2日間

で 10 万人が来場。メキシコ日本文化センターのブースでは、折り紙、書道、

ふろしきラッピングの各ワークショップを開催。参加 120 名、来場 2,000 名。

以上
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9ブラジル 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

日本語事業に関しては、サンパウロ日本文化センターに新たに派遣した日本語

教育専門家により研修会やセミナーだけでなく教材開発支援も行い、幅広く事

業を実施した。文化芸術事業及び日本研究・知的交流事業については、大型事

業と比較的小規模の関連事業を効果的に連携させるとともに、地方への展開に

繋がる事業を実施した。特に日本研究・知的交流については、教師・研究者間

のネットワーク構築に資する事業に注力した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 179,323千円（国別順位：14位、全体の1.67％） 

〔20 年度：317,877 千円（国別順位：5位、全体の 2.87％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日本語教育を促進するため、教授法の普及・向上のための研修や教材開発支

援・寄贈等を通じて、日本語教師や教育機関への効果的な支援を実施する。ま

た、大学等における日本語教育・日本研究を充実させるため、多様な分野での

共同研究・会議等の知的交流事業の実施により、教師・研究者間のネットワー

クの強化を図る。 

 

１．事業実施状況 

日本語教育については、教材作成に対する支援等を実施したほか、キューバに

おいて研修会やセミナーを実施した。 

また、日本研究・知的交流については、事業の波及効果や地方における日本研

究・知的交流の促進を念頭に置き、教師・研究者間のネットワーク構築に資す

る事業を実施した。 

 

２．具体的事業例 

●ＣＥＬ・ＣＥＬＥＭ教師研修（2009年5月、サンパウロ） 

ＣＥＬ（サンパウロ州教育局が運営する州立学校）及びＣＥＬＥＭ（パラナ

州教育局が運営する州立学校）の中等教育日本語教師向けの研修会を実施

し、13名の研修生に対して最新の教授法や教材活用法等を指導した。 

●キューバでの出張指導（2010年2月、ハバナ（キューバ）） 

在キューバ日本国大使館からの要望に基づき、ハバナ大学において、25名の

参加者に対してサンパウロ日本文化センターの日本語教育専門家による出

張指導を実施した。 

●サンパウロ州教育局教材作成支援 
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サンパウロ州教育局からの要請に基づき、サンパウロ日本文化センターが教

材の作成支援を行った。 

●日本研究フェロー帰国報告会（2009 年 5 月、サンパウロ） 

2008年度日本研究フェローシップ参加者（根川幸男ブラジリア大学助教授）

の帰国後報告会を行うことにより、研究成果を普及させるとともに、同フェ

ローが引き続きサンパウロ等で行う聞き取り調査や資料収集などを側面支

援した。同フェローは現在、報告会参加者及び早稲田大学等との共同研究を

実施中。帰国報告会への参加者は25名。 

●日本研究機関支援（2009 年 9 月、サンパウロ） 

日本研究機関支援として助成した「第 20 回日本語・日本文学・日本文化大

学教師学会－日本研究の新たな展開: ブラジル、カナダ、フランスからの貢

献－」（主催：サンパウロ大学日本文化研究所）において、ブラジル国内外

の日本研究者によるラウンドテーブル等を実施した。参加者数 250 名。同学

会においてフランスのストラスブルグ大学の CEEJA（アルザス欧州日本研究

所）とサンパウロ大学日本文化研究所との学術提携が締結された。また、一

般向けにも、同学会に参加した日本及びフランスからの研究者 3人による講

演会をサンパウロ日本文化センターホールで実施し、119 名の来場者を得た。

●講演会「日本語教育と日本文学」（2010 年 3 月、サンパウロ/クリチバ） 

2009 年 8 月にパラナ連邦大学文学部外国語学科に新しく開講した日本語講

座の学生を対象として、ブラジル日本研究学会（ABEJ）が実施した講演会に

対して助成を行った（同学会は日本語教育及び日本文学の分野の日本研究者

をサンパウロから派遣）。同学生らへの日本研究に対する動機付け・研究者

間のネットワーク構築を支援した。参加者は合計 50 名。 

●日本研究巡回セミナー「地球環境建築をめざして」（2010 年 3 月、サンパウ

ロ/ポルトアレグレ/クリチバ） 

放送大学教授で元日本建築学会会長の仙田満教授を派遣し、サンパウロ大学

建築・都市計画学部、UNIRITTER 大学建築・都市工学学部、パラナ州工業連

盟主催の国際シンポジウムにおいて巡回講演を実施し、各地の建築学部教授

や建築家等との知的交流を促進した。参加者は合計 1,452 名。 

 

事業方針２． 

サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアなどの主要都市においては、伝統

文化と現代文化のバランスをとりながら、質の高い文化芸術交流事業を効果的

に実施する。他の地域においても、一般市民が日本文化に触れることのできる

映画上映や文化備品の貸出等に積極的に取り組むとともに、テレビ番組交流、

翻訳・出版、ウェブサイト等のメディア関連事業も活用して、波及効果の高い

事業の実施に努める。 
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１．事業実施状況 

質の高い文化芸術交流事業を効果的に実施するため、「カワイイ大使」による

ポップカルチャー紹介事業実施の機会を捉えて関連事業として学術的な講演会

を実施した。また、日本の技術に関するテレビ番組放送にあわせて関連のトピ

ックについて講演会（講師は日本に招へいした文化人を起用）を実施する等、

波及効果の高い事業、効果的な事業の実施に努めた。 

 

２．具体的事業例 

●「風呂敷デザイン公募コンクール」（2009 年 8 月～12 月） 

風呂敷デザイン公募コンクールをブラジル国内でも実施。応募数 118 点。優

秀作品は日本で開催された世界 10 カ国参加の国際コンクールでも優勝作品

となった。また、サンパウロ在住の風呂敷専門家による講演会をサンパウロ

日本文化センターを始め、大学や在外公館主催の「日本週間」などで実施し

た。ブラジル連邦政府主催の環境保護運動キャンペーンでは同専門家が提案

した「エコバッグとしての風呂敷活用」が優勝して、環境大臣から表彰を受

けた。 

●日本文化紹介派遣（主催）事業「カワイイ大使」（2009 年 11 月、サンパウ

ロ/リオデジャネイロ/ブラジリア/ベレン） 

日本からポップカルチャー発信使（青木美沙子氏）及び櫻井孝昌氏を派遣し、

ブラジル4都市でアニメやロリータファッション等の日本のポップカルチャ

ーについて紹介した。参加者は合計約 22,900 名。 

●「日本のポップカルチャー講座」（2010 年 3 月、サンパウロ） 

上記のポップカルチャー関連事業として、アニメ、漫画研究者２名（漫画家

でもあるアレシャンドレ・ナガド氏と日本研究者のソニア・ルイテン博士）

による２回連続の講演会を実施。ブラジルにおける日本の漫画の出版事情や

文化としての漫画の普及を中心的テーマとした。日本のポップカルチャーの

現象を学術的に分析した。来場者数は合計 180 名。 

●テレビ番組交流促進事業「プロジェクトＸ」（2010 年 2 月放送開始） 

ＮＨＫ制作「プロジェクトＸ」のテレビクルトゥーラによる全国放送を実施

した。日本の新幹線開発を取り上げた番組も放送され、新幹線導入計画が話

題となっているブラジルにおいて、日本の新幹線に関する理解の促進を図っ

た。 

●平成 21 年度文化人招へい（2010 年 3 月） 

大手週刊誌編集長カルロス・マラニョン氏を日本に招へいし、新幹線を始め

とする日本の技術や文化について知見を深めてもらうとともに、上記テレビ
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放送にあわせ、サンパウロ日本文化センターで同氏による講演会を実施し、

事業の効果を高めた。講演会参加者は 31 名。 

 

事業方針３． 

日本への留学経験者等を中心に対日関心層のネットワーク化を進める。特に文

化芸術関係のフェローによるネットワーク強化に資する事業を積極的に支援

し、国際的な共同制作の基盤作りに貢献する。 

 

１．事業実施状況 

日本研究フェローや 2003 年まで実施されたアーティストフェローなどの訪日

経験者を積極的に活用して文化講座、作品展や参加型ワークショップをサンパ

ウロ日本文化センターで実施した。 

 

２．具体的事業例 

●「日本日記・映像と身体の遭遇」（2009 年 11 月、サンパウロ） 

2003 年度国際交流基金アーティストフェローであるレイチェル・ロザレン氏

の作品展示と制作過程についての講演会。来場者数 107 名。 

●「動法の型による能舞」（2009 年 11 月、サンパウロ） 

元アーティスト・フェローであるアンジェラ・ナガイ氏の活動に対するフォ

ローアップ事業の一環として実施。動法－動作作法による「型」の作り方に

よる能楽の表現手法を体験的に指導。若手ダンサーやコレオグラファーを対

象にワークショップも行った。同氏はカンピナス大学舞台芸術学科博士課程

在学中で、２度の訪日経験による金剛流能楽を修得。来場者数は 75 名。 

●「万葉集の世界」（2010 年 3 月、サンパウロ） 

奈良県万葉文化振興財団主催による「第一回 NARA 万葉世界賞」を受賞した

元日本研究フェローの脇坂ジェニー博士による万葉集講座を実施。一般向け

の古典文学紹介事業を行った。来場者数は 66 名。 

以上
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1 0イタリア 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

イタリアで根強い人気を誇る伝統芸術から、若者を中心に急速に関心が高まっ

ている現代文化まで幅広い分野をバランス良く紹介することを念頭に置いて、

ポップカルチャー分野を含めてローマ日本文化会館における催し物実施に力を

入れた。また、外部機関とも積極的に連携して、協賛金等外部資金の導入、事

業実施における効果的な共催や協力、ネットワークの構築も推進した。日本語

教育については、文化会館日本語講座、さくら中核機関であるロンバルディア

州ミラノ県中等教育監理監督局への支援を中心に、日本語教師を対象とした研

修会や学習者向け日本語会話会も定期実施して、教育レベル・学習レベルの底

上げに努めた。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 211,020千円（国別順位：10位、全体の1.96％） 

〔20 年度：248,837 千円（国別順位：9位、全体の 2.25％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

伝統文化に加えて、若者が親しみを覚える魅力的な現代文化の紹介を含め総合

的に日本文化を紹介するため、同国内の国際芸術祭や映画祭等への日本からの

参加を促進するとともに、多彩で質の高い公演・美術展を実施・支援していく。

 

１．事業実施状況 

イタリアで根強い人気を誇る伝統文化の紹介を継続する一方、ポップカルチャ

ーを中心に、映画、文学、美術の分野でも現代文化を積極的に取り上げ、日本

文化の多面性をアピールした。また、ヴェネツィアビエンナーレ美術展への参

加も継続、出展作家の作品を文化会館でも展示するなど、有機的な事業実施に

努めた。さらにイタリア国内で実施されている様々な国際映画祭が日本映画を

取り上げる際には、経費支援を含めて必要な協力を行った。 

 

２．具体的事業例 

●日本酒講演会＋試飲会（2009 年 4 月、ローマ） 

日本酒と焼酎の蔵元 10 社による日本酒の歴史、製法、特色を紹介する講演

会及び試飲会。現地日本食レストランや食材店等でまだ広く普及していない

日本酒や焼酎を一度に試飲できる貴重な食文化紹介の機会となり、現地

Libero 紙にも図解、写真入り記事が掲載された。来場者 200 名。 

●Japanitaly 日本のポップカルチャー紹介（2009 年 7 月、ローマ） 
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日本のポップカルチャー発信のため、押井守原案・脚本、西久保瑞穂監督に

よる最新作アニメ『宮本武蔵』の上映、監督やプロデューサーによるトーク、

外務省カワイイ大使によるファッション等をテーマとしたトーク＆ショー

を行った。イベント冒頭にはアニメに造詣の深い麻生総理（当時）も臨席、

招待ベース限定で 600 名満員の入りとなった。 

●日本の演劇展（2009 年 5～9 月、ローマ） 

能狂言、歌舞伎、文楽といった古典演劇、新劇、60 年代演劇、80 年代以降

演劇のそれぞれの誕生の背景と現在の姿を、映像作品、ポスター、写真等の

展示によって紹介した。オープニングでは、文化会館館長、キュレーター、

演劇・舞踏研究者等による対談会と、モニク・アルノー金剛流師範による能

デモンストレーションも実施して花を添えた。来場者 4,255 名。 

●第 53 回ヴェネツィアビエンナーレ美術展参加及び文化会館での関連個展

（2009 年 6～11 月、ヴェネツィア／ローマ） 

ヴェネツィアビエンナーレ美術展日本館にて作家・やなぎみわ氏による

「Windswept Women: 老少女劇団」と題するインスタレーション展覧会を実

施、ローマ日本文化会館でも同女史の個展を開催して波及効果を狙った。 

●国際映画祭での日本映画上映への協力（通年） 

8 月開催のロカルノ国際映画祭でのマンガ・アニメ回顧展、11 月開催の第 27

回トリノ国際映画祭での大島渚特集上映、10～11 月開催のローマ･アジア映

画祭での溝口健二監督特集上映に対して、情報提供、フィルム貸出などの協

力を行なった。 

 

事業方針２． 

日本語教育を充実させるため、ローマ日本文化会館日本語講座の拡充や、日本

語教師間のネットワーク形成の支援により、近年増加する日本語学習者のレベ

ルとニーズに応じた適切な日本語教育を推進する。また、日本研究を充実させ

るため、ネットワーク支援の強化や研究者の交流などを推進する。 

 

１．事業実施状況 

日本語教育については、文化会館の定期日本語講座を基本コース、社会人向け

夜間コース、土曜日講座、中・上級者向け短期間コースと複数開講して幅広い

学習者レベルやニーズに対応したほか、日本語会話会、日本語教師研修会、さ

くら中核機関であるロンバルディア州ミラノ県中等教育監理監督局への支援も

実施した。日本研究については、ヴェネツィア大学に対して拠点機関支援を行

った。 
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２．具体的事業例 

●文化会館の日本語講座（通年、ローマ） 

ローマ在住の日本語学習者のために、4年制コース（初級Ⅰ、Ⅱ、中級 I、

Ⅱ）、2年制夜間コース（I、Ⅱ）、入門コース（木 I、Ⅱ、Ⅲ、土Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ)、中・上級コースを開講して、モデル講座として質の高い日本語授業を

実施した。受講者数 486 名。 

●日本語会話会「わいわいしゃべりあーも」（通年（計 8回）、ローマ） 

ローマ在住の日本語学習者のために、映画、音楽、趣味、観光スポットなど

身近な話題について現地在住日本人と日本語で語り合う機会を提供し、実際

の会話力アップを図った。参加者 200 名。 

●ロンバルディア州日本語教師研修会（2010 年 2～3 月、ミラノ） 

「話す能力を高める」をテーマに、日本語教師および教師志願者を対象に計

3回のセミナーを実施した。36 名参加。 

●ヴェネツィア大学に対する日本研究拠点機関支援（通年、ヴェネツィア） 

ヴェネツィア大学日本研究学部図書館に研究図書や DVD 資料を提供した他、

同大が主催した日本の前衛舞踏に関する国際シンポジウムへの実施協力、大

学院レベルの学生を対象とした「水戸学」に関する集中講義を通じて、研究

活動を包括的に支援した。 

 

事業方針３． 

広く有識者や各界有力者との知的交流、人物交流事業を実施し、対日関心の拡大

や対日理解の向上に努め、日本と同国の有識者や各界専門家等による広範な分

野にわたる対話の機会を創出するとともに、こうした事業の拡充につなげるべく日本

研究への支援を継続する。 

 

１．事業実施状況 

日本研究・知的交流分野において、ローマ大学主催の国際シンポジウムに対し

て会議支援した他、文化会館 50 年史の刊行に向けた第 1回会合を開催、日伊交

流の歴史、現状と課題に関してイタリア在住の日本研究者も交えて意見交換を

行った。文化芸術分野においても、現代美術や文学、演劇について、日伊比較

を交えながら対話形式の講演会を開催したほか、梅若猶彦氏によるイタリア俳

優を対象としたワークショップ実施と現代劇上演に協力して日伊文化関係者間

の橋渡しを行なった。 

 

２．具体的事業例 

●日伊現代美術に関する講演会（2009 年 4 月、ローマ） 
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現代美術の専門家で各種展覧会キュレーターも務めるローマ大学アンジェ

ロ・カパッソ氏による日本の現代美術の講演会。同時期にローマ市内で個展

を開催していた現代美術作家・廣瀬智央氏へのインタビューを交え、具体、

もの派、長澤英俊、森万里子等の作品を画像で紹介しながら、日本の現代美

術を紹介した。来場者 50 名。 

●「日本演劇の伝統と革新」講演会（2010 年 2 月、ローマ） 

ヴェネツィア大学ルペルティ教授と高田ローマ日本文化会館館長が、日本演

劇の発展と日伊の演劇交流をテーマに講演および対談を実施、能・狂言など

の日本の古典芸能の現代性、新劇運動と日本演劇の革新などについて解説し

た。来場者 120 名。 

●梅若猶彦氏によるワークショップ、現代劇演出及び講演会（2010 年 3 月、ロ

ーマ） 

観世流能楽師（シテ方）梅若猶彦氏がローマ市内演劇学校「ペルミ・ドゥ・

コンドゥイール」にてイタリア人俳優を対象とした 7日間のワークショップ

を実施、その成果としてテアトロ・アゴラにてイタリア語による現代劇「イ

タリアン・レストラン」を上演した。同公演は伝統的な能の演技を現代劇に

活かすという実験的な試みであったが、Il Messaggero 紙にインタビュー記

事が掲載されるなど関係者の注目を浴び、参加した俳優たちにとっても西洋

演劇と全く異なる演技指導を受ける貴重な機会となった。なお、梅若氏は滞

在中にローマ日本文化会館にて講演会も実施した。来場者 190 名。 

以上
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1 1英国 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

文化芸術交流の分野では、伝統文化と現代文化のバランスの取れた紹介を念頭

に、「現代に通じる」という切り口からの伝統文化へのアプローチ、市民参加

によるレクチャー・デモンストレーション事業など、英国の人々により身近に

感じてもらえるような趣向を凝らして文化紹介イベントを企画した。日本語教

育分野では、教師研修会や各種セミナー、情報提供イベント、学習者支援事業

など様々な方策を有機的に連動させて、多角的に日本語教育の促進を図った。

日本研究・知的交流分野では、研究機関等への支援とフェローシップによる研

究者への支援を軸に、各機関や個人のニーズに即した適切な支援を行なった。

また、現地機関と協力して、文化遺産に関する会議や平和構築と文化に関する

ワークショップを主催するなど、新しい切り口の事業にも積極的に取り組み、

活動の裾野拡大と関係者ネットワークの拡充にも努めた。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 169,546千円（国別順位：15位、全体の1.57％） 

〔20 年度：171,625 千円（国別順位：15 位、全体の 1.55％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

伝統文化と現代文化を含めた総合的な日本文化を紹介するよう努める。その

際、ロンドン等主要都市においては展示、舞台芸術などを中心に質の高い事業

の実施を推進する。また、ワークショップやレクチャーなど市民参加型の事業

を実施・支援することにより、対日理解を深めるよう努める。 

 

１．事業実施状況 

舞台芸術・造形美術・映画など、分野の偏りなく幅広く事業を展開するととも

に、現代社会に通じる視点をもって伝統文化と現代文化をバランスよく紹介し

た。併せて、現地団体の企画する良質な日本文化紹介事業に対しても資金援助

や情報提供など必要な支援を行った。またロンドンで日本舞踊レクデモ事業の

主催実施や大英博物館「土偶展」など質の高い事業への支援を行うとともに、

事業の地方展開にも配慮し、日本現代映画上映会や「けん玉・江戸太神楽レク

デモ」といった参加型事業の巡回を通して地方における対日理解を促進した。

 

２．具体的事業例 

●けん玉・江戸太神楽レクチャー・デモンストレーション（2009 年 9 月、グラ

スゴー／マンチェスター／カーディフ／ノーリッチ／ロンドン） 
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伊藤佑介氏（けん玉）と仙若氏（江戸太神楽）のコンビが英国内 5都市にて

日本の生活に息づくけん玉や太神楽を紹介した。多数の市民が参加した体験

ワークショップも同時開催して、実物に触れながら専門家と交流する機会も

創出できた。約 1,000 名が参加。 

●日本舞踊レクチャー･デモンストレーション（2010 年 3 月、ロンドン／ケン

ブリッジ） 

人間国宝である西川流十世宗家西川扇蔵氏、西川箕乃助氏、尾上紫氏による

レクチャー・デモンストレーションを主催、素踊り舞踊と古典舞踊を通じて、

日本舞踊の歴史や文化的背景を紹介した。来場者約 330 名。 

●巡回展「out of ordinary/extraordinary」及び「Winter Garden」（通年、

巡回先は以下の通り） 

日常・非日常、ジェンダー、家族等をモチーフとする若手写真家たちの問題

提起を紹介する「out of ordinary/extraordinary」展を 1年かけてサウス

ハンプトン、ラグビー、レクサム、バーンズレーに巡回、また若手アーティ

スト制作の絵画、ドローイング、映像作品約 40 点から成る「Winter Garden」

展をアビリスウィス・アーツ・センターにて開催した。「out of 

ordinary/extraordinary」展の来場者7,769名（最終地バーンズレー分除く）。

●日本映画祭「Girls on Film: Females in Japanese Contemporary Cinema」

（2010 年 2～3 月、ロンドン／シェフィールド／ベルファースト／エジンバラ

／ブリストル） 

映画の中の女性をテーマとした映画祭を英国内 5都市で開催、『かもめ食堂』

『ジャーマン＋雨』『明日の私のつくり方』『14 歳』など計 6作品を上映し

て、日本映画の動向と多彩さの紹介に努めた。来場者 1,293 名。 

●日本の音に関する講演会（2010 年 2 月、ロンドン） 

「日本の音」を統一テーマに、有明教育芸術短期大学・茂手木潔子教授によ

る「浮世絵の楽器」及び「日本の音文化」に関する講演会を計 2回実施した。

来場者 144 名参加。 

 

事業方針２． 

外国語学習を奨励する同国政府の諸政策に着目しながら、多様な学習ニーズに

対応するため、教材を含めた情報提供、セミナー・ワークショップの開催など

を通じて、各地の日本語教育の充実をはかる。 

 

１．事業実施状況 

中等教育機関における日本語学習者が多い現地事情に鑑みて、中等教育機関日

本語教師を対象とする各種研修会、日本語関連の各種試験に関するセミナーな
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どを実施した。また中等・高等教育機関の日本語教師会と連携して、スピーチ

コンテストや教師向けセミナーを開催したほか、日本語教育の裾野拡大を目指

して、日本語教育導入を検討している機関に対して日本語ボランティア派遣事

業を行った。さらに、初等教育機関への日本語教育導入促進のため、日本語授

業計画案や短期授業用リソースの作成にも着手した。 

 

２．具体的事業例 

●GCSE対応日本語教育リソース集に基づく教師研修会（2009年5月、10月、2010

年2月、ロンドン） 

中等教育レベルの日本語試験（GCSE）をベースにロンドン日本文化センター

が開発した日本語教師用リソース集「力-CHIKARA-」を活用した教師研修会

を行い、教師の質的向上を図った。 

●日本語スピーチコンテストの開催（2009年6月、2010年2月、ロンドン） 

中等教育レベルのスピーチコンテストをJapanese Language Committee、日

本大使館との共催で、また、高等教育レベルのスピーチコンテストを英国日

本語教育学会との共催で開催、いずれも現地企業・団体等から賞品提供を受

けた。 

●日本語ボランティア派遣事業「StepOutNet」の実施（学校訪問は通年、ボラ

ンティア研修は、2009 年 6 月、9月、10 月、11 月、2010 年 2 月） 

日本語教育を実施していない初・中等教育機関に日本語ボランティアをロン

ドン、ケント、バッキンガムシャー等に派遣して、日本語教育開始に導くよ

うなトライアルレッスンを実施した。また、ボランティアのレベルアップの

ために、レッスン案の紹介や学校訪問をしたボランティアからの発表を主な

内容とする研修も随時開催した。 

●初等教育機関への日本語教育導入のための授業計画案・リソースの開発（通

年） 

今後、初等教育の一部学年における外国語教育義務化が見込まれることか

ら、初等教育向けの日本語授業計画案や短期間用日本語授業リソースパッケ

ージの作成に着手して、日本語導入の手助けとなるようなスキーム開発を進

めた。 

 

事業方針３． 

日本研究機関に対する各種支援とともに、専門家の招へいやネットワーク形成

の支援を通じ、日本研究支援の充実に努める。また、広範な分野にわたって各

界各層の対話の機会を創出するため、学術研究機関や市民団体などによる知的

交流事業を充実させるよう努める。 
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１．事業実施状況 

日本研究については、シェフィールド大学及びロンドン大学に対する教員拡充

のための経費支援、ジャパンライブラリーグループ主催の司書ワークショップ

事業に対する支援、フェローシップによる研究者招聘等を通じて、日本研究機

関の充実と研究者の育成に努めた。知的交流では、日中韓の文化遺産の専門家

によるワークショップ及びシンポジウムの主催、グラスゴー大学と東京大学の

国際共同研究プロジェクトへの助成等を通じて、両国の研究者や実務者間の対

話や交流の促進に寄与した。また、国際交流基金賞を受賞したアーサー・スト

ックウィン日産日本問題研究所前所長の受賞記念講演を開催し、研究成果の社

会的還元にも努めた。 

 

２．具体的事業例 

●日本研究機関に対する支援（通年） 

シェフィールド大学及びロンドン大学アジア・アフリカ研究学院に対する教

員拡充のための経費支援を行なうとともに、ブリストル大学に対して、研究

活動に必要な図書を寄贈した。 

●英国日本研究司書のための天理古典籍ワークショップへの支援（2009年6月、

日本） 

オックスフォード大学内組織ジャパンライブラリーグループが米国・英国等

から日本研究司書18名を奈良天理中央図書館に集めて、研究資料の取り扱い

等に関する実務研修を行なったプロジェクトに対して経費支援した。 

●平和構築における文化イニシャティブの役割に関するラウンドテーブル（2009年11

月、ロンドン） 

青山学院大学国際交流共同研究センターとの共催で、文化機関が平和構築に

果たす役割等について同センター研究員を始めとする各分野の専門家が報

告を行い、ブリティシュ・カウンシル関係者と意見交換した。25名参加。 

●文化遺産シンポジウム「Cultural Heritage? in East Asia」（2010年3月、

ノリッチ／ロンドン） 

セインズベリー日本藝術研究所、国際中国文化遺産・考古学研究センターと

の共催で、日中韓の文化遺産の専門家が参加して西洋起源の「文化遺産

cultural heritage」という概念の東アジアにおける適用の実態や現代社会

との関係を様々な角度から分析・検証するワークショップ及び一般公開シン

ポジウムを開催した。上記共催機関やイーストアングリア大学、ロンドン大

学UCLカレッジ考古学研究所等会場提供機関とも連携して、関係者ネットワ

ーク構築の格好の機会となった。来場・参加者約100名。      以上
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1 2ドイツ 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

9 月の会館設立 40 周年記念行事を中心に、年間を通じて満遍なく各分野の事業を

実施した。文化芸術交流分野においては、香道文化の紹介、エプソン社の全面協力

による細江英公氏による写真展、舞台公演や映画上映など文化会館ホールも最大

限活用して日本文化紹介事業を展開、日本語教育については、会館日本語講座受

講者数が 200 人に迫った他、日本語能力試験申込者も 1,400 名に達し、平成 22 年

度からはハンブルクでも試験が実施されることが決まるなど、学習者数の増加も図っ

た。日本研究支援におけるハイデルベルク大学通訳養成修士課程新設への協力、

知的交流におけるノルトライン・ヴェストファーレン州学術省や日本学術振興会の協

力を得た高齢化社会をテーマとするシンポジウムやベルリンで開催した三島由紀夫

没後 40 周年記念シンポジウムを含めて、各分野において 40 周年を機に、現地ニー

ズを踏まえた新機軸事業の実施に一層力を注ぐとともに、外部資金の導入や外部団

体との共催・協力を通じて、費用対効果の高い事業実施を図った。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 259,167千円（国別順位：7位、全体の2.41％） 

〔20 年度：241,806 千円（国別順位：11 位、全体の 2.19％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

若年層の関心にも配慮し、若者が親しみを覚える魅力的な現代文化や伝統文化

についても紹介の機会を持ち、総合的な日本文化を紹介するよう努める。 

 

１．事業実施状況 

日本の現代文化に関心が高い若者をターゲットに、今後の現地主導による事業

継続の可能性も視野に入れながら、広義の意味での「ポップカルチャー」文化

の紹介に努めた。また、文化庁から派遣された文化交流使を活用した香道紹介

や素浄瑠璃公演など、伝統文化の紹介にも取り組み、ケルンのみならず全ドイ

ツにてバランスの取れた文化紹介事業を行った。 

 

２．具体的事業例 

●ポップ映画上映会（2009年9～12月、ケルン） 

漫画、小説を原作とする映画やJポップ音楽を扱う映画など、若者を主対象

にポップカルチャー関連映画を特集上映し、多くの観客に日本の「今」をア

ピールする機会を提供した。来場者1,284名。 

●佐々木敦氏による現代文学講演会（2010年3月、ケルン／ハンブルク） 
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まだその作品がドイツ語に翻訳されていない若手日本人作家・佐々木敦氏に

よる日本の現代文学全般に関する講演会をハンブルク大学及びケルン日本

文化会館にて開催した。また、ハンブルク文学祭「ハーバーフロント」関係

者との面談を設定して、日独交流150周年にあたる2011年の同文学祭にて日

本の現代文学を取り上げることが提案されるなど、新たなネットワーク構築

の端緒ともなった。来場者120名。 

●細江英公氏による写真展「記憶の劇場」（2010年3月～、ケルン） 

戦後の日本写真界を代表する写真家・細江英公氏による「舞踏」をテーマと

するシリーズ写真展覧会を実施した。事前広報の効果もあり、写真、舞踏、

文学といった特定ジャンルを超えて、幅広く観客にアピールする事業となっ

た。来場者1,353名（3月末日時点）。 

●レナード衛藤を中心とするブレンドラムスによるコンサート（2009年6月、ケ

ルン／デュッセルドルフ） 

デュッセルドルフ「日本デー」と協力して、レナード衛藤（和太鼓）、鬼怒

無月（ギター）、SUJI（タップダンス）で構成されるユニット・ブレンドラ

ムスによるコンサートを開催した。文化会館だけでなく「日本デー」におい

ても多くの聴衆の心を掴む質の高いセッションが好評であった。文化会館で

のコンサートへの来場者350名。 

●志野流香道ワークショップ（2010年1～2月、フランクフルト／ケルン／ミュ

ンヘン／ヴァイル・アム・ライン） 

文化交流使としてパリに滞在中の香道家・蜂谷宗苾氏による香道ワークショ

ップをドイツ各地で巡回開催し、これまで香道に触れる機会がなかった多く

のドイツ人に日本文化の新たな側面を紹介、興味を喚起することができた。

参加者約420名。 

●アンサンブル遊声による雅楽・声明コンサート（2010年9月、ケルン） 

文化会館40周年記念事業のオープニング行事として、ケルンフィルハーモニ

ーホールにて、アンサンブル遊声による雅楽と声明コンサートを開催した。

雅楽器を使った古典と現代曲のプログラムが450名の聴衆に深い感銘を与え

た。 

 

事業方針２． 

日本語教師のネットワーク化を図りつつ、多様な教育機関における日本語教育

を支援するため、各日本語教師会の相互連携強化を促進し、日本語教師の各種

研修を実施する。また、研究者の招聘やセミナー支援により、日本研究者の育

成をはじめとする日本研究支援を充実させるよう努める。 
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１．事業実施状況 

教師セミナーの実施や専門家派遣を通じた教師会活動への協力など、ドイツ各地の

日本語教師会と連携して効果的な日本語教育事業の展開を図った。また、日本研究

機関や日本研究者に対しては、機関支援やフェローシップなど個別ニーズに対応し

た支援を継続するとともに、研究者会議の開催を支援して、研究ネットワークの構築

を促した。 

 

 

２．具体的事業例 

●ベルリン日本語教師研修（2010 年 1 月、ベルリン） 

ベルリン日独センターにおいて「行動志向の日本語教育」をテーマとする教

師研修を旧東独地域で活動する日本語教師を対象に実施、19 名の現役教師が

参加した。 

●日本語教育専門家の派遣（通年） 

文化会館付日本語教育アドバイザーをフランクフルト、トーリア等ドイツ各

地で開催された日本語教師会研修に出講させた他、ドイツにおける日本語教

育事情調査のために現場視察・意見交換を重ね、教育現場の現状及び課題把

握に努めた。 

●日本研究機関への支援（通年） 

2009 年に開講したハイデルベルク大学の日独通訳養成コースに教員確保の

ための経費支援助成を行ったほか、ケルン大学に対しては、研究活動に不可

欠な日本研究関連図書を寄贈した。 

●日本研究フェローシップ（通年） 

日本近代史、経済地理学、国際金融政策等を専門分野とする日本研究者計 5

名を日本に派遣して、適切な指導教官の下で研究活動や論文執筆の機会を提

供し、研究者の質的レベル向上を図った。 

●第 14 回ドイツ語圏日本研究者会議への支援（2009 年 9～10 月、ハレ） 

日本や北米からの参加を含めて 120 名程度の日本研究者が一同に会して、4 日

間にわたり文学・歴史、法律、社会学、芸術等多様な分野での研究発表・討論が

行われ、当基金もネットワーク強化助成にて必要経費の一部を支援した。 

 

事業方針３． 

日本研究者や日本専門家に加え、広く有識者との知的交流を充実させるため、

日独両国や多国間の共通課題を軸に共同研究や国際会議さらにネットワーク

形成を支援する。 
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１．事業実施状況 

日独交流において知的交流が果たす役割の重要性を認識して、大学等研究機関と

随時連絡を取りながら、必ずしも日本研究に限定されない知的ネットワークの拡充に

努めた。また全土的な知的事業展開の補完も目的として、ベルリン日独センターに駐

在員を 1 名常駐させて、知的シンポジウム等を実施した。 

 

２．具体的事業例 

●シンポジウム「高齢化社会におけるライフクオリティー」（2009 年 9 月、ケルン） 

文化会館が所在するノルトライン・ヴェストファーレン州、近隣のボン市に事務所を

持つ日本学術振興会との共催で、日独共通の課題である高齢化社会を取り巻く

様々な問題をテーマに、研究者、行政経験を有する有識者、一般の来場者等、

120 名の参加者が活発な意見交換を行なった。 

●MISHIMA！世界への影響及び多文化的ツール（2010 年 3 月、ベルリン） 

三島由紀夫没後 40 周年を記念して、ドナルド・キーン氏をはじめ生前の三島由紀

夫と親交のあった世界の学者・芸術家を集め、3 日間にわたり三島の「多文化性」

を論じるシンポジウムを実施した（ベルリン学術アカデミー、ベルリン日独センター

共催）。アカデミーホールにおける初日の記念講演には 150 名、続く 2 日間の討議

には、イタリアやイギリス、アメリカ等からの聴衆も交え常時100名近くが参加した。

以上
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1 3フランス 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

文化芸術交流については、日仏交流の拠点であるパリ日本文化会館内の複数施

設を有機的に連動させながら、今日でも根強い人気のある伝統分野から、近年

関心が高まっているポップカルチャー、日本食といった比較的新しい分野まで、

来場者が直接参加できる企画も含めて数多くのイベントを実施、幅広い日本文

化の紹介に努めた。日本語教育については、文化会館常駐の専門家と指導助手

による活動やアルザス欧州日本学研究所との研修共催、各教育機関のニーズに

応じた教材寄贈を通じて教育レベル・学習レベルの向上を図った。日本研究・

知的交流については、国立政治学財団主催の日本講座ジャパン・チェアへの講

師派遣に協力したほか、現地研究者の参加も得て、文化会館において政治・経

済等知的分野をテーマとしたシンポジウムや講演会を開催、研究成果の社会還

元に努めるとともに、研究者間ネットワークの構築の場を提供した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 628,206千円（国別順位：3位、全体の5.83％） 

〔20 年度：679,383 千円（国別順位：3位、全体の 6.14％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

伝統文化とともに、多様な現代文化を含めた総合的な日本文化を紹介するた

め、パリ日本文化会館での文化事業の充実や、日仏芸術家の交流に努め、質の

高い文化交流を目指す。特に、近年対日関心が高まっている若年層に対しては、

そのニーズに応じた先駆的企画による文化芸術事業を行うことで日本の理解

者の増大に努める。 

 

１．事業実施状況 

文化会館での質の高い展覧会、舞台公演、映画上映、講演会等を実施して、対

日理解の一層の促進に努めた。例えば、秋の大型展として開催した写真展「出

発（たびだち）－6人のアーティストによる旅」展では、「旅」をテーマとす

る若手・中堅世代の写真・ビデオアート作品を紹介、舞台芸術では、フェステ

ィバル・ドートンヌとの共催による J-DANCE（コンテンポラリーダンスのフェ

スティバル）や、中村福助氏による歌舞伎デモンストレーション等を実施した。

また、若年層向けとして、パリ郊外で毎年開催されているポップカルチャー紹

介大型イベント・JAPAN EXPO と時期を合わせて最新アニメ映画上映会、監督等

のトークショー、「かわいい」をテーマとしたファッションショーを開催した。

他方、日本からのアーティストの受入体制が比較的整っている土地柄でもある
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ことから、文化会館以外で実施する事業についても、渡航費援助や情報提供等

を通じて積極的な支援に努めた。 

２．具体的事業例 

●「武道の精神展」＋関連事業（2009 年 4～7月、パリ） 

日本で実際に用いられてきた武具類（複製中心）を、テーマ性・装飾性の高

い作品を中心に展示する「武道の精神」展を実施、会期中には甲野義紀氏に

よる武道レクデモ・ワークショップ、武道体験アトリエ、柔道/剣道レクデ

モ、「姿三四郎」等武道関連映画特集上映、騎士と侍の比較をテーマにした

シンポジウムを開催して、武道の世界を多角的に紹介した。来場者数 4,242

名。 

●写真展「出発（たびだち）－6人のアーティストによる旅」展（2009 年 10

月～2010 年 1 月、パリ） 

「旅」をテーマとして、若手から中堅世代の 5人の写真家、1人のビデオア

ーティストの作品を紹介する展覧会を東京都写真美術館藤村里美氏のキュ

レーションにて開催した。同時期に近隣のケ・ブランリー美術館が主催した

写真ビエンナーレ「PHOTO QUAI」ともパートナーシップを持ち、広報面にて

協力を行った。来場者数 6,621 名。 

●ジャパン・ポップカルチャー・フェスティバル（2009 年 7 月、パリ） 

パリ郊外で毎年開催されている JAPAN EXPO はマンガ、アニメ、ゲーム、音

楽、ファッションなど日本のポップカルチャーを紹介する一大イベントとし

て近年は若者を中心に 10 万人以上（2009 年は 16 万人）を集めており、同

EXPO と連動する形で文化会館でもフェスティバルを開催した。コンテンツメ

ディアプロデューサーの櫻井孝昌氏をプロデューサーに迎え、原宿を代表す

る 10 ブランドによるファッションショー（ラフォーレ原宿と共催）、外務

省カワイイ大使やアニメ映画監督によるトークショー、『鋼の錬金術師』『名

探偵コナン』等人気アニメの上映、マンガの吹き出しセリフ考案日本語コン

テスト入賞作品展示などを 4日間に渡って開催、JAPAN EXPO 会場から駆けつ

けた者を含めて計 1,767 名が来場した。 

●フェスティバル・ドートンヌとの共催による J-DANCE（2009 年 10 月、パリ）

パリで毎秋開催される大型演劇祭「フェスティバル・ドートンヌ」に参加す

る形で、日本のコンテンポラリーダンス公演を実施、日仏ダンサーの競演に

よる『モンスター･プロジェクト』、最先端のテクノロジーを駆使して制作

されたミクスト・メディア・パフォーマンス作品『true/本当のこと』の 2

作品を文化会館にて上演した。来場者 1,106 名。 

●文化会館以外で実施される文化芸術事業への支援（通年） 

パリ第 7大学、トゥールーズ大学、ボルドー大学で行なった法政大学国際文
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化学部教授・川村湊氏による文学講演、サンテチエンヌ国立高等建築学校学

生の訪日ワークショップ、アルル国際写真フェスティバルに参加した写真

家・畠山直哉による展覧会、和太鼓グループ「鼓童」によるパリ・リヨン巡

回コンサート、平田オリザ氏率いる「青年団」によるブザンソン等地方 5都

市巡回公演、アルザス地方での「宮崎駿監督特集上映会」など、各地で開催

される様々な日本文化紹介企画に経費支援、パリ以外での対日関心の向上に

も貢献した。 

 

事業方針２． 

日本語教育を充実させるため、日本語教師のネットワーク強化を進めるととも

に、特に中等教育における日本語教育を取り巻く環境（教育基準、教師資格、

教材開発、教師研修等）を整備する。 

 

１．事業実施状況 

文化会館常駐の日本語教育専門家 2名を十分に活用して、仏中等教育機関の日

本語教師を対象とした研修会や、アルザス欧州日本学研究所と共催した欧州の

日本語教師向け研修会等を通じて、教師レベルの向上と教師間情報ネットワー

クの構築を図った。 

 

２．具体的事業例 

●中等教育機関日本語教師向け研修会（2009 年 10 月、パリ） 

パリ日本文化会館付日本語教育専門家が中心となって企画した中等教育機

関の日本語教師（日本人及びフランス人）対象の研修会にて、基金の制作し

た教材紹介や作成されたばかりの中等教育日本語学習指導要領に基づいた

ワークショップ等を行なった。36 名が参加。高等教育機関の日本語教師を対

象とする研修会はこれまでも実施されていたが、中等教育の教師が集う機会

としてはフランスで初めての試みとなった。 

●欧州日本語教師研修会（2009 年 6～7 月、アルザス） 

アルザス欧州日本学研究所との共催で、特にヨーロッパ言語共通参照枠組み

CEFR 及び同枠組み内での日本語教育での実践について欧州 21 カ国の日本語

教師の間で情報共有を行った。教授経験に応じて、5年未満と 5～10 年程度

の教師で分けて計 2コースで実施、欧州 21 カ国から 40 名の日本語教師が参

加した。 

●教育機関への日本語教材の寄贈（通年） 

リール第 3大学、オルレアン大学、プロバンス大学、ジュール・フェリー高

校等計 11 校の仏国内の中高等教育機関に対して日本語教材を寄贈し、学習

276 



を支援した。 

 

事業方針３． 

学術研究機関、シンクタンク等と積極的に連携し、特に社会科学分野を中心と

した幅広い日本研究・知的交流を充実させるため、研究・教育の質的向上や欧

州域内研究者とのネットワーク強化等を促進する。 

 

１．事業実施状況 

拠点機関支援によるパリ政治学院国立政治学財団への客員教授派遣、国立高

等研究院宗教学部学部長の招聘、アルザス欧州日本学研究所との共催による

若手日本研究者合宿セミナー、フランスの日本研究の中心であるコレージ

ュ・ド・フランス日本学高等研究所の創立 50 周年記念シンポジウム支援等

を通じてフランスにおける日本研究と日仏間の知的交流の拡充に取り組ん

だ。また、文化会館においても学術関係の講演会・シンポジウム 10 件程度

を仏国内の研究機関や日仏交流機関と協力して実施、特に現代日本社会、経

済危機等の社会科学系テーマを意識的に取り上げて、これまで人文科学系テ

ーマに偏りがちであったプログラムラインナップにも工夫を施し、研究者間

の交流を実現した。 

 

２．具体的事業例 

●国立高等研究院宗教学部学部長の文化人招へい（2010 年 2 月） 

国立高等研究院宗教学部ホフマン学部長を日本に招聘、同氏は滞在中、哲

学・宗教専門家との意見交換、高等教育・研究機関の訪問、日本における史

料保存の現状視察等を充実してこなし、個人レベル、機関レベルで幅広い研

究ネットワークが構築された。 

●アルザス欧州日本学研究所との共催セミナー（2009 年 9 月、アルザス） 

欧州内日本研究者のネットワーク構築と当該テーマにおける汎領域的研究

の深化を目的に、広範な分野、専門性を持った有識者が参加しうるテーマと

して「明治」を設定、講師として御厨貴東京大学教授を派遣して、欧州域内

若手日本研究者による合宿形式のセミナーを実施、欧州の明治研究の深化を

図った。 

●講演会「日本の防衛政策」（2009 年 6 月、パリ） 

2008 年渋沢クローデル賞を受賞したギブール・ドラモット氏による講演会。

日本の防衛関係者100人以上へのインタビューに基づいて執筆された博士論

文「日本の防衛政策の決定要因と政治ゲーム」を基に、アフガニスタン、イ

ラクへの自衛隊派遣などの時事的要素を加えながら、防衛政策の歴史的経緯
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や憲法 9条の解釈の推移についてわかりやすく解説した。来場者 66 名。 

●シンポジウム「危機を考える」（2009 年 11 月、パリ） 

危機をめぐる日仏有識者による知的対話。経済危機やそれに伴う社会的危機

への取組みについて、日本の 90 年代の経験をどのように活かせるか、等を

テーマとする日仏有識者からのプレゼンテーションを通じて、国際的な課題

に対して日本の知見を生かす知的交流の場となった。日刊紙ル・モンドが 2

ページに渡って日本からの参加研究者5名の発表要約記事を掲載するなど広

く波及効果があった。来場者 145 名。 

●シンポジウム「加藤周一－あるいは文化多様性の考察」（2009 年 12 月、パ

リ） 

2008 年 12 月に逝去した加藤周一氏の思想をめぐるシンポジウム。アジア研

究者ネットワーク組織 Reseau Asie、フランス国立科学研究センターとの共

催で、加藤周一氏の最後の著作「日本文化における時間と空間」を基に、日

本の思想について討論が行われた。日本研究者ばかりでなくエドガール・モ

ラン氏やモーリス・ゴドリエ氏といった著名な哲学者の参加を得たことで、

会場 280 席を大幅に上回る聴衆が来場し、日本研究関係者のみならず幅広い

層の関心を呼ぶテーマであることが証明された。 

以上
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1 4ハンガリー 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

ハンガリーを含むドナウ川流域 4ヶ国を対象に実施された大型周年事業「日

本・ドナウ交流年 2009」では、ハンガリー国内でも大小併せて 100 以上の日本

文化紹介事業が実施された。国際交流基金も、周年の核となるオープニング及

びクロージングの記念公演を実施したほか、従来からの文化講演会や映画上映

会も継続した。また日本語教育では、民間資金を活用した「日本・ハンガリー

協力フォーラム」事業が 3年目を迎え、教育機関への経費支援や教科書の作成

等を通じて一層の事業拡充を図った。さらに、中東欧日本語教育研修会の開催、

ブダペスト日本文化センターによる小規模助成スキームや写真パネルの貸出な

ど、同センターの広域機能を積極的に発揮して、広く中東欧地域に波及する事

業展開にも努めた。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 93,933千円（国別順位：18位、全体の0.87％） 

〔20 年度：85,672 千円（国別順位：19 位、全体の 0.77％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日本文化に直接触れることの出来るワークショップ、レクチャーなどの参加・

体験型の交流や質の高い日本文化紹介事業を行うことにより、広く同国民の対

日関心・理解を高める。 

 

１．事業実施状況 

「日本・ドナウ交流年 2009」を記念した舞台公演や展覧会などの大型文化事業

をブダペスト及び地方都市で実施し、幅広い層に質の高い日本文化をアピール

することができた。また現地の文化団体や教育機関が企画する良質な日本関連

事業に対しても積極的に関与し、支援した事業の幾つかがメディアにも取り上

げられるなど、日本文化へ関心・理解の促進に寄与できた。 

 

２．具体的事業例 

●展覧会「WA:現代日本のデザインと調和の精神」（2009 年 4～5月、ブダペス

ト） 

国立工芸美術館との共催で、現代日本が生み出した優れたプロダクトデザイ

ン約 160 点を展示紹介した。展覧会期間中にはキュレーターの柏木博氏及び

川上典李子氏による関連講演会やガイドツアーも実施して、事業効果の拡大

を図った。来場者 5,362 名。 
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●展覧会「武道の精神」（2009 年 7～8 月、ケストヘイ／ブダペスト） 

鎧兜や武具など、日本の武道にまつわる様々な品をケストヘイ・ヘリコン宮

殿博物館及びブダペスト・国立民族学博物館にて巡回展示し、計 5,000 名の

来場者を得た。国立民族学博物館での展示終盤においては、在ハンガリー日

本大使館と共催して「秋祭り」と題する関連イベントを企画、書道、生花、

おもちゃなどの生活文化ワークショップ、武道デモンストレーション、武道

マンガのパネル展示を同時開催した。 

●和菓子レクチャー・デモンストレーション（2009 年 10 月、ブダペスト） 

日本より 3名の和菓子職人を派遣して、和菓子の歴史や文化的背景に関する

一般向けレクチャー・デモンストレーションや料理専門学校での学生向け和

菓子ワークショップを実施した。参加者は合わせて約 200 名。 

●沖縄芸能「琉神」公演（2009 年 10 月、ブダペスト） 

メルリン劇場と共催して、沖縄の民俗文化・伝統芸能を紹介するグループ「琉

神」によるエイサー公演を実施、実施にあたってはハンガリー日本商工会か

らの資金協力も得た。観客数は計 300 名。 

●「新内節浄瑠璃と八王子車人形」公演（2009 年 11 月、ブダペスト） 

「日本・ドナウ交流年」の公式クロージング事業として、新内節浄瑠璃鶴賀

流十一代目家元・鶴賀若狭掾氏（人間国宝）と八王子車人形五代目家元・西

川古柳氏が率いるグループによる公演及び人形劇専攻学生を対象とするワ

ークショップを、ブダペスト・セントラル劇場にて実施した。来場・参加者

は計 860 名。 

 

事業方針２． 

2004 年に日・ハ両国首脳の合意により設立された「日本・ハンガリー協力フォ

ーラム」による日本語教育普及事業を支援し、同国における日本語教育の振興

を図る。 

 

１．事業実施状況 

住友化学等の民間企業からの寄附金を活用した「日本・ハンガリー協力フォーラム事

業」（以降、「協力フォーラム事業」）が 3 年目を迎え、講師給与助成、教材作成、教師

研修の 3 本柱事業の継続・拡充、日本語教師会をはじめとする関係機関/者の活動

支援を通じて、ハンガリーにおける日本語教育の促進を図った。 

 

２．具体的事業例 

●「協力フォーラム事業」による日本語講座給与助成（通年） 

支援対象をこれまでの 7校に、新たに 3校（大学、高校、小学校各 1校ずつ）
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を追加、計 10 校の日本語教育機関に対して講師雇用のための給与を助成し

た。 

●「協力フォーラム事業」による教材作成（通年） 

主にハンガリーの高校生を対象としたハンガリー語による日本語教材（2巻

本）の作成を継続、2011 年中の完成・刊行に向けて原稿収集や編集作業を進

めた。 

●「協力フォーラム事業」による教師研修（通年） 

ブダペスト日本文化センター付日本語教育専門家による初級教授法や敬語

指導、インターネットを活用した指導法などをテーマとする日本語教師向け

研修会を計 5回実施した。参加者は延べ 77 名。 

●「協力フォーラム事業」による個別プロジェクト支援（通年） 

ハンガリー日本語教師会による日本語問題集作成プロジェクト、外国語の教

育機関がブース展示を行い各国語への理解を促進するイベント「言語パレー

ド」への参加、日本語教育関係者の国際会議出席といった個別プロジェクト

に対する経費支援を行った。 

●「教科書をつくろう」ハンガリー語版作成（通年） 

日本語国際センターが作成した日本語教材「教科書をつくろう」のハンガリ

ー語版を翻訳・作成し、関係機関や現地日本語教師が授業で活用できるよう

に配布した。 

 

事業方針３． 

ブダペスト事務所を拠点として、同国内のみならず他の中東欧諸国も含めた日

本語教師、日本研究者、文化・芸術関係者間のネットワークを強化し、情報交

流・共有の進展を図るとともに、対日関心・理解の促進に資する事業の実施に

努める。 

 

１．事業実施状況 

日本語教育アドバイザーの出張指導や中東欧地域の日本語教育関係者が一堂に

会する研修会実施、メーリングリストの利用による情報交換の活性化・ネット

ワーク強化などを通じて、中東欧全域を視野に入れた日本語教育振興に努めた。

また文化芸術交流においても、近隣諸国の文化事業への現地支援、ブダペスト

日本文化センター所蔵の写真パネルの貸出展示などを通じて、基金拠点が存在

しない近隣諸国での日本文化紹介事業にも取り組んだ。 

 

２．具体的事業例 

●日本語教育専門家の周辺国指導出張（通年） 
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ブダペスト日本文化センター付日本語教育専門家が近隣のクロアチア、スロ

ベニア、セルビアを訪問して、日本語教育の実状把握のための情報収集と現

地日本語教師を対象とした教師研修を実施した。 

●中東欧日本語教育研修会（2010 年 1 月、ブダペスト） 

「口頭能力の評価と開発」をテーマに、中東欧諸国 11 カ国(ポーランド、チ

ェコ、スロバキア、オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、

クロアチア、セルビア、モンテネグロ、ブルガリア)の教師を一同に集めた

教師研修会を実施、教師同士の域内ネットワークを充実させる機会にもなっ

た。47 名が参加。 

●中東欧日本研究巡回セミナー（2009 年 11 月、ブダペスト） 

「日本の高度経済成長を支えたイノベーション・企業文化」をテーマに、小

林三郎一橋大学大学院・国際企業戦略研究科客員教授、角南篤政策研究大学

院大学科学技術・学術政策プログラムディレクター・准教授による講演をブ

ダペスト・コルヴィヌス大学にて開催。学生、日本研究者、日本語教育関係

者、日系企業関係者等約 80 名が聴講。本セミナーはハンガリー以外にブル

ガリア・ソフィア大学、ルーマニア・ブカレスト経済大学にも巡回して、こ

れまで紹介される機会の少なかった日本経済分野への理解促進・関心喚起を

図った。 

●ブダペスト日本文化センター所蔵写真パネルの展示（2009 年 7 月クルージ

ュ・ナポカ、2010 年 3 月マリボル） 

ルーマニア（クルージュ・ナポカ市）及びスロべニア（マリボル市）におい

て、両国の日本大使館及び現地団体との共催で、ブダペスト日本文化センタ

ー所蔵写真パネルセット「日本の現代建築」及び「日本の世界遺産」を活用

した展覧会を行った。来場者 5,500 名。 

●近隣諸国での日本文化関連事業に対する現地助成（通年） 

ブダペスト日本文化センターの小規模助成プログラムにて、ボスニア・ヘル

ツェゴビナ（出版助成及び邦楽コンサート）、ポーランド（日本研究キャン

プ）、チェコ（アニメフェスティバル）、スロバキア（現代美術展）といっ

た近隣諸国における日本文化紹介事業の実施を支援した。 

以上
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1 5ロシア 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

ロシアにおいては、文化講座や日本語講座、日本理解講座の定期実施、映画上

映やアニメワークショップ等の文化紹介イベントなどの事務所施設を活用した

事業やモスクワ近郊の学校での出前講座などに取り組むとともに、事業の効果

的な運営や適切な現地ニーズ把握のために関係機関とのネットワークの拡充に

も努めた。また極東・シベリア地域においては、サハリン州行政府文化遺産保

存専門家の招聘、アニメレクデモの巡回実施、大学への日本語教育専門家派遣

や日本研究拠点機関支援など、各地総領事館と緊密に連携しながら一般市民や

教育関係者のニーズに応じた事業を展開した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 209,837千円（国別順位：11位、全体の1.95％） 

〔20 年度：183,606 千円（国別順位：14 位、全体の 1.66％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

近年高まりつつある対日関心を背景に、伝統文化と現代文化を含めた総合的な

日本文化を紹介するため、優れた造形美術の展示や舞台芸術公演の開催など、

質の高い文化芸術交流を推進する。 

 

１．事業実施状況 

豊かな芸術の歴史と伝統のあるロシアにおいて日本の水準の高い伝統文化を紹

介するべく、ロシアで初めてとなる文楽公演や日本舞踊デモンストレーション

等を実施するとともに、伝統を現代に活かす切り紙創作デモンストレーション

や現代日本建築の粋を示すくまもとアートポリス展などを通じて、伝統文化と

現代文化を総合的に発信した。また、極東・シベリア地域においても、サハリ

ン州行政府の文化遺産保存関係者招聘、アニメーション作家ツジシンヤ氏によ

るレクチャー等の文化協力・文化紹介事業を展開した。 

 

２．具体的事業例 

●文楽公演（2009 年 6～7 月、モスクワ） 

第 8回チェーホフ記念国際演劇フェスティバルからの招待に応じる形で、財

団法人文楽協会と協力して、プシーキン劇場にてロシアで初となる文楽公演

として「曽根崎心中」全 3幕を上演、演劇関係者を含めた多数の観客から賞

賛を受けて質の高い日本文化を紹介できた。来場者 4,800 名。 

●切り紙レクチャー・デモンストレーション（2009 年 10 月、モスクワ） 
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若手切り紙作家・矢口加奈子氏を派遣し、一般市民及び学生、デザイナーな

どの専門家を対象とするレクチャー・デモンストレーションと切り紙ワーク

ショップを実施した。来場・参加者 210 名。 

●くまもとアートポリス展（2009 年 10～11 月、モスクワ／カザン） 

熊本県による建造物建築プロジェクト｢くまもとアートポリス｣によって生

み出された建築を紹介する展覧会をモスクワ・ギャラリー「ヴフテマス」及

びカザン国立建築技術大学にて実施した。来場者 2,600 名。 

●第 43 回日本映画祭（2009 年 11 月、モスクワ） 

在露日本大使館の露語フィルムライブラリー所蔵の『ALWAYS 三丁目の夕

日』『魂萌え！』『サイドカーに犬』『河童のクゥと夏休み』『ミヨリの森』

および基金本部フィルムライブラリー所蔵の『ALWAYS 続・三丁目の夕日』

『明日の記憶』といった比較的近年の作品を特集上映した。来場者 4,005 名。

●日本舞踊レクチャー・デモンストレーション（2010 年 3 月、モスクワ） 

西川扇蔵氏（西川流十世宗家）を代表とする日本舞踊団がロシア公演（モス

クワ、サンクトペテルブルク）を実施する機会を捉えて、西川扇蔵氏、西川

箕乃助氏、尾上紫氏による一般及び専門家向けのレクチャー・デモンストレ

ーションをストラスノイ劇場にて実施した。来場者 280 名。 

 

事業方針２． 

日本語教師会等の日本語教師のネットワーク強化、初中等レベルの日本語教育

を促進する。 

 

１．事業実施状況 

国立モスクワ大学への日本語教育派遣専門家がモスクワを始めロシア各地の日

本語教育拠点に出張して指導、助言を行うとともに、日本語教師会の活動を支

援して日本語教師のネットワーク強化を図った。また、平成 20 年度に製作した

日本語・日本文化教材キット「かばんの中の日本」について、その解説書を出

版し、教師向けの利用オリエンテーション等を通じて初中等教育レベルでの利

用促進を図った。極東・サハリン地域についても、ノボシビルスクやサハリン

国立大学、極東国立人文大学等に専門家を派遣して現地教師の育成や学習者支

援を継続した。 

 

２．具体的事業例 

●国立モスクワ大学への日本語教育専門家の派遣継続（通年） 

日本語教師向けセミナー開催 10 回（ロシア国内 7回+近隣諸国 3回）、教師

向け勉強会 12 回（モスクワ 9回+リャザン 3回）、モスクワ市教師研修コー
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スへの出講 7回、 モスクワ市内初中等教育機関等への訪問 11 回、日本語

教育機関調査のための近隣諸国への出張 2回など、ロシア及び NIS 諸国の日

本語教育水準向上のために幅広く活動した。 

●日本語教師会の活動支援（2009 年 10 月、2010 年 3 月、モスクワ） 

CIS 日本語教師会研究交流会（10 月、来場者 40 名）、ロシア日本語教師会

（3月、来場者 100 名）の実施に協力して、日本語教師のネットワーク強化

を図った。また、ロシア語圏日本語教師間での情報共有等を目的として CIS

日本語教師会が作成した情報交換 WEB サイトの開設に協力した。 

●教材キット「かばんの中の日本」の貸し出し（通年） 

モスクワの中等教育機関 20 箇所に対して、日本語教師が共同で作成した利

用解説書を用いて日本語･日本文化教材キット「かばんの中の日本」の利用

オリエンテーションを実施、適切な活用法を共有した上で同キットの無償貸

与を開始した。 

●日本語弁論大会への経費支援（2009 年 5 月、10 月） 

第 4回モスクワ日本語スピーチコンテスト（5月、来場者 100 名）、初中等

教育日本語弁論大会（10 月、来場者 150 名）、第 22 回 CIS 学生日本語弁論

大会（10 月、来場者 110 名）を実施又は支援して、日本語学習者の動機付け

の機会を提供した。 

 

事業方針３． 

日本研究拠点機関や大学・大学院等の日本研究者の育成に配慮し、各種教育・

研究機関における日本語教育・日本研究支援を充実させる。 

 

１．事業実施状況 

極東国立総合大学東洋学大学やロシア日本研究者協会の活動を継続支援すると

ともに、同協会主催による国際シンポジウム「アジア・太平洋における日本と

ロシア」の実施にも協力した。また、若い世代による研究活動の活性化を目的

に企画した大学生、大学院生、若手研究者限定の研究発表会「ジャパンレポー

ト」、ロシア国立人文大学と提携開催した人文科学分野の研究学会などを通じ

て、多層なレベルでの日本研究の振興を図るとともに、一般向け日本理解講座

をシリーズで実施して研究成果の社会的還元にも配慮した。 

 

２．具体的事業例 

●極東国立総合大学東洋学大学やロシア日本研究者協会への活動支援（通年）

極東地域の日本研究拠点である極東国立総合大学東洋学大学に対して、所属

教授の訪日研究や紀要出版を支援、またロシア日本研究者協会に対しても紀
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要出版や事務局運営、論文コンテスト実施に必要な経費支援を行ない、研究

活動の下支えを行なった。 

●若手研究者ジャパンレポート（2009 年 10 月、モスクワ） 

モスクワ日本文化センター及びモスクワ国立大学付属アジア･アフリカ諸国

大学において将来の日本研究を担う若手研究者の研究発表会を実施、本発表

会が刺激となって他の日本学学会への若手研究者の参加が増加するなどの

効果が現れた。発表者 21 名、聴講者各発表につき約 30 名。 

●第 6回日露フォーラムの共催（2009 年 10 月、イルクーツク） 

ロシア現代発展研究所との共催により、日露の有識者をスピーカーに招いた

国際フォーラムを開催、「グローバル化の中でのアジア太平洋地域における

日露関係の展望」を共通テーマに「アジア太平洋地域及び世界における日露

関係の将来像」「世界金融危機後のグローバル経済の中での日露の役割」「日

本とロシア：文化・技術・スポーツ等の発展において互いにおよぼした影響・

貢献の再認識」の 3セッション構成で、幅広い観点から日露関係の重要性に

ついて討議した。スピーカーの発表内容は、論集として報告書を作成した。

発表者・聴講者併せて 52 名が参加。 

以上
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1 6エジプト 

 

実施状況 

概要 

１．21 年度の実施状況全体に関する総括 

21 年度は、エジプトにおいて九州大学による文科省・国際化拠点整備事業（グ

ローバル 30）のためのカイロオフィスの開設、JICA 等の支援によるエジプト日

本科学技術大学 E-JUST の設立、日本への留学経験者や卒業生から成る「アラム

ナイ」のネットワーク組織の立ち上げなど、知日家育成につながる新たな環境

整備の動きが見られた。こうした動きを追い風として、基金としてもアインシ

ャムス大学日本語学科等の現地自立化を中長期的な目標に掲げて、日本語教

育・日本研究の中核機関に対する支援を継続した。また、文化芸術交流におい

ては人口の過半数以上を占める若者層の対日関心向上のために、マンガ、ジャ

ズなどの大衆文化・ポップカルチャーの紹介にも力点を置いてレクデモや公演

を実施したほか、カイロ日本文化センターでの碁会所や学生交流会など、日本

に関心のある若者が定期的に集う機会を提供して人的ネットワークの構築機能

を一層発揮した。 

 

２．国別事業実績額（決算前の速報値） 

 93,854千円（国別順位：19位、全体の0.87％） 

〔20 年度：102,864 千円（国別順位：18 位、全体の 0.93％）〕 

国別事業 

方針及び 

具体的実施

状況 

事業方針１． 

日本語教育・日本研究を充実させるため、同国の日本語教育及び日本研究の拠

点である又は拠点となるべき大学・機関等を支援するとともに、中東地域の日

本語教育関係者のネットワーク構築・運営も支援する。特に、日本研究につい

ては、言語・文学分野等の人文科学系のみならず政治・経済分野等の社会科学

系の機関においても促進されるような支援を行う。また、一般市民の日本語学

習意欲に応え、学習者数を拡大するために、カイロ事務所日本語講座を充実さ

せる。 

 

１．事業実施状況 

日本研究については、最重点拠点であるアインシャムス大学に対する客員講師

派遣を通じて、修士課程への指導を継続した。そこで指導を受けた数名が修士

論文を間もなく完成予定であり、留学経験者とあわせて、数年先には同大学講

師陣を構成することが期待できる。また、社会科学系分野でも、カイロ大学政

治経済学部が企画した日本研究入門講座を教授派遣により支援した。日本語教

育については、カイロ日本文化センター主催の市民向け日本語講座の年間受講

者数がアレキサンドリアにおける入門講座の定員拡充等の施策により約 18％
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も増加した。また毎年恒例の中東日本語教育セミナーにおいて、中東地域で教

鞭をとる日本語教師の間で JF 日本語教育スタンダードに対する理解を深める

ことができた。 

 

２．具体的事業例 

●客員講師派遣（通年、カイロ） 

アインシャムス大学外国語学部日本語学科に日本文学と言語学の専門家を 1

名ずつ派遣、主に修士論文執筆予定の学生8名に対して必要な指導を施した。

現地での限られた期間での直接指導後も日本から電子メールを利用した「リ

モート論文指導」を継続してフォローアップに当たった。 

●日本研究集中入門講座（2010 年 3 月、カイロ） 

早稲田大学政治経済学部・深川由紀子教授をカイロ大学政治経済学部に 10

日間客員教授派遣して、「日本の経済発展と社会・文化」、「日本の経済発

展と東アジアモデルの形成」、「日本の経済発展と教育システム」をテーマ

に短期集中講義を行なった。受講者数 87 名。 

●博士論文執筆者フェローシップ（通年） 

エジプト芸術アカデミーにも所属するカイロ大学文学部演劇批評学部講師

が「1960 年代の日本とエジプト演劇の比較研究：別役実とアルフレッド・フ

ァッラーグ」をテーマに九州大学にて論文執筆に向けた研究活動を行った。

●第 10 回中東日本語教育セミナー（2009 年 8 月、カイロ） 

中東地域の日本語教師のネットワーク強化と教授能力のブラッシュアップ、

JF 日本語教育スタンダードに対する理解促進を目的として、日本語国際セン

ター専任講師によるセミナーを実施した。10 カ国から 36 名が参加。 

 

事業方針２． 

有識者との知的交流及び将来の国づくりを担う青少年の交流を充実させ、対話

の活発化に努めるため、専門家、研究者、学生らの派遣及び招聘、国際会議・

シンポジウムなどを開催する。特に、同国の日本研究者等の交流チャンネルは、

従来、日本の中東研究者等が中心であったが、日本の多様な分野の専門家・有

識者との交流も促進する。 

 

１．事業実施状況 

エジプト国内有識者コミュニティにおいて「日本」がより積極的に語られるこ

とを目指して、若手研究者とジャーナリストの 2名を「産業発展と環境」をテ

ーマとする中東グループ訪日研修事業にて日本に招へい、また、同事業に日本

側で関わった講師をエジプトに派遣して現地で関連セミナーを開催するなど、
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テーマ軸を設定して、日本研究者に限らない幅広い知日派知識層の育成に取り

組んだ。さらに、イスラム研究者の国際会議実施を支援して日本と中東の研究

者の対話・交流の促進にも寄与した。また、日本人留学生とエジプト人親日学

生が組織する交流会に対して、文化センター施設の会場提供やアドバイスを行

い、その定例化と組織強化に努めた。 

 

２．具体的事業例 

●中東グループ訪日研修への参加（2009 年 11 月） 

国の発展と環境に関わる日本の教訓と試みを伝えることを目的に『産業発展

と環境』をテーマとして実施された中東グループ訪日研修にエジプトからカ

イロ大学政治経済学部助手及び日刊紙アハラーム紙記者を招聘し、日本の戦

後の産業発展と環境に関わる経験と現代の最先端の環境技術や持続可能な

社会への試みに触れ、それを支える日本人の環境に対する理念・意識を学ぶ

機会を提供した。 

●中東知的交流巡回セミナー（2010 年 3 月、カイロ） 

上記の中東グループ訪日研修に携わった法政大学・藤倉良教授及び総合地球

環境学研究所・縄田浩志准教授を派遣し、グループ訪日研修のフォローアッ

プの意味合いも込めて、「国の発展と環境とのバランス～過去の経験を未来

に生かす～」をテーマとする講演会をアインシャムス大学と共催、同大学の

学生を中心に 50 名の聴衆が参加した。 

●日本エジプト学生交流会へのサポート（通年、カイロ） 

基金日本語講座、カイロ大学、アインシャムス大学等所属のエジプト人学生

とこれら機関に留学中の日本人学生が組織する交流会に対し、定例会合への

センター図書室及び機材の無償提供、 テーマや運営方法についての助言を

行った。 

●イスラーム研究国際会議への知的交流会議助成（2009 年 12 月、カイロ） 

早稲田大学イスラーム地域研究機構がカイロ大学文学部及び日本学術振興

会カイロ事務所と共催した「カイロ国際会議：第二回国際会議イスラーム地

域研究の新しい地平線-アイデンティティー、共存、グローバル化」を経費

支援した。会議参加者 300 名。 

 

事業方針３． 

伝統文化から現代文化まで多様な日本文化の紹介事業を実施する。なかでも、

同国の人口構成は若者層が多くを占めることを勘案し、若者層をターゲットに

した現代文化の紹介に重点を置く。 
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１．事業実施状況 

若者層の文化的ニーズに応える形で、漫画家・永井豪氏によるレクチャー・上

映会、日本映画週間（00 年代の青春映画作品を中心とする特集上映）、Tokyo 

Freedom Soul によるカイロジャズフェスティバルでの公演など多彩な事業を実

施・協力したほか、エジプトでの紹介の機会が限られている日本のコンテンポ

ラリーアートを戦略的に紹介していく取り組みの嚆矢として、南條史生森美術

館館長による講演会を開催した。また、「現代日本の陶磁器」展のカイロ及び

アレキサンドリアへの巡回、お茶会の実施、若者が集うサウィー文化センター

（カイロ）での折り紙コースの定例化など伝統的な生活文化の紹介を通じて、

幅広い人々の関心・興味を惹起するよう努めた。 

 

２．具体的事業例 

●漫画家・永井豪氏によるレクチャー・上映会（2009 年 10 月、カイロ） 

『マジンガーＺ』『グレンダイザー』等でエジプト人の間で根強い人気を誇

る漫画家・永井豪氏によるレクチャーとアニメ上映会を芸術創造センター及

び芸術アカデミー高等映画学院にて実施、若者を中心に計 330 名が熱心に永

井氏のレクチャーに耳を傾けた。 

●日本映画週間（2010 年 2 月、カイロ） 

在エジプト日本大使館、エジプト文化省開発基金との共催で、エジプト芸術

創造センター映画ホールにて計 5日間に渡って『下妻物語』『チルソクの夏』

などの青春映画セレクションを特集上映、アラビア語字幕を制作したことも

効を奏して若者を中心に計 810 名が来場、アンケート回答者の 91%が満足と

回答するなど、現地ニーズに的確に応えた事業となった。 

●Tokyo Freedom Soul（クリヤマコト）公演（2010 年 3 月、カイロ） 

ピアニスト・クリヤマコト氏率いるジャズトリオ Tokyo Freedom Soul を第 2

回カイロジャズフェスティバルに招聘、一般向け公演やクラブでの公演、大

学でのマスターコースも開催した。地元週刊紙 Ahram Weekly が 1 ページに

渡ってインタビュー記事を掲載するなど、熱のこもったレベルの高いパフォ

ーマンスがエジプト人の気質にマッチしていたことが伺えた。来場者・参加

者 450 名。 

●東京シンフォニエッタ公演（2009 年 4 月、カイロ／アレキサンドリア） 

第１回アレキサンドリア現代音楽ビエンナーレ参加のためにエジプトを訪

れた東京シンフォニエッタによるアレキサンドリア図書館、カイロオペラハ

ウスでの演奏会に協力したほか、作曲家・湯浅譲二氏等参加のレクチャーや

ラウンドテーブル、カイロコンセルバトワール学生を対象としたマスターコ

ース（ワークショップ）も行い、エジプトの様々な音楽家との交流・対話の
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機会を設けた。来場者・参加者 495 名。 

●「現代日本の陶磁器」展（2010 年 10～11 月、カイロ／アレキサンドリア）

日本の伝統的な窯焼き方式を引き継いで創作に励む若手陶芸作家の作品 70

点程度をゲジーラ・アート・センター（カイロ）及びアレキサンドリア･セ

ンター・オブ・アーツにて展示した。来場者 1,800 名。 

以上

 




